
ＰＤＦの表示設定について 

 

2019 年 4 月 5 日 教育推進課 

 

「履修要覧」ＷＥＢ版について、ＰＤＦをダウンロードした際、Adobe Acrobat の表示

設定によっては、表の罫線の太さにばらつきが生じる場合があります。罫線の太さにばら

つきが生じる場合は、以下のとおり設定の変更をお試しください。 

 

① 「編集」タブ → 環境設定 

② 分類：ページ表示 → レンダリング → 「細い線を拡張」のチェックを外す 

③ 「ＯＫ」を押して設定を完了 

 

 



－ 131 －

１．筑波大学学群学則

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日

法 人 規 則 第 １ ０ 号

改正 平成１６年法人規則第２４号

平成１６年法人規則第２７号

平成１７年法人規則第 ２号

平成１７年法人規則第３６号

平成１７年法人規則第４７号

平成１７年法人規則第５１号

平成１７年法人規則第６５号

平成１８年法人規則第 ４号

平成１９年法人規則第２７号

平成１９年法人規則第４３号

平成２０年法人規則第２４号

平成２１年法人規則第 １号

平成２１年法人規則第 ５号

平成２１年法人規則第２９号

平成２１年法人規則第３２号

平成２２年法人規則第２４号

平成２３年法人規則第３８号

平成２３年法人規則第４７号

平成２３年法人規則第６１号

平成２４年法人規則第２９号

平成２４年法人規則第５６号

平成２５年法人規則第３６号

平成２６年法人規則第２４号

平成２７年法人規則第２４号

平成２８年法人規則第３４号

平成２９年法人規則第２１号

平成３０年法人規則第 ６号

平成３０年法人規則第５２号

平成３１年法人規則第１１号

筑波大学学群学則

目次

第１章 目的（第１条）

第２章 学群・学類・学位プログラムの目的、修業年限及び在学年限、教育研究活動等状況の公表（第１条の２―第４

条の２）

第３章 学年、学期及び休業日（第５条－第７条）

第４章 入学等（第８条－第２２条）

第５章 教育課程、履修方法等（第２３条－第３８条）

第６章 卒業及び学位授与（第３９条－第４１条）

第７章 授業料（第４２条－第４６条）

第８章 休学、転学、留学及び退学（第４７条－第５４条）

第９章 収容定員等（第５５条）

第１０章 修学及び学生生活の支援等（第５６条－第５８条の２）

第１１章 賞罰（第５９条－第６４条）

第１２章 学生居住施設（第６５条－第６８条）

第１３章 科目等履修生等（第６９条－第７２条）

附則



－ 132 －

第１章 目的

（目的）

第１条 この法人規則は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条に規定する国立大学法人筑波大学（以下

「法人」という。）が設置する筑波大学の学群の修業年限、教育課程、収容定員その他学生の修学上必要な事項を定め

ることを目的とする。

第２章 学群・学類・学位プログラムの目的、修業年限及び在学年限、教育研究活動等状況の公表

（学群・学類・学位プログラムの目的）

第１条の２ 学群又は学類ごとの人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的（次項において「人材養成目的」と

いう。）は、学群長が、部局細則で定める。

２ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則第４６条の２に規定する学位プログラム（以下「学位プ

ログラム」という。）ごとの人材養成目的は、法人細則で定める。

３ 学群長が、第 項の人材養成目的を定め、又は改廃する場合には、教育を担当する副学長（以下「担当副学長」と

いう。）の承認を得なければならない。

４ 学群長が、第１項の部局細則を定め、又は改廃する場合は、人文・文化学群、社会・国際学群、人間学群、生命環

境学群、理工学群、情報学群及び医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群及び芸術専門学

群にあっては専門学群教育会議の議を経なければならない。

５ 第２項の法人細則を定め、又は改廃する場合には、グローバル教育院会議の議を経なければならない。

６ 学群長は、第１項の部局細則を定め、又は改廃した場合は、学長に報告しなければならない。

７ 第２５条以下において、部局細則を定める場合及び法人細則を定める場合は、前４項の規定を準用する。

（修業年限）

第２条 学群の修業年限は、４年とする。

２ 前項の規定にかかわらず、医学群に置かれる学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８７条第２項に定める医学を

履修する課程（以下「医学類」という。）にあっては、６年とする。

（長期履修学生の修業年限）

第２条の２ 学群において、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に

教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、法人細則で定めるところにより、その計画的な

履修を認めることができる。

２ 前項の規定により計画的な履修を認められた者（以下「長期履修学生」という。）に係る修業年限は、当該課程の在

学年限を超えることができない。

（修業年限の通算）

第３条 前２条の規定にかかわらず、第１９条に規定する場合を除き、第６９条に規定する科目等履修生として筑波大学

において一定の単位（学校教育法第９０条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を修得し

た者が筑波大学に入学する場合において、当該単位の修得により筑波大学の教育課程の一部を履修したと認められると

きは、教育会議の議を経て、学群長又はグローバル教育院長（以下「学群長等」という。）が修得した単位数その他の

事項を勘案して定める期間を前条に定める修業年限に算入することができる。ただし、その期間は、同条に定める修業

年限の２分の１を超えてはならない。

（在学年限）

第４条 学群の在学年限は、６年とする。

２ 前項の規定にかかわらず、医学類の在学年限は、９年とする。

（教育研究活動等状況の公表）

第４条の２ 筑波大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動等の状況を公表するも

のとする。

第３章 学年、学期及び休業日

（学年）
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第３章 学年、学期及び休業日

（学年）

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（学期）

第６条 学年を次の２学期に分ける。

春学期 ４月１日から９月３０日まで

秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで

（休業日）

第７条 休業日は、次のとおりとする。

日曜日

土曜日

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

開学記念日 １０月１日

春季休業 ２月１日から４月６日まで

夏季休業 ８月１日から９月３０日まで

冬季休業 １２月２７日から翌年１月６日まで

２ 教育研究上必要な場合には、学長は、教育研究評議会の議を経て、前項の休業日を臨時に変更することができる。

３ 教育研究上必要な場合には、学長は、教育研究評議会の議を経て、第１項に規定するもののほか、臨時の休業日を定

めることができる。

第４章 入学等

（入学の時期）

第８条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、教育上支障がないときは、法人細則で定めるところにより、学期の

始めとすることができる。

（入学資格）

第９条 筑波大学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

高等学校を卒業した者

中等教育学校を卒業した者

通常の課程による１２年の学校教育を修了した者

外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条第３号の規定により、文部科学大臣が別に指定

する専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）を文部科学大臣が定める日以後に修了した者

学校教育法施行規則第１５０条第４号の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

た者として文部科学大臣が指定した者

高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に合格した

者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入

学資格検定に合格した者を含む。）

筑波大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

１８歳に達したもの

（入学者選抜に関する基本方針等）

第１０条 学長は、教育研究評議会の議を経て、入学者選抜に関する基本方針を定める。

２ 学長は、毎年度、前項で定めた基本方針に基づき、入学者選抜の実施方法の概要を告示する。

（入学の出願）

第１１条 筑波大学への入学を志願する者（次項において「入学志願者」という。）は、入学願書に法人細則で定める書

類を添えて、願い出なければならない。

２ 入学志願者は、前項の出願に当たっては、別表第１に定める額の検定料を納付しなければならない。ただし、学長が

特に定める場合は、この限りでない。

（入学者選抜）

第１２条 前条の出願をした者について、法人細則で定めるところにより、入学者選抜を行う。
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２ 入学者選抜の種類は、一般入試及び特別入試とする。

３ 入学者選抜の方法は、書類審査、学力試験、小論文、面接又は実技試験によるものとする。

（法人細則への委任）

第１３条 第８条から前条まで及び次条第１項に規定するもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、法人細則で定め

る。

（特別な組織）

第１４条 第１０条各項に規定する入学者選抜に関する基本方針及び入学者選抜の実施方法の概要に基づき入学者選抜

を円滑に行い、第２３条第３項に規定する学群及び学類並びにグローバル教育院及び学位プログラム（以下「学群等」

という。）の教育課程の編成方針に基づき適切な教育課程を編成し、並びに第５６条第２項に規定する学生の円滑な修

学及び学生生活の支援並びに指導助言に関する基本方針に基づき必要な措置及び指導助言を効果的に行うため、国立大

学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６年法人規則第１号）第３５条第１項に規定する特別な組

織を置くものとする。

２ 前項の特別な組織の組織及び運営については、法人規程で定める。

（入学手続及び入学許可）

第１５条 入学者選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者であって筑波大学への入学を希望するものは、所定の期日ま

でに法人細則で定める書類を提出するとともに、別表第１に定める額の入学料を納付しなければならない。ただし、入

学料の納付について学長が特に定める場合は、この限りでない。

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者（次条に規定する入学料の免除又は第１７条に規定する入学料の徴収猶予を申

請している者を含む。）に入学を許可する。

３ 納付された入学料は、返付しない。ただし、次条の規定により入学料を免除された場合には、免除の額に相当する額

を返付することができる。

（入学料の免除）

第１６条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入学料の全部又は一部を免除することができる。

入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡

し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる

場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（入学料の徴収猶予）

第１７条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入学料の徴収を猶予することができる。

経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

入学前１年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、

納付期限までに納付が困難であると認められる場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（法人規程への委任）

第１８条 前２条に規定するもののほか、入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、法人規程で定める。

（国費外国人留学生等の入学の特例）

第１８条の２ 第１１条から第１３条まで及び第１５条から前条までの規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要

項（昭和２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づく国費外国人留学生及び日韓共同理工系学部留学生事業実施要項（平

成１２年８月１日文部省学術国際局長裁定）に基づく日韓理工系国費留学生（以下「国費外国人留学生等」という。）

の入学については、別に定める。

（編入学、転入学及び再入学）

第１９条 次の各号のいずれかに該当する者が、編入学（医学群に置かれる学類への編入学を除く。）を志願したときは、

選考の上、相当年次に編入学を許可することができる。

大学（短期大学を除く。以下この号及び第３項において同じ。）を卒業した者又は大学に２年以上在学し、６２

単位以上修得し退学した者

短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者

外国の大学又は短期大学を卒業した者

学校教育法第５８条の２又は第１３２条の規定に該当する者

学校教育法施行規則附則第７条の規定に該当する者
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２ 入学者選抜の種類は、一般入試及び特別入試とする。

３ 入学者選抜の方法は、書類審査、学力試験、小論文、面接又は実技試験によるものとする。

（法人細則への委任）

第１３条 第８条から前条まで及び次条第１項に規定するもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、法人細則で定め

る。

（特別な組織）

第１４条 第１０条各項に規定する入学者選抜に関する基本方針及び入学者選抜の実施方法の概要に基づき入学者選抜

を円滑に行い、第２３条第３項に規定する学群及び学類並びにグローバル教育院及び学位プログラム（以下「学群等」

という。）の教育課程の編成方針に基づき適切な教育課程を編成し、並びに第５６条第２項に規定する学生の円滑な修

学及び学生生活の支援並びに指導助言に関する基本方針に基づき必要な措置及び指導助言を効果的に行うため、国立大

学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６年法人規則第１号）第３５条第１項に規定する特別な組

織を置くものとする。

２ 前項の特別な組織の組織及び運営については、法人規程で定める。

（入学手続及び入学許可）

第１５条 入学者選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者であって筑波大学への入学を希望するものは、所定の期日ま

でに法人細則で定める書類を提出するとともに、別表第１に定める額の入学料を納付しなければならない。ただし、入

学料の納付について学長が特に定める場合は、この限りでない。

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者（次条に規定する入学料の免除又は第１７条に規定する入学料の徴収猶予を申

請している者を含む。）に入学を許可する。

３ 納付された入学料は、返付しない。ただし、次条の規定により入学料を免除された場合には、免除の額に相当する額

を返付することができる。

（入学料の免除）

第１６条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入学料の全部又は一部を免除することができる。

入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡

し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる

場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（入学料の徴収猶予）

第１７条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入学料の徴収を猶予することができる。

経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

入学前１年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、

納付期限までに納付が困難であると認められる場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（法人規程への委任）

第１８条 前２条に規定するもののほか、入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、法人規程で定める。

（国費外国人留学生等の入学の特例）

第１８条の２ 第１１条から第１３条まで及び第１５条から前条までの規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要

項（昭和２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づく国費外国人留学生及び日韓共同理工系学部留学生事業実施要項（平

成１２年８月１日文部省学術国際局長裁定）に基づく日韓理工系国費留学生（以下「国費外国人留学生等」という。）

の入学については、別に定める。

（編入学、転入学及び再入学）

第１９条 次の各号のいずれかに該当する者が、編入学（医学群に置かれる学類への編入学を除く。）を志願したときは、

選考の上、相当年次に編入学を許可することができる。

大学（短期大学を除く。以下この号及び第３項において同じ。）を卒業した者又は大学に２年以上在学し、６２

単位以上修得し退学した者

短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者

外国の大学又は短期大学を卒業した者

学校教育法第５８条の２又は第１３２条の規定に該当する者

学校教育法施行規則附則第７条の規定に該当する者

２ 医学群に置かれる学類への編入学については、法人規程で定める。

３ 他の大学（外国の大学を含む。）に現に２年以上在学し、６２単位以上修得している者が、転入学を志願したときは、

選考の上、相当年次に転入学を許可することができる。

４ 筑波大学を卒業した者又は退学した者のうち筑波大学に１年以上在学したものが、再入学を志願したときは、選考の

上、相当年次に再入学を許可することができる。ただし、退学した者にあっては、退学してから２年を経過していない

場合であって、退学時に所属していた学群又は学類に再入学を志望するときその他法人規則等で定める要件に該当する

ときに限る。

５ 前各項に規定する編入学、転入学及び再入学に係る入学手続及び入学許可については、第１５条の規定を準用する。

６ 第１項から第４項までに規定する編入学、転入学及び再入学に係る第１６条に規定する入学料の免除及び第１７条に

規定する入学料の徴収猶予については、第１５条第１項の入学者選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者であって筑

波大学への入学を希望するものの例による。

（学群等間の移籍）

第２０条 学生が、現に所属する学群等以外の学群等に移籍を志願した場合には、選考の上、現に所属する学群等の学群

長等及び移籍を志願する学群等の学群長等の許可を得て、当該学群等の相当年次に移籍することができる。

第２１条 削除

（編入学者等の既に履修した授業科目等の取扱い）

第２２条 第１９条の規定により入学を許可された学生及び前２条の規定により移籍を許可された学生の既に履修した

授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数及び在学年限については、教育会議の議を経て、学群長等

が決定する。

第５章 教育課程、履修方法等

（教育課程の編成方針）

第２３条 教育課程は、筑波大学、学群等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設して、体系的に編成し

なければならない。

２ 教育課程の編成に当たっては、学群等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判

断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう配慮するものとする。

３ 学長は、教育研究評議会の議を経て、学群の教育課程の編成方針を定めるものとする。

（教育課程の編成方法等）

第２４条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものと

する。

２ 授業科目の区分は、専門科目、専門基礎科目並びに共通科目及び関連科目からなる基礎科目とし、各学群等が当該年

度ごとに開設する授業科目の名称、単位数及び履修方法等については、別に定める。

３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用による多様な方法により実施するものとする。

４ 授業は、教育会議の議を経て、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で実施すること

ができる。

５ 授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を

行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。

６ 授業の一部を、筑波大学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

（特別の課程の編成）

第２４条の２ 学長は、必要があると認めたときは、学校教育法第１０５条の規定に基づく筑波大学の学生以外の者を対

象とした特別の課程（次項において「特別の課程」という。）を編成するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、特別の課程の編成に関し必要な事項は、別に法人規則で定める。

（主専攻分野）

第２５条 学群長等は、学生が重点的に履修すべき授業科目の範囲を定めた主専攻分野を置く。

２ 前項の主専攻分野は、部局細則（学位プログラムにあっては法人細則。以下同じ。）で定めるものとする。

（主専攻及び副専攻）

第２５条の２ 学生は、前条第１項の主専攻分野のうちから、入学した年次終了時以降に主専攻を選択するものとする。

ただし、入学した年次において主専攻が決定している者にあってはこの限りでない。
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２ 主専攻の決定は、部局細則で定めるところにより、学群長等が行う。

３ 学群長等は、教育上有益と認めるときは、部局細則で定めるところにより、当該学群等の他の主専攻分野の一つを副

専攻として学生に履修させることができる。

（教育職員の免許等に関する授業科目等）

第２６条 第２４条の授業科目に加えて、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）の定める教員の免許状で、別に示す種類及び教科の免許状の取得

に必要な授業科目

社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に定める社会教育主事資格の取得に必要な授業科目

図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に定める司書資格の取得に必要な授業科目

博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に定める学芸員の資格の取得に必要な授業科目

学校図書館法（昭和２８年法律第１８５号）に定める司書教諭の資格の取得に必要な授業科目

２ 前項の授業科目及びその履修方法については、別に定める。

第２７条 削除

（部局細則への委任）

第２８条 この法人規則及びこれに基づく法人規程又は法人細則等に定めるもののほか、教育課程の編成及びその履修に

必要な事項は、部局細則で定める。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第２８条の２ 学群等は、当該学群等の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究（次項において「教

育改善研修等」という。）を実施しなければならない。

２ 学群等は、教育改善研修等の実施結果について、毎年度、担当副学長に報告しなければならない。

（社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制）

第２８条の３ 筑波大学は、大学及び学群等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの能力を発揮し、社会的及び職業

的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有

機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

（成績評価基準等の明示等）

第２８条の４ 学群長等は、学生に対して、授業科目の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するも

のとする。

２ 学群長等は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対して

その基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（単位の授与に関する基本方針）

第２９条 学長は、教育研究評議会の議を経て、授業科目の単位の授与等に関する基本方針を定めるものとする。

（単位の計算方法）

第３０条 授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを

標準とし、次の基準によるものとする。

講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別表第２に定める時間の授業をもって１単位とす

る。

実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で別表第２に定める時間の授業をもって１単

位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、各学群が定める時間の授業をも

って１単位とする。

学群長等は、一つの授業科目について、講義、演習、実習及び実技のうち二以上の方法の併用により行う場合

の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して、部局細則で定め

る時間の授業をもって１単位とする。

（卒業論文、卒業研究等の授業科目の単位の取扱い）

第３１条 前条の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、学群長等がこれらに必要な学修等を

考慮して、部局細則で適当な数の単位を定めることができる。

（履修に関する基本方針等）

第３２条 学長は、教育研究評議会の議を経て、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するための履修に関する
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２ 主専攻の決定は、部局細則で定めるところにより、学群長等が行う。

３ 学群長等は、教育上有益と認めるときは、部局細則で定めるところにより、当該学群等の他の主専攻分野の一つを副

専攻として学生に履修させることができる。

（教育職員の免許等に関する授業科目等）

第２６条 第２４条の授業科目に加えて、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）の定める教員の免許状で、別に示す種類及び教科の免許状の取得

に必要な授業科目

社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に定める社会教育主事資格の取得に必要な授業科目

図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に定める司書資格の取得に必要な授業科目

博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に定める学芸員の資格の取得に必要な授業科目

学校図書館法（昭和２８年法律第１８５号）に定める司書教諭の資格の取得に必要な授業科目

２ 前項の授業科目及びその履修方法については、別に定める。

第２７条 削除

（部局細則への委任）

第２８条 この法人規則及びこれに基づく法人規程又は法人細則等に定めるもののほか、教育課程の編成及びその履修に

必要な事項は、部局細則で定める。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第２８条の２ 学群等は、当該学群等の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究（次項において「教

育改善研修等」という。）を実施しなければならない。

２ 学群等は、教育改善研修等の実施結果について、毎年度、担当副学長に報告しなければならない。

（社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制）

第２８条の３ 筑波大学は、大学及び学群等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの能力を発揮し、社会的及び職業

的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有

機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。

（成績評価基準等の明示等）

第２８条の４ 学群長等は、学生に対して、授業科目の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するも

のとする。

２ 学群長等は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対して

その基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

（単位の授与に関する基本方針）

第２９条 学長は、教育研究評議会の議を経て、授業科目の単位の授与等に関する基本方針を定めるものとする。

（単位の計算方法）

第３０条 授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを

標準とし、次の基準によるものとする。

講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で別表第２に定める時間の授業をもって１単位とす

る。

実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で別表第２に定める時間の授業をもって１単

位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、各学群が定める時間の授業をも

って１単位とする。

学群長等は、一つの授業科目について、講義、演習、実習及び実技のうち二以上の方法の併用により行う場合

の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して、部局細則で定め

る時間の授業をもって１単位とする。

（卒業論文、卒業研究等の授業科目の単位の取扱い）

第３１条 前条の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、学群長等がこれらに必要な学修等を

考慮して、部局細則で適当な数の単位を定めることができる。

（履修に関する基本方針等）

第３２条 学長は、教育研究評議会の議を経て、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するための履修に関する

基本方針を定める。

２ 学長は、前項で定めた基本方針に基づき、毎年度、前項の方針に基づく履修に関する統一的な取扱いを告示する。

（履修科目の登録の上限）

第３３条 学群長等は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単

位数について、学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を部局細則で定めるもの

とする。

２ 学群長等は、部局細則で定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定

める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

（単位の授与）

第３４条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を授与する。

２ 前項の規定にかかわらず、第３１条に規定する授業科目については、試験に代えて適切な方法により学修の成果を評

価して単位を授与することができる。

（成績の評価）

第３５条 授業科目の試験の成績は、次の各号のいずれかの評語を用いるものとする。

（１） Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ

（２） Ｐ又はＦ

２ 前項の評語のうち、Ａ＋、Ａ、Ｂ、及びＣ並びにＰを合格とし、Ｄ及びＦを不合格とする。

３ 第１項第２号に定める評語を用いて評価する場合は、部局細則で定めるものとする。

４ 第１項に定める評語の評価基準は、別に定める。

（他大学等における授業科目の履修等の取扱い）

第３６条 学群長等は、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学（以下「他大学等」という。）との協議に基

づき、他大学等の授業科目の履修を許可した学生が当該他大学等において修得した単位を、法人細則で定めるところに

より、筑波大学における授業科目の履修により修得したものとみなす。

２ 前項の規定は、外国の大学又は短期大学（以下「外国の大学等」という。）が行う通信教育による授業科目を我が国

において履修する場合について準用する。

３ 学群長等は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他法人細

則で定める学修を、教育会議の議を経て、筑波大学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。

４ 学群長等は、前３項の規定により修得したものとみなし、又は授与した単位について、教育会議の議を経て、合わせ

て６０単位を限度として、卒業の要件となる単位として認めることができる。

（休学期間中の外国の大学等の修得単位の取扱い）

第３６条の２ 学群長等は、教育上有益と認めるときは、休学期間中に外国の大学等において修得した単位について、本

学において修得したものとみなし、認定することができる。

２ 前項の規定により本学において修得したものとみなすことのできる単位は、前条第４項の規定を準用する。

（入学前の既修得単位等の取扱い）

第３７条 学群長等は、教育上有益と認めるときは、学生が筑波大学入学前に筑波大学若しくは他大学等において履修し

た授業科目について修得した単位その他法人細則で定める単位を、教育会議の議を経て、筑波大学入学後の筑波大学に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２ 学群長等は、教育上有益と認めるときは、学生が筑波大学入学前に行った前条第３項に規定する学修を、教育会議の

議を経て、筑波大学入学後の筑波大学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は授与することができる単位については、第１９条に規定する編入学

等の場合を除き、筑波大学において修得した単位以外のものについて、第３６条第１項から第３項まで及び前条第２項

並びに第５１条第５項の規定により筑波大学における授業科目の履修により修得したものとみなす単位数と合わせて

６０単位を超えないものとする。

（履修関係資料の提供）

第３８条 学生が、自己の学習目的に沿って体系的に授業科目を履修し、十分な学習成果をあげて円滑に卒業することに

資するため、教育課程、履修方法、卒業要件等を一覧的に記した資料を作成して、学生に提供するものとする。

第６章 卒業及び学位授与

（卒業）
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第３９条 学長は、筑波大学に４年以上（医学類にあっては６年以上）在学し、所属する学群等に係る部局細則に規定す

る卒業の要件として必要な授業科目を履修し、及びその単位を修得した学生について、人文・文化学群、社会・国際学

群、人間学群、生命環境学群、理工学群、情報学群及び医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門

学群及び芸術専門学群にあっては専門学群教育会議、グローバル教育院にあっては学位プログラム教育会議及びグロー

バル教育院教育会議の議を経て、その卒業を認定する。

２ 前項の部局細則（学位プログラムにあっては法人細則）で定める卒業の要件として必要な単位数は、１２４単位以上

（医学類にあっては１９６単位以上）でなければならない。

３ 第１項の規定により、部局細則を定めるにあたっては、卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第２４条第４項

に定める授業の方法により修得する単位数は６０単位を超えないものとする。

（早期卒業）

第４０条 前条第１項の規定にかかわらず、学長は筑波大学に３年以上在学した学生（医学類に在学するものを除き、学

校教育法施行規則第１４９条の規定に該当する者を含む。）が、卒業の要件として同条第２項に定める単位を優秀な成

績で修得したと認める場合であって、かつ、当該学生が卒業を希望する場合には、人文・文化学群、社会・国際学群、

人間学群、生命環境学群、理工学群、情報学群及び医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群

及び芸術専門学群にあっては専門学群教育会議、グローバル教育院にあっては学位プログラム教育会議及びグローバル

教育院教育会議の議を経て、その卒業を認定することができる。

（学位授与）

第４１条 学群を卒業した者には、学士の学位を授与する。

２ 前項の学位に付記する専攻分野の名称は別表第３のとおりとする。

３ 前２項に規定するもののほか、学位に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人規程で定める。

第７章 授業料

（授業料の納付）

第４２条 学生は、毎年度、別表第１に定める額の授業料を納付しなければならない。ただし、学生が国費外国人留学生

等である場合又は学長が特に定める場合は、この限りでない。

２ 授業料の納付は、各年度に係る授業料について２期に区分して行うものとし、それぞれの期において納付する額は、

年額の２分の１に相当する額とする。

３ 授業料の納付の時期は、第１期に係るものにあっては５月、第２期に係るものにあっては１１月とする。ただし、学

生が申し出た場合には、第１期に係る授業料を納付するときに、第２期に係る授業料を併せて納付することができる。

４ 納付された授業料は、返付しない。ただし、第４４条の規定により授業料を免除された場合には、免除の額に相当す

る額を返付することができる。

５ 前項本文の規定にかかわらず、第３項ただし書の規定により授業料を納付した学生の授業料の返付については、次の

とおりとする。

第２期に係る授業料の納付の時期前に休学した場合には、当該授業料に相当する額を返付することができる。

第１期中に退学した場合には、第２期に係る授業料に相当する額を返付することが

できる。

（休学者の授業料）

第４３条 休学を許可され、又は命ぜられた学生については、法人規程で定めるところにより、休学した日の属する月の

翌月（休学した日が月の初日に当たるときは、その月）から復学した日の属する月の前月までの授業料を免除すること

ができる。

（授業料の免除）

第４４条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、授業料の全部又は一部を免除することができる。

経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

授業料の各期ごとの納付の時期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入

学前１年以内）において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著

しく困難であると認められる場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（授業料の徴収猶予）

第４５条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、授業料の徴収を猶予することができる。

経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
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第３９条 学長は、筑波大学に４年以上（医学類にあっては６年以上）在学し、所属する学群等に係る部局細則に規定す

る卒業の要件として必要な授業科目を履修し、及びその単位を修得した学生について、人文・文化学群、社会・国際学

群、人間学群、生命環境学群、理工学群、情報学群及び医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門

学群及び芸術専門学群にあっては専門学群教育会議、グローバル教育院にあっては学位プログラム教育会議及びグロー

バル教育院教育会議の議を経て、その卒業を認定する。

２ 前項の部局細則（学位プログラムにあっては法人細則）で定める卒業の要件として必要な単位数は、１２４単位以上

（医学類にあっては１９６単位以上）でなければならない。

３ 第１項の規定により、部局細則を定めるにあたっては、卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第２４条第４項

に定める授業の方法により修得する単位数は６０単位を超えないものとする。

（早期卒業）

第４０条 前条第１項の規定にかかわらず、学長は筑波大学に３年以上在学した学生（医学類に在学するものを除き、学

校教育法施行規則第１４９条の規定に該当する者を含む。）が、卒業の要件として同条第２項に定める単位を優秀な成

績で修得したと認める場合であって、かつ、当該学生が卒業を希望する場合には、人文・文化学群、社会・国際学群、

人間学群、生命環境学群、理工学群、情報学群及び医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群

及び芸術専門学群にあっては専門学群教育会議、グローバル教育院にあっては学位プログラム教育会議及びグローバル

教育院教育会議の議を経て、その卒業を認定することができる。

（学位授与）

第４１条 学群を卒業した者には、学士の学位を授与する。

２ 前項の学位に付記する専攻分野の名称は別表第３のとおりとする。

３ 前２項に規定するもののほか、学位に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人規程で定める。

第７章 授業料

（授業料の納付）

第４２条 学生は、毎年度、別表第１に定める額の授業料を納付しなければならない。ただし、学生が国費外国人留学生

等である場合又は学長が特に定める場合は、この限りでない。

２ 授業料の納付は、各年度に係る授業料について２期に区分して行うものとし、それぞれの期において納付する額は、

年額の２分の１に相当する額とする。

３ 授業料の納付の時期は、第１期に係るものにあっては５月、第２期に係るものにあっては１１月とする。ただし、学

生が申し出た場合には、第１期に係る授業料を納付するときに、第２期に係る授業料を併せて納付することができる。

４ 納付された授業料は、返付しない。ただし、第４４条の規定により授業料を免除された場合には、免除の額に相当す

る額を返付することができる。

５ 前項本文の規定にかかわらず、第３項ただし書の規定により授業料を納付した学生の授業料の返付については、次の

とおりとする。

第２期に係る授業料の納付の時期前に休学した場合には、当該授業料に相当する額を返付することができる。

第１期中に退学した場合には、第２期に係る授業料に相当する額を返付することが

できる。

（休学者の授業料）

第４３条 休学を許可され、又は命ぜられた学生については、法人規程で定めるところにより、休学した日の属する月の

翌月（休学した日が月の初日に当たるときは、その月）から復学した日の属する月の前月までの授業料を免除すること

ができる。

（授業料の免除）

第４４条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、授業料の全部又は一部を免除することができる。

経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

授業料の各期ごとの納付の時期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入

学前１年以内）において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著

しく困難であると認められる場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（授業料の徴収猶予）

第４５条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、授業料の徴収を猶予することができる。

経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

行方不明の場合

学生又は学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（法人規程への委任）

第４６条 前３条に規定するもののほか、授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、法人規程で定める。

第８章 休学、転学、留学及び退学

（休学）

第４７条 疾病その他特別の理由により、引き続き２月以上修学することができない学生は、所属する学群等の学群長等

の許可を得て、休学することができる。

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる学生については、法人細則で定めるところにより、学群長等が休

学を命ずる。

（休学期間）

第４８条 休学期間は１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度として、休学期間の延長を認める

ことができる。

２ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。

３ 休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。

（復学）

第４９条 休学期間中にその理由が消滅したときは、学群長等の許可を得て、復学することができる。

（転学）

第５０条 他の大学へ入学又は転入学を志願しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

（留学）

第５１条 学群長等は、教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生が当該外国の大学等で学修を

することを目的とする留学を許可することができる。

２ 前項の許可により留学できる期間（以下「留学期間」という。）は、１年以内とする。ただし、やむを得ない事情が

あると認められるときは、学群長等は、さらに１年以内に限り、留学期間の延長を許可することができる。

３ 留学期間は、通算して２年を超えることができない。

４ 留学期間は、第３９条第１項に定める在学期間に含めることができる。

５ 外国の大学等へ留学し修得した単位の取扱いについては、第３６条第４項の規定を準用する。

（退学）

第５２条 退学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

（法人細則への委任）

第５３条 第４７条から前条までに規定するもののほか、休学、復学、転学、留学及び退学に関し必要な事項は法人細則

で定める。

（除籍）

第５４条 次の各号のいずれかに該当する学生は、学長が除籍する。

授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

在学年限を超えた者

年間１５単位以上（医学類にあっては、これに相当する単位又は授業科目の履修）を修得することができない者

（特別の理由により、あらかじめ学群長等の許可を受けた者を除く。）

第４８条第１項及び第２項に規定する休学期間を超えて、なお修学できない者

入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、免除若しくは徴収猶予が不許可となった者若しくは半額免除が

許可となった者で、所定の期日までに入学料を納付しないもの又は徴収猶予が許可となった者で、徴収猶予期間を

超えて、なお入学料を納付しないもの

２ 前項に規定するもののほか、除籍に関し必要な事項は法人規程で定める。

第９章 収容定員等
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（収容定員等）

第５５条 各学群に置く学類及びその収容定員等は、別表第４のとおりとする。

第１０章 修学及び学生生活の支援等

（修学及び学生生活の支援並びにクラス）

第５６条 法人は、学生の円滑な修学及び学生生活を支援するために必要な措置を講じるとともに、必要な指導助言を行

うことに努めなければならない。

２ 学長は、教育研究評議会の議を経て、前項の学生の円滑な修学及び学生生活の支援並びに指導助言に関する基本方針

を定める。

３ 学長は、前項で定めた基本方針に基づき、学生の円滑な修学のための支援及び円滑な学生生活のための支援について、

統一的な取扱いを告示するものとする。

４ 学生の円滑な修学及び学生生活の支援並びに指導助言を行うため、クラスを設けるものとする。

５ 前項のクラスに関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人規程で定める。

（学生の活動）

第５７条 学生団体の設立、集会、掲示その他の学生の活動に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人規程

で定める。

（学生の行為の制限）

第５８条 学生は、次に掲げる行為を行ってはならない。

学期末試験その他の試験の適正な実施を妨げること。

法人の施設、設備及び環境を損なうこと。

この法人規則その他の法人の規則の規定に反すること。

秩序を乱し、その他学生の本分に反すること。

（学生証）

第５８条の２ 学長は、学生が入学（編入学、転入学及び再入学を含む。）したとき又は他の学群等へ移籍したときは、

学生証を交付するものとする。

２ 前項に規定するもののほか、学生証に関し必要な事項は、法人細則で定める。

第１１章 賞罰

（学生表彰）

第５９条 学長は、学生表彰を行うことができる。

２ 学長が学生表彰を行う場合には、学生生活を担当する副学長の下に置かれる委員会において、その選考を行う。

３ 学生表彰に関し必要な事項は、法人規程で定める。

（懲戒）

第６０条 学長は、この法人規則その他の法人規則に違反した学生又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒

することができる。

２ 前項の懲戒の種類は、懲戒退学、停学及び訓告とする。

３ 学長が懲戒を行う場合には、第１項に定める事由に該当するか否かについて、学生生活を担当する副学長の下に置か

れる委員会において、事実の調査及び確認を行うことを常例とする。

４ 学長が懲戒を行った場合は、学籍簿にその旨を記載する。

（懲戒退学）

第６１条 懲戒退学は、次のいずれかに該当する学生に対して行う。

性行不良で改善の見込みがない者

正当な理由がなくて出席常でない者

秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

２ 学長は、懲戒退学を行う場合には、教育研究評議会の議を経るものとする。

（停学）

第６２条 停学の期間は、１年６月を超えない範囲で定めるものとする。

２ 停学の期間は、在学年限に算入し、修業年限に算入しない。ただし、１月を超えないときは、修業年限に算入するこ

とができる。
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（収容定員等）

第５５条 各学群に置く学類及びその収容定員等は、別表第４のとおりとする。

第１０章 修学及び学生生活の支援等

（修学及び学生生活の支援並びにクラス）

第５６条 法人は、学生の円滑な修学及び学生生活を支援するために必要な措置を講じるとともに、必要な指導助言を行

うことに努めなければならない。

２ 学長は、教育研究評議会の議を経て、前項の学生の円滑な修学及び学生生活の支援並びに指導助言に関する基本方針

を定める。

３ 学長は、前項で定めた基本方針に基づき、学生の円滑な修学のための支援及び円滑な学生生活のための支援について、

統一的な取扱いを告示するものとする。

４ 学生の円滑な修学及び学生生活の支援並びに指導助言を行うため、クラスを設けるものとする。

５ 前項のクラスに関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人規程で定める。

（学生の活動）

第５７条 学生団体の設立、集会、掲示その他の学生の活動に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人規程

で定める。

（学生の行為の制限）

第５８条 学生は、次に掲げる行為を行ってはならない。

学期末試験その他の試験の適正な実施を妨げること。

法人の施設、設備及び環境を損なうこと。

この法人規則その他の法人の規則の規定に反すること。

秩序を乱し、その他学生の本分に反すること。

（学生証）

第５８条の２ 学長は、学生が入学（編入学、転入学及び再入学を含む。）したとき又は他の学群等へ移籍したときは、

学生証を交付するものとする。

２ 前項に規定するもののほか、学生証に関し必要な事項は、法人細則で定める。

第１１章 賞罰

（学生表彰）

第５９条 学長は、学生表彰を行うことができる。

２ 学長が学生表彰を行う場合には、学生生活を担当する副学長の下に置かれる委員会において、その選考を行う。

３ 学生表彰に関し必要な事項は、法人規程で定める。

（懲戒）

第６０条 学長は、この法人規則その他の法人規則に違反した学生又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒

することができる。

２ 前項の懲戒の種類は、懲戒退学、停学及び訓告とする。

３ 学長が懲戒を行う場合には、第１項に定める事由に該当するか否かについて、学生生活を担当する副学長の下に置か

れる委員会において、事実の調査及び確認を行うことを常例とする。

４ 学長が懲戒を行った場合は、学籍簿にその旨を記載する。

（懲戒退学）

第６１条 懲戒退学は、次のいずれかに該当する学生に対して行う。

性行不良で改善の見込みがない者

正当な理由がなくて出席常でない者

秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

２ 学長は、懲戒退学を行う場合には、教育研究評議会の議を経るものとする。

（停学）

第６２条 停学の期間は、１年６月を超えない範囲で定めるものとする。

２ 停学の期間は、在学年限に算入し、修業年限に算入しない。ただし、１月を超えないときは、修業年限に算入するこ

とができる。

３ 学長は、停学を命じる場合には、教育研究評議会の議を経るものとする。

（訓告）

第６３条 学長は、訓告を行う場合には、教育研究評議会の議を経るものとする。

（法人規程への委任）

第６４条 第６０条から前条までに規定するもののほか、学生の懲戒に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、

法人規程で定める。

第１２章 学生居住施設

（学生居住施設）

第６５条 法人は、学生の円滑な修学を支援するために、学生居住施設を設置する。

２ 学生居住施設の管理及び運営に関し必要な事項は、法人規程で定める。

（寄宿料の納付）

第６６条 学生居住施設に居住する学生は、別表第１に定める額の寄宿料を納付しなければならない。

２ 納付された寄宿料は、返付しない。ただし、次条の規定により寄宿料を免除された場合には、免除の額に相当する額

を返付することができる。

（寄宿料の免除）

第６７条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄宿料を免除することができる。

学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難であると認められる場合

その他学長が相当と認める事由があるものとして法人規程で定めるものに該当する場合

（法人規程への委任）

第６８条 前２条に規定するもののほか、寄宿料の納付及び免除に関し必要な事項は、法人規程で定める。

第１３章 科目等履修生等

（科目等履修生）

第６９条 学長は、筑波大学において一又は複数の授業科目を履修することを志願した者を、選考の上、科目等履修生と

することができる。

２ 科目等履修生が授業科目を履修し、その試験に合格した場合には、所定の単位を授与する。

３ 前２項に規定するもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人細則で定める。

（研究生）

第７０条 学長は、筑波大学において特定の専門事項について研究することを志願した者を、選考の上、研究生とするこ

とができる。

２ 前項に規定するもののほか、研究生に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人細則で定める。

（特別聴講学生）

第７１条 学長は、他大学等又は外国の大学等との協議に基づき、それらの学生であって、筑波大学において授業科目を

履修することを志願したものを、法人細則で定めるところにより、特別聴講学生とすることができる。

２ 前項に規定するもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、法人細則で定める。

（日本語研修生）

第７１条の２ 学長は、留学生等日本語研修コースの日本語予備教育コースを受講する者を、日本語研修生とすることが

できる。

２ 前項に規定するもののほか、日本語研修生に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、部局細則で定める。

（科目等履修生等の授業料等）

第７２条 第６９条第１項又は第７０条第１項の規定により、科目等履修生又は研究生となることを志願する者は、出願

のときに法人規程で定める額の検定料を納付しなければならない。ただし、法人規程で定める場合は、この限りでない。

２ 第６９条第１項又は第７０条第１項の選考に合格した者が科目等履修生又は研究生となることを希望するときは、入

学手続のときに、法人規程で定める額の入学料及び授業料を納付しなければならない。ただし、法人規程で定める場合

は、この限りでない。

３ 第７１条第１項の規定により、特別聴講学生となることを志願する者は、入学手続のときに、法人規程で定める額の
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授業料を納付しなければならない。ただし、法人規程で定める場合は、この限りでない。

４ 前３項に規定するもののほか、科目等履修生、研究生及び特別聴講学生の検定料、入学料及び授業料に関し必要な事

項は、法人規程で定める。

附 則

１ この法人規則は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 国立大学法人法附則第１７条の規定により国立大学法人の成立の際、図書館情報大学に在学する学生は、当該大学を

卒業するため必要であった教育課程の履修を、筑波大学において行うものとし、筑波大学は、そのため必要な教育を行

うものとする。

３ 図書館情報大学を卒業するため必要であった教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、法人細則で

定める。

４ 第１９条第４項に規定する筑波大学には、図書館情報大学を含むものとする。

附 則（平１６．４．１５法人規則２４号）

この法人規則は、平成１６年４月１５日から施行する。

附 則（平１６．４．２２法人規則２７号）

この法人規則は、平成１６年４月２２日から施行する。

附 則（平１７．２．２４法人規則２号）

この法人規則は、平成１７年２月２４日から施行する。

附 則（平１７．３．２４法人規則３６号）

この法人規則は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平１７．７．２１法人規則４７号）

この法人規則は、平成１７年７月２１日から施行する。

附 則（平１７．９．２９法人規則５１号）

１ この法人規則は、平成１７年９月２９日から施行する。

２ この法人規則の施行の際現に学生証の交付を受けている者については、この法人規則による改正後の国立大学法人筑

波大学学群学則第５８条の２第１項の規定により交付を受けたものとみなす。

附 則（平１７．１２．２２法人規則６５号）

この法人規則は、平成１７年１２月２２日から施行する。

附 則（平１８．２．２３法人規則４号）

１ この法人規則は、平成１８年２月２３日から施行する。

２ この法人規則の施行の際現に存するクラスについては、この法人規則による改正後の国立大学法人筑波大学学群学則

の規定により設けられたものとみなす。

附 則（平１９．３．２２法人規則２７号）

１ この法人規則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 平成１９年度、平成２０年度、平成２１年度、平成２２年度及び平成２３年度の第一学群、第二学群、第三学群、医

学専門学群及び図書館情報専門学群の学生定員は、この法人規則による改正後の国立大学法人筑波大学学群学則（以下

「新学則」という。）別表第４の規定にかかわらず次のとおりとする。

⑴ 第一学群

年 度 収容定員 入学定員

平成１９年度 １，２２０人 ※ １０人

平成２０年度 ８２０ ※ １０

平成２１年度 ４１０ ０

⑵ 第二学群

年 度 収容定員 入学定員

平成１９年度 １，３４０人 ※ １０人

平成２０年度 ９００ ※ １０
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授業料を納付しなければならない。ただし、法人規程で定める場合は、この限りでない。

４ 前３項に規定するもののほか、科目等履修生、研究生及び特別聴講学生の検定料、入学料及び授業料に関し必要な事

項は、法人規程で定める。

附 則

１ この法人規則は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 国立大学法人法附則第１７条の規定により国立大学法人の成立の際、図書館情報大学に在学する学生は、当該大学を

卒業するため必要であった教育課程の履修を、筑波大学において行うものとし、筑波大学は、そのため必要な教育を行

うものとする。

３ 図書館情報大学を卒業するため必要であった教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、法人細則で

定める。

４ 第１９条第４項に規定する筑波大学には、図書館情報大学を含むものとする。

附 則（平１６．４．１５法人規則２４号）

この法人規則は、平成１６年４月１５日から施行する。

附 則（平１６．４．２２法人規則２７号）

この法人規則は、平成１６年４月２２日から施行する。

附 則（平１７．２．２４法人規則２号）

この法人規則は、平成１７年２月２４日から施行する。

附 則（平１７．３．２４法人規則３６号）

この法人規則は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平１７．７．２１法人規則４７号）

この法人規則は、平成１７年７月２１日から施行する。

附 則（平１７．９．２９法人規則５１号）

１ この法人規則は、平成１７年９月２９日から施行する。

２ この法人規則の施行の際現に学生証の交付を受けている者については、この法人規則による改正後の国立大学法人筑

波大学学群学則第５８条の２第１項の規定により交付を受けたものとみなす。

附 則（平１７．１２．２２法人規則６５号）

この法人規則は、平成１７年１２月２２日から施行する。

附 則（平１８．２．２３法人規則４号）

１ この法人規則は、平成１８年２月２３日から施行する。

２ この法人規則の施行の際現に存するクラスについては、この法人規則による改正後の国立大学法人筑波大学学群学則

の規定により設けられたものとみなす。

附 則（平１９．３．２２法人規則２７号）

１ この法人規則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 平成１９年度、平成２０年度、平成２１年度、平成２２年度及び平成２３年度の第一学群、第二学群、第三学群、医

学専門学群及び図書館情報専門学群の学生定員は、この法人規則による改正後の国立大学法人筑波大学学群学則（以下

「新学則」という。）別表第４の規定にかかわらず次のとおりとする。

⑴ 第一学群

年 度 収容定員 入学定員

平成１９年度 １，２２０人 ※ １０人

平成２０年度 ８２０ ※ １０

平成２１年度 ４１０ ０

⑵ 第二学群

年 度 収容定員 入学定員

平成１９年度 １，３４０人 ※ １０人

平成２０年度 ９００ ※ １０

平成２１年度 ４５０ ０

⑶ 第三学群

年 度 収容定員 入学定員

平成１９年度 １，６１０人 ※ １０人

平成２０年度 １，０８０ ※ １０

平成２１年度 ５４０ ０

⑷ 医学専門学群

年 度 収容定員 入学定員

平成１９年度 ８４７人 ※ １３人

○ ５人

平成２０年度 ６４０ ※ １３

平成２１年度 ４２０ ０

平成２２年度 ２００ ０

平成２３年度 １００ ０

⑸ 図書館情報専門学群

年 度 収容定員 入学定員

平成１９年度 ５１０人 ※ ３０人

平成２０年度 ３６０ ※ ３０

平成２１年度 １８０ ０

備考 １ ※印を冠するものは、第３年次編入学定員である。

２ ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

３ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該学群を卒業した者に授与

する学位については、新学則別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４ 医学専門学群に置かれる学類（医学類を除く。）が存続する間、当該学類の専門科目、専門基礎科目及び関連科目に

ついては、新学則別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平１９．６．２８法人規則４３号）

この法人規則は、平成１９年６月２８日から施行する。

附 則（平２０．３．２７法人規則２４号）

この法人規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平２１．１．１５法人規則１号）

この法人規則は、平成２１年１月１５日から施行し、改正後の筑波大学学群学則の規定は、平成２０年４月１日から適

用する。

附 則（平２１．２．２６法人規則５号）

１ この法人規則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の第６２条の規定は、この法人規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に懲戒該当事由があった学生

に対し懲戒を行う場合について適用し、施行日前に懲戒該当事由があった学生に対し懲戒を行う場合については、なお

従前の例による。

附 則（平２１．３．１９法人規則２９号）

１ この法人規則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 平成２１年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表第４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年 度 収容定員 入学定員
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平成２１年度 ３０３人
１０３人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２１．４．１法人規則３２号）

この法人規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平２２．３．２５法人規則２４号）

１ この法人規則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ 平成２２年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表第４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年 度 収容定員 入学定員

平成２２年度 ４１３人
１０５人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２３．３．２４法人規則３８号）

１ この法人規則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ 平成２３年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表第４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２３年度 ５２６人
１０８人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２３．７．２８法人規則４７号）

この法人規則は、平成２３年７月２８日から施行し、改正後の筑波大学学群学則の規定は、平成２３年４月１日から適

用する。

附 則（平２３．９．２９法人規則６１号）

この法人規則は、平成２３年１０月１日から施行する。

附 則（平２４．３．２９法人規則２９号）

１ この法人規則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ 平成２４年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２４年度 ６４１人
１１０人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２４．７．２６法人規則５６号）

この法人規則は、平成２４年７月２６日から施行し、改正後の筑波大学学群学則の規定は、平成２４年４月１日から適

用する。

附 則（平２５．３．２８法人規則３６号）

１ この法人規則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 平成２５年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２５年度 ６５８人
１１２人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２６．３．２７法人規則２４号）

１ この法人規則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 平成２６年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２６年度 ６８４人
１２１人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。
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平成２１年度 ３０３人
１０３人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２１．４．１法人規則３２号）

この法人規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平２２．３．２５法人規則２４号）

１ この法人規則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ 平成２２年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表第４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年 度 収容定員 入学定員

平成２２年度 ４１３人
１０５人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２３．３．２４法人規則３８号）

１ この法人規則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ 平成２３年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表第４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２３年度 ５２６人
１０８人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２３．７．２８法人規則４７号）

この法人規則は、平成２３年７月２８日から施行し、改正後の筑波大学学群学則の規定は、平成２３年４月１日から適

用する。

附 則（平２３．９．２９法人規則６１号）

この法人規則は、平成２３年１０月１日から施行する。

附 則（平２４．３．２９法人規則２９号）

１ この法人規則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ 平成２４年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２４年度 ６４１人
１１０人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２４．７．２６法人規則５６号）

この法人規則は、平成２４年７月２６日から施行し、改正後の筑波大学学群学則の規定は、平成２４年４月１日から適

用する。

附 則（平２５．３．２８法人規則３６号）

１ この法人規則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 平成２５年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２５年度 ６５８人
１１２人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２６．３．２７法人規則２４号）

１ この法人規則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 平成２６年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２６年度 ６８４人
１２１人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２７．３．２６法人規則２４号）

１ この法人規則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ 平成２７年度の医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとおりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２７年度 ７０８人
１２７人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２８．３．２４法人規則３４号）

１ この法人規則は、平成２８年４月１日から施行する。

２ 平成２８年度から平成３６年度までの医学群医学類の収容定員等は改正後の別表４の規定にかかわらず、次のとお

りとする。

年度 収容定員 入学定員

平成２８年度 ７３８人 １３５人 
○ ５人 

平成２９年度 ７６５人 １３５人 
○ ５人 

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平２９ ３ ２３法人規則 １４号）

１ この法人規則は、平成２９年４月１日から施行する。

２ 平成２８年度の入居に当たり、平成２９年４月以降も同一居室又は同一タイプの学生宿舎に継続して入居すること

が許可されたものの寄宿料の額は、改正後の別表第１の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

単身用寄宿料 月額 世帯用寄宿料 月額

一般
追越

～

号棟

春日

号棟

一の矢

～

号棟

一の矢

･

号棟

春日

号棟
未改修

棟

改修棟

春日地

区以外

春日地

区
夫婦室 家族室

円 円 円 円 円 円 円 円

附 則（平２９．６．２２法人規則２１号）

１ この法人規則は、平成２９年９月１日から施行する。

２ 平成２８年度の入居に当たり、平成２９年４月以降も同一居室又は同一タイプの学生宿舎に継続して入居すること

が許可されたものの寄宿料の額は、改正後の別表第１の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

円 円 円 円 円 円 円 円 円

改修棟

春日地区
以外

春日地区 夫婦室 家族室

単身用寄宿料(月額) 世帯用寄宿料(月額)

一般

追越
25～27号

棟

春日
3号棟

一の矢
17～19
号棟

一の矢
36･37
号棟

春日
3号棟

未改修棟

附 則（平３０．２．２２法人規則６号）

１ この法人規則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ 平成３０年度から平成３６年度までの医学群医学類の収容定員等は、改正後の別表第４の規定にかかわらず、次のと
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おりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成３０年度 ７９０人
１３５人

○ ５人

平成３１年度 ８１３人
１３５人

○ ５人

平成３２年度 ７９０人
９８人

○ ５人

平成３３年度 ７６１人
９８人

○ ５人

平成３４年度 ７２４人
９８人

○ ５人

平成３５年度 ６８７人
９８人

○ ５人

平成３６年度 ６５０人
９８人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平３０．１２．２０法人規則５２号）

この法人規則は、平成３０年１２月２０日から施行し、この法人規則による改正後の筑波大学学群学則の規定は、同年

４月１日から適用する。

附 則（平３１．２．２８法人規則１１号）

１ この法人規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、この法人規則による改正後の筑波大学学群学則（以下

「新規則」という。）第２条の２、第３条及び別表第１の規定は、平成３２年４月１日から施行する。 
２ この法人規則の施行の日前に筑波大学に入学している者に係る別表第２の規定の適用については、新規則の規定にか

かわらず、なお従前の例による。
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おりとする。

年度 収容定員 入学定員

平成３０年度 ７９０人
１３５人

○ ５人

平成３１年度 ８１３人
１３５人

○ ５人

平成３２年度 ７９０人
９８人

○ ５人

平成３３年度 ７６１人
９８人

○ ５人

平成３４年度 ７２４人
９８人

○ ５人

平成３５年度 ６８７人
９８人

○ ５人

平成３６年度 ６５０人
９８人

○ ５人

備考 ○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。

附 則（平３０．１２．２０法人規則５２号）

この法人規則は、平成３０年１２月２０日から施行し、この法人規則による改正後の筑波大学学群学則の規定は、同年

４月１日から適用する。

附 則（平３１．２．２８法人規則１１号）

１ この法人規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、この法人規則による改正後の筑波大学学群学則（以下

「新規則」という。）第２条の２、第３条及び別表第１の規定は、平成３２年４月１日から施行する。 
２ この法人規則の施行の日前に筑波大学に入学している者に係る別表第２の規定の適用については、新規則の規定にか

かわらず、なお従前の例による。

備考　１　

２

３

４

４４７，６００円

４４７，６００円

４６９，２００円

４６９，２００円

春日地
区以外

春日地区 夫婦室 家族室

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円

１７，０００円 ２８２，０００円 ５３５，８００円

　　　　　なお、日割りにより計算した金額に、１円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨

　　　　てして算出した金額とする。

追越
25～27
号棟

短期留学・ショートステイ用寄宿料(月額)

一の矢
6･8
号棟

一の矢
31～33
号棟

一の矢
34･35
号棟

別表第１ （第１１条、第１５条、第４２条、第６６条関係）

（検定料、入学料、授業料）

検定料 入学料 授業料（年額）

　　　  学力検査その他による選抜を行う）を実施する場合の検定料の額については、第一段階目の選

　　　  抜に係る額は 4,000円とし、第二段階目の選抜に係る額は13,000円とする。

　上表の規定にかかわらず、長期履修学生に係る授業料の年額は、当該履修を認められた期間（以下「長期
履修期間」という。）に限り、上表に規定する授業料の年額に当該課程の修業年限に相当する年数を乗じて
得た額を長期履修期間の年数で除した額（その額に１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるもの
とする。）とする。
上表の規定にかかわらず、平成７年度から平成１０年度までの入学者及び平成１１年度以後に当該者が属す
ることとなる年次に編入学、転入学及び再入学した者の授業料の額は次のとおりとする。

平成１０年度

（寄宿料）

　学群の転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は30,000円とする。

単身用寄宿料（月額）

一の矢
36・37
号棟

入学年度 授業料（年額）

平成７年度

平成８年度

平成９年度

一の矢
10～16
号棟

春日
3号棟

一の矢
17～19
号棟

備考　１　単身用宿舎（一般）のうち改修棟（春日地区以外）は追越18～21号棟、平砂1･3～7号棟及び

　　　　一の矢1～5･7･22～24号棟とし、改修棟（春日地区）は春日1･2号棟とする。

　　　２　短期留学・ショートステイ用の学生宿舎及びグローバルヴィレッジにおいて、月の途中で入居

　　　　又は退居した場合におけるその月分の寄宿料は、原則として、暦日数による日割りにより計算し

一の矢
38号棟

　学群の入学者選抜において、二段階選抜（出願書類等による選抜を行い、その合格者に限り

春日
3号棟

世帯用寄宿料（月額）

　　　　た額とする。

円

グローバルヴィレッジ寄宿料（月額）

未改修
棟

改修棟

一般

円
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別表第２（第３０条関係）

専門科目 講義 時間
演習 時間
実験、実習、実技

専門基礎科目 時間（教育上特に
必要と認められる
場合は45時間）

基礎科目
（１） 共通科目

総 合 科 目 講義 時間
演習 時間
実習 時間

体 育 講義 時間
演習 時間
実技 時間

外 国 語 演習 時間

初修外国語

日本語

情 報 講義 時間
演習 時間

国 語 講義 時間

芸 術 講義 時間
演習 時間
実技 時間

（２） 関連科目 講義 時間
演習 時間
実験、実習、実技

時間（教育上特に
必要と認められる
場合は45時間）

備考

情報科学に関する基礎的な能力の養成を目的とする科
目

母語（日本語）への認識を深め、正確に表現する能力
の養成を目的とする科目

芸術を鑑賞する力を培い、自ら制作することを学ぶ科
目

　医学群（医学類を除く。）の専門科目、専門基礎科目及び関連科目については、この表の規定にかか
わらず、演習にあっては30時間、実験、実習又は実技にあっては45時間を１単位当たりの授業時間とす
る。

初年次生が学修環境に適応し、自律的にキャリア形成
を始めることを支援する科目。さらに、学問のあり方
や自身との関わりについて、幅広く多様な視点から考
えることにより、専門分野へ進むための確かな知的基
盤を整える科目

生涯スポーツの導入を図るとともに、スポーツ技能の
習得、健康管理及び体力増進を目的とする科目

英語
「一般学術目的の英語（English for General
Academic Purposes,EGAP)」の運用能力向上を図り
ながら，世界共通語としての英語（English as a
Lingua Franca, ELF）を実践的に学ぶためのカリ
キュラムとなっている。これにより，国内外の学
術研究及び実践的な場面での英語運用能力を養う
科目

学群・学類の専門教育とも連携しながら、卒業時
までに世界の様々な地域の文化的・社会的多様性
に対する理解を育み、複眼的視点からの思考力を
身に付けることを目指して、それにふさわしい基
礎としての教養と言語技能を養う科目

外国人留学生及び帰国生徒等を対象とし、大学の
講義・演習に必要な力を実践的に学ぶために、読
解、聴解、作文、演習別に言語技能を養う科目

授業科目の区分 内　　　　　　　　　　容 １単位当たりの授業時間
当該専門分野のうちで、重点的に履修を深める分野に
係る科目

専門科目の履修のための基礎となる当該専門分野に係
る科目
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別表第３（第４１条関係）

学　　群　　等 学士の学位及び専攻分野の名称

人 文 ・ 文 化 学 群 学士（人文学）、学士（比較文化）、学士（文学）又は学士（日本語教育）

社 会 ・ 国 際 学 群
学士（社会学）、学士（法学）、学士（政治学）、学士（経済学）、学士（国際関
係学）、学士（国際開発学）又は学士（国際社会科学）

人 間 学 群
学士（教育学）、学士（心理学）、学士（障害科学）、学士（特別支援教育学）又
は学士（社会福祉学）

生 命 環 境 学 群 学士（理学）、学士（生物資源学）又は学士（農学）

理 工 学 群 学士（理学）、学士（工学）又は学士（社会工学）

情 報 学 群
学士（情報科学）、学士（情報工学）、学士（情報メディア科学）又は学士（図書
館情報学）

医 学 群
学士（医学）、学士（看護学）、学士（ヘルスケア）、学士（医療科学）又は学士
（国際医療科学）

体 育 専 門 学 群 学士（体育学）

芸 術 専 門 学 群 学士（芸術学）

グローバル教育院 学士（学術）
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別表第４（第５５条関係）
学　　　群 学　　　　類 収容定員 入学定員

備考　１　※印を冠するものは、第３年次編入学定員である。
　　　２　○印を冠するものは、第２年次編入学定員である。
      ３　＊印を冠するものは、初等教育学コース(15人）を含む。
      ４　学位プログラムは入学定員・収容定員を持たない。

人文・文化学群

人 文 学 類 　 480 人    120 人

比 較 文 化 学 類

日本語・日本文化学類

社会・国際学群
社 会 学 類

      ※  10

国 際 総 合 学 類

人 間 学 群

教 育 学 類  　　 *   35

心 理 学 類

障 害 科 学 類

生 命 環 境 学 群

生 物 学 類

生 物 資 源 学 類
 　　    120
　　　※  10

地 球 学 類

理 工 学 群

数 学 類

物 理 学 類

化 学 類

応 用 理 工 学 類
　　     120
　　　※  10

工 学 シ ス テ ム 学 類

社 会 工 学 類

情 報 学 群

情 報 科 学 類
　　      80
　　　※  10

情報メディア創成学類
　　      50
　　　※  10

知識情報・図書館学類
　　     100
　　　※  10

医 学 群

医 学 類 　　      98
　　  ○   5

看 護 学 類
 　　     70
　　　※  10

医 療 科 学 類  　　     37
 　　 ※   3

体 育 専 門 学 群

芸 術 専 門 学 群

合　　　　　　　　　計
  　   2,065
　　 ※   73
　　 ○    5
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２．国立大学法人筑波大学学群学生の他大学等における

授業科目の履修等に関する法人細則
平成 年７月７日

法人細則第 号

改正 平成１９年法人細則第 ８号

平成２３年法人細則第２３号

（趣旨）

第１条 この法人細則は、国立大学法人筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）

第３６条に規定する他大学等における授業科目の履修等の取扱い、第３７条に規定する入学前の既修得単位等の取

扱い及び第５１条に規定する留学に関し必要な事項を定めるものとする。

（他大学等及び外国の大学等との協議）

第２条 学群学則第３６条第１項に規定する他大学等との協議及び第５１条第１項に規定する外国の大学等との協議

は、次に掲げる事項について、人文・文化学群、社会・国際学群、人間学群、生命環境学群、理工学群、情報学群

又は医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群又は芸術専門学群にあっては専門学群教育

会議（以下「教育会議等」という。）の議を経て、学長が行うものとする。

授業科目の範囲

対象となる学生数

単位の認定方法

履修期間

授業料等

その他必要な事項

（履修又は留学の手続）

第３条 前条の協議が成立した他大学等又は外国の大学等において授業科目の履修を希望する学生は、当該他大学等

又は外国の大学等が定める期間内に所定の申請ができるよう、あらかじめ、学群長に対し、当該他大学等又は外国

の大学等が定める書類をもって願い出なければならない。

２ 前項に規定するもののほか、外国の大学等における授業科目の履修を希望する学生は、別に定める留学願及び留

学計画書を学群長に提出しなければならない。

（履修又は留学の許可）

第４条 前条第１項の願い出があったときは、学群長は、教育会議等の議を経て、当該他大学等又は外国の大学等に

依頼し、その承認を得て、当該他大学での授業科目の履修又は当該外国の大学等への留学を許可する。

２ 学群長は、外国の大学等への留学を許可した学生に対し、別に定める留学許可書を交付するものとする。

（履修報告書等の提出）

第５条 前条の規定により他大学等での授業科目の履修又は外国の大学等への留学を許可された学生（以下「派遣学

生」という。）は、履修期間又は留学期間が終了したときは、別に定める履修報告書に成績証明書を添え、学群長

に提出しなければならない。

（履修又は留学の許可の取消し）

第６条 学長は、派遣学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該他大学等又は外国の大学等の長と協議の上、

第４条の許可を取り消すことができる。

学業成績不良で成業の見込みがないと認められるとき。

派遣学生として当該他大学等又は外国の大学等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認めら

れるとき。

その他許可を取り消すべき行為があると認められるとき。

２ 学長は、前項の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、当該学生に対応する教育会議等の意見を聴くものと
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する。

（単位の認定の対象となる学修等）

第７条 学群学則第３６条第３項の法人細則で定める学修は、大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２９

条第１項の規定に基づき文部科学大臣が定める学修とする。

第８条 学群学則第３７条第１項の法人細則で定める単位は、学生が筑波大学入学前に外国の大学等において履修し

た授業科目について修得した単位及び科目等履修生として修得した単位とする。

（卒業の要件となる単位としての認定手続）

第９条 学群学則第３６条第４項（学群学則第５１条第５項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、卒業

の要件となる単位として認めることを希望する者は、当該履修期間終了後（留学にあっては留学期間終了後）直ち

に、学群学則第３７条の規定による単位の認定を希望する者にあっては原則として学期の始めに、別に定める単位

認定申請書に成績証明書等を添えて、学群長に願い出るものとする。

２ 学群長は、前項の単位の認定を行った場合は、別に定める単位認定通知書を交付する。

附 則

１ この法人細則は、平成１７年７月７日から施行する。

２ この法人細則の施行の際現に派遣学生である者は、この法人細則の規定により、他大学等での授業科目の履修又

は外国の大学等への留学を許可したものとみなす。

附 則（平１９．３．２７法人細則８号）

１ この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該学群に係る他大学等

における授業科目の履修等の取扱い、入学前の既修得単位等の取扱い及び留学の取扱いについては、この法人細則

による改正後の国立大学法人筑波大学学群学生の他大学等における授業科目の履修等に関する法人細則の規定にか

かわらず、なお従前の例による。

附 則（平２３．９．２９法人細則２３号）

この法人細則は、平成２３年１０月１日から施行する。
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する。

（単位の認定の対象となる学修等）

第７条 学群学則第３６条第３項の法人細則で定める学修は、大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２９

条第１項の規定に基づき文部科学大臣が定める学修とする。

第８条 学群学則第３７条第１項の法人細則で定める単位は、学生が筑波大学入学前に外国の大学等において履修し

た授業科目について修得した単位及び科目等履修生として修得した単位とする。

（卒業の要件となる単位としての認定手続）

第９条 学群学則第３６条第４項（学群学則第５１条第５項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、卒業

の要件となる単位として認めることを希望する者は、当該履修期間終了後（留学にあっては留学期間終了後）直ち

に、学群学則第３７条の規定による単位の認定を希望する者にあっては原則として学期の始めに、別に定める単位

認定申請書に成績証明書等を添えて、学群長に願い出るものとする。

２ 学群長は、前項の単位の認定を行った場合は、別に定める単位認定通知書を交付する。

附 則

１ この法人細則は、平成１７年７月７日から施行する。

２ この法人細則の施行の際現に派遣学生である者は、この法人細則の規定により、他大学等での授業科目の履修又

は外国の大学等への留学を許可したものとみなす。

附 則（平１９．３．２７法人細則８号）

１ この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該学群に係る他大学等

における授業科目の履修等の取扱い、入学前の既修得単位等の取扱い及び留学の取扱いについては、この法人細則

による改正後の国立大学法人筑波大学学群学生の他大学等における授業科目の履修等に関する法人細則の規定にか

かわらず、なお従前の例による。

附 則（平２３．９．２９法人細則２３号）

この法人細則は、平成２３年１０月１日から施行する。

３．国立大学法人筑波大学学群学生の休学等の身分異動に係る手続に関する

法人細則
平成 年７月７日

法人細則第 号

改正 平成１９年法人細則第 ９号

平成２３年法人細則第２５号

（趣旨）

第１条 この法人細則は、国立大学法人筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）

第４７条第２項及び第５３条の規定に基づき、休学、復学、転学、留学及び退学の手続に関し必要な事項を定める

ものとする。

（休学）

第２条 学群学則第４７条第１項の規定により休学（学群学則第４８条第１項の規定により休学期間を延長する場合

を含む。）しようとする学生は、学群長に対し休学願を提出しなければならない。この場合において、学生は、あ

らかじめ、クラス担任教員又は卒業論文若しくは卒業研究の指導教員（以下「クラス担任教員等」という。）の指

導助言を受けなければならない。ただし、学生が、やむを得ない事情によりクラス担任教員等の指導助言を受けら

れないときは、この限りでない。

２ 休学の事由が疾病であるときは、前項本文の休学願には、医師の診断書を添えなければならない。

３ 学群長は、第１項の休学願が提出されたときは、人文・文化学群、社会・国際学群、人間学群、生命環境学群、

理工学群、情報学群又は医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群又は芸術専門学群にあ

っては専門学群教育会議（以下「教育会議等」という。）の議を経て、休学の許可又は不許可を決定する。

４ 学群長は、休学を許可したときは、休学許可書を交付するものとする。

（休学の命令）

第３条 学群学則第４７条第２項の規定により学群長が休学を命ずる場合は、医師の診断に基づき、教育会議等の議

を経るものとする。

２ 学群長は、休学を命じる場合は、当該学生に対し、理由及び休学を命じる期間を記載した文書を交付するものと

する。

（復学）

第４条 学群学則第４９条の規定により復学しようとする学生は、あらかじめ、クラス担任教員等の指導助言を受け、

休学の事由が疾病の場合は医師の診断書を添えて、復学願を学群長に提出しなければならない。

２ 学群長は、前項の復学願が提出されたときは、教育会議等の議を経て、復学の許可又は不許可を決定する。

３ 学群長は、復学を許可する場合は、当該学生に対し、復学許可書を交付するものとする。

４ 学生は、休学期間が終了し、復学するときは、クラス担任教員等の確認を得て復学届を学群長に提出しなければ

ならない。この場合において、休学の事由が疾病であるときは医師の診断書を添えるものとする。

（転学）

第５条 学群学則第５０条の規定により他の大学へ入学又は転入学を志願しようとする学生は、あらかじめ、クラス

担任教員等の指導助言を受け、他大学の受験許可願を学長に提出しなければならない。

２ 学長は、前項の受験許可願が提出されたときは、教育会議等の議を経て、受験許可書を交付するものとする。

３ 前項の許可を受けた学生が、他の大学へ入学又は転入学する場合は、第７条に規定する退学の手続をとらなけれ

ばならない。

（留学）

第６条 学群学則第５１条第１項の規定に基づき学生が留学しようとするときの手続は、国立大学法人筑波大学学群

学生の他大学等における授業科目の履修等に関する法人細則（平成１７年法人細則第１８号）の定めるところによ

るものとする。
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（退学）

第７条 学群学則第５２条の規定により退学をしようとする学生は、あらかじめ、クラス担任教員等の指導助言を受

け、退学願を学長に提出しなければならない。

２ 学長は、前項の退学願が提出されたときは、教育会議の議を経て、退学許可書を交付するものとする。

（様式）

第８条 第２条から前条までに規定する願書及び許可書その他の書類の様式は、別に定める。

附 則

１ この法人細則は、平成１７年７月７日から施行する。

２ この法人細則の施行の際現に休学又は留学している者は、この法人細則の規定により休学又は留学を許可された

ものとみなす。

附 則（平１９．３．２７法人細則９号）

１ この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該学群に係る休学、復

学、転学、留学及び退学の手続については、この法人細則による改正後の国立大学法人筑波大学学群学生の休学等

の身分異動に係る手続に関する法人細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平２３．９．２９法人細則２５号）

この法人細則は、平成２３年１０月１日から施行する。
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（退学）

第７条 学群学則第５２条の規定により退学をしようとする学生は、あらかじめ、クラス担任教員等の指導助言を受

け、退学願を学長に提出しなければならない。

２ 学長は、前項の退学願が提出されたときは、教育会議の議を経て、退学許可書を交付するものとする。

（様式）

第８条 第２条から前条までに規定する願書及び許可書その他の書類の様式は、別に定める。

附 則

１ この法人細則は、平成１７年７月７日から施行する。

２ この法人細則の施行の際現に休学又は留学している者は、この法人細則の規定により休学又は留学を許可された

ものとみなす。

附 則（平１９．３．２７法人細則９号）

１ この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該学群に係る休学、復

学、転学、留学及び退学の手続については、この法人細則による改正後の国立大学法人筑波大学学群学生の休学等

の身分異動に係る手続に関する法人細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平２３．９．２９法人細則２５号）

この法人細則は、平成２３年１０月１日から施行する。

４．国立大学法人筑波大学特別聴講学生に関する法人細則

平成１７年７月２１日

法 人 細 則 第 ２ ７ 号

改正 平成１９年法人細則第１２号

平成２３年法人細則第３１号

（趣旨）

第１条 この法人細則は、国立大学法人筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」とい

う。）第７１条第２項及び国立大学法人筑波大学大学院学則（平成１６年法人規則第１１号。以下「大学院学則」

という。）第７７条第２項の規定に基づき、特別聴講学生に関し必要な事項を定めるものとする。

（他大学等との協議）

第２条 学群学則第７１条第１項に規定する他大学等又は外国の大学等及び大学院学則第７７条第２項に規定する

他の大学（外国の大学を含む。）（以下「他大学等」という。）との協議は、次に掲げる事項について、人文・

文化学群、社会・国際学群、人間学群、生命環境学群、理工学群、情報学群又は医学群にあっては学類教育会議

及び学群運営委員会、体育専門学群又は芸術専門学群にあっては専門学群教育会議、研究科にあっては研究科運

営委員会（以下「教育会議等」という。）の議を経て、学長が行うものとする。

授業科目の範囲

対象となる学生数

単位の認定方法

履修期間

授業料等

その他必要な事項

（受入れの許可）

第３条 特別聴講学生の受入れは、前条の協議が成立した他大学等からの依頼に基づき、教育会議等の議を経て、

学長が許可する。

（成績証明書）

第４条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは、学長は、学群長、修士課程長又は博士課程の研

究科長からの成績報告に基づき、成績証明書を交付するものとする。

（身分証明書）

第５条 特別聴講学生は、別に定める身分証明書の交付を受け、常に携帯しなければならない。

（実験実習費）

第６条 実験又は実習に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。

（法人規則等の遵守）

第７条 特別聴講学生は、国立大学法人筑波大学の法人規則等（以下「法人規則等」という。）を遵守しなければ

ならない。

（受入れ許可の取消し）

第８条 学長は、特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、特別聴講学生を派遣した他大学等の長と

の協議により、特別聴講学生の受入れの許可を取り消すことができる。



－ 156 －

修得の見込みがないと認められるとき。

特別聴講学生として法人規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。

その他特別聴講学生の許可を取り消すべき行為があると認められるとき。

２ 学長は、前項の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、当該特別聴講学生に対応する教育会議等の意見を

聴くものとする。

附 則

１ この法人細則は、平成１７年７月２１日から施行する。

２ この法人細則の施行の際現に受け入れている特別聴講学生については、この法人細則の規定により受け入れた

ものとみなす。

附 則（平１９．３．２７法人細則１２号）

１ この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該学群に係る特別聴

講学生の取扱いについては、この法人細則による改正後の国立大学法人筑波大学特別聴講学生に関する法人細則

の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平２３．９．２９法人細則３１号）

この法人細則は、平成２３年１０月１日から施行する。
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修得の見込みがないと認められるとき。

特別聴講学生として法人規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。

その他特別聴講学生の許可を取り消すべき行為があると認められるとき。

２ 学長は、前項の取消しを行おうとするときは、あらかじめ、当該特別聴講学生に対応する教育会議等の意見を

聴くものとする。

附 則

１ この法人細則は、平成１７年７月２１日から施行する。

２ この法人細則の施行の際現に受け入れている特別聴講学生については、この法人細則の規定により受け入れた

ものとみなす。

附 則（平１９．３．２７法人細則１２号）

１ この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ 第一学群、第二学群、第三学群、医学専門学群及び図書館情報専門学群が存続する間、当該学群に係る特別聴

講学生の取扱いについては、この法人細則による改正後の国立大学法人筑波大学特別聴講学生に関する法人細則

の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平２３．９．２９法人細則３１号）

この法人細則は、平成２３年１０月１日から施行する。

（１）人文・文化学群履修細則 
 
平 成 1 9 年 4 月 1 日 
人文・文化学群部局細則第 3 号 

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 3 号 
改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第１号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第１号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第１号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

改正 平成 年人文・文化学群部局細則第 号

 
人文・文化学群履修細則 
 
（趣旨） 

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第１条の２第１項、第２５条、第２５条の２、第２８条、第３１条、第３３条、第

３５条第３項、第３９条及び第４０条の規定に基づき、人文・文化学群における人材養成に関

する目的その他教育研究上の目的（次条において「人材養成目的」という。）、教育課程の編成

及びその履修に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（人材養成目的） 
第１条の２ 学群においては、学群学則第１条の２第１項に基づき、４年間の多様で質の高い教

育を通して，優れたコミュニケーション能力と人に対する豊かな洞察力をもち，国際的にも活

躍できる人材を養成することを目的とする。 
２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。 

学 類 人材養成目的 
人文学類 「人間とは何か」という問いを根底におき、人間存在とその諸活動の所産とし

ての文化全般について主体的に考察しうるとともに、グローバル化が進展する

世界における諸問題に積極的に関与し発言しうる、真に教養のある人材を養成

することを目的とする。 
比較文化学類 人類が築いてきた様々な文化を、「学際性」と「現代性」という問題意識のも

とに比較・検討し、それを通じてひとつの学問分野に閉ざされることのない、

開かれた知と批判的思考力を持った人材を育成する。また、国際的なコミュニ

ケーション能力によって、グローバル化する社会に求められる問題解決能力と

交渉力を備えた人材を養成することを目的とする。 
日本語・日本文

化学類 
日本語を含む日本文化を総合的に捉えるとともに、世界の言語・文化の中で相

対的に捉える力を養い、これによって、異言語・異文化を背景とする人たち、

あるいは次世代の人たちに、日本語と日本文化を適切に発信し伝えていくため

の専門知識と能力を身につけた文化の創造者たる人材を育成することを目的

とする。 

５．学群履修細則
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（主専攻分野） 
第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。 

学 類 主 専 攻 分 野

人 文 学 類 哲学、史学、考古学・民俗学、言語学

比 較 文 化 学 類 比較文化

日本語・日本文化学類 日本語・日本文化学

２ 前項に定めるもののほか、 （学士）プログラム特別入試で入学した者に係る主

専攻分野として、日本語・日本文化学類に日本語教師養成主専攻を置くものとする。

（履修方法等）

第３条 主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」ごとの卒業に必要な

履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。

２ 人文学類にあっては、主専攻分野を選択するにあたって、あらかじめ履修すべき授業科目及

び単位数は、別表第２のとおりとする。

（履修科目の登録の上限）

第４条 学群学則第３３条第１項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、４５単位とす

る。

２ 学群学則第３３条第２項の部局細則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることが

できる場合の要件及び単位数は、別表第３のとおりとする。

（主専攻分野以外の学際的な分野に係る履修方法等）

第５条 主専攻分野以外の分野で、学際的な分野を選択しようとする学生の取扱いについては、

学類教育会議及び学群運営委員会の議を経て、学群長がその都度定める。

（成績の評価）

第６条 学群学則第３５条第３項の部局細則で定めるＰ及びＦの評語を用いることができる授

業科目は、「フレッシュマン・セミナー」及び「Japan-Expert フレッシュマン・セミナー」

とする。

（早期卒業）

第７条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び基準は、別表第４のとおりとする。

（雑則）

第８条 この部局細則に規定するもののほか、主専攻分野の選択時期、早期卒業の申請時期、

卒業研究の選択及び提出時期、履修科目の登録の上限４５単位に含めない科目、その他学類
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（主専攻分野） 
第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。 

学 類 主 専 攻 分 野

人 文 学 類 哲学、史学、考古学・民俗学、言語学

比 較 文 化 学 類 比較文化

日本語・日本文化学類 日本語・日本文化学

２ 前項に定めるもののほか、 （学士）プログラム特別入試で入学した者に係る主

専攻分野として、日本語・日本文化学類に日本語教師養成主専攻を置くものとする。

（履修方法等）

第３条 主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」ごとの卒業に必要な

履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。

２ 人文学類にあっては、主専攻分野を選択するにあたって、あらかじめ履修すべき授業科目及

び単位数は、別表第２のとおりとする。

（履修科目の登録の上限）

第４条 学群学則第３３条第１項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、４５単位とす

る。

２ 学群学則第３３条第２項の部局細則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることが

できる場合の要件及び単位数は、別表第３のとおりとする。

（主専攻分野以外の学際的な分野に係る履修方法等）

第５条 主専攻分野以外の分野で、学際的な分野を選択しようとする学生の取扱いについては、

学類教育会議及び学群運営委員会の議を経て、学群長がその都度定める。

（成績の評価）

第６条 学群学則第３５条第３項の部局細則で定めるＰ及びＦの評語を用いることができる授

業科目は、「フレッシュマン・セミナー」及び「Japan-Expert フレッシュマン・セミナー」

とする。

（早期卒業）

第７条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び基準は、別表第４のとおりとする。

（雑則）

第８条 この部局細則に規定するもののほか、主専攻分野の選択時期、早期卒業の申請時期、

卒業研究の選択及び提出時期、履修科目の登録の上限４５単位に含めない科目、その他学類

における授業科目の履修に関し必要な事項は学類教育会議の議を経て、学類長が定め学内に

公示するものとする。

附 則
この部局細則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）
この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）
この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）
この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）
この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２８年１０月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 人文・文化学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。
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合

科
目

(ﾌ
ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
を

含
む

)

2
総

合
科

目
(ﾌ

ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
を

除
く

)

1
～

3
―

―
―

―
―

―
2
8

9
6

―
1
2
4

体
育

2

体
育

第
1
外

国
語

4
外

国
語

第
2
外

国
語

4
芸

術

情
報

4

国
語

Ⅰ
･Ⅱ

2

単
位

合
計

1
0

2
8

9
6

0
1
2
4

哲 学

A
C

、
A

E
、

B
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

）

4
～

3
2

C
、

E
、

F
、

G
、

H
、

W
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
で

指
定

す
る

授
業

科
目

を
除

く
）

2
～

3
0

8
で

始
ま

る
授

業
科

目
0
～

1
0

教
職

に
関

す
る

科
目

0
～

1
0

博
物

館
に

関
す

る
科

目

0
～

1
0

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

卒
業

論
文

（
〇

〇
）

○
○

研
究

－
a

○
○

研
究

－
b

1
0

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

（
必

修
科

目
と

し
て

指
定

す
る

科
目

を
除

く
）

A
B

6
1

A
B

6
2

A
B

6
3

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

A
B

5
A

B
6
0

A
C

5
0

1
1

別
表

第
１

（
第

３
条

第
１

項
関

係
）

（
人

文
学

類
）
 

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  

門
　

  
  

科
　

  
  

目
専

  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  

礎
　

  
  

科
　

  
  

目
計

合 　 　 計

共
  

通
  

科
  

目

選 択 科 目

関
　

  
 連

　
  

 科
　

  
 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

A
B

5
A

B
6
0

A
C

5
0

0
～

4

1
8

4
4
～

7
8

0
0

1
1
～

1
5

0

2
0

2
4
～

5
8

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

（
A

B
5
、

A
B

6
0
を

除
く

）

A
B

6
A

B
7

A
B

8
A

B
9

A
C

6
0

A
C

6
2

A
C

6
4

A
C

6
5

E
E
2
1

0
～

1
4

0
1
～

1
7

0
0

6
～

3
4
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総
合

科
目

(ﾌ
ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
)

2
総

合
科

目
(ﾌ

ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
を

除
く

)

1
～

3
―

―
―

―
―

―
2
8

9
6

―
1
2
4

体
育

2
体

育

第
1
外

国
語

4
外

国
語

第
2
外

国
語

4
芸

術

情
報

4

国
語

Ⅰ
･Ⅱ

2

単
位

合
計

1
0

2
8

9
6

0
1
2
4

博
物

館
に

関
す

る
科

目

0
～

1
0

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

（
A

B
5
、

A
B

7
0
を

除
く

）

A
B

6
A

B
7

A
B

8
A

B
9

A
C

6
0

A
C

6
1

A
C

6
2

E
E
2
1

2
4
～

5
8

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

（
必

修
科

目
と

し
て

指
定

す
る

科
目

を
除

く
）

A
B

7
1

A
B

7
2

A
B

7
3

A
B

7
4

A
B

7
5

A
B

6
1

A
B

9
1

A
C

6
0

A
C

6
1

A
C

6
2

E
E
2
1

2
0

2
～

3
0

8
で

始
ま

る
授

業
科

目
0
～

1
0

教
職

に
関

す
る

科
目

0
～

1
0

0
～

6
A

B
5

A
B

7
0

A
C

、
A

E
、

B
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

）

4
～

3
2

史  学

0
～

1
4

0
4
4
～

7
8

0
0

1
1
～

1
7

0
1
8

1
～

1
7

0
0

6
～

3
4

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

A
B

5
A

B
7
0

1
1

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

C
、

E
、

F
、

G
、

H
、

W
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
で

指
定

す
る

授
業

科
目

を
除

く
）

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目 卒

業
論

文
（
〇

〇
）

○
○

研
究

－
a

○
○

研
究

b

1
0

（
人

文
学

類
）
 

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  
門

　
  
  
科

　
  
  
目

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  
礎

　
  
  
科

　
  
  
目

計
合 　 　 計

共
  
通

  
科

  
目

選 択 科 目

関
　

  
 連

　
  
 科

　
  
 目

必 修 科 目

単 位 数
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目
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ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
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ｰ

、
学
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の
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い
)
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総

合
科

目
(ﾌ

ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
を

除
く

)

1
～

3
―

―
―

―
―

―
2
8

9
6

―
1
2
4

体
育

2
体

育

第
1
外

国
語

4
外

国
語

A
B

5
0
～

2
第

2
外

国
語

4
芸

術

情
報

4

国
語

Ⅰ
･Ⅱ

2

単
位

合
計

1
0

2
8

9
6

0
1
2
4

教
職

に
関

す
る

科
目

0
～

1
0

　
1
0

0
1
8

1
～

1
7

0
0

0
1
1
～

1
3

博
物

館
に

関
す

る
科

目

0
～

1
0

A
C

、
A

E
、

B
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

）

4
～

3
2

C
、

E
、

F
、

G
、

H
、

W
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
で

指
定

す
る

授
業

科
目

を
除

く
）

2
～

3
0

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

A
B

5
A

B
8
0

A
C

5
0

1
1

選 択 科 目

0
～

1
4

考 古 学 ・ 民 俗 学

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

（
必

修
科

目
と

し
て

指
定

す
る

科
目

を
除

く
）

A
B

8
1

A
B

8
2

A
B

8
3

A
B

8
4

A
B

8
5

A
B

8
6

A
C

6
0

A
C

6
2

2
0

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

（
A

B
5
、

A
B

8
0
を

除
く

）

A
B

6
A

B
7

A
B

8
A

B
9

A
C

6
0

A
C

6
1

A
C

6
2

E
E
2
1

2
4
～

5
8

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目 卒

業
論

文
（
〇

〇
）

○
○

研
究

－
a

○
○

研
究

b

4
4
～

7
8

0
0

6
～

3
4

（
人

文
学

類
）
 

単 位 数

共
  

通
  

科
  

目

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

主 専 攻 分 野

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  

門
　

  
  

科
　

  
  

目
専

  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

単 位 数

自 由 科 目

合 　 　 計

計

単 位 数

自 由 科 目

必 修 科 目

選 択 科 目

選 択 科 目

8
で

始
ま

る
授

業
科

目
0
～

1
0

基
　

  
  

礎
　

  
  

科
　

  
  

目

必 修 科 目

関
　

  
 連

　
  

 科
　

  
 目

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目
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総
合

科
目

(ﾌ
ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
)

2
総

合
科

目
(ﾌ

ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
を

除
く

)

1
～

3
―

―
―

―
―

―
2
8

9
6

―
1
2
4

体
育

2
体

育

第
1
外

国
語

4
外

国
語

第
2
外

国
語

4
芸

術

情
報

4

国
語

Ⅰ
･Ⅱ

2

単
位

合
計

1
0

2
8

9
6

0
1
2
4

（
注

）
1
.

4
.

2
.

3
.

　
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

4
4
～

7
8

0
0

1
1
～

1
8

0

　
「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
第

1
外

国
語

」
、

「
第

2
外

国
語

」
、

「
情

報
」
及

び
「
国

語
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う
ち

か
ら

履
修

す
る

。

1
8

1
～

1
7

0
0

6
～

3
4

0

8
で

始
ま

る
授

業
科

目
0
～

1
0

教
職

に
関

す
る

科
目

0
～

1
0

博
物

館
に

関
す

る
科

目

0
～

1
0

C
、

E
、

F
、

G
、

H
、

W
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
で

指
定

す
る

授
業

科
目

を
除

く
）

2
～

3
0

A
C

、
A

E
、

B
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

）

4
～

3
2

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

A
B

5
A

B
9
0

1
1

A
B

5
A

B
9
0

0
～

7

0
～

1
4

言 語 学

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目 卒

業
論

文
（
〇

〇
）

○
○

研
究

－
a

○
○

研
究

b

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目 （
必

修
科

目
と

し
て

指
定

す
る

科
目

を
除

く
）

A
B

7
2

A
B

9
1

A
B

9
2

A
B

9
3

A
B

9
4

A
B

9
5

A
B

9
6

A
B

9
7

A
B

9
8

A
B

9
9

1
8

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

か
ら

人
文

学
類

長
が

指
定

す
る

授
業

科
目

（
A

B
5
、

A
B

9
0
を

除
く

）

A
B

6
A

B
7

A
B

8
A

B
9

A
C

6
0

A
C

6
1

A
C

6
2

E
E
2
1

2
6
～

6
0

　
1
0

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

　
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

　
各

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す

。

（
人

文
学

類
）
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比 較 文 化

A
C

5
2
(第

一
専

門
外

国
語

I)
(注

4
)

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
・
学

問
へ

の
誘

い
）

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

C
、

E
、

F
、

G
、

H
、

W
で

始
ま

る
授

業
科

目
(専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

)

初
修

外
国

語
（
注

7
）

1
～

3

A
C

7
（
卒

業
論

文
演

習
）

4
2
～

7
4

A
C

5
1
(専

門
導

入
基

礎
演

習
)

A
C

5
3
(第

一
専

門
外

国
語

II
)

第
1
外

国
語

（
英

語
）

（
注

6
）

A
C

6
（
但

し
A

C
6
7
を

除
く

）
。

お
よ

び
A

C
6
1
と

し
て

指
定

す
る

A
B

9
8
B

1
1
,

A
B

9
8
B

2
1
, 

A
B

9
8
G

7
2
,

A
B

9
8
G

8
2
。

A
C

6
2
と

し
て

指
定

す
る

A
B

8
5
A

1
1
,

A
B

8
5
A

2
1
, 

A
B

8
4
E
1
2
,

A
B

8
4
E
5
2
, 

E
E
2
1
3
0
1
, 

E
E
2
1
3
2
1
,

E
E
2
1
4
1
1
, 

E
E
2
1
4
0
1
。

A
C

6
5
と

し
て

指
定

す
る

A
B

6
1
,

A
B

6
2
（
但

し
A

B
6
2
K

を
除

く
）
,

A
B

6
3
(但

し
A

B
6
3
K

を
除

く
),

A
E
1
3
G

4
1

（
注

3
）

A
C

5
4
(第

二
専

門
外

国
語

I)
お

よ
び

A
B

9
8
F
4
2
, 

A
B

9
8
F
5
2

（
注

5
）

A
C

5
5
(第

二
専

門
外

国
語

II
)お

よ
び

A
B

9
8
A

1
1
, 

A
B

9
8
A

2
1

そ
の

他
の

科
目

（
注

9
）

外
国

語
（
注

8
）

0
～

8

A
A

2
、

A
B

、
A

E
、

B
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
(専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

)

卒
業

論
文

を
秋

学
期

に
提

出
す

る
場

合
は

A
C

7
0
0
1
2
と

A
C

7
0
0
3
8
の

両
方

を
、

春
学

期
に

提
出

す
る

場
合

は
A

C
7
0
0
0
2
と

A
C

7
0
0
2
8
の

両
方

を
履

修
す

る
こ

と
。

初
修

外
国

語
の

中
か

ら
一

つ
を

選
択

す
る

こ
と

。
留

学
生

及
び

外
国

に
お

い
て

中
等

教
育

を
受

け
た

学
生

に
つ

い
て

は
「
第

1
外

国
語

（
英

語
）
」
を

「
日

本
語

」
に

し
て

い
な

い
学

生
に

限
り

、
「
初

修
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

１
～

1
9

0
0

6
～

3
8

0

同
一

の
科

目
番

号
な

い
し

科
目

名
を

持
つ

科
目

を
複

数
履

修
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
初

修
外

国
語

と
同

一
の

言
語

か
、

ま
た

は
ラ

テ
ン

語
・
ギ

リ
シ

ャ
語

・
イ

ン
ド

古
典

語
か

ら
選

択
し

て
修

得
す

る
こ

と
。

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
に

つ
い

て
は

、
学

類
長

が
認

定
し

た
科

目
を

履
修

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
自

分
の

所
属

と
は

異
な

る
学

群
、

学
類

、
ク

ラ
ス

、
班

な
ど

を
対

象
と

し
て

い
る

科
目

は
原

則
と

し
て

履
修

で
き

な
い

。

4
4
～

7
6

0

自
分

の
所

属
す

る
班

を
対

象
と

し
て

い
る

科
目

を
履

修
す

る
こ

と
。

演
習

ま
た

は
実

習
と

し
て

開
設

さ
れ

た
科

目
を

8
単

位
以

上
含

め
る

こ
と

。
ま

た
、

所
属

す
る

領
域

の
科

目
か

ら
1
0
単

位
以

上
を

修
得

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
比

較
文

化
学

類
長

が
各

領
域

の
専

門
科

目
と

し
て

指
定

し
た

科
目

(他
の

学
群

及
び

学
類

の
科

目
を

含
む

)に
つ

い
て

は
4
2
～

7
4
単

位
中

の
1
4
単

位
ま

で
、

ま
た

、
当

該
領

域
の

専
門

科
目

と
し

て
は

1
0
単

位
以

上
の

う
ち

4
単

位
ま

で
履

修
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

1
8

科
目

の
「
A

C
 X

X
」
は

、
科

目
番

号
が

A
C

 X
X

で
始

ま
る

科
目

を
意

味
し

て
い

る
。

単
位

数
の

「
x～

y」
は

、
卒

業
す

る
た

め
に

は
x単

位
以

上
修

得
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

y単
位

よ
り

多
く

修
得

し
て

も
、

そ
の

多
い

部
分

は
卒

業
単

位
と

し
て

は
認

め
ら

れ
な

い
、

と
い

う
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

。

英
語

が
母

語
の

学
生

に
つ

い
て

は
、

「
第

1
外

国
語

（
英

語
）
」
を

「
日

本
語

」
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

A
C

6
7
か

ら
春

A
B

・
秋

A
B

そ
れ

ぞ
れ

1
単

位
を

履
修

す
る

こ
と

。
2
単

位
を

超
え

て
履

修
し

て
も

卒
業

要
件

と
し

て
は

認
め

な
い

。

3
1
1
～

4
3

0

初
修

外
国

語
と

し
て

選
択

し
な

か
っ

た
初

修
外

国
語

、
お

よ
び

選
択

・
自

由
科

目
と

し
て

開
設

さ
れ

て
い

る
外

国
語

（
英

語
を

含
む

）
。

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
に

つ
い

て
は

、
日

本
語

も
含

む
。

比
較

文
化

学
類

開
設

(比
較

文
化

学
類

長
が

指
定

し
た

専
門

基
礎

科
目

・
専

門
科

目
を

含
む

)の
専

門
基

礎
科

目
・
専

門
科

目
、

総
合

科
目

、
外

国
語

、
情

報
、

国
語

I・
II
、

体
育

、
芸

術
、

A
A

2
・
A

B
・
A

E
・
B

・
C

・
E
・
F
・
G

・
H

・
W

・
Y

で
始

ま
る

授
業

科
目

を
除

く
科

目
。
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シ
ュ

マ
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ミ
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・
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問
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の
誘

い
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（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
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く
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C
、

E
、

F
、

G
、

H
、

W
で

始
ま

る
授

業
科

目
(専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

)

初
修

外
国

語
（
注

7
）

1
～

3

A
C

7
（
卒

業
論

文
演

習
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4
2
～

7
4
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C

5
1
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入
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5
3
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一
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国
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II
)

第
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外

国
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（
英

語
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注

6
）
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C

6
（
但

し
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C
6
7
を

除
く
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お
よ

び
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C
6
1
と

し
て

指
定

す
る

A
B

9
8
B

1
1
,

A
B

9
8
B

2
1
, 

A
B

9
8
G

7
2
,

A
B

9
8
G

8
2
。

A
C

6
2
と

し
て

指
定

す
る

A
B

8
5
A

1
1
,

A
B

8
5
A

2
1
, 

A
B

8
4
E
1
2
,

A
B

8
4
E
5
2
, 

E
E
2
1
3
0
1
, 

E
E
2
1
3
2
1
,

E
E
2
1
4
1
1
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E
E
2
1
4
0
1
。

A
C

6
5
と

し
て

指
定

す
る

A
B

6
1
,

A
B

6
2
（
但

し
A

B
6
2
K

を
除

く
）
,

A
B

6
3
(但

し
A

B
6
3
K

を
除

く
),

A
E
1
3
G

4
1

（
注

3
）

A
C

5
4
(第

二
専

門
外

国
語

I)
お

よ
び

A
B

9
8
F
4
2
, 

A
B

9
8
F
5
2

（
注

5
）

A
C

5
5
(第

二
専

門
外

国
語

II
)お

よ
び

A
B

9
8
A

1
1
, 

A
B

9
8
A

2
1

そ
の

他
の

科
目

（
注

9
）

外
国

語
（
注

8
）

0
～

8

A
A

2
、

A
B

、
A

E
、

B
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
(専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
授

業
科

目
を

除
く

)

卒
業

論
文

を
秋

学
期

に
提

出
す

る
場

合
は

A
C

7
0
0
1
2
と

A
C

7
0
0
3
8
の

両
方

を
、

春
学

期
に

提
出

す
る

場
合

は
A

C
7
0
0
0
2
と

A
C

7
0
0
2
8
の

両
方

を
履

修
す

る
こ

と
。

初
修

外
国

語
の

中
か

ら
一

つ
を

選
択

す
る

こ
と

。
留

学
生

及
び

外
国

に
お

い
て

中
等

教
育

を
受

け
た

学
生

に
つ

い
て

は
「
第

1
外

国
語

（
英

語
）
」
を

「
日

本
語

」
に

し
て

い
な

い
学

生
に

限
り

、
「
初

修
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

１
～

1
9

0
0

6
～

3
8

0

同
一

の
科

目
番

号
な

い
し

科
目

名
を

持
つ

科
目

を
複

数
履

修
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
初

修
外

国
語

と
同

一
の

言
語

か
、

ま
た

は
ラ

テ
ン

語
・
ギ

リ
シ

ャ
語

・
イ

ン
ド

古
典

語
か

ら
選

択
し

て
修

得
す

る
こ

と
。

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
に

つ
い

て
は

、
学

類
長

が
認

定
し

た
科

目
を

履
修

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
自

分
の

所
属

と
は

異
な

る
学

群
、

学
類

、
ク

ラ
ス

、
班

な
ど

を
対

象
と

し
て

い
る

科
目

は
原

則
と

し
て

履
修

で
き

な
い

。

4
4
～

7
6

0

自
分

の
所

属
す

る
班

を
対

象
と

し
て

い
る

科
目

を
履

修
す

る
こ

と
。

演
習

ま
た

は
実

習
と

し
て

開
設

さ
れ

た
科

目
を

8
単

位
以

上
含

め
る

こ
と

。
ま

た
、

所
属

す
る

領
域

の
科

目
か

ら
1
0
単

位
以

上
を

修
得

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
比

較
文

化
学

類
長

が
各

領
域

の
専

門
科

目
と

し
て

指
定

し
た

科
目

(他
の

学
群

及
び

学
類

の
科

目
を

含
む

)に
つ

い
て

は
4
2
～

7
4
単

位
中

の
1
4
単

位
ま

で
、

ま
た

、
当

該
領

域
の

専
門

科
目

と
し

て
は

1
0
単

位
以

上
の

う
ち

4
単

位
ま

で
履

修
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

1
8

科
目

の
「
A

C
 X

X
」
は

、
科

目
番

号
が

A
C

 X
X

で
始

ま
る

科
目

を
意

味
し

て
い

る
。

単
位

数
の

「
x～

y」
は

、
卒

業
す

る
た

め
に

は
x単

位
以

上
修

得
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

y単
位

よ
り

多
く

修
得

し
て

も
、

そ
の

多
い

部
分

は
卒

業
単

位
と

し
て

は
認

め
ら

れ
な

い
、

と
い

う
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

。

英
語

が
母

語
の

学
生

に
つ

い
て

は
、

「
第

1
外

国
語

（
英

語
）
」
を

「
日

本
語

」
に

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

A
C

6
7
か

ら
春

A
B

・
秋

A
B

そ
れ

ぞ
れ

1
単

位
を

履
修

す
る

こ
と

。
2
単

位
を

超
え

て
履

修
し

て
も

卒
業

要
件

と
し

て
は

認
め

な
い

。

3
1
1
～

4
3

0

初
修

外
国

語
と

し
て

選
択

し
な

か
っ

た
初

修
外

国
語

、
お

よ
び

選
択

・
自

由
科

目
と

し
て

開
設

さ
れ

て
い

る
外

国
語

（
英

語
を

含
む

）
。

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
に

つ
い

て
は

、
日

本
語

も
含

む
。

比
較

文
化

学
類

開
設

(比
較

文
化

学
類

長
が

指
定

し
た

専
門

基
礎

科
目

・
専

門
科

目
を

含
む

)の
専

門
基

礎
科

目
・
専

門
科

目
、

総
合

科
目

、
外

国
語

、
情

報
、

国
語

I・
II
、

体
育

、
芸

術
、

A
A

2
・
A

B
・
A

E
・
B

・
C

・
E
・
F
・
G

・
H

・
W

・
Y

で
始

ま
る

授
業

科
目

を
除

く
科

目
。

（
日

本
語

・
日

本
文

化
学

類
）

卒
業

論
文

6
日

本
語

・
日

本
文

化
研

究
法

1
A

E
5
6

　
　

4
2
6

9
8

0
1
2
4

A
E
5
3

3
　

　

A
E
1
0
A

1
A

E
5
4

3
体

育
3

A
E
1
0
B

3
第

1
外

国
語

（
英

語
）

4

 
A

E
1
0
C

3
第

2
外

国
語

(初
修

外
国

語
）

4

A
E
1
0
D

3
情

報
4

A
E
1
0
E

3
国

語
I・

II
2

8
, 

9
で

始
ま

る
科

目
0
～

1
4

単
位

合
計

6
2
6

9
8

0
1
2
4

（
注

） 1
.

2
.

3
.

4
. 5
.

A
B

6
1
～

6
9

A
B

7
1
～

7
9

A
B

8
1
～

8
9

A
B

9
1
～

9
9

A
C

6
0
～

A
C

6
6

B
B

1
1
1
～

B
B

1
1
9

B
B

1
6
, 

B
B

1
9

0
～

2
0

A
E
1
3
, 

A
E
1
4

(A
E
1
4
を

1
単

位
以

上
を

含
む

こ
と

)
3
5
～

5
5

2
～

3
0

4
～

3
2

0
～

1
0

A
, 

B
, 

C
, 

W
, 

Y
で

始
ま

る
科

目
（
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
し

た
A

B
, 

A
C

, 
A

E
,

B
B

1
で

始
ま

る
科

目
を

除
く

）

E
, 

F
, 

G
, 

H
で

始
ま

る
科

目

6
～

2
0

A
E
5

A
B

5
0

A
B

６
0

A
B

７
0

A
B

８
0

A
B

９
0

A
C

5
0

A
C

5
6

B
B

1
1
0

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す

。

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

1
総

合
科

目
（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
を

除
く
）

総
合

科
目

体
育

外
国

語
(英

語
及

び
初

修
外

国
語

)
国

語
芸

術

0
　

　
　

　
　

　
6
～

3
4

　
　

0
4
8
～

7
5

0
1

1
6
～

3
0

0
1
9

1
～

1
1

0

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
国

語
」
、

及
び

「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

A
B

, 
A

C
, 

B
B

1
で

始
ま

る
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
の

開
設

学
類

に
お

け
る

履
修

制
限

等
の

指
示

に
従

う
も

の
と

す
る

。

選 択 科 目

自 由 科 目

日 本 語 ・ 日 本 文 化 学

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐ
ﾅ

ｰ
、

学
問

へ
の

誘
い

）
2

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
  

　
門

  
　

科
　

  
目

専
  

 門
  

 基
  

 礎
  

 科
  

 目

基
　

  
 礎

　
  

 科
　

  
 目

計
合 　 　 計

共
  

通
  

科
  

目
関

　
  

連
  

　
科

　
  

目

必 修 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数
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（
日

本
語

・
日

本
文

化
学

類
）

 
 
J
a
p
a
n
-
E
x
p
e
r
t
（

学
士

）
プ

ロ
グ

ラ
ム

日
本

語
教

師
養

成
コ

ー
ス

卒
業

論
文

6
A

E
1
3
, 

A
E
1
4

3
2
～

5
2

日
本

語
・
日

本
文

化
研

究
法

1
A

E
5
6

4
3
7

9
8

0
1
3
5

A
E
1
8

3
Ja

p
an

-
E
xp

er
t

総
論

1
A

E
5
3

3

A
E
1
0
A

1
A

E
5
4

3
3

E
, 

F
, 

G
, 

H
で

始
ま

る
科

目
2
～

3
0

A
E
1
0
B

3
A

E
5
5

1
1
5

8
, 

9
で

始
ま

る
科

目
0
～

1
4

A
E
1
0
C

3
4

A
E
1
0
D

3
4

A
E
1
0
E

3

単
位

合
計

6
6
～

3
4

3
7

9
8

0
1
3
5

1
.

6
.

2
.

7
.

関
連

科
目

は
、

Ja
p
aｎ

-
E
xp

er
t共

通
科

目
と

し
て

指
定

し
た

授
業

科
目

の
中

か
ら

1
単

位
以

上
を

含
む

こ
と

。

3
. 4
.

5
.

0
0

2
9

1
～

1
1

0

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

(
注

)
 こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
「
日

本
画

実
習

」
「
書

A
・
B

・
C

」
は

、
共

通
科

目
の

「
芸

術
」
と

は
な

ら
な

い
。

A
B

, 
A

C
, 

B
B

1
で

始
ま

る
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
の

開
設

学
類

に
お

け
る

履
修

制
限

等
の

指
示

に
従

う
も

の
と

す
る

。

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
国

語
」
、

及
び

「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す

。

単 位 数

総
合

科
目

（
Ja

p
an

-
E
xp

er
t

ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
ﾌ
ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
）

3

体
育

第
1
外

国
語

（
日

本
語

）

第
2
外

国
語

（
英

語
）

情
報

総
合

科
目

（
Ja

p
an

-
E
xp

er
tﾌ

ﾚ
ｯ

ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐ
ﾅ

ｰ
、

ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
を

除
く

）

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
 
 
　

門
 
 
　

科
　

 
 
目

専
 
 
 
門

 
 
 
基

 
 
 
礎

 
 
 
科

 
 
 
目

基
　

 
 
 
礎

　
 
 
 
科

　
 
 
 
目

計
合 　 　 計

共
 
 
通

 
 
科

 
 
目

選 択 科 目

関
　

 
 
連

 
 
　

科
　

 
 
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

1

総
合

科
目

体
育

外
国

語
国

語
芸

術
＊

注
6

0
～

1
0

A
, 

B
, 

C
, 

W
, 

Y
で

始
ま

る
科

目
（
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
し

た
A

B
, 

A
C

, 
A

E
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自 由 科 目

単 位 数
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別表第３（第４条第２項関係） 

学 類 要 件 単 位 数

人文学類 前年度において、卒業要件として修得すべき単位を 単位以
上修得し、その ％以上が「Ａ 」「Ａ」の評価で修得してい
ること。

５４単位

比較文化学
類

前年度において、卒業要件として修得すべき単位を 単
位以上修得し、その ％以上が「Ａ 」「Ａ」の評価で修得し
ていること。

５４単位

学類長が特別な事情があると認めた者。

日本語・日
本文化学類

前年度において、卒業要件として修得すべき単位を 単
位（秋学期入学者の１年次にあっては 単位）以上修得し、
その ％以上が「Ａ 」「Ａ」の評価で修得していること。

学類長が個別に上
限を決定する

学類長が特別な事情があると認めた者。
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別表第３（第４条第２項関係） 

学 類 要 件 単 位 数

人文学類 前年度において、卒業要件として修得すべき単位を 単位以
上修得し、その ％以上が「Ａ 」「Ａ」の評価で修得してい
ること。

５４単位

比較文化学
類

前年度において、卒業要件として修得すべき単位を 単
位以上修得し、その ％以上が「Ａ 」「Ａ」の評価で修得し
ていること。

５４単位

学類長が特別な事情があると認めた者。

日本語・日
本文化学類

前年度において、卒業要件として修得すべき単位を 単
位（秋学期入学者の１年次にあっては 単位）以上修得し、
その ％以上が「Ａ 」「Ａ」の評価で修得していること。

学類長が個別に上
限を決定する

学類長が特別な事情があると認めた者。

 
 

別表第４（第７条関係） 
学 類 対象者 基 準

人文学類 ２年次を終了する時点において、当該
主専攻が指定する専門基礎科目 単位
を修得し、かつ当該主専攻が指定する専
門科目をほぼ修得している者。

本学に３年以上在学し、卒業の要件と
して定められている所定の単位を、 ％
以上が「Ａ 」｢Ａ｣の評価で修得したと認
められること。

２年次の終了時までに修得した単位
のうち、卒業の要件となる単位を、 ％
以上が「Ａ 」「Ａ」の評価で修得してい
る者。

修得した専門科目及び専門基礎科目
の合計単位を ％以上が「Ａ 」「Ａ」の
評価の優秀な成績で修得したと認められ
ること。

卒業論文の内容が特に優秀であると
認められること。

比較文化学
類

２年次終了時までに卒業の要件とし
て必要な単位数を 単位以上修得し、か
つ、その修得すべき単位のうち、 ％以
上を「Ａ 」「Ａ」の評価で修得している
者。

学類の卒業要件を満たしていること。

卒業論文が優秀であること。

地域研究イノベーション学位プログ
ラム（ ）試験合格者にあっては、
年次終了時までに卒業の要件として必要
な単位数を 単位以上修得し、かつ学類
長が特別に認めたもの。

日本語・日
本文化学類

２年次終了時までに卒業の要件とし
て必要な単位数を 単位以上修得し、
かつ、その修得すべき単位のうち、 ％
以上を「Ａ 」「Ａ」の評価で修得してい
る者。

学類の卒業要件を満たしていること。

卒業論文（または卒業研究）が極めて
優秀であること。

授業に対する日常的な取り組みが極
めて優秀であること。

秋学期入学者にあっては、３年次秋学
期終了時までに各年次に指定された必修
科目をすべて含む卒業要件科目を 単
位（ただし、日本語教師養成主専攻の学
生にあっては 単位）以上修得し、か
つ、その修得すべき単位のうち、 ％以
上が「Ａ 」「Ａ」の評価であること及び
３年次春学期から卒業論文演習（または
卒業研究演習）を履修し、４年次秋学期
終了時までに卒業要件を満たすことが見
込める者。
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（２）社会・国際学群履修細則

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日

社会・国際学群部局細則第３号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

社会・国際学群履修細則

 
（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）

第１条の２第１項、第２５条、第２５条の２、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第３

９条及び第４０条の規定に基づき、社会・国際学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の

目的（次条において、「人材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要な事項を定

めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 学群学則第１条の２第１項に基づき、学群の人材養成目的は、現代社会や世界で生起する諸

問題を的確に把握する理解力と独創的な分析能力を備え、社会の要請に対応できる人材を養成する。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。 
学 類 人材養成目的 

社会学類 社会学・法学・政治学・経済学の専門知識を集中的に深める教育を提供

するだけでなく、各分野の基礎知識を総合的に修得するための横断的な

教育も併せて実施することで、社会科学全般のゼネラルな視点に裏打ち

された高い専門性を発揮しうるグローカル（グローバル＋ローカル）志

向の人材を養成する。 
国際総合学類 グローバリゼーションとともに複雑化する国際的な諸問題に対して、問

題の本質を発見する洞察力と情報分析能力を身に付け、先見性と独自性

に富む解決策を他者に伝えるコミュニケーション能力を備えた、文理融

合型の実践的な人材を養成する。 
 

（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

社 会 学 類 社会学、法学、政治学、経済学

国際総合学類 国際関係学、国際開発学
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（２）社会・国際学群履修細則

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日

社会・国際学群部局細則第３号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

改正 平成 年社会・国際学群部局細則第 号

社会・国際学群履修細則

 
（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）

第１条の２第１項、第２５条、第２５条の２、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第３

９条及び第４０条の規定に基づき、社会・国際学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の

目的（次条において、「人材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要な事項を定

めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 学群学則第１条の２第１項に基づき、学群の人材養成目的は、現代社会や世界で生起する諸

問題を的確に把握する理解力と独創的な分析能力を備え、社会の要請に対応できる人材を養成する。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。 
学 類 人材養成目的 

社会学類 社会学・法学・政治学・経済学の専門知識を集中的に深める教育を提供

するだけでなく、各分野の基礎知識を総合的に修得するための横断的な

教育も併せて実施することで、社会科学全般のゼネラルな視点に裏打ち

された高い専門性を発揮しうるグローカル（グローバル＋ローカル）志

向の人材を養成する。 
国際総合学類 グローバリゼーションとともに複雑化する国際的な諸問題に対して、問

題の本質を発見する洞察力と情報分析能力を身に付け、先見性と独自性

に富む解決策を他者に伝えるコミュニケーション能力を備えた、文理融

合型の実践的な人材を養成する。 
 

（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

社 会 学 類 社会学、法学、政治学、経済学

国際総合学類 国際関係学、国際開発学

２ 前項に定めるもののほか、学群に各学類共通の国際社会科学主専攻を置くものとする。

 
（履修方法等）

第３条 社会・国際学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」ごとの

卒業に必要な履修科目及び修得単位数は、別表第 のとおりとする。ただし、国際社会科学主専攻にあ

っては、別表１－１のとおりとする。

 
（主専攻分野の選択条件）

第４条 社会学類にあっては、学生が第２条第１項の主専攻分野を選択するにあたって、あらかじめ、履

修すべき授業科目及び単位数は、別表第２のとおりとする。

ただし、入学した年次において、主専攻分野が決定している者にあっては、この限りではない。

（履修科目の登録の上限）

第５条 学群学則第３３条第１項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、４５単位とする。

２ 学群学則第３３条第２項の部局細則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場

合の要件及び単位数は、別表第３のとおりとする。ただし、国際社会科学主専攻にあっては、別表３－

１のとおりとする。

（成績の評価）

第６条 学群学則第３５条第３項の部局細則で定めるＰ及びＦの評語を用いることができる授業科目は、

「フレッシュマン・セミナー」とする。

（早期卒業）

第７条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び基準は、別表第４のとおりとする。ただし、

国際社会科学主専攻にあっては、別表４－１のとおりとする。

（雑則）

第８条 この部局細則に規定するもののほか、学類における授業科目の履修に関し必要な事項は、学類教

育会議の議を経て、学類長が定め、学内に公示するものとする。

附 則

この部局細則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。
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附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２４年８月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１ この部局細則は、平成２５年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 平成２５年３月３１日以前に社会・国際学群に入学した者については、この部局細則による改正

後の社会・国際学群履修細則別表４－１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２７年９月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２．この部局細則による改正後の社会・国際学群履修細則別表第３及び第４に定める社会学類に関する

事項は、平成２５年度入学者から適用する。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。



－ 173 －

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２４年８月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１ この部局細則は、平成２５年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 平成２５年３月３１日以前に社会・国際学群に入学した者については、この部局細則による改正

後の社会・国際学群履修細則別表４－１の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２７年９月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２．この部局細則による改正後の社会・国際学群履修細則別表第３及び第４に定める社会学類に関する

事項は、平成２５年度入学者から適用する。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。

 
附 則（平 ． ． 社会・国際学群部局細則第 号）

１．この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２．この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例によ

る。
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経 済 学

Ｂ
Ｂ
4

(
た
だ
し
ミ
ク
ロ

経
済
学
、
マ
ク
ロ

経
済
学
、
経
済
数

学
、
経
済
統
計
論

の
う
ち
か
ら
4
単

位
以
上
、
さ
ら
に

経
済
学
演
習
を
8

単
位
以
上
含
め
る

こ
と
)

 
3
2
～ 6
2

経
済
学
基
礎
論

現
代
経
済
史

4

Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

2
～ 1
0

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

教
職
に
関
す
る

科
目

0
～

8

Ａ
、
Ｂ
Ｃ
、
Ｃ
、

Ｈ
、
Ｗ
、
Ｙ
、
８
、

９
９

1
0
～ 2
0

選 択 科 目

0
～ 1
2

（
専
門
基
礎
科
目

と
し
て
指
定
さ
れ

て
い
る
科
目
を
除

く
）

6
0
～
8
4

4
9
～
1
6

1
6

1
～
1
5

0
1
2
～
3
6

　
　
1
．
こ
の
表
に
掲
げ
る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

 
 
 
 
2
．
同
一
の
授
業
科
目
を
重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
又
は
同
一
の
科
目
欄
の
他
の
授
業
科
目
と

　
　
　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
 
 
 
3
．
各
科
目
欄
に
掲
げ
る
記
号
及
び
番
号
は
、
授
業
科
目
番
号
で
、
当
該
記
号
及
び
番
号
で
始
ま
る
授
業
科
目
の
グ
ル
ー

　
　
　
プ
を
表
す
。

 
 
 
 
4
．
「
総
合
科
目
」
、
「
体
育
」
、
｢
外
国
語
｣
、
｢
情
報
｣
、
｢
国
語
｣
及
び
｢
芸
術
｣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
科
目
と

　
　
　
し
て
開
設
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
か
ら
履
修
す
る
。
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別
表

第
１

　
（
第

３
条

関
係

）
 

（
国

際
総

合
学

類
）

 

6
国

際
学

 I
1

2
6

1
0
0

0
1
2
6

国
際

学
 I
I

1

国
際

学
 I
II

1

国
際

学
 I
V

B
C

1
3

6
～

9
(＊

3
)

体
育

2
体

育
0
～

2

B
C

1
5

0
～

4
B

B
0
5
0

0
～

1
4

第
1
外

国
語

4
外

国
語

0
～

6

F
H

6
1
1

第
2
外

国
語

4
国

語
0
～

2

F
G

1
0
6
4
1

情
報

4
芸

術
0
～

2

G
A

1
2

B
E
2
1

0
～

1
2

単
位

合
計

6
1
6

2
6

1
0
0

0
1
2
6

3
2
～

6
2

B
C

1
1

B
C

1
2

B
C

1
6

0

3
～

1
0

教
職

に
関

す
る

科
目

社
会

・
国

際
学

群
共

通
科

目
（
B

A
）

特
設

自
由

科
目

並
び

に
博

物
館

に
関

す
る

科
目

A
、

B
B

、
C

で
始

ま
る

授
業

科
目

（
た

だ
し

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

E
、

F
、

G
、

H
、

W
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
た

だ
し

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

B
C

5
1

(E
D

S
,E

D
を

除
く

)

0
3
8
～

7
5

1
4
～

3
2

合 　 　 計

関
　

  
 連

　
  

 科
　

  
 目

単 位 数

選 択 科 目

計

0
～

5

自 由 科 目

選 択 科 目

基
　

　
　

礎
　

　
　

科
　

　
　

目

6
～

3
5

0

単 位 数

単 位 数 3
～

8

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

必 修 科 目
総

合
科

目
（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
）

2

E
D

S
,E

D
　

　
(＊

4
)

4

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

1
0
～

1
4

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
  
  
  
門

  
  
  
科

  
  
  
目

共
　

  
 通

　
  

 科
　

  
 目

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数

単 位 数

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

必 修 科 目
卒

業
論

文
国 際 関 係 学

4

B
E
2
2

(＊
1
)

0

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
）
を

除
く

1
～

3

1
～

1
5

0

1
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（
国

際
総

合
学

類
）

 

6
国

際
学

 I
1

2
6

1
0
0

0
1
2
6

国
際

学
 I
I

1

国
際

学
 I
II

1

国
際

学
 I
V

1

B
C

1
3

6
～

9
(＊

3
)

体
育

2
体

育
0
～

2
B

C
1
5

0
～

4
B

B
0
5
0

0
～

1
4

第
1
外

国
語

4
外

国
語

0
～

6
F
H

6
1
1

第
2
外

国
語

4
国

語
0
～

2
F
G

1
0
6
4
1

情
報

4
芸

術
0
～

2
G

A
1
2

B
E
2
1

0
～

1
2

単
位

合
計

6
1
6

2
6

1
0
0

0
1
2
6

(注
) 1
.

（
＊

1
）

B
C

11
、

B
C

16
よ

り
14

単
位

以
上

履
修

す
る

こ
と

。

2
.

（
＊

2
）

B
C

12
よ

り
14

単
位

以
上

履
修

す
る

こ
と

。

（
＊

3
）

I～
IV

の
数

字
は

履
修

の
順

番
を

表
す

わ
け

で
は

な
い

。

3
.

（
＊

4
）

ED
S:

En
gl

is
h 

D
is

cu
ss

io
n 

Se
m

in
ar

,  
ED

:E
ng

lis
h 

D
eb

at
e

4
.

単 位 数

自 由 科 目

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数
総

合
科

目
（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
）
を

除
く

選 択 科 目

0

0
～

5

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

関
　

  
 連

　
  

 科
　

  
 目

単 位 数

0
6
～

3
5

E
、

F
、

G
、

H
、

W
、

Y
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
た

だ
し

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

3
～

1
0

教
職

に
関

す
る

科
目

国 際 開 発 学

卒
業

論
文

B
C

1
1

B
C

1
2

B
C

1
6

単 位 数

主 専 攻 分 野

選 択 科 目

3
2
～

6
2

必 修 科 目

単 位 数専
  

  
  

門
  

  
  

科
  

  
  

目

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

単 位 数

専
  

 門
  

 基
  

 礎
  

 科
  

 目
基

　
　

　
礎

　
　

　
科

　
　

　
目

2

E
D

S
,E

D
　

　
(＊

4
)

選 択 科 目

4

0

B
E
2
2

(＊
2
)

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

合 　 　 計

必 修 科 目

必 修 科 目

計

自 由 科 目

単 位 数

　
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

B
C

5
1

(E
D

S
,E

D
を

除
く

)

4

　
こ

の
表

の
各

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

、
授

業
科

目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
プ

を
表

す
。

3
8
～

7
5

1
4
～

3
2

　
「
総

合
科

目
」
､「

体
育

」
､「

外
国

語
」
、

「
情

報
」
、

「
国

語
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

　
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

3
～

8

社
会

・
国

際
学

群
共

通
科

目
（
B

A
）

特
設

自
由

科
目

並
び

に
博

物
館

に
関

す
る

科
目

単 位 数

1
～

3

共
　

  
 通

　
  

 科
　

  
 目

選 択 科 目

単 位 数

0
0

1
～

1
5

A
、

B
B

、
C

で
始

ま
る

授
業

科
目

（
た

だ
し

専
門

基
礎

科
目

で
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
）

1
0
～

1
4
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（
U

n
d
er

gr
ad

u
at

e 
P
ro

gr
am

 o
f 
In

te
rn

at
io

n
al

 S
o
ci

al
 S

tu
d
ie

s）
 （

社
会

国
際

学
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

）

G
ra

d
u
at

io
n

T
h
es

is
卒

業
論

文
6

B
E
2
2

1
4
 -

 2
4

In
te

rn
sh

ip
B

E
3
1

0
 -

 4
In

te
rn

at
io

n
a

l 
S
o
ci

al
S
tu

d
ie

s 
I

2
B

E
2
1

1
2
 -

 1
8

B
E
2
1

4
 -

 1
4

-
-

M
u
lt
id

is
ci

p
lin

ar
y

S
u
b
je

ct
s 

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
総

合
科

目
Ⅰ

Ⅱ
Ⅲ

0
 -

 6
－

－
－

－
0
 -

 2
3

3
4

4
2

5
0

1
2
6

S
em

in
ar

 A
1

0
 -

 1
0

1
7
 -

 4
0

In
te

rn
at

io
n
a

l 
S
o
ci

al
S
tu

d
ie

s 
II

2
0
 -

 6
P
h
ys

ic
al

E
d
u
ca

ti
o
n

体
育

0
 -

 1

S
em

in
ar

 B
1

M
u
lt
id

is
ci

p
lin

ar
y

S
u
b
je

ct
s 

Ⅱ
総

合
科

目
Ⅱ

5
F
o
re

ig
n

L
an

gu
ag

e
外

国
語

0
 -

 8

S
em

in
ar

 C
1

社
会

・
国

際
学

群
で

開
設

さ
れ

る
科

目

社
会

・
国

際
学

群
で

開
設

さ
れ

る
科

目

社
会

・
国

際
学

群
で

開
設

さ
れ

る
科

目

M
u
lt
id

is
ci

p
lin

ar
y

S
u
b
je

ct
s 

Ⅲ
総

合
科

目
Ⅲ

1
A

rt
 P

ra
ct

ic
e

芸
術

0
 -

 1

S
em

in
ar

 D
1

B
A

、
B

B
、

B
C

、
B

E
B

A
、

B
B

、
B

C
、

B
E

B
A

、
B

B
、

B
C

、
B

E

P
h
ys

ic
al

E
d
u
ca

ti
o
n

体
育

2

S
em

in
ar

 E
1

S
em

in
ar

 F
1

In
fo

rm
at

io
n

L
it
er

ac
y

情
報

4

T
o
ta

l
N

u
m

b
er

 o
f

C
re

d
it
s

1
2

-
-

3
4

4
2

5
0

1
2
6

(N
o
te

s)

1
.

4
.

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
小

の
数

値
を

表
す

。

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

2
.

5
. 

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

3
.

こ
の

表
の

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す

。

こ
の

表
に

掲
げ

る
第

1
外

国
語

（
日

本
語

）
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

に
つ

い
て

は
、

こ
の

表
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
履

修
を

全
部

又
は

一
部

を
免

除
す

る
こ

と
が

あ
る

。
な

お
、

免
除

さ
れ

た
単

位
数

に
つ

い
て

は
、

共
通

科
目

及
び

関
連

科
目

の
履

修
を

も
っ

て
充

て
る

も
の

と
す

る
。

A
lp

h
ab

et
ic

 a
n
d
 n

u
m

er
ic

 c
h
ar

ac
te

rs
 l
is

te
d
 i
n
 e

ac
h
 c

la
ss

 s
u
b
je

ct
 c

at
eg

o
ry

 a
re

 t
h
e 

cl
as

s 
co

d
es

 i
n
d
ic

at
in

g 
ea

ch
 g

ro
u
p
 o

f
cl

as
se

s.

0
0
 -

 1
6

0
 -

 2
3

T
h
e 

n
u
m

b
er

 o
f 
cr

ed
it
s 

lis
te

d
 i
n
 t

h
e 

ab
o
ve

 t
ab

le
 r

ef
er

s 
to

 t
h
e 

nu
m

b
er

 o
f 
m

in
im

u
m

 c
re

d
it
s 

re
q
u
ir
ed

 f
o
r 

gr
ad

u
at

io
n
.

W
it
h
 r

eg
ar

d
 t

o
 t

h
e 

M
u
lt
id

is
ci

p
lin

ar
y 

S
u
b
je

ct
s,

 P
h
ys

ic
al

 E
d
u
ca

ti
o
n
, 

F
o
re

ig
n
 L

an
gu

ag
es

, 
In

fo
rm

at
io

n
 L

it
er

ac
y 

an
d
 A

rt
, 

st
u
d
en

ts
 s

h
al

l 
ta

ke
 t

h
e 

o
ff
er

ed
 c

la
ss

es
th

at
 a

re
 r

el
ev

an
t 

to
 e

ac
h
 s

u
b
je

ct
.

T
h
e 

d
o
u
b
le

-
co

u
n
ti
n
g 

o
f 
th

e 
cl

as
s 

is
 p

ro
h
ib

it
ed
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（社会国際学教育プログラム）

　前年度において、卒業の要件として修得すべき単
位数を４０単位以上修得していること、かつ、前年
度において、卒業の要件として修得した単位の８０
％以上が「Ａ」以上の評価である者

　学類長が特別な事情があると認めた者

要　　　　　　　　　　　　件

  前年度修得科目数の５０％以上を「Ａ」以上の評価
をもって修得した者で、クラス担任の許可を得た者。

　クラス担任が特別な事情があると認めた者。

主専攻分野

国際社会科学主
専攻 ５５単位

要　　　　　　　　　　　　件

単　位　数

国際総合学類

別表第３（第５条第２項関係）

  前年度の年間ＧＰＡが３．６以上である者で、ク
ラス担任の許可を得た者。

　クラス担任が特別な事情があると認めた者。

５５単位

別表第３－１（第５条第２項関係）

社会学類

学　　　　　類 単　位　数

５５単位
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　卒業に必要な総単位数及び科
目区分ごとの単位数を修得して
いること。

　３年次に、通常の４年次卒業者と同じスケジュール
で、「卒業論文」を提出できる見込みのある者。

　秋学期入学の学生で、４年次秋学期末卒業を希望する
者は、３年次までの修得単位数と４年次秋学期の申請予
定単位数の合計が卒業要件を満たし、かつ、申請時まで
の累積ＧＰＡが３．８以上である者。

 本学に３年以上在学し、卒業判定
時での修得単位数が卒業要件を満た
していて、かつ累積ＧＰＡが４．０
以上であること。
　ただし、秋学期入学の学生で、４
年次秋学期末卒業を希望する者につ
いては、累積ＧＰＡが３．８以上で
あること。

　１年次に修得した総単位数の
うち８０％以上が「Ａ」以上の
評価で、また２年次に修得した
総単位数のうち８０％以上が
「Ａ」以上の成績であること。

　上記(1)を満たした上で、２年次に修得した総単位の
うち８０％以上が「Ａ」以上の成績であること。該当者
に対しては３年次で「国際学ゼミナールⅡ」の受講を認
めるので、同ゼミナールに登録し、単位を修得した者。

　４年次春学期末卒業を希望する者（秋学期入学者を含
む）は、３年次までの修得単位数と４年次春学期の申請
予定単位数の合計が卒業要件を満たし、かつ、申請時ま
での累積ＧＰＡが４．０以上である者。

　１年次に修得した総単位数のうち８０％以上が「Ａ」
以上の成績であること。該当者に対しては、２年次で
「国際学ゼミナールⅠ」の受講を認めるので、同ゼミ
ナールに登録し、単位を修得した者。

　秋学期入学者で４年次秋学期
卒業の場合は、上記規定にかか
わらず、４年次秋学期までに優
秀な成績で卒業要件を満たして
いること。

別表第４（第７条関係）

学　　類 対　　　象　　　者 基　　　　　　準

社会学類

国際総合学類

　３年次末卒業を希望する者（秋学期入学者を除く）
は、２年次までの修得単位数と３年次の申請予定単位数
の合計が卒業要件を満たし、かつ申請時までの累積ＧＰ
Ａが４．０以上である者。

　地域研究イノベーション学位プログラム（ASIP）生と
して選抜され、４年次春学期卒業の場合は、上記規定に
かかわらず、「国際学ゼミナールⅠ」と「独立論文」を
３年次までに履修し、優秀な成績で合格し、「卒業論
文」を４年次の５月までに提出する見込みがあり、かつ
学類長が特別に認めた者。

　地域研究イノベーション学位
プログラム（ASIP）生として選
抜され、４年次春学期卒業の場
合は、上記規定にかかわらず、
４年次春学期終了時点までに優
秀な成績で卒業要件を満たして
いること。

　秋学期入学者で４年次秋学期卒業の場合は、上記規定
にかかわらず、「国際学ゼミナールⅠ」又は「独立論
文」を２年次春学期から履修し、「国際学ゼミナール
Ⅱ」を３年次春学期から履修し、通常の４年次と同じス
ケジュールで「卒業論文」を提出する者。

 ３年次末（又はその他）の卒
業時点で、修得した総単位のう
ち８０％以上が「Ａ」以上の成
績であること。
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　卒業に必要な総単位数及び科
目区分ごとの単位数を修得して
いること。

　３年次に、通常の４年次卒業者と同じスケジュール
で、「卒業論文」を提出できる見込みのある者。

　秋学期入学の学生で、４年次秋学期末卒業を希望する
者は、３年次までの修得単位数と４年次秋学期の申請予
定単位数の合計が卒業要件を満たし、かつ、申請時まで
の累積ＧＰＡが３．８以上である者。

 本学に３年以上在学し、卒業判定
時での修得単位数が卒業要件を満た
していて、かつ累積ＧＰＡが４．０
以上であること。
　ただし、秋学期入学の学生で、４
年次秋学期末卒業を希望する者につ
いては、累積ＧＰＡが３．８以上で
あること。

　１年次に修得した総単位数の
うち８０％以上が「Ａ」以上の
評価で、また２年次に修得した
総単位数のうち８０％以上が
「Ａ」以上の成績であること。

　上記(1)を満たした上で、２年次に修得した総単位の
うち８０％以上が「Ａ」以上の成績であること。該当者
に対しては３年次で「国際学ゼミナールⅡ」の受講を認
めるので、同ゼミナールに登録し、単位を修得した者。

　４年次春学期末卒業を希望する者（秋学期入学者を含
む）は、３年次までの修得単位数と４年次春学期の申請
予定単位数の合計が卒業要件を満たし、かつ、申請時ま
での累積ＧＰＡが４．０以上である者。

　１年次に修得した総単位数のうち８０％以上が「Ａ」
以上の成績であること。該当者に対しては、２年次で
「国際学ゼミナールⅠ」の受講を認めるので、同ゼミ
ナールに登録し、単位を修得した者。

　秋学期入学者で４年次秋学期
卒業の場合は、上記規定にかか
わらず、４年次秋学期までに優
秀な成績で卒業要件を満たして
いること。

別表第４（第７条関係）

学　　類 対　　　象　　　者 基　　　　　　準

社会学類

国際総合学類

　３年次末卒業を希望する者（秋学期入学者を除く）
は、２年次までの修得単位数と３年次の申請予定単位数
の合計が卒業要件を満たし、かつ申請時までの累積ＧＰ
Ａが４．０以上である者。

　地域研究イノベーション学位プログラム（ASIP）生と
して選抜され、４年次春学期卒業の場合は、上記規定に
かかわらず、「国際学ゼミナールⅠ」と「独立論文」を
３年次までに履修し、優秀な成績で合格し、「卒業論
文」を４年次の５月までに提出する見込みがあり、かつ
学類長が特別に認めた者。

　地域研究イノベーション学位
プログラム（ASIP）生として選
抜され、４年次春学期卒業の場
合は、上記規定にかかわらず、
４年次春学期終了時点までに優
秀な成績で卒業要件を満たして
いること。

　秋学期入学者で４年次秋学期卒業の場合は、上記規定
にかかわらず、「国際学ゼミナールⅠ」又は「独立論
文」を２年次春学期から履修し、「国際学ゼミナール
Ⅱ」を３年次春学期から履修し、通常の４年次と同じス
ケジュールで「卒業論文」を提出する者。

 ３年次末（又はその他）の卒
業時点で、修得した総単位のう
ち８０％以上が「Ａ」以上の成
績であること。

３年間と秋学期の在籍で卒業する場合

学群長が定める国際社会科学主専攻のスケジュールで
「ゼミナールA～F」を履修し、かつ卒業論文を提出でき
る者。

卒業時までに修得した総単位数の
60％以上が「Ａ」以上の評価であ
り、かつすべての卒業要件を満たし
ていること。

 1年次に修得した総単位数のう
ち80％以上が「Ａ」以上の評価
であること。

上記(1)を満たした上で、2年次に修得した総単位のうち
80％以上が「Ａ」以上の成績であること。該当者に対し
ては3年次に「ゼミナールD, E, F」の受講を認めるの
で、同ゼミナールに登録し、単位修得が見込まれる者。

  2年次に修得した総単位数の
うち80％以上が「Ａ」以上の評
価であること。

上記(1)、（2）を満たした上で、学群長が定める国際社
会科学主専攻の卒業論文提出スケジュールに従って卒業
論文を提出できる者。

 3年次末卒業の時点で、修得し
た総単位のうち80％以上が
「Ａ」以上の評価であること。
また卒業時までにすべての卒業
要件を満たしていること。

 国際社会科学主
専攻

３年間の在籍で卒業する場合

1年次に修得した総単位数のうち80％以上が「Ａ」以上
の成績であること。該当者に対しては、2年次に「ゼミ
ナールA, B, C」の受講を認めるので、同ゼミナールに
登録し、単位を修得した者。

別表第４－１（第７条関係）

（社会国際学教育プログラム）

主専攻分野 対　　　象　　　者 基　　　　　　準
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（３）人間学群履修細則

平成１９年４月１１日

人間学群部局細則第３号

改正 平成２０年人間学群部局細則第１号

平成２２年人間学群部局細則第１号

平成２３年人間学群部局細則第１号

平成２４年人間学群部局細則第１号

平成２５年人間学群部局細則第１号

平成２５年人間学群部局細則第 号

平成２６年人間学群部局細則第 号

平成２７年人間学群部局細則第 号

平成２８年人間学群部局細則第 号

平成２９年人間学群部局細則第 号

平成３０年人間学群部局細則第 号

平成３１年人間学群履修細則第１号

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）第１条の２

第１項、第２５条、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第３９条及び第４０条の規定に基づき、人間

学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的（次条において「人材養成目的」という。）、教育課程

の編成及びその履修に関し必要な事項を定めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 人間学群は、人間と人間がかかわる社会・自然に関する幅広い興味と関心を基盤にしつつ、人間の発達や

支援に関して科学的に分析・理解する態度と専門的な知識や技能を身に付け、これらの態度・知識・技能を活用して、

人が抱える様々な問題へ主体的かつ創造的に対処することで、人間社会に広く貢献することができる人材を養成する

ことを目的とする。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。

学 類 人 材 養 成 目 的

教 育 学 類 人間形成、学校教育、教育計画・設計、地域・国際教育にかかわる教育学の専門的知識・

技能を活用し、学校、自治体、民間機関、国際機関など様々な分野で貢献できる人材、

研究能力を有する人材を養成することを目的とする。

心 理 学 類 人間の心と行動に関する幅広い興味や関心を基盤に、人間の心や行動を科学的・実証的

に分析し理解する姿勢及び専門的な知識や技能を身に付け、さらに、これらの学習成果

を生かして、実際的な問題を主体的かつ創造的に解決する能力を有し、国際的にも通用

する知性・人間性・逞しさを備えた人材の育成を目的とする。
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（３）人間学群履修細則

平成１９年４月１１日

人間学群部局細則第３号

改正 平成２０年人間学群部局細則第１号

平成２２年人間学群部局細則第１号

平成２３年人間学群部局細則第１号

平成２４年人間学群部局細則第１号

平成２５年人間学群部局細則第１号

平成２５年人間学群部局細則第 号

平成２６年人間学群部局細則第 号

平成２７年人間学群部局細則第 号

平成２８年人間学群部局細則第 号

平成２９年人間学群部局細則第 号

平成３０年人間学群部局細則第 号

平成３１年人間学群履修細則第１号

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）第１条の２

第１項、第２５条、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第３９条及び第４０条の規定に基づき、人間

学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的（次条において「人材養成目的」という。）、教育課程

の編成及びその履修に関し必要な事項を定めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 人間学群は、人間と人間がかかわる社会・自然に関する幅広い興味と関心を基盤にしつつ、人間の発達や

支援に関して科学的に分析・理解する態度と専門的な知識や技能を身に付け、これらの態度・知識・技能を活用して、

人が抱える様々な問題へ主体的かつ創造的に対処することで、人間社会に広く貢献することができる人材を養成する

ことを目的とする。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。

学 類 人 材 養 成 目 的

教 育 学 類 人間形成、学校教育、教育計画・設計、地域・国際教育にかかわる教育学の専門的知識・

技能を活用し、学校、自治体、民間機関、国際機関など様々な分野で貢献できる人材、

研究能力を有する人材を養成することを目的とする。

心 理 学 類 人間の心と行動に関する幅広い興味や関心を基盤に、人間の心や行動を科学的・実証的

に分析し理解する姿勢及び専門的な知識や技能を身に付け、さらに、これらの学習成果

を生かして、実際的な問題を主体的かつ創造的に解決する能力を有し、国際的にも通用

する知性・人間性・逞しさを備えた人材の育成を目的とする。

障害科学類 乳児から高齢者までの感覚、運動、認知、言語などの機能の障害、健康や高齢・発達に

関わる障害、障害をめぐる環境や社会・文化的課題に関する基礎的知識と支援方法を、

教育・心理・福祉・医療などの領域から総合的に身に付け、共生社会の創造に貢献する、

国際的に通用する能力をもつ人材養成を目的とする。

（主専攻分野等）

第２条 学群学則第２５条に規定する主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

教 育 学 類 教 育 学

心 理 学 類 心 理 学

障 害 科 学 類 障 害 科 学

（履修科目の登録の上限）

第３条 学群学則第３３条第１項に規定する履修科目の登録の上限は、４５単位とする。

２ 前項の場合において、教育職員免許状の資格取得に必要な科目及び博物館に関する科目を除くものとする。

３ 学群学則第３３条第２項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場合の要件及び単位数は、

次の表のとおりとする。

学 類 要 件 単 位 数

教 育 学 類
⑴ 前年度において卒業要件（各年次に指定された必修科目すべてを

含む。）として修得すべき単位を４０単位（秋学期入学者の１年次に

あっては３０単位）以上修得し、かつ、その修得すべき単位におい

て、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割合が８０％以上であること。

⑵ 学類長が特別な事情があると認めた者

上限は設けな

い。

心 理 学 類
⑴ 前年度において卒業要件（各年次に指定された必修科目すべてを

含む。）として修得すべき単位を４０単位（秋学期入学者の１年次に

あっては３０単位）以上修得し、かつ、その修得すべき単位におい

て、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割合が８０％以上であること。

⑵ 学類長が特別な事情があると認めた者

上限は設けな

い。

障害科学類
⑴ 前年度において卒業要件（各年次に指定された必修科目すべてを

含む。）として修得すべき単位を４０単位（秋学期入学者の１年次に

あっては３０単位）以上修得し、かつ、その修得すべき単位におい

て、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割合が８０％以上であること。

⑵ 学類長が特別な事情があると認めた者

上限は設けな

い。

（成績の評語）

第４条 学群学則第３５条第３項に規定するＰ Ｆの評語を用いることができる授業科目は、「学問への誘い」、「フレ
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ッシュマン・セミナー」、学群コア・カリキュラム「キャリアデザイン入門、人間フィ ルドワークⅠ、人間フィール

ドワークⅡ、人間フィールドワークⅢ」、教育学類開設「教育インターンシップ基礎論、教育インターンシップ実践

演習、教育学実践演習、国際教育協力論、国際教育協力実習、国際教育政策概論」、心理学類開設「心理学体験実習

Ⅰ、心理学体験実習Ⅱ」及び障害科学類開設「障害科学実践入門、障害科学セミナー」とする。

２ ＧＰＡ制度における学群の学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除かれる科目は、次の表のとおりとする。

学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象除外科目

教 育 学 類 基礎科目の関連科目

心 理 学 類 基礎科目の関連科目

障 害 科 学 類 基礎科目の関連科目

（修得単位数等）

第５条 学群学則第３９条第１項に規定する学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎

科目」ごとの卒業の要件として必要な履修科目及び修得単位数等は、別表のとおりとする。

（早期卒業）

第６条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の申請に関する条件等（以下「対象者」という。）及び卒業判定基準は、

次の表のとおりとする。

学 類 対 象 者 卒 業 判 定 基 準

教 育 学 類
⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な

単位数（各年次に指定された必修科目をすべて含

む。）を９０単位以上修得し、かつ、その修得す

べき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割

合が９０％以上であること及び３年次春学期か

ら卒業研究を履修し、３年次終了時までに卒業要

件を満たすことが見込めること。

⑵ 秋学期入学者にあっては、３年次終了時までに

各年次に指定された必修科目をすべて含む卒業

要件科目を優秀な成績で９０単位以上修得し、４

年次春学期から卒業研究を履修し、４年次終了時

までに卒業要件を満たすことが見込めること。

⑴ 学類の卒業要件を満たしてい

ること。

⑵ 卒業研究の内容が優秀と認め

られること。

心 理 学 類 ⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な

単位数（各年次に指定された必修科目をすべて含

む。）を９０単位以上修得し、かつ、その修得す

べき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割

合が９０％以上であること及び３年次春学期か

ら卒業研究を履修し、３年次終了時までに卒業要

件を満たすことが見込めること。

⑵ 秋学期入学者にあっては、３年次終了時まで

に各年次に指定された必修科目をすべて含む

⑴ 学類の卒業要件を満たしてい

ること。

⑵ 卒業研究の内容が優秀と認め

られること。
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ッシュマン・セミナー」、学群コア・カリキュラム「キャリアデザイン入門、人間フィ ルドワークⅠ、人間フィール

ドワークⅡ、人間フィールドワークⅢ」、教育学類開設「教育インターンシップ基礎論、教育インターンシップ実践

演習、教育学実践演習、国際教育協力論、国際教育協力実習、国際教育政策概論」、心理学類開設「心理学体験実習

Ⅰ、心理学体験実習Ⅱ」及び障害科学類開設「障害科学実践入門、障害科学セミナー」とする。

２ ＧＰＡ制度における学群の学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除かれる科目は、次の表のとおりとする。

学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象除外科目

教 育 学 類 基礎科目の関連科目

心 理 学 類 基礎科目の関連科目

障 害 科 学 類 基礎科目の関連科目

（修得単位数等）

第５条 学群学則第３９条第１項に規定する学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎

科目」ごとの卒業の要件として必要な履修科目及び修得単位数等は、別表のとおりとする。

（早期卒業）

第６条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の申請に関する条件等（以下「対象者」という。）及び卒業判定基準は、

次の表のとおりとする。

学 類 対 象 者 卒 業 判 定 基 準

教 育 学 類
⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な

単位数（各年次に指定された必修科目をすべて含

む。）を９０単位以上修得し、かつ、その修得す

べき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割

合が９０％以上であること及び３年次春学期か

ら卒業研究を履修し、３年次終了時までに卒業要

件を満たすことが見込めること。

⑵ 秋学期入学者にあっては、３年次終了時までに

各年次に指定された必修科目をすべて含む卒業

要件科目を優秀な成績で９０単位以上修得し、４

年次春学期から卒業研究を履修し、４年次終了時

までに卒業要件を満たすことが見込めること。

⑴ 学類の卒業要件を満たしてい

ること。

⑵ 卒業研究の内容が優秀と認め

られること。

心 理 学 類 ⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な

単位数（各年次に指定された必修科目をすべて含

む。）を９０単位以上修得し、かつ、その修得す

べき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割

合が９０％以上であること及び３年次春学期か

ら卒業研究を履修し、３年次終了時までに卒業要

件を満たすことが見込めること。

⑵ 秋学期入学者にあっては、３年次終了時まで

に各年次に指定された必修科目をすべて含む

⑴ 学類の卒業要件を満たしてい

ること。

⑵ 卒業研究の内容が優秀と認め

られること。

卒業要件科目を優秀な成績で９０単位以上修

得し、４年次春学期から卒業研究を履修し、４

年次終了時までに卒業要件を満たすことが見

込めること。

障害科学類

⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な

単位数（各年次に指定された必修科目をすべて含

む。）を９０単位以上修得し、かつ、その修得す

べき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割

合が９０％以上であること及び３年次春学期か

ら卒業研究Ⅰ・Ⅱを履修し、３年次終了時までに

卒業要件を満たすことが見込めること。

⑵ 秋学期入学者にあっては、３年次終了時までに

各年次に指定された必修科目をすべて含む卒業

要件科目を優秀な成績で９０単位以上修得し、４

年次春学期から卒業研究Ⅱを履修し、４年次終了

時までに卒業要件を満たすことが見込めること。

⑴ 学類の卒業要件を満たしてい

ること。

⑵ 卒業研究の内容が優秀と認め

られること。

（雑則）

第７条 この部局細則に規定するもののほか、早期卒業の申請時期、卒業研究の選択及び提出時期その他学類における

授業科目の履修に関し必要な事項は、学類教育会議の議を経て、学類長が定め、学内に公示するものとする。

附 則

この部局細則は、平成１９年４月１１日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則（平２０．２．１３人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２２．１．６人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２３．３ ８人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。
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２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２４．３ ７ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．３ ６ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．７ ３ 人間学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２５年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 平成２４年度以前に人間学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお、従前の例による。

附 則（平２６．１ ８ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２７．１ ７ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２８．１ ６ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２９．１ １１ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平３０．１ １０ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平３１．１ ９ 人間学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。



別
表

　
（
第

５
条

関
係

）

(教
育

学
類

)
 

卒
業

研
究

6
―

―
教

育
基

礎
論

2
―

―
―

―
―

―
6
〜

4
4

―
―

3
7

8
7

0
1
2
4

学
校

の
経

営
・
制

度
・
社

会
2

心
理

学
概

論
2

体
育

2
体

育

キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

入
門

1

教
育

学
研

究
法

A
2

教
育

学
研

究
法

B
2

教
育

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

基
礎

論
1

情
報

4
国

語

芸
術

教
育

学
実

践
演

習
1

単
位

合
計

6
4
2
〜

8
0

0
1
6

0
〜

3
8

0
1
5

1
〜

3
9

0
0

6
〜

4
4

0
3
7

8
7

0
1
2
4

必 修 科 目

主 専 攻 分 野

卒
 業

 に
 必

 要
 な

 履
 修

 科
 目

 及
 び

 履
 修

 単
 位

 数

専
　

　
門

　
　

科
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

計

合 　 　 計

共
  

通
  

科
  

目
関

　
　

連
　

　
科

　
　

目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目
教 育 学

教
育

学
類

の
科

目
（
た

だ
し

，
４

単
位

は
演

習
又

は
探

究
の

科
目

（
科

目
番

号
の

末
尾

が
2
の

科
目

）
を

含
む

こ
と

。
）

（
C

B
2
で

始
ま

る
授

業
科

目
）

4
2

人
間

学
群

コ
ア

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
の

授
業

科
目

お
よ

び
学

類
共

通
（
専

門
基

礎
）

の
授

業
科

目
（
C

A
, 

C
B

1
）

（
専

門
基

礎
科

目
の

必
修

科
目

を
除

く
）

0
～

3
8

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
，

学
問

へ
の

誘
い

）
2

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
，

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

1

人
間

学
群

以
外

の
授

業
科

目

（
C

A
,C

B
,C

C
,

C
E
以

外
の

授
業

科
目

）
障

害
科

学
Ⅰ

又
は

障
害

科
学

Ⅱ
2

第
１

外
国

語
（
英

語
）

4
第

1
外

国
語

（
必

修
以

外
の

英
語

)

第
２

外
国

語
（
初

修
外

国
語

）
3

第
２

外
国

語
(必

修
で

選
択

し
た

以
外

の
外

国
語

）

 0
〜 3
8

人
間

学
群

コ
ア

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
を

除
く

心
理

学
類

お
よ

び
障

害
科

学
類

の
科

目

（
C

B
0
,C

C
,C

E
） （
専

門
基

礎
科

目
と

し
て

修
得

す
る

科
目

を
除

く
）

0
～

3
8

教
育

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

実
践

演
習

1

 (
注

) 
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
5
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
「
第

1
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
　

 2
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
6
. 

初
等

教
育

学
コ

ー
ス

の
履

修
科

目
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
、

そ
の

内
容

は
別

途
開

催
す

る
ガ

イ
ダ

ン
ス

の
際

に
提

示
す

る
。

  
　

 4
．

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
第

１
外

国
語

」
、

「
第

２
外

国
語

」
、

「
情

報
リ
テ

ラ
シ

ー
」
、

「
デ

ー
タ

サ
イ

エ
ン

ス
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該

  
  

　
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

　
　

　
 で

き
な

い
。

　
　

 3
．

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

  
  

  
 表

す
。
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(心
理

学
類

)
 

知
覚

・
認

知
心

理
学

2
―

―
心

理
学

概
論

2
―

―
―

―
―

―
―

―
5
8

6
6

0
1
2
4

学
習

・
言

語
心

理
学

2
教

育
基

礎
論

又
は

学
校

感
情

・
人

格
心

理
学

2
の

経
営

・
制

度
・
社

会
心

理
学

研
究

実
習

Ⅱ
0
～

3
体

育
2

神
経

・
生

理
心

理
学

2
障

害
科

学
Ⅰ

　
又

は

障
害

科
学

Ⅱ

キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

入
門

1

発
達

心
理

学
2

心
理

学
研

究
法

2

臨
床

心
理

学
概

論
2

心
理

学
統

計
法

Ⅰ
2

卒
業

研
究

セ
ミ
ナ

ー
2

心
理

学
統

計
法

Ⅱ
2

卒
業

研
究

6
心

理
学

統
計

法
実

習
1

国
語

心
理

学
英

語
セ

ミ
ナ

ー
2

芸
術

心
理

学
実

験
2

心
理

学
研

究
実

習
Ⅰ

3

単
位

合
計

2
2

2
2
～

5
9

0
2
1

0
～

2
7

0
1
5

1
～

2
8

0
0

6
～

3
3

0
5
8

6
6

0
1
2
4

4

第
2
外

国
語

(必
修

で
選

択
し

た
以

外
の

外
国

語
）

1
人

間
学

群
以

外
の

科
目

6
～

3
3

3

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

･
セ

ミ
ナ

ー
，

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

体
育

4

0
～

  
  
 2

7

2

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

･
セ

ミ
ナ

ー
，

学
問

へ
の

誘
い

）

第
2
外

国
語

（
初

修
外

国
語

）

情
報

0
～

3
7

人
間

学
群

コ
ア

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
科

目

0
～

2
4

2
第

1
外

国
語

（
英

語
）

心 理 学
2

 　
 　

　
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

 　
　

  
3
．

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
第

1
外

国
語

」
、

「
第

2
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
国

語
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

第
1
外

国
語

（
必

修
以

外
の

英
語

)
人

間
学

群
コ

ア
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

科
目

を
除

く
教

育
学

類
お

よ
び

障
害

科
学

類
の

科
目

（
専

門
基

礎
科

目
と

し
て

修
得

す
る

科
目

を
除

く
）

社
会

・
集

団
・
家

族
心

理
学

 (
注

) 
　

1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
4
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
「
第

1外
国

語
」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

  
  
　

　
該

授
業

科
目

と
し

て
開

設
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。

　
　

　
 2

．
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と

　

必 修 科 目

自 由 科 目

選 択 科 目

単 位 数

選 択 科 目

主 専 攻 分 野

必 修 科 目

単 位 数

専
　

　
門

　
　

科
　

　
目

単 位 数

卒
 業

 に
 必

 要
 な

 履
 修

 科
 目

 及
 び

 履
 修

 単
 位

 数

合 　 　 計

選 択 科 目

必 修 科 目

計
基

　
　

礎
　

　
科

　
　

目

共
  

通
  

科
  

目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

関
　

　
連

　
　

科
　

　
目

必 修 科 目

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

2

心
理

学
類

の
科

目
（
た

だ
し

，
心

理
学

類
の

上
級

の
科

目
を

6
単

位
以

上
含

む
こ

と
）
（
専

門
基

礎
科

目
と

し
て

修
得

す
る

科
目

を
除

く
）

2
2
～

5
9

単 位 数
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(障
害

科
学

類
)

卒
業

研
究

Ⅰ
2

―
―

障
害

科
学

Ⅰ
2

―
―

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

 1
～

4
0

―
―

―
―

―
―

4
5

7
9

0
1
2
4

卒
業

研
究

Ⅱ
4

障
害

科
学

Ⅱ
2

体
育

 

心
理

学
概

論
2

第
１

外
国

語
（
必

修
以

外
の

英
語

)

教
育

基
礎

論
又

は
学

校
の

経
営

・
制

度
・
社

会
2

キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

入
門

1
体

育
2

障
害

科
学

実
践

入
門

2
第

１
外

国
語

(英
語

）
4

情
報

(上
級

)

障
害

原
理

論
Ⅰ

2
第

２
外

国
語

（
初

修
外

国
語

）
3

国
語

障
害

者
福

祉
論

Ⅰ
1

芸
術

障
害

者
福

祉
論

Ⅱ
1

障
害

科
学

セ
ミ

ナ
ー

1

障
害

者
教

育
基

礎
理

論
Ⅰ

1

障
害

者
教

育
基

礎
理

論
Ⅱ

1

障
害

科
学

類
の

授
業

科
目

〔
短

期
留

学
生

対
象

科
目

を
除

く
〕
（
専

門
基

礎
科

目
と

し
て

修
得

す
る

科
目

を
除

く
）

2
3
～

7
2

心
理

学
統

計
法

Ⅱ
2

障
害

科
学

研
究

法
入

門
2

障
害

科
学

研
究

法
実

習
1

C
u
rr

en
t 

T
o
p
ic

s 
in

  
D

is
ab

ili
ty

 S
ci

en
ce

s
1

単
位

合
計

6
3
3
～

7
2

2
4

0
～

3
9

0
1
5

1
～

4
0

0
0

6
～

4
5

0
4
5

7
9

0
1
2
4

人
間

学
群

以
外

の
授

業
科

目

　
　

　
  

3
．

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

 　
 　

　
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

4

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

）

  
  

  
  

 該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

 (
注

) 
　

 1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。

障 害 科 学   
  

  
  

4
．

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
第

1
外

国
語

」
、

「
第

2
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
国

語
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

  
 　

　
  

ル
ー

プ
を

表
す

。

選 択 科 目
5

次
の

授
業

科
目

か
ら

5
単

位
履

修
す

る
こ

と
。

視
覚

障
害

と
心

理
聴

覚
障

害
と

心
理

運
動

障
害

と
心

理
健

康
障
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（４）生命環境学群履修細則

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ ２ 日

生命環境学群部局細則第３号

改正 平成２０年生命環境学群部局細則第１号

平成２１年生命環境学群部局細則第１号

平成２２年生命環境学群部局細則第１号

平成２３年生命環境学群部局細則第１号

平成２４年生命環境学群部局細則第１号

平成２５年生命環境学群部局細則第１号

平成２５年生命環境学群部局細則第２号

平成２６年生命環境学群部局細則第１号

平成２６年生命環境学群部局細則第２号

平成２７年生命環境学群部局細則第１号

平成２７年生命環境学群部局細則第２号

平成２８年生命環境学群部局細則第１号

平成２８年生命環境学群部局細則第２号

平成２９年生命環境学群部局細則第１号

平成２９年生命環境学群部局細則第２号

平成３０年生命環境学群部局細則第１号

平成３０年生命環境学群部局細則第２号

平成３１年生命環境学群部局細則第１号

生命環境学群履修細則

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）

第１条の２第１項、第２５条、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第３９条及び第４０条

の規定に基づき、生命環境学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的（次条において「人

材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要な事項等を定めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 学群学則第１条の２第１項に基づき、学群の人材養成目的は、人間を含む多様な生物の生命現

象、それを支える地球環境、さらには生物資源の保全や持続的活用の方法を総合的に理解し、豊かな人間

性と問題発見・解決能力を有する、国際的な視野に立って活躍できる未来創造型の人材を育成する。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。

学 類 人材の養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的

生 物 学 類 生物世界のシステム、生体機能のメカニズム、生命現象の本質、生物学の研究方法及

び先端研究の意義を理解し、生物と関わる幅広い学問分野でグローバルに活躍する研

究者、教育者、技術者、企業人など、先端科学と社会の接点となる人材を育成する。

生物資源学類 人類の生存、安全で豊かな生活の基本である生物資源に関する総合的な知識を有し、

地域的かつ地球的視野をもって、我が国及び世界の食料の確保、環境と調和した生物

資源の開発・保全と持続的利用に貢献できる人材を育成する。

地 球 学 類 地球の誕生から現在に至る地球の進化、大気圏・水圏・岩石圏で起こる様々な現象と

そのプロセス、そして地球環境を舞台に展開される人間活動についての総合的な知識

と思考力を有する、社会の諸分野で国際的な視野に立って活躍できる人材を養成す

る。
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（４）生命環境学群履修細則

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ ２ 日

生命環境学群部局細則第３号

改正 平成２０年生命環境学群部局細則第１号

平成２１年生命環境学群部局細則第１号

平成２２年生命環境学群部局細則第１号

平成２３年生命環境学群部局細則第１号

平成２４年生命環境学群部局細則第１号

平成２５年生命環境学群部局細則第１号

平成２５年生命環境学群部局細則第２号

平成２６年生命環境学群部局細則第１号

平成２６年生命環境学群部局細則第２号

平成２７年生命環境学群部局細則第１号

平成２７年生命環境学群部局細則第２号

平成２８年生命環境学群部局細則第１号

平成２８年生命環境学群部局細則第２号

平成２９年生命環境学群部局細則第１号

平成２９年生命環境学群部局細則第２号

平成３０年生命環境学群部局細則第１号

平成３０年生命環境学群部局細則第２号

平成３１年生命環境学群部局細則第１号

生命環境学群履修細則

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）

第１条の２第１項、第２５条、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第３９条及び第４０条

の規定に基づき、生命環境学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的（次条において「人

材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要な事項等を定めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 学群学則第１条の２第１項に基づき、学群の人材養成目的は、人間を含む多様な生物の生命現

象、それを支える地球環境、さらには生物資源の保全や持続的活用の方法を総合的に理解し、豊かな人間

性と問題発見・解決能力を有する、国際的な視野に立って活躍できる未来創造型の人材を育成する。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。

学 類 人材の養成に関する目的及びその他の教育研究上の目的

生 物 学 類 生物世界のシステム、生体機能のメカニズム、生命現象の本質、生物学の研究方法及

び先端研究の意義を理解し、生物と関わる幅広い学問分野でグローバルに活躍する研

究者、教育者、技術者、企業人など、先端科学と社会の接点となる人材を育成する。

生物資源学類 人類の生存、安全で豊かな生活の基本である生物資源に関する総合的な知識を有し、

地域的かつ地球的視野をもって、我が国及び世界の食料の確保、環境と調和した生物

資源の開発・保全と持続的利用に貢献できる人材を育成する。

地 球 学 類 地球の誕生から現在に至る地球の進化、大気圏・水圏・岩石圏で起こる様々な現象と

そのプロセス、そして地球環境を舞台に展開される人間活動についての総合的な知識

と思考力を有する、社会の諸分野で国際的な視野に立って活躍できる人材を養成す

る。

（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条に規定する主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

生 物 学 類 生物学

生物資源学類 生物資源科学、農学

地 球 学 類 地球環境学、地球進化学

２ 前項に定めるもののほか、各学類に生命環境学際主専攻をおくものとする。

（履修方法等）

第３条 学群学則第３９条第１項に規定する生命環境学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基

礎科目」及び「基礎科目」ごとの卒業に必要な履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。た

だし、各学類の生命環境学際主専攻にあっては、別表第２のとおりとする。

２ 地球学類において、学生が前条第 項の主専攻分野を選択するにあたって、あらかじめ、履修すべき授

業科目及び単位数は、別表第３のとおりとする。

（副専攻）

第４条 学群長は、第２条の主専攻分野について、教育上有益と認めるときは、当該学類の他の主専攻分野

の一つを副専攻として学生に履修させることができる。

２ 地球学類における副専攻の認定条件等は、別表第４のとおりとする。

（履修科目の登録の上限）

第５条 学群学則第３３条第１項に規定する履修科目の登録の上限は、４５単位とする。

２ 前項の場合において、教職に関する科目、博物館に関する科目及び夏季・冬季・春季休業期間中に行わ

れる集中授業を除くものとする。

３ 学群学則第３３条第２項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場合の要件及び

単位数は、次の表のとおりとする。

学 類 要 件 単位数

生 物 学 類 ⑴ 前年度において、卒業要件として修得すべき単位を４０単位（９月

及び１０月に入学した者の１年次にあっては２０単位）以上を修得

し、かつ、その修得すべき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ・Ｂ」

の割合が７０％以上であること。

⑵ １年次にあっては、学類長が特別な事情があると認めた者

５５単位

生物資源学類 ⑴ 前年度において、卒業要件として修得すべき単位を４０単位（９月

及び１０月に入学した者の１年次にあっては２２単位）以上を修得

し、かつ、その修得すべき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の

割合が８０％以上であること。

⑵ 学類長が特別な事情があると認めた者

５５単位

地 球 学 類 ⑴ 前年度において、卒業要件として修得すべき単位を４０単位（９月

及び１０月に入学した者の１年次にあっては２０単位）以上を修得

し、その修得すべき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割合が

５５単位
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６０％以上であること。

⑵ 学類長が特別な事情があると認めた者

（成績の評語）

第６条 学群学則第３５条第３項に規定するＰ又はＦの評語を用いることができる授業科目は、「フレッシ

ュマン・セミナー」、「 フレッシュマン・セミナー」並びに生物学類開設のインターンシッ

プ科目、「クラスセミナー」、生物資源学類開設の「生物資源科学実習」、「生物資源科学演習」、「生

物資源フィールド学実習」、「国際農業研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、「農林生物学コース専門演習」、「食と

緑の農林生物学インターンシップ」、「応用生命化学コース専門演習Ⅰ・Ⅱ」、「森林流域工学実習」、

「自然地域計画実習」、「食と緑の環境工学インターンシップ」、「生物機械工学実習」、「生物資源科

学情報処理実習」、「測量学実習」、「社会経済学コース演習」、「 － アグロノミストイン

ターンシップ」及び地球学類開設の「地球学セミナー」、「地球学基礎セミナーＡ」、「地球学基礎セミ

ナーＢ」とする。

２ ＧＰＡ制度における学群の学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除かれる科目は、次の表のとおりとす

る。

学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象除外科目

生 物 学 類 除外科目を指定しない

生物資源学類 基礎科目の関連科目

地 球 学 類 基礎科目の関連科目

（早期卒業）

第７条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び卒業判定基準は、次の表のとおりとする。

学 類 対 象 者 卒業判定基準

生 物 学 類 ⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な単

位数を９５単位以上修得し、かつ、その修得すべ

き単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ・Ｂ」の

割合が９０％以上であること。

さらに３年次から卒業研究を履修し、３年次終

了時に卒業要件のすべてを満たすことが見込まれ

ること。

⑵ ９月及び１０月に入学した者にあっては、３年

次の秋学期終了時までに卒業の要件として必要な

単位数を１００単位以上修得し、かつ、その修得

すべき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ・Ｂ」

の割合が６０％以上であること及び卒業研究を履

修し、４年次の秋学期終了時に卒業要件をすべて

満たすことが見込まれること。

⑴ 学類の卒業要件を満たし

ていること。

⑵ 卒業研究の内容が優秀と

認められること。

生物資源学類 ⑴ ２年次終了時までに、卒業の要件として必要な

単位数を９０単位以上修得し、かつ、その修得す

べき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割

学類の卒業要件を満たして

いること。
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６０％以上であること。

⑵ 学類長が特別な事情があると認めた者

（成績の評語）

第６条 学群学則第３５条第３項に規定するＰ又はＦの評語を用いることができる授業科目は、「フレッシ

ュマン・セミナー」、「 フレッシュマン・セミナー」並びに生物学類開設のインターンシッ

プ科目、「クラスセミナー」、生物資源学類開設の「生物資源科学実習」、「生物資源科学演習」、「生

物資源フィールド学実習」、「国際農業研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、「農林生物学コース専門演習」、「食と

緑の農林生物学インターンシップ」、「応用生命化学コース専門演習Ⅰ・Ⅱ」、「森林流域工学実習」、

「自然地域計画実習」、「食と緑の環境工学インターンシップ」、「生物機械工学実習」、「生物資源科

学情報処理実習」、「測量学実習」、「社会経済学コース演習」、「 － アグロノミストイン

ターンシップ」及び地球学類開設の「地球学セミナー」、「地球学基礎セミナーＡ」、「地球学基礎セミ

ナーＢ」とする。

２ ＧＰＡ制度における学群の学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除かれる科目は、次の表のとおりとす

る。

学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象除外科目

生 物 学 類 除外科目を指定しない

生物資源学類 基礎科目の関連科目

地 球 学 類 基礎科目の関連科目

（早期卒業）

第７条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び卒業判定基準は、次の表のとおりとする。

学 類 対 象 者 卒業判定基準

生 物 学 類 ⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な単

位数を９５単位以上修得し、かつ、その修得すべ

き単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ・Ｂ」の

割合が９０％以上であること。

さらに３年次から卒業研究を履修し、３年次終

了時に卒業要件のすべてを満たすことが見込まれ

ること。

⑵ ９月及び１０月に入学した者にあっては、３年

次の秋学期終了時までに卒業の要件として必要な

単位数を１００単位以上修得し、かつ、その修得

すべき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ・Ｂ」

の割合が６０％以上であること及び卒業研究を履

修し、４年次の秋学期終了時に卒業要件をすべて

満たすことが見込まれること。

⑴ 学類の卒業要件を満たし

ていること。

⑵ 卒業研究の内容が優秀と

認められること。

生物資源学類 ⑴ ２年次終了時までに、卒業の要件として必要な

単位数を９０単位以上修得し、かつ、その修得す

べき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割

学類の卒業要件を満たして

いること。

合が９０％以上であること。

⑵ ９月及び１０月に入学した者にあっては、次の

いずれかに該当すること。

① ２年次の春学期終了時までに卒業の要件とし

て必要な単位数を９０単位以上修得し、かつ、

その修得すべき単位において、成績の評語「Ａ

＋・Ａ」の割合が９０％以上であること。

② ３年次の秋学期終了時までに卒業の要件とし

て必要な単位数を９０単位以上修得し、かつ、

その修得すべき単位において、成績の評語「Ａ

＋・Ａ」の割合が５０％以上であること。

地 球 学 類 ⑴ ２年次終了時までに卒業の要件として必要な単

位数を９５単位以上修得し、かつ、その修得すべ

き単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の割合

が９０％以上であること。

さらに３年次から卒業研究を履修し、３年次終

了時に卒業要件のすべてを満たすことが見込まれ

ること。

⑵ ９月及び１０月に入学した者にあっては、３年

次の秋学期終了時までに卒業の要件として必要な

単位数を１００単位以上修得し、かつ、その修得

すべき単位において、成績の評語「Ａ＋・Ａ」の

割合が５０％以上であること及び卒業研究を履修

し、４年次の秋学期終了時に卒業要件をすべて満

たすことが見込まれること。

⑴ 学類の卒業要件を満たし

ていること。

⑵ 卒業研究の内容が特に優

秀と認められること。

（雑則）

第８条 この部局細則に規定するもののほか、主専攻分野の選択時期、早期卒業の申請時期、卒業研究の選

択及び提出時期その他学類における授業科目の履修に関し必要な事項は、学類教育会議の議を経て、学類

長が定め、学内に公示するものとする。

附 則

この部局細則は、平成１９年４月１２日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則（平２０．１．２４生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２１．１．２２生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２１年４月１日から施行する。
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２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２２．１．２８生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２３．３．１０生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２４．３．８生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．２．２２生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．６．２７生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２５年６月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この部局細則の適用前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２６．３．７生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２６．１２．１８生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２７．６．２５生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２７年９月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２７．１２．１７生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２８．８．２２生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２８年１０月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。
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２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２２．１．２８生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２３．３．１０生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２４．３．８生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．２．２２生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．６．２７生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２５年６月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この部局細則の適用前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２６．３．７生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２６．１２．１８生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２７．６．２５生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２７年９月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２７．１２．１７生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２８．８．２２生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２８年１０月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２８．１０．２７生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２８年１１月１日から施行し、平成２８年４月１日より適用する。

２ この部局細則の施行前に生命環境学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、改正後の筑波

大学生命環境学群履修細則第７条の規定を除き、なお従前の例による。

附 則（平２９．１．２７生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２９．１２．２１生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平３０．６．２８生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３０年９月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平３０．１２．２０生命環境学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平３１．２．２８生命環境学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。
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定

さ
れ

た
方

法
に

よ
る

こ
と

。
「

体
育

」
及

び
選

択
の

「
総

合
科

目
」

は
，

そ
れ

ぞ
れ

当
該

授
業

科
目

と
し

て
開

設
さ

れ
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
こ

と
。

学
群

学
則

第
3
1
条

に
定

め
る

卒
業

論
文

，
卒

業
研

究
な

ど
の

授
業

科
目

に
は

，
卒

業
研

究
の

他
，

生
物

学
研

究
法

，
生

物
学

演
習

，
専

門
語

学
B
I
I
I
，

専
門

語
学

D
I
，

D
I
I
，

D
I
I
I
を

含
む

。

地
球

学
序

説
, 
地

球
環

境
学

A
, 
地

球
進

化
学

A
,B

0
～

3
＊

生
物

資
源

学
入

門
1
,2

，
生

物
資

源
学

現
代

の
課

題
1
,2

科
目

番
号

が
A

,B
,C

,E
C

2
4
, 
E
C

3
4
, 
E
C

4
, 
E
E
2
1
,

F
H

,H
C

,Y
で

始
ま

る
科

目
(E

A
, 
E
B

と
共

通
開

設
の

も
の

，
専

門
科

目
ま

た
は

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
指

定
さ

れ
て

い
る

も
の

な
ら

び
に

学
類

長
が

指
定

す
る

も
の

を
除

く
)

そ
の

他
学

類
長

が
「
関

連
科

目
B

」
と

し
て

特
に

指
定

す
る

も
の

6

0
～

2
＊

6
～

2
8
*

所
属

す
る

コ
ー

ス
に

対
応

し
て

指
定

さ
れ

た
科

目
以

外
の

科
目

8
～

5
4

線
形

代
数

1
2
(理

工
学

群
),
 線

形
代

数
A

B
(数

学
類

),
 線

形
代

数
A

(情
報

科
学

類
),
  
L
in

ea
r

A
lg

eb
ra

 I
, 
ま

た
は

，
「
線

形
代

数
」
相

当
科

目
と

し
て

学
類

長
が

指
定

す
る

科
目

0
～

2
＊

所
属

す
る

コ
ー

ス
に

対
応

し
て

指
定

さ
れ

た
科

目
8

～
5
4

微
積

分
1
2
 (
理

工
学

群
),
 微

積
分

A
B

 (
数

学
類

),
 微

分
積

分
学

A
(情

報
科

学
類

),
C

al
cu

lu
s 

I,
 C

al
cu

lu
s 

A
, 
M

at
h
em

at
ic

s
及

び
 A

d
va

n
ce

d
 M

at
h
em

at
ic

s,
 ま

た
は

，
「
微

積
分

」
相

当
科

目
と

し
て

学
類

長
が

指
定

す
る

科
目

数
学

リ
テ

ラ
シ

ー
1
, 
2
, 
3

科
目

番
号

が
E
C

1
2
, 
E
E
1
,F

A
, 
F
B

, 
F
C

, 
F
E
, 
F
F
, 
F
G

, 
G

,
H

B
, 
H

E
で

始
ま

る
科

目
（
E
A

, 
E
B

 と
共

通
開

設
の

も
の

，
専

門
科

目
ま

た
は

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
指

定
さ

れ
て

い
る

も
の

な
ら

び
に

学
類

長
が

指
定

す
る

も
の

を
除

く
）

そ
の

他
，

学
類

長
が

「
関

連
科

目
A

」
と

し
て

特
に

指
定

す
る

も
の

9
～

必 修 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

3
1

自 由 科 目

生 物 学

科
目

番
号

が
E
B

1
5
か

ら
E
B

9
9
で

始
ま

る
科

目
総

合
科

目
（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
，

学
問

へ
の

誘
い

）

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
，

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

1

生
物

物
理

科
学

体
育

科
目

番
号

が
E
C

2
 (
E
C

2
4
を

除
く

),
 E

C
3

(E
C

3
4
を

除
く

),
 E

E
 (
E
E
2
1
, 
E
E
5
を

除
く

),
E
G

5
, 
E
G

6
, 
E
G

9
, 
F
A

, 
F
C

, 
F
E
, 
F
F
4
,

F
F
5
, 
F
G

1
2
, 
F
G

2
2
, 
F
G

3
2
, 
F
G

4
, 
F
G

5
2
,

G
, 
H

B
, 
H

E
で

始
ま

る
科

目
の

う
ち

か
ら

学
類

長
が

指
定

す
る

も
の

そ
の

他
学

類
長

が
専

門
科

目
選

択
と

し
て

特
に

指
定

す
る

科
目

そ
の

他
学

類
長

が
専

門
基

礎
科

目
選

択
と

し
て

指
定

す
る

科
目

外
国

語
(必

修
科

目
と

し
て

修
得

し
た

言
語

な
ら

び
に

母
語

と
同

等
程

度
に

習
熟

し
て

い
る

言
語

を
除

く
)，

博
物

館
に

関
す

る
科

目
，

教
職

に
関

す
る

科
目

（
現

代
教

育
と

基
礎

理
念

，
教

育
史

概
論

，
こ

こ
ろ

の
発

達
，

学
習

の
心

理
，

教
科

指
導

法
（
理

科
）
に

関
す

る
科

目
に

限
る

）

0
～

2
2

単 位 数

選 択 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

別
表

第
１

（
第

３
条

関
係

）

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
門

科
目

専
門

基
礎

科
目

基
礎

科
目

 
(
共

通
科

目
・

関
連

科
目

)
計

合 計

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数
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専
門
語
学
Ⅰ

2
2
1

－
－

生
物
資
源

科
学
実
習

1
生
物
資
源
の
開
発
・
生
産
と

持
続
利
用

－
－

－
－

－
－

1
0
～
2
6

－
－

2
7

9
7

0
1
2
4

2
生
物
資
源

科
学
演
習

2
生
物
資
源
と
し
て
の
遺
伝
子

と
ゲ
ノ
ム

3
～
4

生
物
資
源
と
環
境

体
育

3
体
育

0
～
1

生
物
資
源
学
に
み
る
食
品
科

学
・
技
術
の
最
前
線

第
1
外
国
語

 
 
（
英
語
）

4
芸
術

0
～
1

情
報

4
初
修
外
国
語

0
～
4

1
6

国
語
Ⅰ

1

6
1
4
～
2
1

1
6
～

2
5

単
位

合
計

1
0

0
3

0
1
4

1
～

9
0

0
2
7

9
7

0
1
2
4

　

  
  
  
  
 現

代
教

育
と

教
育

理
念

、
教

育
史

概
説

、
こ

こ
ろ

の
発

達
、

学
習

の
心

理
及

び
道

徳
教

育
と

合
わ

せ
て

６
単

位
を

限
度

と
す

る
。

　

  
  
  
  
 博

物
館

学
に

関
す

る
科

目
に

つ
い

て
は

、
関

連
科

目
の

選
択

科
目

に
卒

業
に

必
要

な
単

位
と

し
て

認
め

る
。

選 択 科 目

自 由 科 目
 生 物 資 源 科 学

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

専
門
語
学
Ⅱ

（
履
修
条
件
基

礎
科
目
、
専
門

基
礎
科
目
、
専

門
科
目
を
合
わ

せ
て
5
0
単
位
以

上
を
修
得
し
て

い
る
こ
と
。
）

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

（
生

物
資

源
学

類
）
 

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  
門

　
  
  
科

　
  
  
目

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  
礎

　
  
  
科

　
  
  
目

計
合 　 　 計

共
  
通

  
科

  
目

関
　

  
連

　
  
科

　
  
目

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

選 択 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

総
合
科
目

(
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ

ン
・
セ
ミ
ナ
ー
、

学
問
へ
の
誘
い
）

2

  
  
  
 3

．
こ

の
表

の
各

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

、
授

業
科

目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
学
生

に
お

い
て

は
、

不
足

分
2
単

位
を

選
択

科
目

(
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

、
基

礎
科

目
の

い
ず

れ

1
0
～

2
6
 

  
  
  
 2

．
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
は

5
3
～

6
2
 

-

 
 
 
 
 
行
っ
た
者
で
、
他
大
学
等
に
お

い
て

「
総

合
科

目
」
に

相
当

す
る

科
目

を
履

修
し

た
も

の
に

係
る

当
該

授
業

科
目

の
卒

業
に

（
注

）
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
  

  
 6
．
編
入
学
又
は
転
入
学
を
許
可
さ
れ

た
者

及
び

入
学

前
又

は
入

学
後

に
他

大
学

等
に

お
い

て
授

業
科

目
を

履
修

し
、

又
は

学
修

を

1
7
～

2
5
 

卒
業
研
究

（
履
修
条
件
専

門
基
礎
科
目
の

必
修
科
目
と
選

択
科
目
、
２
年

次
の
専
門
科
目

の
必
修
科
目
と

選
択
科
目
の
中

か
ら
3
0
単
位
を

含
む
9
0
単
位
以

上
を
修
得
し
て

い
る
こ
と
。
）

  
  
  
  
 い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。

  
  
  
 5

．
教

職
に

関
す

る
科

目
は

、
農

業
科

教
育

法
概

論
、

技
術

科
教

育
法

概
論

、
及

び
理

科
教

育
概

論
に

つ
い

て
４

単
位

以
内

と
し

、

　
７
．
留
学
生
及
び
外
国
に
お
い
て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

「
第

1
外

国
語

」
を

4
単

位
ま

で
日

本
語

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

下
記
か
ら
、
講
義
科
目
1
1
単

位
、
実
験
・
実
習
・
演
習
科
目

3
単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

化
学
Ⅰ
・
Ⅱ

物
理
学
Ⅰ
・
Ⅱ

基
礎
数
学
Ⅰ
・
Ⅱ

経
済
学
Ⅰ
・
Ⅱ

統
計
学
入
門

生
物
資
源
フ
ィ
ー
ル
ド
学
実
習

生
物
学
実
験

化
学
実
験

物
理
学
実
験

地
球
学
実
験

数
理
科
学
演
習

生
物
学
序
説

遺
伝
学
概
論

分
子
細
胞
生
物
学
概
論

系
統
分
類
・
進
化
学
概
論

生
態
学
概
論

動
物
生
理
学
概
論

植
物
生
理
学
概
論

地
球
環
境
学
1
・
2

地
球
進
化
学
1
・
2

社
会
学
の
最
前
線

法
学
の
最
前
線

政
治
学
の
最
前
線

経
済
学
の
最
前
線

E
C
3
で
始
ま
る
授

業
科
目
の
中
か

ら
所
属
す
る

コ
ー
ス
の
授
業

科
目
を
選
択

し
、
1
6
単
位
以

上
修
得
す
る
こ

と
（
実
験
、
実

習
、
演
習
科
目

を
６
単
位
以
上

含
む
こ
と
。
）

E
C
2
で
始
ま
る
授

業
科
目
（
基
幹

科
目
1
0
～
1
8
単

位
を
修
得
す
る

こ
と
。
ま
た
、

実
験
・
実
習
・

演
習
科
目
を
３

単
位
以
上
を
修

得
す
る
こ

と
。
）

次
の

コ
ー

ド
で

始
ま

る
授

業
科

目
以

外
 
E
A

 
E
C

 
E
B

 
E
E

 
E
G

 
E
Z
A

 
B
B

 
F
F

 
F
H

 
１
 
２
 
３
 
４
 
６
た

だ
し

、
教

職
に

関
す

る
科

目
及

び
博

物
館

に
関

す
る

科
目

に
つ

い
て

は
、

注
５

に
掲

げ
る

授
業

科
目

と
す

る
。

総
合
科
目

（
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ

ン
セ
ミ
ナ
ー
・
学

問
へ
の
誘
い
を
除

く
）

1
～
3

(
1
)
 
E
C
2
 
(
基
幹

科
目
を
除
く
）

(
2
)
 
E
C
3

(
3
)
 
E
C
4

(
4
)
 
B
B

 
 
 
 
E
B

 
 
 
 
E
E

 
 
 
 
E
G

 
 
 
 
F
F

 
 
 
 
F
H

(
専
門
基
礎
科
目

と
し
て
指
定
し

て
い
る
科
目
を

除
く
)

  
  
  
  
 プ

を
表

す
。

で
も
よ
い
）
の
中
か
ら
修
得
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  
  
  
  
 で

き
な

い
。

 
 
 
　
必
要
な
修
得
単
位
数
は
1
単
位
（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ

ナ
ー

、
学

問
へ

の
誘

い
を

除
く

）
と

す
る

。

  
  
  
 4

．
「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
第

１
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
国

語
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

さ
れ

て
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専
門

語
学

Ⅰ
2

2
1

－
－

J
a
p
a
n
-

E
x
p
e
r
t
総

論
1

生
物
資
源
の
開
発
・
生
産
と

持
続
利
用

－
－

－
－

－
－

－
－

4
6

9
3

0
1
3
9

2
生

物
資

源
科

学
実

習
1

生
物
資
源
と
し
て
の
遺
伝
子

と
ゲ
ノ
ム

3
～
4

生
物

資
源

科
学

演
習

2
生
物
資
源
と
環
境

生
物
資
源
学
に
み
る
食
品
科

学
・
技
術
の
最
前
線

1
6

体
育

3
体
育

0
～
1

2
第
1
外
国
語

（
日
本
語
）

1
5

芸
術
　
*
注

6
0
～
1

第
2
外
国
語

（
英
語
）

4
初
修
外
国
語

0
～
4

1
4
～
2
1

情
報

4

6
1
6
～

2
5

国
語
Ⅰ

1

単
位

合
計

1
2

0
4

0
1
～

9
 

0
0

0
4
6

9
3

0
1
3
9

　

卒
業

研
究

（
履
修
条
件
専

門
基
礎
科
目
の

必
修
科
目
と
選

択
科
目
、
２
年

次
の
専
門
科
目

の
必
修
科
目
と

選
択
科
目
の
中

の
か
ら
3
0
単
位

を
含
む
9
0
単
位

以
上
を
修
得
し

て
い
る
こ

と
。
）

J
a
p
a
n
-

E
x
p
e
r
t
 
ア

グ
ロ

ノ
ミ

ス
ト

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

E
C
3
で

始
ま

る
授

業
科

目
（

実
験

、
実

習
、

演
習

科
目

を
６

単
位

以
上

修
得

す
る

こ
と

。
）

専
門

語
学

Ⅱ
（
履
修
条
件
基

礎
科
目
、
専
門

基
礎
科
目
、
専

門
科
目
を
合
わ

せ
て
5
0
単
位
以

上
を
修
得
し
て

い
る
こ
と
。
）

E
C
2
で

始
ま

る
授

業
科

目
（

実
験

・
実

習
・

演
習

科
目

を
３

単
位

以
上

を
修

得
す

る
こ

と
。

）

(
1
)
 
E
C
2

(
2
)
 
E
C
3

(
3
)
 
E
C
4

(
4
)
 
B
B

 
 
 
 
E
G
5
,
E
G
6

 
 
 
 
F
F

 
 
 
 
F
H

（
専

門
基

礎
科

目
と

し
て

指
定

し
て

い
る

科
目

を
除

く
）

（
生

物
資

源
学

類
）
  
Ja

p
an

-
E
xp

er
t（

学
士

）
プ

ロ
グ

ラ
ム

ア
グ

ロ
ノ

ミ
ス

ト
養

成
コ

ー
ス

  
  
  
 の

グ
ル

ー
プ

を
表

す
。

  
  
  
4．

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

[外
国

語
」
、

「
情

報
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

  
  
  
 開

設
さ

れ
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

  
  
  
2.

 同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

 
 
 
と
し
、
現
代
教
育
と
教
育
理
念
、
教

育
史

概
説

、
こ

こ
ろ

の
発

達
、

学
習

の
心

理
及

び
道

徳
教

育
と

合
わ

せ
て

６
単

位
を

限
度

と
す

る
。

  
  
  
 す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

  
  
  
3．

こ
の

表
の

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

　
6
．

「
芸

術
（
日

本
画

実
習

）
」
「
芸

術
（
書

Ａ
・
B

・
C

）
」
は

、
共

通
科

目
の

「
芸

術
」
と

は
な

ら
な

い
。

（
注

）
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
  

5
．

教
職

に
関

す
る

科
目

は
、

農
業

科
教

育
法

概
論

、
技

術
科

教
育

法
概

論
及

び
理

科
教

育
概

論
に

つ
い

て
４

単
位

以
内

5
3
～
6
2
 

3
0

1
7
～

2
5
 

 
　
博
物
館
学
に
関
す
る
科
目
に
つ
い
て
は

、
関

連
科

目
の

選
択

科
目

に
卒

業
に

必
要

な
単

位
と

し
て

認
め

る
。

J
a
p
a
n
-
E
x
p
e
r
t
共

通
科

目
と

し
て

指
定

し
た

下
記

の
授

業
科

目
の

中
か

ら
選

択
す

る
。

看
護

生
命

倫
理

共
生

の
た

め
の

日
本

語
教

育
共

生
の

た
め

の
社

会
言

語
学

共
生

の
た

め
の

人
類

学
共

生
の

た
め

の
歴

史
学

言
語

の
科

学
芸

術
（

日
本

画
実

習
）

芸
術

（
書

A
･
B
･
C
）

次
の

コ
ー

ド
で

始
ま

る
授

業
科

目
以

外
 
E
A

 
E
C

 
E
B

 
E
E

 
E
G

 
E
Z
A

 
B
B

 
F
F

 
F
H

 
１
 
２
 
３
 
４
 
６
た

だ
し

、
教

職
に

関
す

る
科

目
及

び
博

物
館

に
関

す
る

科
目

に
つ

い
て

は
、

注
５

に
掲

げ
る

授
業

科
目

と
す

る
。

1

8
～

2
2
 

1
～
3

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ
シ
ュ

マ
ン
・
セ
ミ

ナ
ー
、
学
問
へ
の

い
ざ
な
い
及
び

J
a
p
a
n
-
E
x
p
e
r
t
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー
は
除

く
）

3

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ
シ
ュ

マ
ン
・
セ
ミ

ナ
ー
、
学
問
へ
の

い
ざ
な
い
、
及
び

J
a
p
a
n
-
E
x
p
e
r
t
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー
を
含

む
）

7
～
2
1

下
記
か
ら
、
講
義
科
目
1
1
単

位
、
実
験
・
実
習
・
演
習
科
目

3
単
位
を
修
得
す
る
こ
と
。

化
学
Ⅰ
・
Ⅱ

物
理
学
Ⅰ
・
Ⅱ

基
礎
数
学
Ⅰ
・
Ⅱ

経
済
学
Ⅰ
・
Ⅱ

統
計
学
入
門

生
物
資
源
フ
ィ
ー
ル
ド
学
実
習

生
物
学
実
験

化
学
実
験

物
理
学
実
験

地
球
学
実
験

数
理
科
学
演
習

生
物
学
序
説

遺
伝
学
概
論

分
子
細
胞
生
物
学
概
論

系
統
分
類
・
進
化
学
概
論

生
態
学
概
論

動
物
生
理
学
概
論

植
物
生
理
学
概
論

地
球
環
境
学
1
・
2

地
球
進
化
学
1
・
2

社
会
学
の
最
前
線

法
学
の
最
前
線

政
治
学
の
最
前
線

経
済
学
の
最
前
線

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

農 学

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  
門

　
  
  
科

　
  
  
目

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  
礎

　
  
  
科

　
  
  
目

計
合 　 　 計

共
  
通

  
科

  
目

関
　

  
連

　
  
科

　
  
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目



－ 201 －

（
地
球
学
類
）

－
－

地
球
環
境
学
1

数
学
概
論

1
8
～
4
6
－

－
総
合
科
目

1
～
5
－

－
－

－
－

－
－

地
球
環
境
学
2

数
学
リ
テ
ラ
シ
ー
1
・
2

9
～
5
0

地
球
進
化
学
1

微
積
分
I・
II
・
II
I・
1
・
2
・
3

地
球
進
化
学
2

微
積
分
演
習
S
・
F

地
球
基
礎
数
学
・
物
理
学

地
球
学
実
験

線
形
代
数
I・
II
・
II
I・
1
・
2
・
3

体
育

0
～
2
5

地
球
基
礎
化
学

地
球
学
専
門
英
語
1
A

線
形
代
数
演
習
S
・
F

外
国
語

0
～
2
8

地
球
統
計
学

地
球
学
専
門
英
語
1
B

物
理
学
概
論

国
語

地
球
学
専
門
英
語
2
A

１
地
球
情
報
学

力
学
1
・
2
・
3

芸
術

地
球
学
専
門
英
語
2
B

１
地
球
学
野
外
調
査
法

電
磁
気
学
1
・
2
・
3

化
学
概
論

化
学
1
・
2
・
3

生
物
学
序
説

遺
伝
学
概
論

分
子
細
胞
生
物
学
概
論

系
統
分
類
・
進
化
学
概
論

動
物
生
理
学
概
論

植
物
生
理
学
概
論

生
態
学
概
論

生
物
資
源
の
開
発
・
生
産

と
持
続
利
用

生
物
資
源
と
し
て
の
遺
伝

子
と
ゲ
ノ
ム

生
物
資
源
と
環
境

生
物
資
源
学
に
み
る
食
品

科
学
・
技
術
の
最
前
線

フ
ィ
ー
ル
ド
文
化
領
域
比

較
文
化
研
究

文
化
人
類
学
概
説
-
a

文
化
人
類
学
概
説
-
b

歴
史
地
理
学
概
説
-
a

歴
史
地
理
学
概
説
-
b

文
化
地
理
学
概
論

応
理
概
論

工
学
シ
ス
テ
ム
概
論

物
理
学
序
説

化
学
序
説

E
E
1
,E
G
0
～
6
,7
0
,7
1

単
位
合
計

－

（
注
）

５
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
履

修
科

目
の

他
，

他
の

学
群

及
び

学
類

の
授

業
科

目
で

地
球

学
類

長
が

地
球

科
学

関
係

分
野

の
履

 
 
修

科
目

と
し

て
認

定
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

，
「

専
門

科
目

」
又

は
「

専
門

基
礎

科
目

」
と

し
て

認
め

る
。

６
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

「
第

１
外

国
語

」
を

日
本

語
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

そ
の
他
学
類
長
が
特
に

指
定
す
る
科
目

自 由 科 目

6
～
3
4

体
育

第
１
外
国
語

(英
語
)

(ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
･ｾ

ﾐﾅ
ｰ
、
学
問
へ

の
誘
い
を
除

く
)

H
以

外
（

た
だ

し
、

専
門

基
礎

科
目

及
び

共
通

科
目

と
し

て
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

１
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
，

卒
業

に
必

要
な

最
小

の
数

値
を

表
す

。

２
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

，
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

　
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
（

同
一

内
容

を
取

り
扱

う
日

本
語

の
授

業
科

目
と

英
語

の
授

業
科

目
を

履
修

し
た

場
合

を
含

む
。

）

３
．

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
，

授
業

科
目

番
号

で
，

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数

1
～
2
6

－
1
8
～
4
6

－
－

４
．

「
総

合
科

目
」

，
「

体
育

」
及

び
「

第
1
外

国
語

」
は

，
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

　
ち

か
ら

履
修

す
る

。

－
6
～
3
4

－

教
職
に
関
す
る
科
目
、

博
物
館
に
関
す
る
科
目

及
び

（
た
だ
し
、
専
門
基
礎
科

目
と
し
て
指
定
す
る
科

目
を
除
く
）

　
プ

を
表

す
。

選 択 科 目

単 位 数

地 球 進 化 学

総
合
科
目

(ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
･

ｾ
ﾐﾅ
ｰ
、
学
問

へ
の
誘
い
)

情
報

4
0
～
6
8

卒
業
研
究

(履
修
条
件

専
門
科
目
1
8
単
位

(演
習
に
係
る
も
の
2

単
位
以
上
を
含
む
）

を
含
む
1
0
0
単
位
以

上
を
修
得
し
て
い
る

こ
と
。
)

1
8
～

単 位 数

選 択 科 目

合 　 　 　 計

共
　
　
通
　
　
科
　
　
目

関
　
　
　
連
　
　
　
科
　
　
　
目

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

計

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

単 位 数

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

専
　
　
　
　
門
　
　
　
　
科
　
　
　
　
目

専
　
　
門
　
　
基
　
　
礎
　
　
科
　
　
目

基
　
　
　
　
　
　
礎
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
目
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（
地
球
学
類
）

－
－

地
球
環
境
学
1

数
学
概
論

1
8
～
4
6
－

－
総
合
科
目

1
～
5
－

－
－

－
－

－
－

地
球
環
境
学
2

数
学
リ
テ
ラ
シ
ー
1
・
2

0
～
5
8

地
球
進
化
学
1

微
積
分
I・
II
・
II
I・
1
・
2
・
3

地
球
進
化
学
2

微
積
分
演
習
S
・
F

地
球
基
礎
数
学
・
物
理
学

地
球
学
実
験

線
形
代
数
I・
II
・
II
I・
1
・
2
・
3

体
育

0
～
2
5

地
球
基
礎
化
学

地
球
学
専
門
英
語
1
A

線
形
代
数
演
習
S
・
F

外
国
語

0
～
2
8

地
球
学
専
門
英
語
2
A

１
地
球
統
計
学

地
球
学
専
門
英
語
1
B

物
理
学
概
論

国
語

地
球
学
専
門
英
語
2
B

１
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説
, 
地

球
環

境
学

A
, 
地

球
進

化
学

A
,B

0
～

3
＊

生
物

資
源

学
入

門
1
,2

，
生

物
資

源
学

現
代

の
課

題
1
,2

科
目

番
号

が
A

,B
,C

,E
C

2
4
, 
E
C

3
4
, 
E
C

4
, 
E
E
2
1
,

F
H

,H
C

,Y
で

始
ま

る
科

目
(E

A
, 
E
B

と
共

通
開

設
の

も
の

，
専

門
科

目
ま

た
は

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
指

定
さ

れ
て

い
る

も
の

な
ら

び
に

学
類

長
が

指
定

す
る

も
の

を
除

く
)

そ
の

他
学

類
長

が
「
関

連
科

目
B

」
と

し
て

特
に

指
定

す
る

も
の

6

卒
業

研
究

（
履

修
条

件
は

特
別

な
場

合
を

除
き

，
専

門
科

目
の

選
択

科
目

2
5
単

位
以

上
と

専
門

基
礎

科
目

の
必

修
及

び
選

択
科

目
全

部
の

必
要

単
位

を
全

て
修

得
し

て
お

り
，

か
つ

卒
業

に
必

要
な

単
位

数
の

未
修

得
分

が
3
0
単

位
以

下
で

あ
る

こ
と

）

2
8

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

，
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

「
基

礎
生

物
学

実
験

」
「

卒
業

研
究

」
及

び
必

修
の

「
総

合
科

目
」

の
履

修
は

指
定

さ
れ

た
方

法
に

よ
る

こ
と

。
「

体
育

」
及

び
選

択
の

「
総

合
科

目
」

は
，

そ
れ

ぞ
れ

当
該

授
業

科
目

と
し

て
開

設
さ

れ
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
こ

と
。

必
修

の
外

国
語

は
日

本
語

を
原

則
と

し
，

特
に

認
め

ら
れ

た
場

合
に

限
り

初
修

外
国

語
ま

た
は

英
語

に
よ

り
修

得
で

き
る

。

専
門

科
目

の
選

択
科

目
と

し
て

，
E
B
1
5
か

ら
E
B
9
9
の

科
目

よ
り

実
習

科
目

1
科

目
を

含
む

実
験

・
実

習
科

目
4
科

目
以

上
を

履
修

す
る

こ
と

。
生

物
学

公
開

臨
海

実
習

科
目

を
履

修
し

て
修

得
し

た
単

位
は

，
1
科

目
を

限
度

と
し

て
卒

業
に

必
要

な
単

位
と

し
て

認
め

る
。

学
群

学
則

第
3
1
条

に
定

め
る

卒
業

論
文

，
卒

業
研

究
な

ど
の

授
業

科
目

に
は

，
卒

業
研

究
の

他
，

生
物

学
研

究
法

，
生

物
学

演
習

，
専

門
語

学
B
I
I
I
，

専
門

語
学

D
I
，

D
I
I
，

D
I
I
I
を

含
む

。

～
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選
択

科
目

研
究

演
習

Ⅰ
1
.
5

E
G
6
の

科
目

2
5

－
－

専
門

語
学

I
S

1
.
5

2
2

－
－

－
－

1
0
～

1
8

－
－

3
5

8
9

0
1
2
4

研
究

演
習

Ⅱ
1
.
5

専
門

語
学

I
F

1
.
5

卒
業

研
究

Ⅰ
3

専
門

語
学

I
I
S

1
.
5

卒
業

研
究

Ⅱ
3

専
門

語
学

I
I
F

1
.
5

2
0

2
～

3

1
2
～

3

0
～

1

0
～

2

－

0
～

4

0
～

2

単
位

合
計

1
0

4
5

0
6

2
2

0
 
 
 
 

4
～
1
2

0
0

3
5

8
9

0
1
2
4

　
5
.
 

6
.
 

7
.
 

8
.
 

（
生

物
資

源
学

類
）
 

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  
門

　
  
  
科

　
  
  
目

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  
礎

　
  
  
科

　
  
  
目

計
合 　 　 計

共
  
通

  
科

  
目

関
　

  
連

　
  
科

　
  
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数
必

修
科

目

区 　 分

単
位

数
必 修 科 目

単 位 数

情
報

　
（

講
義

・
実

習
）

自 由 科 目

1

 生 命 環 境 学 際

総
合

科
目

I
（

フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
セ

ミ
ナ

ー
を

含
む

）

E
G
3
,
9
の

科
目

次
の

コ
ー

ド
で

始
ま

る
授

業
科

目
E
C
2
,
E
C
3
,
E
C
4
,
B
B
,
E
B
,

E
E
,
F
F
,
F
H
,
B
E
2
2
2
3
1

た
だ

し
、

E
G
4
,
5
,
6
の

同
じ

授
業

内
容

の
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
指

定
し

た
科

目
を

除
く

体
育

(
注

)
 
5

0
～

5

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

4

外
国

語
 
 
(
注

)
 
8

科
目

群
Ａ

科
目

群
Ｂ

科
目

群
Ｃ

総
合

科
目

Ⅲ

－

 
 
 
 
 
 
4
．

「
総

合
科

目
」
、
「

体
育

」
及
び

「
芸

術
」
は

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
科

目
と

し
て

開
設

さ
れ

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

「
第

１
外

国
語

」
は

日
本

語
と

す
る

。

学
群

学
則

第
3
1
条

に
定

め
る

卒
業

論
文

、
卒

業
研

究
な

ど
の

授
業

科
目

に
は

、
卒

業
研

究
の

他
、

研
究

演
習

を
含

む
。

第
１

外
国

語
と

母
国

語
を

除
く

。

第
1
外

国
語

E
G
0
2
,
2
,
5
,
7
,
8
,
E
B
1
1

7
5
1
,
E
B
1
1
3
5
1
,
E
B
1
1
1

5
1
,
B
E
2
1
8
6
1
の

科
目

 
 
 
 
　

 
 
 
履

修
す

る
。

（
注

）
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す

。

 
 
 
 
 
 
3
．

こ
の

表
の

各
科

目
欄
に
掲
げ
る
記
号
及
び
番
号
は
、
授
業
科
目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目

 
 
 
 
 
 
 
　

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す
。

 
 
 
 
 
 
2
.
 
同

一
の

授
業

科
目

を
重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と

論
文

作
成

・
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

 
 
 
 
 
 
 
　

す
る

こ
と

は
で

き
な
い
。

科
目

に
指

定
す

る
。

E
B
1
1
8
5
1
と

E
B
1
1
6
5
1
の

内
、

い
ず

れ
か

1
科

目
は

総
合

科
目

I
I
に

あ
て

ら
れ

る
。

別
の

科
目

は
専

門
科

目
の

次
の

コ
ー

ド
で

始
ま

る
授

業
科

目
以

外

E
A
,
 
E
C
,
 
B
B
,

E
B
,
E
E
,
E
G
,
E
Z
A
,
 
F
F
,

F
H
,
 
1
,
 
2
,
 
4
,

B
E
2
1
8
6
1
,
 
B
E
2
2
2
3
1

 
 
(
注

)
 
5

1
9

選
択

科
目

に
あ

て
る

。

総
合

科
目

Ⅱ
（

但
し

生
物

資
源

学
類

開
設

の
異

分
野

入
門

的
科

目
を

除
く

）

5 4

2
2
単

位
以

上
で

あ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
た

た
し

、
B
E
2
1
8
6
1
と

B
E
2
2
2
3
1
は

そ
れ

ぞ
れ

は
専

門
基

礎
科

目
と

専
門

科
目

の
選

択

－

芸
術

1

　
1
0
～
1
8

2

共
通

科
目

及
び

関
連

科
目

の
選

択
科

目
の

単
位

数
は

、
そ

れ
ぞ

れ
こ

の
表

に
掲

げ
る

数
の

範
囲

内
で

、
か

つ
、

そ
れ

ら
の

合
計

が

2
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選
択

科
目

研
究

演
習

Ⅰ
1
.
5

E
G
6
の

科
目

2
5

－
－

専
門

語
学

I
S

1
.
5

2
2

－
－

－
－

1
0
～

1
8

－
－

3
5

8
9

0
1
2
4

研
究

演
習

Ⅱ
1
.
5

専
門

語
学

I
F

1
.
5

卒
業

研
究

Ⅰ
3

専
門

語
学

I
I
S

1
.
5

卒
業

研
究

Ⅱ
3

専
門

語
学

I
I
F

1
.
5

2
0

2
～

3

1
2
～

3

0
～

1

0
～

2

－

0
～

4

0
～

2

単
位

合
計

1
0

4
5

0
6

2
2

0
 
 
 
 

4
～
1
2

0
0

3
5

8
9

0
1
2
4

　
5
.
 

6
.
 

7
.
 

8
.
 

（
生

物
資

源
学

類
）
 

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  
門

　
  
  
科

　
  
  
目

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  
礎

　
  
  
科

　
  
  
目

計
合 　 　 計

共
  
通

  
科

  
目

関
　

  
連

　
  
科

　
  
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数
必

修
科

目

区 　 分

単
位

数
必 修 科 目

単 位 数

情
報

　
（

講
義

・
実

習
）

自 由 科 目

1

 生 命 環 境 学 際

総
合

科
目

I
（

フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
セ

ミ
ナ

ー
を

含
む

）

E
G
3
,
9
の

科
目

次
の

コ
ー

ド
で

始
ま

る
授

業
科

目
E
C
2
,
E
C
3
,
E
C
4
,
B
B
,
E
B
,

E
E
,
F
F
,
F
H
,
B
E
2
2
2
3
1

た
だ

し
、

E
G
4
,
5
,
6
の

同
じ

授
業

内
容

の
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
指

定
し

た
科

目
を

除
く

体
育

(
注

)
 
5

0
～

5

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

4

外
国

語
 
 
(
注

)
 
8

科
目

群
Ａ

科
目

群
Ｂ

科
目

群
Ｃ

総
合

科
目

Ⅲ

－

 
 
 
 
 
 
4
．

「
総

合
科

目
」
、
「

体
育

」
及
び

「
芸

術
」
は

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
科

目
と

し
て

開
設

さ
れ

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

「
第

１
外

国
語

」
は

日
本

語
と

す
る

。

学
群

学
則

第
3
1
条

に
定

め
る

卒
業

論
文

、
卒

業
研

究
な

ど
の

授
業

科
目

に
は

、
卒

業
研

究
の

他
、

研
究

演
習

を
含

む
。

第
１

外
国

語
と

母
国

語
を

除
く

。

第
1
外

国
語

E
G
0
2
,
2
,
5
,
7
,
8
,
E
B
1
1

7
5
1
,
E
B
1
1
3
5
1
,
E
B
1
1
1

5
1
,
B
E
2
1
8
6
1
の

科
目

 
 
 
 
　

 
 
 
履

修
す

る
。

（
注

）
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す

。

 
 
 
 
 
 
3
．

こ
の

表
の

各
科

目
欄
に
掲
げ
る
記
号
及
び
番
号
は
、
授
業
科
目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目

 
 
 
 
 
 
 
　

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す
。

 
 
 
 
 
 
2
.
 
同

一
の

授
業

科
目

を
重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と

論
文

作
成

・
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

 
 
 
 
 
 
 
　

す
る

こ
と

は
で

き
な
い
。

科
目

に
指

定
す

る
。

E
B
1
1
8
5
1
と

E
B
1
1
6
5
1
の

内
、

い
ず

れ
か

1
科

目
は

総
合

科
目

I
I
に

あ
て

ら
れ

る
。

別
の

科
目

は
専

門
科

目
の

次
の

コ
ー

ド
で

始
ま

る
授

業
科

目
以

外

E
A
,
 
E
C
,
 
B
B
,

E
B
,
E
E
,
E
G
,
E
Z
A
,
 
F
F
,

F
H
,
 
1
,
 
2
,
 
4
,

B
E
2
1
8
6
1
,
 
B
E
2
2
2
3
1

 
 
(
注

)
 
5

1
9

選
択

科
目

に
あ

て
る

。

総
合

科
目

Ⅱ
（

但
し

生
物

資
源

学
類

開
設

の
異

分
野

入
門

的
科

目
を

除
く

）

5 4

2
2
単

位
以

上
で

あ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
た

た
し

、
B
E
2
1
8
6
1
と

B
E
2
2
2
3
1
は

そ
れ

ぞ
れ

は
専

門
基

礎
科

目
と

専
門

科
目

の
選

択

－

芸
術

1

　
1
0
～
1
8

2

共
通

科
目

及
び

関
連

科
目

の
選

択
科

目
の

単
位

数
は

、
そ

れ
ぞ

れ
こ

の
表

に
掲

げ
る

数
の

範
囲

内
で

、
か

つ
、

そ
れ

ら
の

合
計

が

2

 
 

研
究

演
習

A
,
B

3
地

球
環

境
学

野
外

実
験

I
,
I
I
,
I
I
I
,
I
V
,
V
,
V
I

6
E
G
3
,
6
,
9

専
門
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～
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注
)

1
.
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

5
.

2
.

6
.

3
.

  

4
.

　

「
第

１
外

国
語

」
は

原
則

と
し

て
日

本
語

と
す

る
。

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄
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授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一
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科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

学
群

学
則

第
3
1
条

に
定

め
る

卒
業

論
文

、
卒

業
研

究
な

ど
の

授
業

科
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卒
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研

究
の
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究

演
習
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。
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掲
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は
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授
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す
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。
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（
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選
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必 修 科 目

単 位 数
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（
注

)

１
．

こ
の
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に
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て
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位

数

専
　

  
  

門
　

  
  

科
　

  
  

目
専

  
  

門
  

  
基

  
  

礎
  

  
科

  
  

目
基

  
  

　
 礎
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連
　

  
 科

　
  

 目

必 修 科 目
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別表第４（第４条の２関係）  

副専攻 
主専攻 

地球環境学 地球進化学 生命環境学際 

地球環境学 
 EE3 から 23 単位 

以上 
EG3,6,9 から 23 単位

以上 

地球進化学 
EE2 から 23 単位 
以上 

 EG3,6,9 から 23 単位

以上 

生命環境学際 
EE2 から 23 単位 
以上 

EE3 から 23 単位 
以上 

 

（注） 
１．上記に定める単位数を卒業までに修得すること。ただし，上記に定める単位数の内，少なくとも

9 単位は，各主専攻で卒業に必要な修得単位数の他に修得すること。 
２．上記表中の EE2 は地球環境学主専攻の専門科目，EE3 は地球進化学主専攻の専門科目，EG3
は生命環境学際主専攻の専門科目（生物学類開設），EG6 は生命環境学際主専攻の専門科目（生

物資源学類開設），EG9 は生命環境学際主専攻の専門科目（地球学類開設）を示す。 
３．申請条件、申請方法、認定等の詳細は、学類において別途公示する。 
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（５）理工学群履修細則

平成１９年４月２５日

理工学群部局細則第３号

改正 平成２０年理工学群部局細則第１号

改正 平成２１年理工学群部局細則第１号

改正 平成２１年理工学群部局細則第２号

改正 平成２２年理工学群部局細則第１号

改正 平成２３年理工学群部局細則第１号 

改正 平成２４年理工学群部局細則第１号 

改正 平成２５年理工学群部局細則第１号 

改正 平成２５年理工学群部局細則第２号 

改正 平成２６年理工学群部局細則第１号 

改正 平成２７年理工学群部局細則第１号 

改正 平成２８年理工学群部局細則第１号 

改正 平成２９年理工学群部局細則第１号 

改正 平成３０年理工学群部局細則第１号 

改正 平成３０年理工学群部局細則第３号 

改正 平成３１年理工学群部局細則第１号 

 
 
 
筑波大学理工学群履修細則

 
（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）

第１条の２第１項、第２５条、第２５条の２、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第３

９条及び第４０条並びに筑波大学ＧＰＡ制度に係わる実施要項（平成２４年度第４回学群教育会議決定。

以下、「実施要項」という。）第４条の規定に基づき、理工学群における人材の養成に関する目的その他

教育研究上の目的（以下「人材養成目的」という。）並びに教育課程の編成及びその履修に関し必要な

事項を定めるものとする。

（人材養成目的） 
第１条の２ 学群学則第１条の２第１項の部局細則で定める理工学群の人材養成目的は、次のとおりとす

る。 
持続可能な社会に必要な幅広い教養、科学・技術の基礎から応用に至る専門性、柔軟な思考、知的創造

及び問題発見・解決の能力を修得し、広い視野及び豊かな人間性を持ち、チームで仕事をするための協

働能力を備え、国際社会に貢献できるグローバル人材を養成する。 
 
２ 学群学則第１条の２第１項の部局細則で定める理工学群に置かれる学類の人材養成目的は、次のとお

りとする。 
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学 類 人材養成目的 
数学類 純粋数学から応用数学まで現代数学の基礎について幅広い知識を習得する

ことにより、高度な論理性を身につけると同時に、問題を分析しその構造

を読み取って解決するという数学的思考能力を身につけた、社会の様々な

分野でグローバルに活躍できる人材を養成する。 
物理学類 多様に発展する現代物理学について、しっかりとした基礎及び高度な専門

的知識を備え、かつ、真理を探求する過程を通して育んだ柔軟な思考力及

び物事の本質を洞察し問題を根本から解決する力を持ち、それぞれの能力

を生かして社会の様々な分野で活躍できる人材を養成する。 
化学類 自然界における普遍的な法則及び未知物質・未知現象の探求、機能性物質

の創製及び材料開発、環境問題及びエネルギー問題の解決、生命現象の分

子レベルでの解明等に対する意欲を持つことができる十分な基礎的化学知

識を持ち、これらの知識と理解に裏打ちされた柔軟な思考力及び国際的に

活躍できる能力を有する人材を養成する。 
応用理工学類 われわれの社会を維持・発展させ続けるために必要な最先端工学の基盤と

なる科学・技術を原理から理解し、さらに発展させることができる、創造

力豊かな技術者・研究者を養成する。 
工学システム

学類 
安心で安全であり、快適で豊か、かつ持続可能な人間生活を工学面から支

え牽引できる人材、すなわち、１．広い分野に応用できる基礎能力、２．

広い視野を持った仕事の遂行能力、３．社会人・職業人としての人間基本

力を身につけた技術者・研究者を養成する。 
社会工学類 人間行動が複雑に絡み合う社会的諸問題を工学的・実践的・戦略的に分析

するために必要な文理融合型思考能力を持ち、総合的な問題解決のための

システムを設計できる人材を養成する。 
 

（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

数 学 類 数学

物 理 学 類 物理学

化 学 類 化学

応 用 理 工 学 類 応用物理、電子・量子工学、物性工学、物質・分子工学

工 学 シ ス テ ム 学 類
知的工学システム、機能工学システム、環境開発工学、エネルギ

ー工学

社 会 工 学 類 社会経済システム、経営工学、都市計画
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（総合理工学位プログラム）

第２条の２ 理工学群に、応用理工学類及び工学システム学類を横断する学際カリキュラムとして、総合

理工学位プログラムを置く。

２ 総合理工学位プログラムの主専攻分野は、総合理工学とする。

３ 前２項に定めるもののほか、総合理工学位プログラムにおける人材養成目的並びに教育課程の編成及

びその履修に関し必要な事項は、別に定める。

（履修方法）

第３条 学群学則第３９条第１項の部局細則で定める理工学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専

門基礎科目」及び「基礎科目」ごとの卒業に必要な履修科目及び履修単位数は、別表第１のとおりとす

る。

（主専攻分野の選択条件）

第４条 学群長は、応用理工学類、工学システム学類及び社会工学類の学生の主専攻分野について、学生

の希望を勘案し、入学した年次終了時以降に選考を行い、学類教育会議及び学群運営委員会の議を経て

決定する。

２ 学生が主専攻分野を選択するにあたって、あらかじめ、履修すべき授業科目（以下「指定科目」とい

う。）及び単位数は、別表第２のとおりとする。

３ 学群長は、教育上有益と認めるときは、当該学類の他の主専攻分野の一つを副専攻として学生に履修

させることができる。

（履修科目の登録の上限）

第５条 学群学則第３３条第１項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、４５単位（教職に関する

科目及び博物館に関する科目を除く。）とする。ただし、夏季・冬季・春季休業期間中に行われる集中

講義を除くものとする。 
２ 学群学則第３３条第２項の部局細則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場

合の要件及び単位数は、次のとおりとする。

学 類 要 件 単 位 数

数 学 類

物理学類

化 学 類

前学期・前年度までに、修得すべき科目が

％以上履修済みであること。

前学期・前年度までにおいて、当該分野の

専門科目の履修した科目の ％以上が「Ａ」

以上の評価であること。

上記 と の基準を勘案して、クラス担任

が「優秀」と認定した学生

６０単位

（１年次にあっては５５単

位）
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学 類 要 件 単 位 数

応用理工

学類

２年生以上については前年度において修得し

た卒業要件科目のうち、２６単位以上が「Ａ」

以上であること。

５５単位

（ただし、特に成績が優秀で

あると認められた者に対して

は、学類長が個別に上限を緩

和することができる。）

工学シス

テム学類

前年度において卒業要件科目を４０単位以上

修得し、その８０％以上が「Ａ」以上という条

件を勘案し、学類長が「特に優秀」と認めた者

５５単位

社 会 工

学 類

前年度において、３５単位以上の卒業要件科

目を修得し、その科目数の８０％以上が「Ａ」

以上であるもの

５５単位

（主専攻分野以外の学際的な分野に係る履修方法等）

第６条 主専攻分野以外の分野で、学際的な分野を選択しようとする学生の取扱いについては、学類教育

会議及び学群運営委員会の議を経て、学群長がその都度定める。

（成績の評価）

第７条 学群学則第３５条第３項の部局細則で定める合格及び不合格の評語を用いることができる授業

科目は、「フレッシュマン・セミナー」並びに物理学類開設の「物理学基礎セミナーⅠ・Ⅱ」、「クラス

セミナー 」、「課題探究実習セミナー１・２」及び「専門物理セミナー１・２」とする。

２ 実施要項第４条第２項第３号の規定に基づき、学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象科目から除外する授業

科目として理工学群長が指定するものは、次の表のとおりとする。

学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象除外科目

数 学 類
１．数学類、物理学類、化学類、地球学類以外の学群学類開設科目

２．数学及び情報に関する教科の指導法

物 理 学 類 除外科目を指定しない

化 学 類
１．数学類、物理学類、化学類、地球学類以外の学群学類開設科目

２．理科に関する教科の指導法

応 用 理 工 学 類 教職に関する科目及び博物館に関する科目

工学システム学類 除外科目を指定しない

社 会 工 学 類 除外科目を指定しない

（早期卒業）

第８条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び基準は、次の表のとおりとする。
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学 類 対 象 者 基 準

数 学 類

物理学類

化 学 類

２年次終了までに、卒業の要件とし

て修得すべき単位を数学類および化学

類では１００単位以上、物理学類では

９５単位以上修得し、その９０％以上

が「Ａ」以上の評価を得ているもの。

ただし、秋学期入学者が６か月早く

卒業することを希望する場合は、３年

次秋学期終了までに、卒業の要件とし

て修得すべき単位を、数学類では１０

０単位以上、物理学類では９５単位以

上、化学類では１１０単位以上修得し、

その７０％以上が「Ａ」以上の評価を

得ていること。

⑴ 卒業の要件として修得すべき科目

の８０％以上を「Ａ」以上の評価を

もって修得していること。ただし、

秋学期入学者にあっては、卒業の要

件として修得すべき科目の７０％以

上を「Ａ」以上の評価をもって修得

していること。

⑵ 卒業研究の内容が特に優秀と認め

られること。

応用理工

学類

２年次終了時において卒業要件科目

を８５単位以上修得し、専門科目、専

門基礎科目について８５％以上が「Ａ」

以上であるもので学類長が適切と認め

たもの。学類は適宜、面接を行う。た

だし、秋学期入学者で４年次秋学期卒

業の場合、３年次終了時に通常の卒業

研究着手条件を満たして優秀な成績で

９５単位以上を修得し、４年次秋学期

末までに卒業要件を満たすことが見込

まれる者。また、原則として３年進級

時に卒業要件に必要な専門基礎科目の

必修単位をすべて取得していること。

⑴ 卒業要件として修得すべき単位の

８５％以上を「Ａ」以上の評価をも

って修得していること。

⑵ 専門科目及び専門基礎科目として

修得すべき単位の８５％以上を「Ａ」

以上の評価をもって修得しているこ

と。

⑶ 特別卒業研究を修得し、内容が特

に優秀であると認められること。た

だし、秋学期入学者で４年次秋学期

卒業の場合は、４年次春学期から卒

業研究を履修し、４年次秋学期まで

に優秀な成績で卒業要件を満たした

者。

工学シス

テム学類

２年次終了時において、卒業要件科

目を８５単位以上修得し、その９０％

以上が「Ａ」以上又は成績が上位５％

以内である者。さらに、学類長が次の

項目を考慮して判断する。 修得科目

に工学システム学類卒業としての一貫

性があること。 特別卒業研究の履修

計画が実現可能であること。ただし、

秋学期入学者で４年次秋学期卒業の場

合、卒業研究の履修条件を優秀な成績

で修得し、４年次秋学期末までに卒業

要件を満たすことが見込まれる者。

３年以上在学し特別卒業研究Ａ及び

Ｂを履修（公開発表を含む。）し、卒業

要件を満たした者。ただし、秋学期入

学者で４年次秋学期卒業の場合は、３

年次春学期から卒業研究を履修し、４

年次秋学期までに優秀な成績で卒業要

件を満たした者。



－ 213 －
~ 6 ~ 

 

社会工学

類

⑴ ２年次終了時において、卒業要件

科目の取得が８５単位以上であり、

その科目数の８５％程度は「Ａ」以

上であること。ただし、秋学期入学

者の場合、２年次秋学期末までに主

専攻毎に定められた卒業研究着手要

件を優秀な成績で満たしているこ

と。

⑵ 上記 を満たした上で、早期卒業

研究又は卒業研究の指導予定教員の

了解を得ていること。

⑴ 卒業研究以外の卒業要件を満たす

こと。

⑵ 早期卒業研究を修得すること。た

だし、秋学期入学者で早期卒業をす

る者は３年次春学期から春学期入学

者の４年次と同じスケジュールで卒

業研究を履修し、４年次秋学期末ま

でに卒業要件を満たしたもの。

（雑則）

第９条 この部局細則に定めるもののほか、主専攻分野の選択時期、卒業研究の選択及び提出時期その他

学類における授業科目の履修に関し必要な事項は、学類教育会議の議を経て、学類長が定め、学内に公

示するものとする。

 
 

附 則

この部局細則は、平成１９年４月２５日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則（平２０．２．２７理工学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従 
前の例による。 

 
附 則（平２１．２．１８理工学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従 
前の例による。 

 
附 則（平２１．１０．２８理工学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従 
前の例による。 

 
附 則（平２２．３．５理工学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従 
前の例による。 
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附 則（平２３．３．４理工学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従 
前の例による。 

 
附 則（平２４．３．８理工学群部局細則１号） 

１ この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
 

附 則（平２５．３．８理工学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
 

附 則（平２５．７．１９理工学群部局細則２号） 
１ この部局細則は、平成２５年７月１９日から施行し、同年４月１日から適用する。 
２ この部局細則による改正後の筑波大学理工学群履修細則第７条第２項の規定は、平成２５年度入学者

から適用する。 
 

附 則（平２６．１．２２理工学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成２６年１月２２日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 
２ この部局細則による改正後の筑波大学理工学群履修細則第８条の規定は、平成２５年度入学者から適

用する。 
 

附 則（平２７．１．２８理工学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
 

附 則（平２８．１．２７理工学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
 
 

附 則（平２９．１．２５理工学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
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附 則（平３０．１．２４理工学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
 

附 則（平３０．１２．１９理工学群部局細則３号） 
１ この部局細則は、平成３１年９月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
 

附 則（平３１．１．２３理工学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に理工学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例に

よる。 
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国

語

情
報
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(物
理

学
類

)

物
理

学
実

験
I

2
－

－
－

－
5
～

7
－

－
2

総
合

科
目

(ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

,学
問

へ
の

誘
い

は
除

く
)

1
～

6
－

－
－

－
A

,B
,C

で
始

ま
る

授
業

科
目

6
〜

8
－

－
3
2

9
2

0
1
2
4

物
理

学
実

験
II

6
 体

育
外

国
語

国
語

芸
術

0
～

1
8

 
 

0
〜

1
8

1
0

 
 

2
 

 
　

 熱
物

理
学

統
計

力
学

I
統

計
力

学
II

5
〜 8

 
 

 
 

 
　

 専
門

電
磁

気
学

I
専

門
電

磁
気

学
II

専
門

電
磁

気
学

II
I

2
～ 6

 
 

 
 

　
　

物
理

学
入

門
解

析
力

学
2

F
C

C
2

F
C

C
3

F
C

C
4

2
4 〜 4
8

 
 

　
　

 
 

 

単
位

合
計

2
0

3
2

9
2

0
1
2
4

　
　

（
注

）

44

F
A

F
B

F
C

（
F
C

C
以

外
）

F
E

E
E

2
0
〜

4
4

力
学

1
力

学
2

力
学

3
電

磁
気

学
1

電
磁

気
学

2
電

磁
気

学
3

物
理

学
概

論
F
A

、
F
B

、
F
C

、
F
E
、

E
E
以

外
で

始
ま

る
授

業
科

目
（
た

だ
し

、
、

A
、

B
、

C
で

始
ま

る
科

目
、

専
門

科
目

、
専

門
基

礎
科

目
お

よ
び

共
通

科
目

で
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

教
職

に
関

す
る

科
目

に
つ

い
て

は
、

教
科

指
導

法
（
数

学
、

理
科

に
関

す
る

科
目

に
限

る
）
に

関
す

る
科

目
に

限
る

選 択 科 目

1
～

2
4

0
2
5
～

4
9

単 位 数

単 位 数

体
育

外
国

語
（
英

語
）

情
報

選 択 科 目

合 　 　 　 計

　

計

自 由 科 目

必 修 科 目

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

選 択 科 目

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ

ﾐﾅ
ｰ

、
学

問
へ

の
誘

い
）

自 由 科 目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

単 位 数

単 位 数

科
目

と
し

て
認

定
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

，
「
専

門
科

目
」
又

は
「
専

門
基

礎
科

目
」
と

し
て

認
め

る
。

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

選 択 科 目

自 由 科 目

3
6
～

6
0

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

選 択 科 目

卒
業

研
究

履
修

条
件

：
卒

業
に

必
要

な
1
2
4
単

位
の

う
ち

，
下

記
の

授
業

科
目

を
含

む
 9

5
 単

位
以

上
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

。
・
物

理
学

実
験

II
次

に
掲

げ
る

授
業

科
目

の
う

ち
か

ら
選

択
す

る
も

の
 6

 単
位

以
上

、
・
量

子
力

学
I

・
量

子
力

学
II

・
量

子
力

学
II
I

・
統

計
力

学
I

・
統

計
力

学
II

物 理 学

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

1
2

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

量
子

力
学

序
論

量
子

力
学

I
量

子
力

学
II

量
子

力
学

II
I

単 位 数 5
〜 1
1

関
　

　
　

連
　

　
　

科
　

　
　

目

6
～

2
4

　　
履

修
す

る
。

　
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
６

．
外

国
人

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

，
「
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
プ

を
表

す
。

３
．

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
，

授
業

科
目

番
号

で
，

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

４
．

「
総

合
科

目
」
，

「
体

育
」
及

び
「
外

国
語

」
は

，
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら

0
0

0

５
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
履

修
科

目
の

他
，

他
の

学
群

及
び

学
類

の
授

業
科

目
で

物
理

学
類

長
が

物
理

学
関

係
分

野
の

履
修

１
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
，

卒
業

に
必

要
な

最
小

の
数

値
を

表
す

。
　

　
　

２
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

，
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

0
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（
化

学
類

）

7
6

－
－

4
1
2

－
－

2
1

－
－

－
－

A
、

B
で

始
ま

る
科

目
2

－
－

4
4

8
0

0
1
2
4

 

6

2

7
6

4

1
4

2
3
～ 3
3

4
4

F
A

, 
F
B

, 
F
C

,
F
E
1
1
, 
E
E
 (
微

積
分

1
,2

,3
お

よ
び

線
形

代
数

1
,2

,3
は

除
く

)

0
〜 1
3

単
位

合
計

2
8

4
4

8
0

0
1
2
4

（
注

）

 　
　

と
し

て
認

定
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

，
「
専

門
科

目
」
又

は
「
専

門
基

礎
科

目
」
と

し
て

認
め

る
。

　
　

を
表

す
。

４
．

「
総

合
科

目
」
，

「
体

育
」
及

び
「
第

1
外

国
語

」
は

，
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
　

　
履

修
す

る
。

５
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
履

修
科

目
の

他
，

他
の

学
群

及
び

学
類

の
授

業
科

目
で

化
学

類
長

が
化

学
関

係
分

野
の

履
修

科
目

２
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

，
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

　
  
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
３

．
各

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

，
授

業
科

目
番

号
で

，
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
プ

１
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
，

卒
業

に
必

要
な

最
小

の
数

値
を

表
す

。
　

　
　

６
．

外
国

人
留

学
生

及
び

外
国

に
お

い
て

中
等

教
育

を
受

け
た

学
生

は
，

「
第

一
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

4
1
～

5
1

0
4

1
6
〜

2
9

0
1
2

  
  

  
1

0
  

  
  

  
  

  
0

9
〜

1
2

0

(教
職

に
関

す
る

科
目

に
つ

い
て

は
，

教
科

指
導

法
(理

科
)に

関
す

る
科

目
に

限
る

。
)

卒
業

研
究

（
履

修
条

件
：

専
門

基
礎

科
目

F
B

，
F
C

を
9
単

位
，

共
通

科
目

及
び

専
門

基
礎

科
目

及
び

専
門

科
目

の
必

修
科

目
3
0
単

位
（
共

通
科

目
1
2
単

位
及

び
専

門
基

礎
科

目
4
単

位
及

び
専

門
実

験
1
4
単

位
）
を

含
む

1
1
0
単

位
以

上
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

。
）

総
合

科
目

(フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
)

物
理

化
学

I,
II
,I
II
,I
V

体
育

F
E
, 

F
B

, 
F
C

,
E
E
以

外
（
た

だ
し

、
A

、
B

で
始

ま
る

科
目

、
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

及
び

共
通

科
目

で
指

定
さ

れ
て

い
る

科
目

を
除

く
。

）

生
物

学
序

説
遺

伝
学

概
論

分
子

細
胞

生
物

学
概

論
, 
系

統
分

類
・

進
化

学
概

論
生

態
学

概
論

動
物

生
理

学
概

論
植

物
生

理
学

概
論

地
球

環
境

学
1

地
球

環
境

学
2

地
球

進
化

学
1

地
球

進
化

学
2

情
報

専
門

化
学

実
験

Ⅱ
(履

修
条

件
　

上
に

同
じ

。
)

有
機

化
学

I,
II
,I
II
,I
V

第
１

外
国

語
(英

語
）

*
注

6

F
E
1
2

F
E
1
3

F
E
1
4

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

化 　 　 学

専
門

化
学

実
験

Ⅰ
(履

修
条

件
専

門
科

目
F
E
で

始
ま

る
授

業
科

目
1
5
単

位
を

含
む

6
0
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
。

)

分
析

化
学

、
無

機
化

学
I,
II

化
学

概
論

、
化

学
1
、

化
学

2
、

化
学

3

数
学

リ
テ

ラ
シ

ー
1
,2

微
積

分
I,
II
,I
II
、

線
形

代
数

I,
II
,I
II
、

力
学

1
,2

,3
、

電
磁

気
学

1
,2

,3
微

積
分

演
習

S
微

積
分

演
習

F
線

形
代

数
演

習
S

線
形

代
数

演
習

F

総
合

科
目

(フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

)

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

7
〜 1
0

合 　 　 　 計

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

関
　

　
　

連
　

　
　

科
　

　
　

目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

計

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

自 由 科 目

単 位 数
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(応
用

理
工

学
類

)

 
  

 
  

 

基
礎

実
験

学
1

 F
F
2
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
 1

2
〜

1
6

応
用

理
工

学
概

論
1

 F
F
1
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
6
〜

9
2

1
－

－
1
2
〜

1
6

6
6

5
8

1
2
4

応
用

物
理

専
攻

実
験

Ａ
2

 
 

数
学

リ
テ

ラ
シ

ー
1
,2

2
 

応
用

物
理

専
攻

実
験

B
2

微
積

分
1
,2

,3
3

 

  
 

線
形

代
数

1
,2

,3
3

 
 

3
0
〜

4
0
〜

4

力
学

1
,2

,3
3

4

2
3
〜

2
7

電
磁

気
学

1
,2

,3
3

4

卒
業

研
究

A
4

化
学

1
,2

,3
3

卒
業

研
究

B
4

熱
力

学
2

体
育

0
〜

1

解
析

学
A

, 
B

, 
C

3

線
形

代
数

A
, 
B

2

0
〜

4
力

学
A

1

電
磁

気
学

A
, 
B

, 
C

3

応
用

理
工

物
理

学
実

験
3

応
用

理
工

化
学

実
験

3

化
学

A
, 
B

2

専
門

英
語

1
, 
2
, 
3

3

単
位

合
計

1
3

6
6

5
8

1
2
4

　
　

（
注

）
 1

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

4
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

専
門

科
目

又
は

2
．

「
総

合
科

目
」
､「

体
育

」
､「

外
国

語
」
、

「
国

語
」
及

び
「
情

報
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
修

得
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。
  
 開

設
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。
　

5
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
専

門
科

目
の

「
卒

業
研

究
A

・
B

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

に
係

る
　

  
 　

3
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
学

類
長

と
相

談
の

上
、

場
合

は
、

特
別

卒
業

研
究

及
び

学
類

長
が

指
定

す
る

科
目

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

も
の

と
す

る
。

　
  

 　
  

 「
第

１
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

他
学

群
ま

た
は

他
学

類
が

開
設

し
て

い
る

科
目

（
学

類
長

が
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

単 位 数

単 位 数

情
報

第
1
外

国
語

（
英

語
）

必 修 科 目

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

F
F
1
6
, 
F
F
2
6
で

始
ま

る
授

業
科

目

必 修 科 目

選 択 科 目

（
履

修
条

件
 ：

別
表

第
２

の
指

定
科

目
の

単
位

数
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

）

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

）

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

（
履

修
条

件
 ：

総
修

得
単

位
数

が
9
5
以

上
で

あ
る

こ
と

。
応

用
物

理
専

攻
実

験
A

と
応

用
物

理
学

専
攻

実
験

B
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

）

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

英
語

（
選

択
・
自

由
科

目
）
、

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
）
、

国
語

、
芸

術

体
育

合 　 　 　 計

関
　

　
連

　
　

科
　

　
目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

計

選 択 科 目

必 修 科 目

単 位 数

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

必 修 科 目

選 択 科 目

教
職

に
関

す
る

科
目

及
び

博
物

館
に

関
す

る
科

目
、

特
設

自
由

科
目

、
F
F
0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目

1
3

12
〜

16
1
〜

5

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

I、
II
、

応
用

理
工

学
特

別
実

習
I、

II
、

応
用

物
理

特
論

、
F
A

0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目
。

応
用

理
工

学
類

の
専

門
科

目
の

う
ち

、
応

用
物

理
主

専
攻

で
は

開
設

し
て

い
な

い
科

目

　 応 用 物 理

0
3
5
〜

3
9

4
0

6
〜

9

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

（
化

学
類

）

7
6

－
－

4
1
2

－
－

2
1

－
－

－
－

A
、

B
で

始
ま

る
科

目
2

－
－

4
4

8
0

0
1
2
4

 

6

2

7
6

4

1
4

2
3
～ 3
3

4
4

F
A

, 
F
B

, 
F
C

,
F
E
1
1
, 
E
E
 (
微

積
分

1
,2

,3
お

よ
び

線
形

代
数

1
,2

,3
は

除
く

)

0
〜 1
3

単
位

合
計

2
8

4
4

8
0

0
1
2
4

（
注

）

 　
　

と
し

て
認

定
し

た
も

の
に

つ
い

て
は

，
「
専

門
科

目
」
又

は
「
専

門
基

礎
科

目
」
と

し
て

認
め

る
。

　
　

を
表

す
。

４
．

「
総

合
科

目
」
，

「
体

育
」
及

び
「
第

1
外

国
語

」
は

，
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
　

　
履

修
す

る
。

５
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
履

修
科

目
の

他
，

他
の

学
群

及
び

学
類

の
授

業
科

目
で

化
学

類
長

が
化

学
関

係
分

野
の

履
修

科
目

２
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

，
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

　
  
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
３

．
各

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

，
授

業
科

目
番

号
で

，
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
プ

１
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
，

卒
業

に
必

要
な

最
小

の
数

値
を

表
す

。
　

　
　

６
．

外
国

人
留

学
生

及
び

外
国

に
お

い
て

中
等

教
育

を
受

け
た

学
生

は
，

「
第

一
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

4
1
～

5
1

0
4

1
6
〜

2
9

0
1
2

  
  

  
1

0
  

  
  

  
  

  
0

9
〜

1
2

0

(教
職

に
関

す
る

科
目

に
つ

い
て

は
，

教
科

指
導

法
(理

科
)に

関
す

る
科

目
に

限
る

。
)

卒
業

研
究

（
履

修
条

件
：

専
門

基
礎

科
目

F
B

，
F
C

を
9
単

位
，

共
通

科
目

及
び

専
門

基
礎

科
目

及
び

専
門

科
目

の
必

修
科

目
3
0
単

位
（
共

通
科

目
1
2
単

位
及

び
専

門
基

礎
科

目
4
単

位
及

び
専

門
実

験
1
4
単

位
）
を

含
む

1
1
0
単

位
以

上
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

。
）

総
合

科
目

(フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
)

物
理

化
学

I,
II
,I
II
,I
V

体
育

F
E
, 

F
B

, 
F
C

,
E
E
以

外
（
た

だ
し

、
A

、
B

で
始

ま
る

科
目

、
専

門
科

目
、

専
門

基
礎

科
目

及
び

共
通

科
目

で
指

定
さ

れ
て

い
る

科
目

を
除

く
。

）

生
物

学
序

説
遺

伝
学

概
論

分
子

細
胞

生
物

学
概

論
, 
系

統
分

類
・

進
化

学
概

論
生

態
学

概
論

動
物

生
理

学
概

論
植

物
生

理
学

概
論

地
球

環
境

学
1

地
球

環
境

学
2

地
球

進
化

学
1

地
球

進
化

学
2

情
報

専
門

化
学

実
験

Ⅱ
(履

修
条

件
　

上
に

同
じ

。
)

有
機

化
学

I,
II
,I
II
,I
V

第
１

外
国

語
(英

語
）

*
注

6

F
E
1
2

F
E
1
3

F
E
1
4

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

化 　 　 学

専
門

化
学

実
験

Ⅰ
(履

修
条

件
専

門
科

目
F
E
で

始
ま

る
授

業
科

目
1
5
単

位
を

含
む

6
0
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
。

)

分
析

化
学

、
無

機
化

学
I,
II

化
学

概
論

、
化

学
1
、

化
学

2
、

化
学

3

数
学

リ
テ

ラ
シ

ー
1
,2

微
積

分
I,
II
,I
II
、

線
形

代
数

I,
II
,I
II
、

力
学

1
,2

,3
、

電
磁

気
学

1
,2

,3
微

積
分

演
習

S
微

積
分

演
習

F
線

形
代

数
演

習
S

線
形

代
数

演
習

F

総
合

科
目

(フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

)

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

7
〜 1
0

合 　 　 　 計

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

関
　

　
　

連
　

　
　

科
　

　
　

目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

計

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

自 由 科 目

単 位 数
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)

 
  

 
  

 

基
礎

実
験

学
1

 F
F
3
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
 1

2
〜

1
6

応
用

理
工

学
概

論
1

 F
F
1
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
6
〜

9
2

1
－

－
1
2
〜

1
6

6
6

5
8

1
2
4

電
子

・
量

子
工

学
専

攻
実

験
Ａ

2
 

 
数

学
リ
テ

ラ
シ

ー
1
,2

2
 

電
子

・
量

子
工

学
専

攻
実

験
B

2
微

積
分

1
,2

,3
3

 

  
 

線
形

代
数

1
,2

,3
3

 
 

3
0
〜

4
0
〜

4

力
学

1
,2

,3
3

4

2
3
〜

2
7

電
磁

気
学

1
,2

,3
3

4

卒
業

研
究

A
4

化
学

1
,2

,3
3

卒
業

研
究

B
4

熱
力

学
2

体
育

0
〜

1

解
析

学
A

, 
B

, 
C

3

線
形

代
数

A
, 
B

2

0
〜

4
力

学
A

1

電
磁

気
学

A
, 
B

, 
C

3

応
用

理
工

物
理

学
実

験
3

応
用

理
工

化
学

実
験

3

化
学

A
, 
B

2

専
門

英
語

1
, 
2
, 
3

3

単
位

合
計

1
3

6
6

5
8

1
2
4

　
　

（
注

）
 1

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

4
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

専
門

科
目

又
は

2
．

「
総

合
科

目
」
､「

体
育

」
､「

外
国

語
」
、

「
国

語
」
及

び
「
情

報
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
修

得
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。
  
 開

設
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。
　

5
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
専

門
科

目
の

「
卒

業
研

究
A

・
B

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

に
係

る
　

  
 　

3
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
学

類
長

と
相

談
の

上
、

場
合

は
、

特
別

卒
業

研
究

及
び

学
類

長
が

指
定

す
る

科
目

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

も
の

と
す

る
。

　
  

 　
  

 「
第

１
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

選 択 科 目

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

計

単 位 数

必 修 科 目

合 　 　 　 計

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

関
　

　
連

　
　

科
　

　
目

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

）

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

他
学

群
ま

た
は

他
学

類
が

開
設

し
て

い
る

科
目

（
学

類
長

が
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

（
履

修
条

件
 ：

別
表

第
２

の
指

定
科

目
の

単
位

数
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

）

体
育

英
語

（
選

択
・
自

由
科

目
）
、

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
）
、

国
語

、
芸

術

教
職

に
関

す
る

科
目

及
び

博
物

館
に

関
す

る
科

目
、

特
設

自
由

科
目

、
F
F
0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目

第
1
外

国
語

（
英

語
）

F
F
1
6
, 
F
F
3
6
で

始
ま

る
授

業
科

目
情

報

（
履

修
条

件
 ：

総
修

得
単

位
数

が
9
5
以

上
で

あ
る

こ
と

。
電

子
・
量

子
工

学
専

攻
実

験
A

と
電

子
・
量

子
工

学
専

攻
実

験
B

を
修

得
し

て
い

る
こ

と
）

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

I、
II
、

応
用

理
工

学
特

別
実

習
I、

II
、

電
子

・
量

子
工

学
特

論
、

F
A

0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目
。

応
用

理
工

学
類

の
専

門
科

目
の

う
ち

、
電

子
・
量

子
工

学
主

専
攻

で
開

設
し

て
い

な
い

科
目

1
3

1
〜

5
0

12
〜

16

　 電 子 ・ 量 子 工 学

3
5
〜

3
9

4
0

6
〜

9
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基
礎

実
験

学
1

 F
F
4
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
 1

2
〜

1
6

応
用

理
工

学
概

論
1

 F
F
1
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
6
〜

9
2

1
－

－
1
2
〜

1
6

6
6

5
8

1
2
4

物
性

工
学

専
攻

実
験

Ａ
2

 
 

数
学

リ
テ

ラ
シ

ー
1
,2

2
 

物
性

工
学

専
攻

実
験

B
2

微
積

分
1
,2

,3
3

 

  
 

線
形

代
数

1
,2

,3
3

 
 

3
0
〜

4
0
〜

4

力
学

1
,2

,3
3

4

2
3
〜

2
7

電
磁

気
学

1
,2

,3
3

4

卒
業

研
究

A
4

化
学

1
,2

,3
3

卒
業

研
究

B
4

熱
力

学
2

体
育

0
〜

1

解
析

学
A

, 
B

, 
C

3

線
形

代
数

A
, 
B

2

0
〜

4
力

学
A

1

電
磁

気
学

A
, 
B

, 
C

3

応
用

理
工

物
理

学
実

験
3

応
用

理
工

化
学

実
験

3

化
学

A
, 
B

2

専
門

英
語

1
, 
2
, 
3

3

単
位

合
計

1
3

6
6

5
8

1
2
4

　
　

（
注

）
 1

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

4
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

専
門

科
目

又
は

2
．

「
総

合
科

目
」
､「

体
育

」
､「

外
国

語
」
、

「
国

語
」
及

び
「
情

報
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
修

得
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。
  
 開

設
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。
　

5
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
専

門
科

目
の

「
卒

業
研

究
A

・
B

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

に
係

る
　

  
 　

3
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
学

類
長

と
相

談
の

上
、

場
合

は
、

特
別

卒
業

研
究

及
び

学
類

長
が

指
定

す
る

科
目

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

も
の

と
す

る
。

　
  

 　
  

 「
第

１
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

選 択 科 目

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

計

単 位 数

必 修 科 目

合 　 　 　 計

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

関
　

　
連

　
　

科
　

　
目

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

）

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

他
学

群
ま

た
は

他
学

類
が

開
設

し
て

い
る

科
目

（
学

類
長

が
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

（
履

修
条

件
 ：

別
表

第
２

の
指

定
科

目
の

単
位

数
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

）

体
育

英
語

（
選

択
・
自

由
科

目
）
、

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
）
、

国
語

、
芸

術

教
職

に
関

す
る

科
目

及
び

博
物

館
に

関
す

る
科

目
、

特
設

自
由

科
目

、
F
F
0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目

第
1
外

国
語

（
英

語
）

F
F
1
6
, 
F
F
4
6
で

始
ま

る
授

業
科

目
情

報

（
履

修
条

件
 ：

総
修

得
単

位
数

が
9
5
以

上
で

あ
る

こ
と

。
物

性
工

学
専

攻
実

験
A

と
物

性
工

学
専

攻
実

験
B

を
修

得
し

て
い

る
こ

と
）

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

I、
II
、

応
用

理
工

学
特

別
実

習
I、

II
、

物
性

工
学

特
論

、
F
A

0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目
。

応
用

理
工

学
類

の
専

門
科

目
の

う
ち

、
物

性
工

学
主

専
攻

で
開

設
し

て
い

な
い

科
目

1
3

1
〜

5
0

12
〜

16

　 物 性 工 学

3
5
〜

3
9

4
0

6
〜

9
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(応
用

理
工

学
類

)

 
  

 
  

 

基
礎

実
験

学
1

 F
F
5
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
 1

2
〜

1
6

応
用

理
工

学
概

論
1

 F
F
1
5
で

始
ま

る
授

業
科

目
6
〜

9
2

1
－

－
1
2
〜

1
6

6
6

5
8

1
2
4

物
質

・
分

子
工

学
専

攻
実

験
Ａ

2
 

 
数

学
リ
テ

ラ
シ

ー
1
,2

2
 

物
質

・
分

子
工

学
専

攻
実

験
B

2
微

積
分

1
,2

,3
3

 

  
 

線
形

代
数

1
,2

,3
3

 
 

3
0
〜

4
0
〜

4

力
学

1
,2

,3
3

4

2
3
〜

2
7

電
磁

気
学

1
,2

,3
3

4

卒
業

研
究

A
4

化
学

1
,2

,3
3

卒
業

研
究

B
4

熱
力

学
2

体
育

0
〜

1

解
析

学
A

, 
B

, 
C

3

線
形

代
数

A
, 
B

2

0
〜

4
力

学
A

1

電
磁

気
学

A
, 
B

, 
C

3

応
用

理
工

物
理

学
実

験
3

応
用

理
工

化
学

実
験

3

化
学

A
, 
B

2

専
門

英
語

1
, 
2
, 
3

3

単
位

合
計

1
3

6
6

5
8

1
2
4

　
　

（
注

）
 1

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

4
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

専
門

科
目

又
は

2
．

「
総

合
科

目
」
､「

体
育

」
､「

外
国

語
」
、

「
国

語
」
及

び
「
情

報
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
修

得
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。
  
 開

設
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。
　

5
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
専

門
科

目
の

「
卒

業
研

究
A

・
B

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

に
係

る
　

  
 　

3
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
学

類
長

と
相

談
の

上
、

場
合

は
、

特
別

卒
業

研
究

及
び

学
類

長
が

指
定

す
る

科
目

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

も
の

と
す

る
。

　
  

 　
  

 「
第

１
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

選 択 科 目

主 専 攻 分 野

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

及
び

修
得

単
位

数

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

計

単 位 数

必 修 科 目

合 　 　 　 計

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

関
　

　
連

　
　

科
　

　
目

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

）

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ

ー
・

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

他
学

群
ま

た
は

他
学

類
が

開
設

し
て

い
る

科
目

（
学

類
長

が
指

定
す

る
科

目
を

除
く

）

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

（
履

修
条

件
 ：

別
表

第
２

の
指

定
科

目
の

単
位

数
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

）

体
育

英
語

（
選

択
・
自

由
科

目
）
、

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
）
、

国
語

、
芸

術

教
職

に
関

す
る

科
目

及
び

博
物

館
に

関
す

る
科

目
、

特
設

自
由

科
目

、
F
F
0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目

第
1
外

国
語

（
英

語
）

F
F
1
6
, 
F
F
5
6
で

始
ま

る
授

業
科

目
情

報

（
履

修
条

件
 ：

総
修

得
単

位
数

が
9
5
以

上
で

あ
る

こ
と

。
物

質
・
分

子
工

学
専

攻
実

験
A

と
物

質
・
分

子
工

学
専

攻
実

験
B

を
修

得
し

て
い

る
こ

と
）

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

I、
II
、

応
用

理
工

学
特

別
実

習
I、

II
、

物
質

・
分

子
工

学
特

論
、

F
A

0
0
で

始
ま

る
授

業
科

目
。

応
用

理
工

学
類

の
専

門
科

目
の

う
ち

、
物

質
・
分

子
工

学
主

専
攻

で
開

設
し

て
い

な
い

科
目

1
3

1
〜

5
0

12
〜

16

物 質 ・ 分 子 工 学

3
5
〜

3
9

4
0

6
〜

9
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数
学
リ
テ
ラ
シ
－
１

1

数
学
リ
テ
ラ
シ
－
２

1

線
形
代
数
１

1

線
形
代
数
２

1

線
形
代
数
３

1
体
育

3
体

育
0
〜

1

微
積
分
１

1

微
積
分
２

1

微
積
分
３

1
情

報
4

芸
術

0
～

1

力
学
１

1
国
語

0
～

1

力
学
２

1

力
学
３

1
 

電
磁
気
学
１

1

電
磁
気
学
２

1

電
磁
気
学
３

1

工
学
シ
ス
テ
ム
概
論

1

工
学
シ
ス
テ
ム
原
論

1

線
形
代
数
総
論
Ａ

1

線
形
代
数
総
論
Ｂ

2

解
析
学
総
論

1

常
微
分
方
程
式

2

力
学
総
論

1

電
磁
気
学
総
論

1

材
料
力
学
基
礎

1

熱
力
学
基
礎

1

流
体
力
学
基
礎

1

複
素
解
析

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ａ

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｂ

1

単
位

合
計

2
5

7
0
 

5
6
 

0
 

1
2
6
 

特
設
自
由
科

目教
職

に
関

す
る

科
目

博
物

館
に

関
す

る
科

目

1
〜

3

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
)

0
～

4

2

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
，

学
問

 へ
の

誘
い

）

4
第

1
外

国
語

（
英

語
）

他
学

群
又

は
他

学
類

の
授

業
科

目
（
注

9
）

6
〜 1
5

　
　

 
５

．
「

卒
業

研
究

Ａ
・

Ｂ
・

ａ
・

ｂ
」

の
履

修
条

件
は

、
「

工
学

者
の

た
め

の
倫

理
」

を
除

く
専

門
科

目
と

専
門

基
礎

科
目

の
必

修
科

目
の

す
べ

て
、

6

F
G

1
1
, 

F
G

2
1

で
始
ま
る
科

目
（
設
計
・

シ
ス
テ
ム

系
）

6

F
G
1
2
,
F
G
2
2
で

始
ま
る
科
目

（
材
料
・
バ

イ
オ
系
）

1
〜 2

4
0
～
4
9

F
G
1
3
,
F
G
2
3
で

始
ま
る
科
目

（
実
務
系
）

1
〜 2

9
.
 
F
F
2
—
F
F
5
,
 
G
B
2
—
G
B
4
で

始
ま

る
科

目
、

お
よ

び
F
B
A
1
4
6
〜

 
F
B
A
1
4
9
,
 
F
B
A
1
5
,
 
F
B
A
1
6
で

始
ま

る
科

目
、

G
A
1
5
で

始
ま

る
科

目
は

6
〜 1
5

F
G
2
4
,
 
F
G
2
5

で
始
ま
る
授

業
科
目

1
6

F
G
,
F
F
2
〜

F
F
5
,
G
B
2
〜

G
B
4
で
始
ま
る

授
業
科
目

　 F
A
0
0
で

始
ま
る

授
業
科
目

自 由 科 目

選 択 科 目

選 択 科 目

単 位 数

6
．
留
学
生
及
び
外
国
に
お
い
て
中
等
教
育
を
受
け
た
学
生
は
、
「
第
１
外
国
語
（
英
語
）
」
の
一
部
も
し
く
は
す
べ
て
を
「
日
本
語
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

専
門

科
目

又
は

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
履

修

　
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。

8
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
専

門
科

目
の

「
卒

業
研

究
Ａ

・
Ｂ

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

（
秋

学
期

入
学

者
を

除
く

）

　
に

係
る

場
合

は
、

特
別

卒
業

研
究

Ａ
、

特
別

卒
業

研
究

Ｂ
及

び
学

類
長

が
指

定
す

る
科

目
の

履
修

に
よ

り
修

得
す

る
も

の
と

す
る

。

 
 
基

礎
科

目
関

連
科

目
選

択
科

目
に

含
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
　

　
　

 
及

び
「

第
１

外
国

語
」

と
「

情
報

」
を

含
み

、
9
5
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
と

す
る

。

(
注

)
 
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

　
　

 
２

．
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

　
　

 
３

．
各

授
業

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

、
授

業
科

目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
プ

を
表

す
。

 
 
 
 
 
４

．
卒

業
研

究
Ａ

と
し

て
修

得
す

べ
き

単
位

数
は

卒
業

研
究

ａ
、

卒
業

研
究

Ｂ
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
卒

業
研

究
ｂ

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

　
　

 
　

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

一
学

期
に

お
い

て
卒

業
研

究
Ａ

及
び

卒
業

研
究

ｂ
又

は
卒

業
研

究
Ｂ

及
び

卒
業

研
究

ａ
を

履
修

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｃ

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｄ

2 1

工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ａ

工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ｂ

2 2

知
的
・
機
能
工
学
シ
ス
テ
ム
実
験

（
工
学
シ
ス
テ
ム
学
類
）

コ ー ス

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  

門
　

  
  

科
　

  
  

目
専

  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  

 礎
　

  
  

 科
　

  
  

 目
計

合 　 　 計

共
  

通
  

科
  

目
関

　
  

 連
　

  
 科

　
  

 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

単 位 数

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
，

学
問

 へ
の

誘
い

を
 除

く
）

知 的 工 学 シ ス テ ム 主 専 攻

0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
〜
4
9
 

0
 

3
2
 

0
 

 
 
 
 
 
 
 
1
〜
1
0
 

0
 

0
 

0
 

1
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
〜
1
5
 

卒
業
研
究
Ａ

卒
業
研
究
Ｂ

4 4

工
学
者
の
た
め
の
倫
理

1

専
門
英
語
Ａ

専
門
英
語
Ｂ

専
門
英
語
演
習

1 1 1
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数
学
リ
テ
ラ
シ
－
１

1

数
学
リ
テ
ラ
シ
－
２

1

線
形
代
数
１

1

線
形
代
数
２

1

線
形
代
数
３

1
体
育

3
体

育
0
〜

1

微
積
分
１

1

微
積
分
２

1

微
積
分
３

1
情

報
4

芸
術

0
～

1

力
学
１

1
国
語

0
～

1

力
学
２

1

力
学
３

1
 

電
磁
気
学
１

1

電
磁
気
学
２

1

電
磁
気
学
３

1

工
学
シ
ス
テ
ム
概
論

1

工
学
シ
ス
テ
ム
原
論

1

線
形
代
数
総
論
Ａ

1

線
形
代
数
総
論
Ｂ

2

解
析
学
総
論

1

常
微
分
方
程
式

2

力
学
総
論

1

電
磁
気
学
総
論

1

材
料
力
学
基
礎

1

熱
力
学
基
礎

1

流
体
力
学
基
礎

1

複
素
解
析

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ａ

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｂ

1

単
位

合
計

2
5

7
0
 

5
6
 

0
 

1
2
6
 

6
〜 1
5

特
設
自
由
科

目教
職

に
関

す
る

科
目

博
物

館
に

関
す

る
科

目

F
G
,
F
F
2
〜

F
F
5
,
G
B
2
〜

G
B
4
で
始
ま
る

授
業
科
目

　 F
A
0
0
で

始
ま
る

授
業
科
目

機 能 工 学 シ ス テ ム 主 専 攻

工
学
者
の
た
め
の
倫
理

専
門
英
語
Ａ

専
門
英
語
Ｂ

専
門
英
語
演
習

1 1 1

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｃ

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｄ

6
知
的
・
機
能
工
学
シ
ス
テ
ム
実
験

2 2
工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ａ

工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ｂ

2 1

F
G

1
1
, 

F
G

3
1

で
始
ま
る
科

目
（
設
計
・

シ
ス
テ
ム

系
）

6

卒
業
研
究
Ａ

卒
業
研
究
Ｂ

4 4

2

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
，

学
問

 へ
の

誘
い

）

4
第

1
外

国
語

（
英

語
）

　
　

 
　

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

一
学

期
に

お
い

て
卒

業
研

究
Ａ

及
び

卒
業

研
究

ｂ
又

は
卒

業
研

究
Ｂ

及
び

卒
業

研
究

ａ
を

履
修

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

8
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
専

門
科

目
の

「
卒

業
研

究
Ａ

・
Ｂ

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

（
秋

学
期

入
学

者
を

除
く

）

　
　

 
５

．
「

卒
業

研
究

Ａ
・

Ｂ
・

ａ
・

ｂ
」

の
履

修
条

件
は

、
「

工
学

者
の

た
め

の
倫

理
」

を
除

く
専

門
科

目
と

専
門

基
礎

科
目

の
必

修
科

目
の

す
べ

て
、

　
に

係
る

場
合

は
、

特
別

卒
業

研
究

Ａ
、

特
別

卒
業

研
究

Ｂ
及

び
学

類
長

が
指

定
す

る
科

目
の

履
修

に
よ

り
修

得
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

　
 
及

び
「

第
１

外
国

語
」

と
「

情
報

」
を

含
み

、
9
5
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
と

す
る

。

　
　

 
２

．
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

　
　

 
３

．
各

授
業

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

、
授

業
科

目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
プ

を
表

す
。

7
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

専
門

科
目

又
は

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
履

修

 
 
 
 
 
４

．
卒

業
研

究
Ａ

と
し

て
修

得
す

べ
き

単
位

数
は

卒
業

研
究

ａ
、

卒
業

研
究

Ｂ
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
卒

業
研

究
ｂ

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

　
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。

9
.
 
F
F
2
—
F
F
5
,
 
G
B
2
—
G
B
4
で

始
ま

る
科

目
、

お
よ

び
F
B
A
1
4
6
〜

 
F
B
A
1
4
9
,
 
F
B
A
1
5
,
 
F
B
A
1
6
で

始
ま

る
科

目
、

G
A
1
5
で

始
ま

る
科

目
は

 
 
基

礎
科

目
関

連
科

目
選

択
科

目
に

含
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
〜
1
5
 

 
 
 
 
 
0
 

(
注

)
 
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

6
．
留
学
生
及
び
外
国
に
お
い
て
中
等
教
育
を
受
け
た
学
生
は
、
「
第
１
外
国
語
（
英
語
）
」
の
一
部
も
し
く
は
す
べ
て
を
「
日
本
語
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
〜
4
9
 

0
 

3
2

 
 
 
 
 
0
 

 
 
 
 
0
 

1
3
 

 
 
 
 
 
 
 
1
〜
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
0
 

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

F
G

1
2
,F

G
3
2

で
始
ま
る
科

目
（
材
料
・

バ
イ
オ
系
）

1
〜 2

1

選 択 科 目

4
0
～
4
9

F
G
1
3
,
F
G
3
3
で

始
ま
る
科
目

（
実
務
系
）

1
〜 2

F
G
3
4
,
 
F
G
3
5

で
始
ま
る
授

業
科
目

1
6

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
，

学
問

 へ
の

誘
い

を
 除

く
）

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
)

（
工
学
シ
ス
テ
ム
学
類
）

コ ー ス

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  

門
　

  
  

科
　

  
  

目
専

  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  

 礎
　

  
  

 科
　

  
  

 目
計

合 　 　 計

共
  

通
  

科
  

目
関

　
  

 連
　

  
 科

　
  

 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数
6
〜 1
5

自 由 科 目

単 位 数

1
〜

3

0
～

4

他
学

群
又

は
他

学
類

の
授

業
科

目
（
注

9
）
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数
学
リ
テ
ラ
シ
－
１

1

数
学
リ
テ
ラ
シ
－
２

1

線
形
代
数
１

1

線
形
代
数
２

1

線
形
代
数
３

1
体
育

3
体

育
0
〜

1

微
積
分
１

1

微
積
分
２

1

微
積
分
３

1
情

報
4

芸
術

0
～

1

力
学
１

1
国
語

0
～

1

力
学
２

1

力
学
３

1

電
磁
気
学
１

1

電
磁
気
学
２

1

電
磁
気
学
３

1

工
学
シ
ス
テ
ム
概
論

1

工
学
シ
ス
テ
ム
原
論

1

線
形
代
数
総
論
Ａ

1

線
形
代
数
総
論
Ｂ

2

解
析
学
総
論

1

常
微
分
方
程
式

2

力
学
総
論

1

電
磁
気
学
総
論

1

材
料
力
学
基
礎

1

熱
力
学
基
礎

1

流
体
力
学
基
礎

1

複
素
解
析

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ａ

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｂ

1

単
位

合
計

2
5

7
0
 

5
6
 

0
 

1
2
6
 

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
・

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
，

学
問

 へ
の

誘
い

を
 除

く
）

1
〜

3

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
)

0
～

4

2

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
，

学
問

 へ
の

誘
い

）

4
第

1
外

国
語

（
英

語
）

他
学

群
又

は
他

学
類

の
授

業
科

目
（
注

9
）

博
物

館
に

関
す

る
科

目

工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ａ

工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ｂ

4 4
卒
業
研
究
Ａ

卒
業
研
究
Ｂ

4
0
～
4
9

工
学
者
の
た
め
の
倫
理

1 1 1

専
門
英
語
Ａ

専
門
英
語
Ｂ

専
門
英
語
演
習

3
数
値
計
算
法

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

（
工
学
シ
ス
テ
ム
学
類
）

コ ー ス

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  

門
　

  
  

科
　

  
  

目
専

  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  

 礎
　

  
  

 科
　

  
  

 目
計

合 　 　 計

共
  

通
  

科
  

目
関

　
  

 連
　

  
 科

　
  

 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

F
G

1
2
, 

F
G

4
2

で
始
ま
る
科

目
（
材
料
・

バ
イ
オ
系
）

6
〜 1
5

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

0
 

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

 
 
 
 
 
 
0
 

必 修 科 目

選 択 科 目

6
〜 1
5

特
設

自
由

科
目教

職
に

関
す

る
科

目

　
　

　
 
及

び
「

第
１

外
国

語
」

と
「

情
報

」
を

含
み

、
9
5
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
と

す
る

。
 
 
 
基

礎
科

目
関

連
科

目
選

択
科

目
に

含
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

　
　

 
２

．
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

　
　

 
３

．
各

授
業

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

、
授

業
科

目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
プ

を
表

す
。

 
 
 
 
 
４

．
卒

業
研

究
Ａ

と
し

て
修

得
す

べ
き

単
位

数
は

卒
業

研
究

ａ
、

卒
業

研
究

Ｂ
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
卒

業
研

究
ｂ

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

7
.
 
単

位
互

換
協

定
に

基
づ

き
、

他
大

学
に

お
い

て
履

修
し

た
授

業
科

目
及

び
修

得
単

位
は

、
専

門
科

目
又

は
専

門
基

礎
科

目
と

し
て

履
修

環 境 開 発 工 学 主 専 攻

F
G

1
1
, 

F
G

4
1

で
始
ま
る
科

目
（
設
計
・

シ
ス
テ
ム

系
）

1
～ 2

F
G

1
3
, 

F
G

4
3

で
始
ま
る
科

目
（
実
務

系
）

1
～ 2

F
G

4
4
、

F
G

4
5

で
始
ま
る
授

業
科
目

2
3

1
～ 2

1

F
G
、
F
F
2
〜

F
F
5
,
G
B
2
〜

G
B
4
で
始
ま
る

授
業
科
目

F
H
,
 
Y
A
,
 
Y
B

で
始
ま
る
建

築
士
試
験
受

験
資
格
の
指

定
科
目
に
対

応
す
る
科
目

F
A
0
0
で
始
ま

る
授
業
科
目

3 3
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
メ

カ
ニ

ク
ス

専
門

実
験

エ
ネ

ル
ギ

ー
・

メ
カ

ニ
ク

ス
応

用
実

験

2 2

9
.
 
F
F
2
—
F
F
5
,
 
G
B
2
—
G
B
4
で

始
ま

る
科

目
、

お
よ

び
F
B
A
1
4
6
〜

 
F
B
A
1
4
9
,
 
F
B
A
1
5
,
 
F
B
A
1
6
で

始
ま

る
科

目
、

G
A
1
5
で

始
ま

る
科

目
は

 
　

に
係

る
場

合
は

、
特

別
卒

業
研

究
Ａ

、
特

別
卒

業
研

究
Ｂ

及
び

学
類

長
が

指
定

す
る

科
目

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

も
の

と
す

る
。

単 位 数

 
 
 
 
 
6
〜
1
5
 

6
．
留
学
生
及
び
外
国
に
お
い
て
中
等
教
育
を
受
け
た
学
生
は
、
「
第
１
外
国
語
（
英
語
）
」
の
一
部
も
し
く
は
す
べ
て
を
「
日
本
語
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
〜
4
9
 

 
 
 
 
0
 

3
2

 
 
 
 
0
 

 
 
 
 
0
 

1
3
 

(
注

)
 
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

 
 
 
 
 
 
 
1
〜
1
0
 
 
 
 
 
 
 
0
 

　
　

 
　

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

一
学

期
に

お
い

て
卒

業
研

究
Ａ

及
び

卒
業

研
究

ｂ
又

は
卒

業
研

究
Ｂ

及
び

卒
業

研
究

ａ
を

履
修

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

　
 
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

 
５

．
「

卒
業

研
究

Ａ
・

Ｂ
・

ａ
・

ｂ
」

の
履

修
条

件
は

、
「

工
学

者
の

た
め

の
倫

理
」

を
除

く
専

門
科

目
と

専
門

基
礎

科
目

の
必

修
科

目
の

す
べ

て
、

8
.
 
こ

の
表

に
掲

げ
る

専
門

科
目

の
「

卒
業

研
究

Ａ
・

Ｂ
」

と
し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

（
秋

学
期

入
学

者
を

除
く

）
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数
学
リ
テ
ラ
シ
－
１

1

数
学
リ
テ
ラ
シ
－
２

1

線
形
代
数
１

1

線
形
代
数
２

1

線
形
代
数
３

1
体
育

3
体

育
0
〜

1

微
積
分
１

1

微
積
分
２

1

微
積
分
３

1
情

報
4

芸
術

0
～

1

力
学
１

1
国
語

0
～

1

力
学
２

1

力
学
３

1

電
磁
気
学
１

1

電
磁
気
学
２

1

電
磁
気
学
３

1

工
学
シ
ス
テ
ム
概
論

1

工
学
シ
ス
テ
ム
原
論

1

線
形
代
数
総
論
Ａ

1

線
形
代
数
総
論
Ｂ

2

解
析
学
総
論

1

常
微
分
方
程
式

2

力
学
総
論

1

電
磁
気
学
総
論

1

材
料
力
学
基
礎

1

熱
力
学
基
礎

1

流
体
力
学
基
礎

1

複
素
解
析

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ａ

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
序
論
Ｂ

1

単
位

合
計

2
5

7
0
 

5
6
 

0
 

1
2
6
 

6
〜 1
5

特
設

自
由

科
目教

職
に

関
す

る
科

目

博
物

館
に

関
す

る
科

目

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
，

学
問

 へ
の

誘
い

を
 除

く
）

1
〜

3

第
2
外

国
語

(初
修

外
国

語
)

0
～

4

2

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ

ｭ
ﾏ

ﾝ
･

 ｾ
ﾐﾅ

ｰ
, 

学
問

 へ
の

誘
い

）

4
第

1
外

国
語

（
英

語
）

他
学

群
又

は
他

学
類

の
授

業
科

目
（
注

9
)

4
0
～
4
9

4 4
卒
業
研
究
Ａ

卒
業
研
究
Ｂ

3 3
エ

ネ
ル

ギ
ー

・
メ

カ
ニ

ク
ス

専
門

実
験

エ
ネ

ル
ギ

ー
・

メ
カ

ニ
ク

ス
応

用
実

験

2 2
工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ａ

工
学
シ
ス
テ
ム
基
礎
実
験
Ｂ

1 1 1

1
～ 2

3
数
値
計
算
法

　
　

 
　

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
同

一
学

期
に

お
い

て
卒

業
研

究
Ａ

及
び

卒
業

研
究

ｂ
又

は
卒

業
研

究
Ｂ

及
び

卒
業

研
究

ａ
を

履
修

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

　
す

べ
き

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

と
し

て
区

分
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

 
５

．
「

卒
業

研
究

Ａ
・

Ｂ
・

ａ
・

ｂ
」

の
履

修
条

件
は

、
「

工
学

者
の

た
め

の
倫

理
」

を
除

く
専

門
科

目
と

専
門

基
礎

科
目

の
必

修
科

目
の

す
べ

て
、

8
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
専

門
科

目
の

「
卒

業
研

究
Ａ

・
Ｂ

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
、

早
期

卒
業

（
秋

学
期

入
学

者
を

除
く

）

　
　

　
 
及

び
「

第
１

外
国

語
」

と
「

情
報

」
を

含
み

、
9
5
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
と

す
る

。

　
に

係
る

場
合

は
、

特
別

卒
業

研
究

Ａ
、

特
別

卒
業

研
究

Ｂ
及

び
学

類
長

が
指

定
す

る
科

目
の

履
修

に
よ

り
修

得
す

る
も

の
と

す
る

。

　
　

 
２

．
同

一
の

授
業

科
目

を
重

複
し

て
、

他
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

他
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

　
　

 
３

．
各

授
業

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

、
授

業
科

目
番

号
で

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
授

業
科

目
の

グ
ル

ー
プ

を
表

す
。

 
 
 
 
 
４

．
卒

業
研

究
Ａ

と
し

て
修

得
す

べ
き

単
位

数
は

卒
業

研
究

ａ
、

卒
業

研
究

Ｂ
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
数

は
卒

業
研

究
ｂ

の
履

修
に

よ
り

修
得

す
る

7
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

専
門

科
目

又
は

専
門

基
礎

科
目

と
し

て
履

修

9
.
 
F
F
2
—
F
F
5
,
 
G
B
2
—
G
B
4
で

始
ま

る
科

目
、

お
よ

び
F
B
A
1
4
6
〜

 
F
B
A
1
4
9
,
 
F
B
A
1
5
,
 
F
B
A
1
6
で

始
ま

る
科

目
、

G
A
1
5
で

始
ま

る
科

目
は

 
 
基

礎
科

目
関

連
科

目
選

択
科

目
に

含
め

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

(
注

)
 
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

6
．
留
学
生
及
び
外
国
に
お
い
て
中
等
教
育
を
受
け
た
学
生
は
、
「
第
１
外
国
語
（
英
語
）
」
の
一
部
も
し
く
は
す
べ
て
を
「
日
本
語
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
0
〜
4
9
 

 
 
 
 
0
 

3
2

 
 
 
 
0
 

 
 
 
 
0
 

1
3
 

6
 
〜
1
5
 

F
G
、
F
F
2
〜

F
F
5
、
G
B
2
〜

G
B
4
で
始
ま
る

授
業
科
目

F
A
0
0
で
始
ま

る
授
業
科
目

 
 
 
 
 
 
 
1
〜
1
0
 

0
 

 
 
 
 
0
 

0
 

2
3

F
G

5
4
、

F
G

5
5

で
始
ま
る
授

業
科
目

（
工
学
シ
ス
テ
ム
学
類
）

コ ー ス

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  

門
　

  
  

科
　

  
  

目
専

  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  

 礎
　

  
  

 科
　

  
  

 目
計

合 　 　 計

共
  

通
  

科
  

目
関

　
  

 連
　

  
 科

　
  

 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

エ ネ ル ギ ー 工 学 主 専 攻

6
〜 1
5

F
G

1
1
, 

F
G

5
1

で
始
ま
る
科

目
（
設
計
・

シ
ス
テ
ム

系
）

1
～ 2

F
G

1
3
, 

F
G

5
3

で
始
ま
る
科

目
（
実
務

系
）

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

専
門
英
語
Ａ

専
門
英
語
Ｂ

専
門
英
語
演
習

F
G

1
2
, 

F
G

5
2

で
始
ま
る
科

目
（
材
料
・

バ
イ
オ
系
）

1
～ 2

工
学
者
の
た
め
の
倫
理

1

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

選 択 科 目

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目
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単
位
合
計

8
29

95
12

4

(注
）

６
．
単

位
互

換
協

定
に
基

づ
き
、
他
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
及
び
修
得
単
位
は
、
専
門
科
目
又
は
専
門
基
礎
科
目
と
し
て
履
修
す
べ
き

授
業
科
目
及
び
修
得
単
位
と
し
て
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

７
．
こ
の
表

に
掲

げ
る
専

門
科

目
の
「
卒
業
研
究
Ａ
・
Ｂ
」
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
は
、
早
期
卒
業
に
係
る
場
合
は
、
早
期
卒
業
研
究
（

4単
位
）
及

び
学
類
長
が
指
定
す
る
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

８
．
編

入
学

・
転

入
学

ま
た
は
転

学
類
（
群
）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
他
大
学
・
他
学
群
又
は
他
学
類
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
の
う
ち

14
単
位

を
限

度
と
し
て
、
社

会
工

学
類

長
が
指
定
す
る
授
業
科
目
を
、
専
門
科
目
の
選
択
科
目
の
履
修
と
み
な
し
て
単
位
認
定
を
す
る
。

社
会
と
最
適
化

都
市

計
画

入
門

都
市

数
理

11
～ 16

95
12

4
29

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー

,学
問

へ
の
誘
い
）

2
総
合
科
目
（
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー

,学
問

へ
の
誘
い
を
除

く
）

0～
4

外
国
語

6～
20

経
済
学
の
数
理

体
育

3

１
．
こ
の
表
に
掲
げ
る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

５
．
留

学
生

及
び

外
国

に
お

い
て
中
等
教
育
を
受
け
た
学
生
は
、
「
外
国
語
」
を
日
本
語

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

社
会

工
学

英
語

2

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

入
門

3
4

芸
術

(共
)線

形
代

数
1

上
記

以
外

の
FH

2,
 F

H
3,

 F
H

4
FA

00
で
始

ま
る
理

工
学

群
共

通
科

目
0～

３
．
各
科
目
欄
に
掲
げ
る
記
号

及
び

番
号

は
、
科

目
番

号
指

定
表

に
基

づ
く
授

業
科

目
番

号
で
、
当

該
記

号
及

び
番

号
で
始

ま
る
授

業
科

目
の
グ
ル
ー
プ
を
表
す
。

４
．
「
総
合
科
目
」

,「
体
育
」

,「
外

国
語

」
,「
情

報
」

,「
芸

術
」
及

び
「
国

語
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
授

業
科

目
と
し
て
開

設
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
か
ら

履
修
す
る
。

２
．
同
一
の
授
業
科
目
を
重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
又

は
同

一
の
科

目
欄

の
他

の
授
業

科
目

と
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。

(共
)微

積
分

1

(共
)微

積
分

2

52
～

77
8

11
～

16
13

1～
71～

3
(共

)数
学
リ
テ
ラ
シ
ー

2

外
国

語
(英

語
)

国
語

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

社
会

工
学

演
習

3

自 由 科 目

単 位 数

(共
)数

学
リ
テ
ラ
シ
ー

1

（
社

会
工
学
類
）

主 専 攻 分 野

卒
　
業
　
に
　
必
　
要
　
な
　
履
　
修
　
科
　
目
　
及
　
び
　
修
　
得
　
単
　
位
　
数

専
門

科
目

専
門

基
礎

科
目

基
礎

科
目

計
合 　 　 計

共
通

科
目

関
連

科
目

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

必 修 科 目

社 会 経 済 シ ス テ ム

卒
業
研
究
Ａ

4
FH

24
、

FH
26

、
FH

27

卒
業
研
究
Ｂ

4
FH

32
、

FH
33

、
FH

34
8～

FH
46

、
FH

47
、

FH
48

16
～

　
専
門
基
礎
科
目

　
の
必
修
科
目
及

　
び
選
択
科
目
の

　
修
得
単
位

14
単

　
位
以
上
を
含
み
、

　
総
修
得
単
位
数

　
が

84
単
位
以
上

　
で
あ
る
こ
と
。

(履
修
要
件

)

（
演

習
を

2単
位

以
上

含
む

こ
と
）

単 位 数 0～
4

経
済
学
の
実
証

会
計
と
経
営

A
,B

,C
で
始

ま
る
科
目

2～

E,
F(

FA
0,

 F
H

を
除
く
）
,G

,H
で
始

ま
る
科

目

2～

6～

教
職
に
関
す
る

科
目
及
び
博

物
館
に
関
す
る

科
目
，
自
由
科

目
（
特
設
）

(共
)線

形
代

数
3

(共
)微

積
分

3

(社
工

)統
計

学

情
報

4
(共

)線
形

代
数

2
体
育

単 位 数

単 位 数
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単
位
合
計

10
31

93
12

4

(注
）

１
．
こ
の
表
に
掲
げ
る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

５
．
留

学
生

及
び

外
国

に
お

い
て
中
等
教
育
を
受
け
た
学
生
は
、
「
外
国
語
」
を
日
本
語

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
．
単

位
互

換
協

定
に
基

づ
き
、
他
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
及
び
修
得
単
位
は
、
専
門
科
目
又
は
専
門
基
礎
科
目
と
し
て
履
修
す
べ
き

授
業
科
目
及
び
修
得
単
位
と
し
て
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

７
．
こ
の
表

に
掲

げ
る
専

門
科

目
の
「
卒
業
研
究
Ａ
・
Ｂ
」
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
は
、
早
期
卒
業
に
係
る
場
合
は
、
早
期
卒
業
研
究
（

4単
位
）
及

び
学
類
長
が
指
定
す
る
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

８
．
編

入
学

・
転

入
学

ま
た
は
転

学
類
（
群
）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
他
大
学
・
他
学
群
又
は
他
学
類
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
の
う
ち

14
単
位

を
限

度
と
し
て
、
社

会
工

学
類

長
が
指
定
す
る
授
業
科
目
を
、
専
門
科
目
の
選
択
科
目
の
履
修
と
み
な
し
て
単
位
認
定
を
す
る
。

４
．
「
総
合
科
目
」

,「
体
育
」
,「
外

国
語

」
,「
情

報
」

,「
芸

術
」
及

び
「
国

語
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
授

業
科

目
と
し
て
開

設
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
か
ら

履
修
す
る
。

情
報

4

(共
)数

学
リ
テ
ラ
シ
ー

1

２
．
同
一
の
授
業
科
目
を
重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
又

は
同

一
の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科
目

と
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。

３
．
各
科
目
欄
に
掲
げ
る
記

号
及

び
番

号
は
、
科

目
番

号
指

定
表

に
基

づ
く
授

業
科

目
番

号
で
、
当

該
記

号
及

び
番

号
で
始

ま
る
授

業
科

目
の
グ
ル
ー
プ
を
表
す
。

13
1～

7
6～

20

経
済
学
の
数
理

50
～

75
8

11
～

16

会
計
と
経
営

社
会
と
最
適
化

93
12

4

（
演

習
を

2単
位

以
上

含
む

こ
と
）

(共
)数

学
リ
テ
ラ
シ
ー

2
FH

24
、

FH
26

、
FH

27

31
総

合
科

目
（
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー

,学
問

へ
の
誘
い
）

2
総
合
科
目
（
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー

,学
問

へ
の
誘
い
を
除

く
）

1～
3

(共
)線

形
代

数
1

体
育

経 営 工 学

問
題
発
見
と
解
決

2
FH

32
、

FH
33

、
FH

34
16
～

卒
業
研
究
Ａ

4
8～

卒
業
研
究
Ｂ

4
FH

46
、

FH
47

、
FH

48

必 修 科 目

単 位 数

外
国

語
(英

語
)

4
上

記
以

外
の

FH
2,

 F
H

3,
 F

H
4

FA
00

で
始

ま
る
理

工
学

群
共

通
科

目
0～

社
会

工
学

英
語

2

社
会

工
学

演
習

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

　
専
門
基
礎
科
目

　
の
必
修
科
目
及

　
び
選
択
科
目
の

　
修
得
単
位

14
単

　
位
以
上
を
含
み
、

　
総
修
得
単
位
数

　
が

84
単
位
以
上

　
で
あ
る
こ
と
。

(履
修
要
件

)

経
済
学
の
実
証

(共
)微

積
分

2

(共
)微

積
分

3
11
～ 16

都
市

計
画

入
門

都
市

数
理

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

3

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

入
門

3

(社
工

)統
計

学

体
育

3

0～
4

外
国
語

芸
術

国
語

(共
)線

形
代

数
2

(共
)微

積
分

1

(共
)線

形
代

数
3

（
社

会
工
学
類
）

主 専 攻 分 野

卒
　
業
　
に
　
必
　
要
　
な
　
履
　
修
　
科
　
目
　
及
　
び
　
修
　
得
　
単
　
位
　
数

専
門

科
目

専
門

基
礎

科
目

基
礎

科
目

計
合 　 　 計

共
通

科
目

関
連

科
目

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

A
,B

,C
で
始

ま
る
科
目

2～

6～

E,
F(

FA
0,

 F
H

を
除
く
）
,G

,H
で
始

ま
る
科

目

2～

教
職
に
関
す
る

科
目
及
び
博

物
館
に
関
す
る

科
目
，
自
由
科

目
（
特
設
）

0～
4
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単
位
合
計

15
36

88
12

4

(注
）

６
．
単

位
互

換
協

定
に
基

づ
き
、
他

大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
及
び
修
得
単
位
は
、
専
門
科
目
又
は
専
門
基
礎
科
目
と
し
て
履
修
す
べ
き

授
業
科
目
及
び
修
得
単
位
と
し
て
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。

７
．
こ
の
表

に
掲

げ
る
専

門
科

目
の
「
卒
業
研
究
Ａ
・
Ｂ
」
と
し
て
修
得
す
べ
き
単
位
数
は
、
早
期
卒
業
に
係
る
場
合
は
、
早
期
卒
業
研
究
（

4単
位
）
及

び
学
類
長
が
指
定
す
る
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。

８
．
編

入
学

・
転

入
学

ま
た
は
転

学
類
（
群
）
を
許
可
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
他
大
学
・
他
学
群
又
は
他
学
類
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
の
う
ち

14
単
位

を
限

度
と
し
て
、
社

会
工

学
類

長
が
指
定
す
る
授
業
科
目
を
、
専
門
科
目
の
選
択
科
目
の
履
修
と
み
な
し
て
単
位
認
定
を
す
る
。

2

芸
術

0～
4

国
語

45
～

70
 

8
11
～

16
13

(社
工

)統
計

学

経
済
学
の
数
理

２
．
同
一
の
授
業
科
目
を
重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
又
は
同
一
の
科
目
欄
の
他
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

1～
7

6～
20

(共
)微

積
分

2

(共
)線

形
代

数
2

体
育

3

11
～ 16

経
済
学
の
実
証

会
計
と
経
営

社
会
と
最
適
化

都
市

計
画

入
門

都
市

数
理

(共
)微

積
分

3

(共
)数

学
リ
テ
ラ
シ
ー

1

(共
)微

積
分

1

12
4

（
演

習
を

7単
位

以
上

含
む

こ
と
）

(共
)数

学
リ
テ
ラ
シ
ー

2

3

FH
24

、
FH

26
、

FH
27

36
88

総
合
科
目
（
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー

,学
問

へ
の
誘
い
を
除

く
）

1～
3

FH
32

、
FH

33
、

FH
34

(共
)線

形
代

数
1

外
国

語
(英

語
)

(共
)線

形
代

数
3

都 市 計 画

FH
46

、
FH

47
、

FH
48

16
～

都
市
計
画
情
報
演
習

8～
4

卒
業
研
究
Ａ

4

上
記

以
外

の
FH

2,
 F

H
3,

 F
H

4
FA

00
で
始

ま
る
理

工
学

群
共

通
科

目
0～

　
専
門
基
礎
科
目

　
の
必
修
科
目
及

　
び
選
択
科
目
の

　
修
得
単
位

14
単

　
位
以
上
を
含
み
、

　
総
修
得
単
位
数

　
が

84
単
位
以
上

　
で
あ
る
こ
と
。

卒
業
研
究
Ｂ

4

都
市
計
画
演
習

(履
修
要
件

)

（
社

会
工
学
類
）

主 専 攻 分 野

卒
　
業
　
に
　
必
　
要
　
な
　
履
　
修
　
科
　
目
　
及
　
び
　
修
　
得
　
単
　
位
　
数

専
門

科
目

専
門

基
礎

科
目

基
礎

科
目

計
合 　 　 計

共
通

科
目

関
連

科
目

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

必 修 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

教
職
に
関
す
る

科
目
及
び
博

物
館
に
関
す
る

科
目
，
自
由
科

目
（
特
設
）

0～
4

自 由 科 目

4

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・

セ
ミ
ナ
ー

,学
問

へ
の
誘
い
）

情
報

4
体
育

外
国
語

３
．
各
科
目
欄
に
掲
げ
る
記

号
及

び
番

号
は
、
科

目
番

号
指

定
表

に
基

づ
く
授

業
科

目
番

号
で
、
当

該
記

号
及

び
番

号
で
始

ま
る
授

業
科

目
の
グ
ル
ー
プ
を
表
す
。

４
．
「
総
合
科
目
」

,「
体
育

」
,「
外

国
語

」
,「
情

報
」

,「
芸

術
」
及

び
「
国

語
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
授

業
科

目
と
し
て
開

設
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
か
ら

履
修
す
る
。

５
．
留

学
生

及
び

外
国

に
お

い
て
中

等
教
育
を
受
け
た
学
生
は
、
「
外
国
語
」
を
日
本
語
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
．
こ
の
表
に
掲
げ
る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

社
会

工
学

演
習

3

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

入
門

3

社
会

工
学

英
語

2

A
,B

,C
で
始

ま
る
科
目

2～

6～

E,
F(

FA
0,

 F
H

を
除
く
）
,G

,H
で
始

ま
る
科

目

2～
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Re
qu

ire
d

Number of
Credits

Number of
Credits

Free
Electives

Number of
Credits Re

qu
ire

d 

Number of
Credits
Core

Electives

Number of
Credits

Free
Electives

Number of
Credits

Re
qu

ire
d

Number of
Credits Co

re
 E

le
ct

iv
es

Free
Electives

Number of
Credits

Required
Core

Electives
Free

Electives

En
gi

ne
er

in
g 

Et
hi

cs
1

1
－

0
Li

ne
ar

 A
lg

eb
ra

 I
3

－
0

－
0

M
ul

tid
isc

ip
lin

ar
y

Su
bj

ec
ts 

I (
in

c.
Fr

es
hm

an
 S

em
in

ar
)

2
M

ul
tid

isc
ip

lin
ar

y 
Su

bj
ec

ts
I (

ex
c.

 F
re

sh
m

an
 S

em
in

ar
),

II,
 &

 II
I

0
～

5
－

0

In
tro

du
ct

io
n 

to
 In

te
rd

isc
ip

lin
ar

y 
En

gi
ne

er
in

g 
I

1
1

Li
ne

ar
 A

lg
eb

ra
 II

3
M

ul
tid

isc
ip

lin
ar

y
Su

bj
ec

ts 
II

5
Ph

ys
ic

al
 E

du
ca

tio
n

0
～

1

In
tro

du
ct

io
n 

to
 In

te
rd

isc
ip

lin
ar

y 
En

gi
ne

er
in

g 
I

1
1

Ca
lc

ul
us

 I
4

M
ul

tid
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別
表

第
２

　
（
第

４
条

第
２

項
関

係
）

(応
用

理
工

学
類

)

 
  

 
  

 

応
用

理
工

物
理

学
実

験
3

2

 
応

用
理

工
化

学
実

験
3

 

 
 

 

 
 

2
4

 
4

応
用

理
工

学
概

論

数
学

リ
テ

ラ
シ

ー
1
,2

微
積

分
1
,2

,3

線
形

代
数

1
,2

,3

力
学

1
,2

,3

電
磁

気
学

1
,2

,3

化
学

1
,2

,3

熱
力

学

解
析

学
A

, 
B

, 
C

線
形

代
数

A
, 

B

力
学

A

電
磁

気
学

A
, 

B
, 

C

化
学

A
, 

B

　
　

（
注

）
こ

の
表

に
掲

げ
る
単
位
数
は
、
主
専
攻
分
野
の
選
択
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

選 択 科 目

主 専 攻 分 野

主
　

専
　

攻
　

分
　

野
　

の
　

選
　

択
　

条
　

件
　

と
　

し
　

て
　

履
　

修
　

す
　

べ
　

き
　

指
　

定
　

科
　

目
　

及
　

び
　

単
　

位
　

数

専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

専
　

　
門

　
　

基
　

　
礎

　
　

科
　

　
目

基
　

　
　

　
　

　
礎

　
　

　
　

　
　

科
　

　
　

　
　

　
目

計

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

合 　 　 　 計

共
　

　
通

　
　

科
　

　
目

関
　

　
連

　
　

科
　

　
目

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

　 応 用 物 理 、 電 子 ･ 量 子 工 学 、 物 性 工 学 、 物 質 ・ 分 子 工 学

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ

ナ
ー

・
学

問
へ

の
い

ざ
な

い
）

以
下

の
科

目
の

う
ち

か
ら

2
4
単

位
以

上
修

得
す

る
こ

と
。

情
報
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知 的 工 学 シ ス テ ム 、 機 能 工 学 シ ス テ ム 、 環 境 開 発 工 学 、 エ ネ ル ギ ー 工 学

共
  
通

  
科

  
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

1
年
次
開
設
の
専
門
基
礎

科
目

の
必

修
単

位
5
単

位
以

上
と
他

学
群

・
他

学
類

の
単

位
3
単

位
以

上
，
お
よ
び
工

学
シ
ス
テ
ム
基

礎
実

験
A
を
含

む
，
合

計
1
0
単

位
以

上
を
修

得
し
て
い

る
こ
と
。

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

関
　

  
 連

　
  

 科
　

  
 目

選 択 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

（
工

学
シ

ス
テ

ム
学

類
）

主 専 攻 分 野

主
　

専
　

攻
　

分
　

野
　

の
　

選
　

択
　

条
　

件
　

と
　

し
　

て
　

履
　

修
　

す
　

べ
　

き
　

指
　

定
　

科
　

目
　

及
　

び
　

単
　

位
　

数

専
　

  
  
門

　
  
  
科

　
  
  
目

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  
 礎

　
  
  
 科

　
  
  
 目

単 位 数

単 位 数
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総
合
科
目
（
フ
レ
ッ
シ
ュ
マ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
，
学
問
へ
の
誘
い
）
を
含
み
2
4
単
位
以
上
を
修
得
し
て
い
る
こ
と
。

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

（
社
会
工
学
類
）
 

主 専 攻 分 野

主
　
専
　
攻
　
分
　
野
　
の
　
選
　
択
　
条
　
件
　
と
　
し
　
て
　
履
　
修
　
す
　
べ
　
き
　
指
　
定
　
科
　
目
　
及
　
び
　
単
　
位
　
数

専
 
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

基
 
 
 
 
 
礎
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

共
 
 
通
 
 
科
 
 
目

関
 
 
連
 
 
科
 
 
目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

社 会 経 済 シ ス テ ム ・ 経 営 工 学 ・ 都 市 計 画
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（６）情報学群履修細則

平 成１９ 年４月 １ 日

情報学群部局細則第３号

改正 平成２０年情報学群部局細則第１号

平成２０年情報学群部局細則第２号

平成２２年情報学群部局細則第１号

平成２３年情報学群部局細則第１号

平成２４年情報学群部局細則第１号

平成２５年情報学群部局細則第１号

平成２５年情報学群部局細則第２号

平成２６年情報学群部局細則第１号

平成２６年情報学群部局細則第２号

平成２８年情報学群部局細則第１号

平成２８年情報学群部局細則第２号

平成２８年情報学群部局細則第３号

平成２９年情報学群部局細則第１号

平成３１年情報学群部局細則第 号

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）第１条の２第

１項、第２５条、第２５条の２第２項、第２８条、第３１条、第３３条第１項、第３５条第３項、第３９条及び第４０

条の規定に基づき、情報学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的（次条において「人材養成目的」

という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要な事項を定めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 学群学則第１条の２第１項の規定に基づき、情報学群では、知識と情報の記録、蓄積、共有、加工、利用とい

った諸活動にかかわる様々な情報技術やその原理となる科学を理解し、それらを使いこなす「 世紀の創造を担う人材」

を養成する。また、科学的、技術的な側面だけでなく、人間の知的行動や社会的・文化的基盤についても十分な知見を身

につけることを目指す。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。

学 類 人材養成目的

情 報 科 学 類 現代社会の原動力である情報を生成・伝達・変換・活用するための工学的な技術やその

原理となる数理や自然科学を理解し、それを実社会における様々な問題に適用して解決

する実践力を備え、グローバルな視点に立って情報技術の発展を主体的に担うことがで

きる人材を養成する。

情報メディア創成学類 これからのネットワーク情報社会を発展させるために不可欠な基盤的技術分野や、 ・

映像・音楽などの多種多様な情報をコンテンツとして扱い流通させる分野などにおい

て、革新的技術や科学的理論を創造的に生み出すことができる技術者、研究者を養成す

る。

知識情報・図書館学類 知識や情報を活用する能力を育み、関連する社会制度と技術の専門教育を行う。これら

の教育を通じて、知識資源の形成、加工、流通、利用の発展に寄与する専門家と人間、

社会、技術にわたる総合的視野や問題解決能力を持った職業人を育成する。
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（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

情 報 科 学 類 ソフトウェアサイエンス、情報システム、知能情報メディア

情報メディア創成学類 情報メディア創成

知識情報・図書館学類 知識科学、知識情報システム、情報資源経営

（履修方法）

第３条 学群学則第３９条第１項の部局細則で定める情報学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」

及び「基礎科目」ごとの卒業に必要な履修科目及び履修単位数は、別表第 のとおりとする。

（主専攻分野の選択条件）

第４条 学群長は、学生の主専攻分野について、学生の希望を勘案し、入学した年次終了時以降に選考を行い、学類教育

会議及び学群運営委員会の議を経て決定する。

（履修科目の登録の上限）

第５条 学群学則第３３条第１項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、４５単位とする。ただし、編入学を許可

された者の履修科目の登録の上限は、入学した年に限り５５単位とする。これらの場合において、「教職に関する科目」

は、この単位数に含めない。

２ 学群学則第３３条第２項の部局細則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場合の要件及び単位

数は、次の表のとおりとする。

学 類 要 件 単位数

情 報 科 学 類 前年度において卒業の要件として必要な単位を４０単位以上

修得し、その６０％以上が「Ａ＋」又は「Ａ」である者

学類長が特別な事情があると認めた者

５５単位

情報メディア創成学類 前年度において卒業の要件として必要な単位を４０単位以上

修得し、履修申請を行った全科目の単位数（ただし教職に関する

科目は除く）の６０％以上が「Ａ＋」又は「Ａ」である者

学類長が特別な事情があると認めた者

５５単位

知識情報・図書館学類 前年度において卒業の要件として必要な単位を４０単位以上

修得し、その７０％以上が「Ａ＋」又は「Ａ」である者

学類長が特別な事情があると認めた者

５５単位

（成績の評価）

第６条 学群学則第３５条第３項の部局細則で定める合格及び不合格の評語を用いることができる授業科目は、「フレッ

シュマン・セミナー」及び「グローバルチャレンジ演習」とする。

２ 学群のＧＰＡ制度における学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除かれる科目は、次の表のとおりとする。
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学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象除外科目

情 報 科 学 類 基礎科目 関連科目

情報メディア創成学類 基礎科目 関連科目

知識情報・図書館学類 なし

（早期卒業）

第７条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び基準は、次の表のとおりとする。

学 類 対 象 者 基 準

情 報 科 学 類 ２年次終了時において卒業の要件として必要な単位を

８５単位以上修得し、かつ、成績が上位１０％以内に

ある者について、卒業の見込み等を総合的に勘案して

判断する。

３年以上在学し、卒業要件と

して定められた所定単位を修

得した者

情報メディア創成学類 ２年次終了時において卒業の要件として必要な単位を

８５単位以上修得し、その９０％以上が「Ａ＋」又は

「Ａ」である者について、卒業の見込み等を総合的に

勘案して判断する。

３年以上在学し、卒業要件と

して定められた所定単位を修

得すること。

知識情報・図書館学類 ２年次終了時において以下の条件をすべて満たす者

（１）卒業要件として必要な単位を８５単位以上修得

していること

（２）累積ＧＰＡが３ ７０以上であること

（３）ＴＯＥＦＬの得点が７９点以上（ｉＢＴ）、もし

くは５５０点以上（筑波大学で実施したＴＯＥＦＬ Ｉ

ＴＰ）であること

卒業研究の内容が優秀である

と認められた者

（雑則）

第８条 この部局細則に定めるもののほか、主専攻分野の選択時期、卒業研究の選択及び提出時期その他学類における授

業科目の履修に関し必要な事項は、学類教育会議の議を経て、学類長が定め、学内に公示するものとする。

附 則

この部局細則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平２０．１．１６情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ 平成１９年度入学者にあっては、この部局細則による改正後の別表第１及び別表第２の規定にかかわらず、なお従前

の例による。

附 則（平２０．４．１情報学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。
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附 則（平２２．２．１８情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２３．２．１７情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２４．２．１５情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．１．１６情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２５．１１．１３情報学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２５年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 平成２４年度以前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２６．１．１５情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２６．１２．２４情報学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、改正前の筑波大学情報学群履修細則第２条の規定により、主専攻を情報経営・図書館とす

る者にあっては、改正後の筑波大学情報学群履修細則第２条の規定により、主専攻を情報資源経営とする者とする。

附 則（平２８．１．２７情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平２８．６．８情報学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２８年６月８日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、改正後の筑波大学情報学群履修

細則第６条第１項の規定を除き、なお従前の例による。

附 則（平２８．１２．６情報学群部局細則３号）

１ この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。
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附 則（平２９．１２．５情報学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。

附 則（平３１．１．１６情報学群部局細則 号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に情報学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例による。
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専
　

　
　

　
門

　
　

　
　

科
　

　
　

　
目

科
目

番
号

が
G

B
2
0
，

G
B

3
0
，

G
B

4
0
で

始
ま

る
科

目

「
E
, 

F
, 

G
,

H
で

始
ま

る
科

目
，

共
通

科
目

及
び

教
職

に
関

す
る

科
目

」
以

外
の

科
目 E
, 

F
, 

G
C

,
G

E
, 
H

で
始

ま
る

科
目

確
率

論
統

計
学

数
値

計
算

法
論

理
と

形
式

化
電

磁
気

学
論

理
シ

ス
テ

ム
論

理
シ

ス
テ

ム
実

験 C
o
m

p
u
te

r
S
ci

en
ce

 i
n

E
n
gl

is
h
 A

C
o
m

p
u
te

r
S
ci

en
ce

 i
n

E
n
gl

is
h
 B

1
0
．

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

の
中

か
ら

合
計

4
4
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
こ

と
。

た
だ

し
、

３
年

次
編

入
学

生
は

、
こ

の
条

件
を

満
た

さ
な

く
て

も
履

修
を

認
め

る
。

1
1
．

「
論

理
回

路
実

験
」
、

「
ソ

フ
ト
ウ

ェ
ア

サ
イ

エ
ン

ス
実

験
Ａ

・
Ｂ

」
を

修
得

し
、

か
つ

、
そ

れ
ら

を
含

め
て

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

の
中

か
ら

合
計

1
0
0
単

位
以

上
（
卒

業
に

必
要

な
単

位
の

う
ち

未
修

得
単

位
が

2
5

単
位

以
下

）
修

得
し

て
い

る
こ

と
。

1
2
．

「
論

理
回

路
実

験
」
、

「
情

報
シ

ス
テ

ム
実

験
Ａ

・
Ｂ

」
を

修
得

し
、

か
つ

、
そ

れ
ら

を
含

め
て

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

の
中

か
ら

合
計

1
0
0
単

位
以

上
　

（
卒

業
に

必
要

な
単

位
の

う
ち

未
修

得
単

位
が

2
5
単

位
以

下
）
修

得
し

て
い

る
こ

と
。

1
3
．

「
論

理
回

路
実

験
」
、

「
知

能
情

報
メ

デ
ィ

ア
実

験
Ａ

・
Ｂ

」
を

修
得

し
、

か
つ

、
そ

れ
ら

を
含

め
て

卒
業

に
必

要
な

履
修

科
目

の
中

か
ら

合
計

1
0
0
単

位
以

上
（
卒

業
に

必
要

な
単

位
の

う
ち

未
修

得
単

位
が

2
5
単

位
以

下
）
修

得
し

て
い

る
こ

と
。

1
4
．

早
期

卒
業

に
関

わ
る

者
及

び
学

類
長

が
認

め
た

３
年

次
編

入
学

生
は

、
「
卒

業
研

究
Ａ

・
Ｂ

」
と

し
て

修
得

す
べ

き
単

位
を

「
特

別
卒

業
研

究
Ａ

・
Ｂ

」
の

履
修

に
よ

り
修

得
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
2
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
複

数
の

科
目

欄
の

授
業

科
目

と
す

る
こ

と
又

は
同

一
の

科
目

欄
の

複
数

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

3
．

科
目

欄
に

掲
げ

る
記

号
及

び
番

号
は

、
当

該
記

号
及

び
番

号
で

始
ま

る
科

目
番

号
を

も
つ

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す

。
4
. 

こ
の

表
の

専
門

科
目

及
び

専
門

基
礎

科
目

の
必

修
・
選

択
科

目
は

、
す

べ
て

G
A

又
は

G
B

で
始

ま
る

科
目

番
号

を
も

つ
授

業
科

目
の

こ
と

で
あ

る
。

5
．

「
総

合
科

目
」
､「

体
育

」
、

「
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
芸

術
」
及

び
「
国

語
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

6
．

他
学

群
又

は
他

学
類

が
開

設
す

る
授

業
科

目
の

う
ち

、
相

当
な

部
分

に
当

学
類

の
授

業
科

目
と

内
容

の
重

複
が

認
め

ら
れ

る
授

業
科

目
に

つ
い

て
は

、
　

学
類

長
は

当
該

授
業

科
目

の
一

部
又

は
全

部
を

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
と

し
て

認
め

な
い

こ
と

が
あ

る
。

7
. 

G
B

で
始

ま
る

科
目

番
号

と
そ

れ
以

外
の

科
目

番
号

を
持

つ
科

目
は

、
G

B
で

始
ま

る
科

目
番

号
の

科
目

と
し

て
履

修
す

る
こ

と
。

8
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
「
外

国
語

（
英

語
）
」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
9
．

単
位

互
換

協
定

に
基

づ
き

、
他

大
学

に
お

い
て

履
修

し
た

授
業

科
目

及
び

修
得

単
位

は
、

協
定

の
内

容
に

従
い

区
分

す
る

も
の

と
す

る
。
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（
注

）
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
小

の
数

値
を

表
す

。

2
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

3
．

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す

。

4
．

「
総

合
科

目
」
、

「
情

報
」
、

「
体

育
」
、

「
外

国
語

」
、

「
国

語
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
、

「
基

礎
科

目
（
共

通
科

目
）
の

履
修

方
法

」
に

従
っ

て
履

修
す

る
。

 
5
．

「
他

学
群

又
は

他
学

類
の

授
業

科
目

（
G

A
、

G
B

、
G

C
、

G
E
、

共
通

科
目

、
及

び
教

職
に

関
す

る
科

目
以

外
）
」
に

該
当

す
る

科
目

番
号

で
履

修
し

て
も

、
同

一
科

目
が

G
A

、
G

B
、

G
C

、
G

E
、

共
通

科
目

、
教

職
に

関
す

る
科

目
と

し
て

開
設

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、

　
　

そ
れ

を
G

A
、

G
B

、
G

C
、

G
E
、

共
通

科
目

、
教

職
に

関
す

る
科

目
と

し
て

修
得

し
た

単
位

と
み

な
す

。

6
. 

専
門

基
礎

科
目

・
必

修
科

目
お

よ
び

専
門

科
目

・
必

修
科

目
は

、
G

A
ま

た
は

G
C

の
科

目
を

表
す

。

7
. 

専
門

基
礎

科
目

・
選

択
科

目
の

G
A

1
は

専
門

基
礎

科
目

・
必

修
科

目
で

指
定

し
た

科
目

を
除

く
。

8
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
「
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
そ

の
場

合
の

「
外

国
語

」
の

卒
業

に
必

要
な

修
得

単
位

数
は

、
こ

の
表

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

4
単

位
と

す
る

。

9
．

卒
業

研
究

A
・
B

の
履

修
に

当
た

っ
て

は
，

情
報

メ
デ

ィ
ア

実
験

A
・
B

を
修

得
し

、
か

つ
、

そ
れ

ら
を

含
め

て
卒

業
に

必
要

な
履

修
科

目
の

中
か

ら
合

計
1
0
0
単

位
以

上
修

得
し

て
い

る
（
卒

業
に

必
要

な
未

修
得

単
位

が
 2

4
単

位
以

下
と

な
っ

て
い

る
）
こ

と
（
早

期
卒

業
希

望
者

を
除

く
）
。

 

1
～

4

6
～

1
5

博
物

館
に

関
す

る
科

目

自
由

科
目

(特
設

)

0
～

9

他
学

群
又

は
他

学
類

の
授

業
科

目
（
G

A
、

G
B

、
G

C
、

G
E
、

共
通

科
目

、
及

び
教

職
に

関
す

る
科

目
以

外
）

6
～

1
5

G
B

、
G

E
0
～

9

0

 情 報 メ デ ィ ア 創 成

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

）
2
 

1
2
 

1
～

1
0

2
0
～

3
5

0
2
4
 

3
2
～

4
7

0

総
合

科
目

（フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

0
0
 

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

（
情

報
メ

デ
ィ

ア
創

成
学

類
）

主 専 攻 分 野

卒
  

業
  

に
  

必
  

要
  

な
  

履
  

修
  

科
  

目
  

及
  

び
  

修
  

得
  

単
  

位
  

数

専
  

  
 門

  
  

 科
  

  
 目

専
  

門
  

基
  

礎
  

科
  

目
基

  
  

  
礎

  
  

  
科

  
  

  
目

計
合 　 　 計

共
 通

 科
 目

選 択 科 目

関
  

  
連

  
  

科
  

  
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数
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卒
業
研
究

6
―

―
知
識
情
報
概
論

1
3
2
〜
5
2

―
―

2
1
～

―
―

―
―

6
～

―
―

4
1

8
3

0
1
2
4

専
門
英
語
Ｂ

1
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
ズ

1

専
門
英
語
Ｃ

1
Ｇ
Ｅ
２

知
識
科
学
実
習
Ａ

1
Ｇ
Ａ
４

8
～

Ｇ
Ｅ
３

知
識
科
学
実
習
Ｂ

1
Ｇ
Ｅ
４

情
報
数
学
Ａ

2
体
育

0
～

Ｇ
Ｅ
７

統
計

2
外
国
語

Ｇ
Ｂ

0
～

Ｇ
Ｅ
８

哲
学

2
国
語

Ｇ
Ｃ

専
門
英
語
Ａ
1

1
体
育

2
芸
術

専
門
英
語
Ａ
2

1
4

知
識
情
報
演
習
Ⅰ

2

知
識
情
報
演
習
Ⅱ

2

知
識
情
報
演
習
Ⅲ

2

単
位
合
計

1
0

2
4
～
4
4

4
1

8
3

0
1
2
4

卒
業
研
究

6
―

―
知
識
情
報
概
論

1
3
2
〜
5
2

―
―

2
1
～

―
―

―
―

6
～

―
―

4
1

8
3

0
1
2
4

専
門
英
語
Ｂ

1
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
ズ

1

専
門
英
語
Ｃ

1
Ｇ
Ｅ
２

知
識
情
報
シ
ス
テ
ム
実
習
Ａ

1
Ｇ
Ａ
４

8
～

Ｇ
Ｅ
３

知
識
情
報
シ
ス
テ
ム
実
習
Ｂ

1
Ｇ
Ｅ
４

情
報
数
学
Ａ

2
体
育

0
～

Ｇ
Ｅ
６

統
計

2
外
国
語

Ｇ
Ｂ

0
～

Ｇ
Ｅ
８

哲
学

2
国
語

Ｇ
Ｃ

専
門
英
語
Ａ
1

1
体
育

2
芸
術

専
門
英
語
Ａ
2

1
4

知
識
情
報
演
習
Ⅰ

2

知
識
情
報
演
習
Ⅱ

2

知
識
情
報
演
習
Ⅲ

2

単
位
合
計

1
0

2
4
～
4
4

4
1

8
3

0
1
2
4

（
知
識

情
報

・
図

書
館

学
類
）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業
 
 
に
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
履
 
 
修
 
 
科
 
 
目
 
 
及
 
 
び
 
 
修
 
 
得
 
 
単

 
 
位

 
 
数

専
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎

 
 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
 
目

計
合 　 　 計

共
 
 
 
 
 
通

 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
目

関
 
 
 
 
連

 
 
 
 
科

 
 
 
 
目

知 識 科 学

Ｇ
Ｅ
６

（
知

識
科

学
実

習
を

除
く

）

1
6
～

Ｇ
Ａ
１

（
必

修
科

目
に

指
定

し
た

科
目

を
除

く
）

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

）

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

Ｇ
Ａ
、
Ｇ
Ｂ
、

Ｇ
Ｃ
、
Ｇ
Ｅ
、

共
通
科
目
、
及

び
教
職
に
関
す

る
科
目
以
外

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
入
門

（
情

報
学

群
ま

た
は

社
会

工
学

類
開

設
）

3

情
報

4

（
G
E
６

と
共

通
開

設
の

科
目

を
除

く
）

外
国
語
(
英

語
)

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

0

知 識 情 報 シ ス テ ム

Ｇ
Ｅ
７

（
知

識
情

報
シ

ス
テ

ム
実

習
を

除
く

）

1
6
～

Ｇ
Ａ
１

（
必

修
科

目
に

指
定

し
た

科
目

を
除

く
）

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

）

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

0
1
9

3
2
～
5
2

0
1
2

1
～
2
1

Ｇ
Ａ
、
Ｇ
Ｂ
、

Ｇ
Ｃ
、
Ｇ
Ｅ
、

共
通
科
目
、
及

び
教
職
に
関
す

る
科
目
以
外

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
入
門

（
情

報
学

群
ま

た
は

社
会

工
学

類
開

設
）

3

情
報

4

（
G
E
７

と
共

通
開

設
の

科
目

を
除

く
）

外
国
語
(
英

語
)

0
0

6
～
2
6

0
0

6
～
2
6

0
0

1
9

3
2
～
5
2

0
1
2

1
～
2
1
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卒
業
研
究

6
―

―
知
識
情
報
概
論

1
3
2
〜
5
2

―
―

2
1
～

―
―

―
―

6
～

―
―

4
1

8
3

0
1
2
4

専
門
英
語
Ｂ

1
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
ズ

1

専
門
英
語
Ｃ

1
Ｇ
Ｅ
２

情
報
資
源
経
営
実
習
Ａ

1
Ｇ
Ａ
４

8
～

Ｇ
Ｅ
３

情
報
資
源
経
営
実
習
Ｂ

1
Ｇ
Ｅ
４

情
報
数
学
Ａ

2
体
育

0
～

Ｇ
Ｅ
６

統
計

2
外
国
語

Ｇ
Ｂ

0
～

Ｇ
Ｅ
７

哲
学

2
国
語

Ｇ
Ｃ

専
門
英
語
Ａ
1

1
体
育

2
芸
術

専
門
英
語
Ａ
2

1
4

知
識
情
報
演
習
Ⅰ

2

知
識
情
報
演
習
Ⅱ

2

知
識
情
報
演
習
Ⅲ

2

単
位
合
計

1
0

2
4
～
4
4

4
1

8
3

0
1
2
4

（
注
）
1
．
こ
の
表
に
掲
げ
る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

　
　
　
2
．
同
一
の
授
業
科
目
を
重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
又
は
同
一
の
科
目
欄
の
他
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
3
．
各
科
目
欄
に
掲
げ
る
記
号
及
び
番
号
は
授
業
科
目
番
号
で
、
当
該
記
号
及
び
番
号
で
始
ま
る
授
業
科
目
の
グ
ル
ー
プ
を
表
す
。

　
　
　
4
．
「
総
合
科
目
」
、
「
情
報
」
、
「
体
育
」
、
「
外
国
語
」
、
「
国
語
」
及
び
「
芸
術
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
科
目
と
し
て
開
設
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
「
基
礎
科
目
（
共
通
科
目
）
の
履
修
方
法
」
に
従
っ
て
履
修
す
る
。

　
　
　
5
．
知
識
情
報
・
図
書
館
学
類
長
が
教
育
上
有
益
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
修
科
目
の
外
国
語
（
英
語
）
に
代
え
て
初
修
外
国
語
ま
た
は
日
本
語
，
選
択
科
目
の
外
国
語
と
し
て
日
本
語
の
選
択
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
6
．
「
G
A
、
G
B
、
G
C
、
G
E
、
共
通
科
目
、
及
び
教
職
に
関
す
る
科
目
以
外
」
に
該
当
す
る
科
目
番
号
で
履
修
し
て
も
，
同
一
科
目
が
G
A
、
G
B
、
G
C
、
G
E
、
共
通
科
目
、
教
職
に
関
す
る
科
目
と
し
て
開
設
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
を
G
A
、
G
B
、
G
C
、
G
E
、
共
通
科
目
、

　
　
　
　
　
教
職
に
関
す
る
科
目
と
し
て
修
得
し
た
単
位
と
み
な
す

　
　
　
7
．
卒
業
研
究
の
履
修
に
当
た
っ
て
は
、
卒
業
に
必
要
な
履
修
科
目
の
中
か
ら
合
計
9
0
単
位
以
上
修
得
し
て
い
る
（
卒
業
に
必
要
な
未
修
得
単
位
が
3
4
単
位
以
下
と
な
っ
て
い
る
）
こ
と
と
す
る
。

（
知
識

情
報

・
図

書
館

学
類
）

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

情 報 資 源 経 営

Ｇ
Ｅ
８

（
情

報
資

源
経

営
実

習
を

除
く

）

1
6
～

Ｇ
Ａ
１

（
必

修
科

目
に

指
定

し
た

科
目

を
除

く
）

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

）

総
合
科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

Ｇ
Ａ
、
Ｇ
Ｂ
、

Ｇ
Ｃ
、
Ｇ
Ｅ
、

共
通
科
目
、
及

び
教
職
に
関
す

る
科
目
以
外

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
入
門

（
情

報
学

群
ま

た
は

社
会

工
学

類
開

設
）

単 位 数

選 択 科 目

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業
 
 
に
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
履
 
 
修
 
 
科
 
 
目
 
 
及
 
 
び
 
 
修
 
 
得
 
 
単

 
 
位

 
 
数

専
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎

 
 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
 
目

計
合 　 　 計

共
 
 
 
 
 
通

 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
目

関
 
 
 
 
連

 
 
 
 
科

 
 
 
 
目

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

1
～
2
1

0
0

6
～
2
6

0

3

情
報

4

（
G
E
８

と
共

通
開

設
の

科
目

を
除

く
）

外
国
語
(
英

語
)

0
1
9

3
2
～
5
2

0
1
2
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（７）医学群履修細則

平成１９年１２月２６日

医学群部局細則第１号

改正 平成２０年医学群部局細則第１号

平成２０年医学群部局細則第２号

平成２０年医学群部局細則第３号

平成２２年医学群部局細則第１号

平成２３年医学群部局細則第１号

平成２４年医学群部局細則第１号

平成２５年医学群部局細則第 号

平成２５年医学群部局細則第２号

平成２６年医学群部局細則第１号

平成２７年医学群部局細則第１号

平成２８年医学群部局細則第１号

平成２８年医学群部局細則第２号

平成２９年医学群部局細則第１号

平成３０年医学群部局細則第１号

平成３０年医学群部局細則第 号

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第１条の２第１項、第２５条、第２５条の２、第２８条、第３１条、第３５条第３項

及び第３９条の規定に基づき、医学群における人材養成に関する目的その他教育研究上の目的

（次条において「人材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要な事項を

定めるものとする。

（人材養成目的）

第１条の２ 医学群では、よき医療者、すなわち優れた医療技術のみならず、しっかりしたコミ

ュニケーション能力に裏打ちされた全人的対応のできるグローバルスタンダードに則った医療

人、さらには医学、看護学、医療科学の分野における世界レベルの研究者を養成することを目

的とする。

２ 各学類の人材養成目的は、次の表のとおりとする。

学 類 人材養成目的

医 学 類

基本的な臨床能力と問題解決能力を備え、良好なコミュニケーションを通し

て、患者の立場を配慮した医療の行える人間性豊かな良医を養成するととも

に、将来優れた臨床医、医学研究者、行政官として医療保健福祉の様々な分野

で広く社会に貢献する人材を養成する。

看 護 学 類

広い教養と深い人間理解を基盤に、人々のニーズに合った質の高い看護を提供

し、保健・医療・福祉チームの一員として協働できる優れた看護職を育成する

とともに、保健医療分野における行政官、国際的な視野に立った看護職など、

広く社会に貢献する人材を養成する。

医療科学類

医学・医療の様々な分野で活躍するために必要な医科学の基本的な知識、技能

を修得し、医療人としての使命感と責任感を身につけ、将来、医療の向上と発

展に貢献する医科学領域の研究・教育を推進する人材、また、診断や治療に必

要な新たな技術の開発とその実践に関わって高度専門医療を担う人材を養成

する。



－ 246 －

（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

医 学 類 医学、新医学

看 護 学 類 看護学、ヘルスケア

医 療 科 学 類 医療科学、国際医療科学

（履修方法）

第３条 医学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」ごとの

卒業に必要な履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。

（履修科目等の指定）

第４条 専門科目を履修するための条件としてあらかじめ履修すべき授業科目及び単位数は、別

表第２（看護学類及び医療科学類を除く。）のとおりとする。

（成績の評価）

第５条 学群学則第３５条第３項の部局細則で定める合格及び不合格の評語を用いることができ

る授業科目は、「フレッシュマン・セミナー」及び「 フレッシュマン・セミナー」と

する。

２ 学群のＧＰＡ制度における学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除かれる科目は、次の表の

とおりとする。

学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象除外科目

医 学 類
基礎科目－関連科目－選択科目のうち、他学群、他学類開講の専門科目及び

専門基礎科目

看 護 学 類 なし

医療科学類 なし

（雑則）

第６条 この部局細則に規定するもののほか、主専攻分野の選択時期、卒業研究の選択及び提出

時期その他学類における授業科目の履修に関し必要な事項は、学類教育会議の議を経て、学類

長が定め、学内に公示するものとする。

附 則

この部局細則は、平成１９年１２月２６日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則（平２０．４．１医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２０．１０．１５医学群部局細則２号）

この部局細則は、平成２０年１０月１５日から施行し、改正後の医学群履修細則の規定は、同

年４月１日から適用する。

附 則（平２０．１０．２４医学群部局細則３号）
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１ この部局細則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２２．３．８医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２３．２．１５医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２４．２．８医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２５．２．１５医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２５．９．２４医学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２５年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 平成２４年度以前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例

による。

附 則（平２６．２．２０医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２６年２月１日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 平成２４年度以前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の例

による。

附 則（平２７．１．９医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２８．１．１３医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２８．９．２６医学群部局細則２号）

１ この部局細則は、平成２８年１０月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２９．２．２３医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２９年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次のとおりとする。

学 類 主 専 攻 分 野

医 学 類 医学、新医学

看 護 学 類 看護学、ヘルスケア

医 療 科 学 類 医療科学、国際医療科学

（履修方法）

第３条 医学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」ごとの

卒業に必要な履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。

（履修科目等の指定）

第４条 専門科目を履修するための条件としてあらかじめ履修すべき授業科目及び単位数は、別

表第２（看護学類及び医療科学類を除く。）のとおりとする。

（成績の評価）

第５条 学群学則第３５条第３項の部局細則で定める合格及び不合格の評語を用いることができ

る授業科目は、「フレッシュマン・セミナー」及び「 フレッシュマン・セミナー」と

する。

２ 学群のＧＰＡ制度における学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除かれる科目は、次の表の

とおりとする。

学 類 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象除外科目

医 学 類
基礎科目－関連科目－選択科目のうち、他学群、他学類開講の専門科目及び

専門基礎科目

看 護 学 類 なし

医療科学類 なし

（雑則）

第６条 この部局細則に規定するもののほか、主専攻分野の選択時期、卒業研究の選択及び提出

時期その他学類における授業科目の履修に関し必要な事項は、学類教育会議の議を経て、学類

長が定め、学内に公示するものとする。

附 則

この部局細則は、平成１９年１２月２６日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則（平２０．４．１医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平２０．１０．１５医学群部局細則２号）

この部局細則は、平成２０年１０月１５日から施行し、改正後の医学群履修細則の規定は、同

年４月１日から適用する。

附 則（平２０．１０．２４医学群部局細則３号）
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の例による。

附 則（平３０．１．２４医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平 ． ． 医学群部局細則 号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。
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の例による。

附 則（平３０．１．２４医学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。

附 則（平 ． ． 医学群部局細則 号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に医学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前

の例による。
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造
と
病
態
Ⅱ

3
7

M
e
d
i
c
a
l
 
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y

I
1

医
療
概
論
Ⅲ

3
M
e
d
i
c
a
l
 
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y

I
I

2

ク
リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

準
備

学
習

1
8

社
会

医
学

実
習

2

ク
リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

（
P
h
as

e 
IA

）
1
1

医
療
概
論
Ⅳ

 2

M
5
ク

リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

（
P
h
as

e 
IB

, 
II
A

）
2
2

M
6
ク

リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

（
P
h
as

e 
II
B

）
4

M
6
ア

ド
ヴ

ァ
ン

ス
ト
・
エ

レ
ク

テ
ィ

ヴ
ズ

 1
1

医
療
概
論
Ⅴ

 2

医
学
総
括

 1
0

単
位
合
計

1
5
7

1
6
3

0
 0

1
6
3

（
注

）
卒

業
に

必
要

な
単

位
数

 
２

０
０

単
位

の
う

ち
、

残
り

 
３

７
単

位
に

つ
い

て
は

、
入

学
時

に
単

位
認

定
す

る
。

0
0

6
0

0

合 　 　 計

共
 
通
 
科
 
目

関
 
 
 
 
連
 
 
 
 
科
 
 
 
 
目

C
l
i
n
i
c
a
l

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n

E
n
g
l
i
s
h

2

　 　 医 　 学（
医

学
類

 
 
第

2
年

次
編

入
学
者
）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業
 
 
に
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
履
 
 
修
 
 
科
 
 
目
 
 
及
 
 
び
 
 
修
 
 
得
 
 
単
 
 
位
 
 
数

専
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎
 
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
 
目

計
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別
表

第
1
（

第
3
条

関
係

）

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

医
学
統
計
学

1
専
門
外
国

語
0
～
2

－
－

生
物
・
化
学

実
験

 1
－

－
―

－
―

－
―

－
1
8
7

1
3

 0
2
0
0

医
療
・
福
祉
現
場
で
の
ふ

れ
あ
い
等

 2

医
療
概
論
Ⅰ

 2
体
育

2

医
学
の
基
礎

 1
1

T
O
E
F
L
演
習

1
第
１
外
国
語

（
英
語
）

4

機
能
・
構
造
と
病
態
Ⅰ

 2
7

M
e
d
i
c
a
l
 
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y

I
1

情
報

4

医
療
概
論
Ⅱ

2
M
e
d
i
c
a
l
 
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y

I
I

2
国
語

 1

機
能
・
構
造
と
病
態
Ⅱ

 3
7

医
療
概
論
Ⅲ

3

ク
リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

準
備

学
習

1
8

社
会

医
学

実
習

2

M
4
ク

リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

（
P
h
as

e 
IA

）
1
1

医
療
概
論
Ⅳ

 2

M
5
ク

リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

（
P
h
as

e 
IB

, 
II
A

）
2
2

研
究

室
実

習
1
5

医
療
概
論
Ⅴ

 2

医
学
総
括

 1
0

単
位
合
計

1
6
7

0
 

7
1
8
7

1
3

 0
2
0
0

（
注
）
1
．
こ
の
表
に
掲
げ
る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

　
　
　
2
．
「
総
合
科
目
」

、
「
体
育
」
、
「
外
国
語
」
及
び
「
国
語
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

 
 
 
 
 
 
 
授
業
科
目
と
し
て
開
設
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
か
ら
履
修
す
る
。
　

（
医

学
類

）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業
 
 
に
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
履
 
 
修
 
 
科
 
 
目
 
 
及
 
 
び
 
 
修
 
 
得
 
 
単
 
 
位
 
 
数

専
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎
 
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
 
目

総
合
科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ

ﾝ
・
ｾ
ﾐ
ﾅ
ｰ
、

学
問
へ
の

誘
い
を
除

く
）

計
合 　 　 計

共
 
通
 
科
 
目

関
 
 
 
 
連
 
 
 
 
科
 
 
 
 
目

　 　 新 　 医 　 学

力
学
1

電
磁
気
学
1

生
物
学
Ⅰ

生
物
学
Ⅱ

化
学
2

化
学
3

5

総
合
科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
・
ｾ
ﾐ
ﾅ
ｰ
、
学

問
へ
の
誘
い
）

２

医
学
類
が
開
設
す
る
科
目

（
た
だ
し
専
門
科
目
、
専

門
基
礎
科
目
で
指
定
す
る

科
目
を
除
く
）

1

C
l
i
n
i
c
a
l

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n

E
n
g
l
i
s
h

2
科
目
番
号
が

F
B
,
F
C
,
F
E
,
F
F
,
F
G
,
G
B
,
G
C
,
E
B
で

始
ま
る
科
目
（
た
だ
し
医
学
類

が
専
門
基
礎
科
目
で
指
定
す
る

科
目
を
除
く
）

2

1

第
2
外
国
語

（
初

修
外

国
語

）

0
～ 4

0
～

2
0

7
5

0
1
3

1
0

0

科
目
番
号
が
A
,
B
で
始
ま

る
科
目

2

他
学
類
の
開
設
科
目
（
た

だ
し
医
学
類
が
専
門
基
礎

科
目
で
指
定
す
る
科
目
を

除
く
）

2
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必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

医
学
の
基
礎
B

 ６
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
1
6
3

0
 0

1
6
3

機
能
・
構
造
と
病
態
Ⅰ

 2
7

医
療
概
論
Ⅱ

2
T
O
E
F
L
演
習

1

機
能
・
構
造
と
病
態
Ⅱ

3
7

M
e
d
i
c
a
l
 
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y

I
1

医
療
概
論
Ⅲ

3
M
e
d
i
c
a
l
 
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y

I
I

2

ク
リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

準
備

学
習

1
8

社
会

医
学

実
習

2

M
4
ク

リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

（
P
h
as

e 
IA

）
1
1

医
療
概
論
Ⅳ

 2

M
5
ク

リ
ニ

カ
ル

・
ク

ラ
ー

ク
シ

ッ
プ

（
P
h
as

e 
IB

, 
II
A

）
2
2

研
究

室
実

習
1
5

医
療
概
論
Ⅴ

 2

医
学
総
括

 1
0

単
位
合
計

1
5
7

1
6
3

0
 0

1
6
3

（
注

）
卒

業
に

必
要

な
単

位
数

 
２

０
０

単
位

の
う

ち
、

残
り

 
３

７
単

位
に

つ
い

て
は

、
入

学
時

に
単

位
認

定
す

る
。

0
0

　 　 新 　 医 　 学

C
l
i
n
i
c
a
l

C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n

E
n
g
l
i
s
h

2

0
0

6

（
医

学
類

 
 
第

2
年

次
編

入
学
者
）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業
 
 
に
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
履
 
 
修
 
 
科
 
 
目
 
 
及
 
 
び
 
 
修
 
 
得
 
 
単
 
 
位
 
 
数

専
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎
 
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
 
目

計
合 　 　 計

共
 
通
 
科
 
目

関
 
 
 
 
連
 
 
 
 
科
 
 
 
 
目
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基
礎

看
護

学
概

論
1

－
－

－
－

人
間

関
係

論
1

医
療

経
済

学
－

－
総

合
科

目
－

－
哲

学
通

論
化

学
－

－
1
1
6

8
0

1
2
4

基
本

看
護

技
術

1
心

の
健

康
と

相
談

活
動

1
環

境
保

健
（
全
学
群
対
象
）

基
本

看
護

技
術

演
習

3
行

動
科

学
1

物
理

学

フ
ィ

ジ
カ

ル
ア

セ
ス

メ
ン

ト
2

看
護

専
門

英
語

2
体

育
2

看
護

方
法

論
1

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

論
1

第
１

外
国

語
生

物
学

看
護

生
命

倫
理

1
人

体
機

能
学

2
（

英
語

）

看
護

技
術

実
習

1
人

体
構

造
学

2
情

報
4

看
護

過
程

実
習

2
人

体
の

代
謝

と
栄

養
1

国
語

1

公
衆

衛
生

看
護

学
概

論
2

臨
床

薬
理

学
1

職
域

に
お

け
る

保
健

活
動

1
遺

伝
と

健
康

1

臨
床

看
護

学
概

論
1

微
生

物
学

2

疾
病

の
成

り
た

ち
と

回
復

促
進

2
医

学
史

1

臨
床

看
護

方
法

論
2

医
療

生
命

科
学

と
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー
1

臨
床

看
護

学
実

習
（

ク
リ

テ
ィ

カ
ル

ケ
ア

）
2

生
涯

発
達

と
家

族
支

援
2

臨
床

看
護

学
実

習
（

セ
ル

フ
ケ

ア
）

2
保

健
統

計
学

2

精
神

看
護

学
概

論
1

保
健

医
療

福
祉

行
政

論
Ⅰ

1

精
神

看
護

方
法

論
2

保
健

医
療

福
祉

行
政

論
Ⅱ

1

精
神

看
護

学
実

習
2

疫
学

2

高
齢

者
看

護
学

概
論

1
障

害
理

解
1

高
齢

者
看

護
方

法
論

2
国

際
保

健
学

1

高
齢

者
看

護
学

実
習

2
日

本
国

憲
法

（
全

学
群

対
象

）
2

ウ
ィ

メ
ン

ズ
ヘ

ル
ス

看
護

学
概

論
1

母
性

看
護

方
法

論
2

母
性

看
護

学
実

習
2

小
児

・
発

達
看

護
学

概
論

1

小
児

・
発

達
看

護
方

法
論

1

子
ど

も
の

健
康

と
障

害
1

小
児

・
発

達
看

護
学

実
習

（
保

育
所

・
施

設
ふ

れ
あ

い
実

習
）

1

小
児

・
発

達
看

護
学

実
習

（
病

院
実

習
）

1

在
宅

看
護

概
論

1

在
宅

看
護

方
法

論
1

在
宅

看
護

実
習

2
 

ヘ
ル

ス
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

と
看

護
1

家
族

病
理

と
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

1

看
護

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

1

災
害

看
護

学
1

国
際

看
護

学
1

応
用

看
護

学
演

習
Ⅰ

（
O
S
C
E
）

1

応
用

看
護

学
演

習
Ⅱ

（
I
B
T
）

1

研
究

方
法

概
論

2

看
護

学
探

究
概

説
2

看
護

学
探

究
演

習
6

ヘ
ル

ス
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

実
習

Ｉ
2

ヘ
ル

ス
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

実
習

Ⅱ
2

医
療

チ
ー

ム
連

携
演

習
1

応
用

看
護

学
実

習
2

単
位

合
計

7
2

0
1

0
1

0
2

6
0

1
1
6

8
0

1
2
4

（
注
）
１
．
こ
の
表
に
掲
げ
る
単
位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

４
．
各
領
域
の
実
習
科
目
を
履
修
す
る
に
は
、
原
則
と
し
て
、
各
領
域
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
講
義
科
目
の
単
位
を
修
得
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
２
．
「
総
合
科
目
」
、
「
体
育
」
、
「
外
国
語
」
、
「
情
報
」
及
び
「
国
語
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
科
目
と
し
て
開
設
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
か
ら
履
修
す
る
。

５
．
応
用
看
護
学
実
習
を
履
修
す
る
に
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
必
修
実
習
科
目
の
単
位
を
修
得
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
 
 
３
．
実
習
科
目
の
履
修
は
、
履
修
段
階
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

精
神

看
護

学
分

野

看
護

学
の

発
展

母
性

看
護

学
分

野

総
合
科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
･
ｾ
ﾐ

ﾅ
ｰ
、
学
問
へ
の
誘

い
を
除
く
）

1

生
活

支
援

科
学

分
野

1

地
域

看
護

学
分

野

2

選 択 科 目

単 位 数

1
3

0

在
宅

看
護

学
分

野

発
達

看
護

学
分

野

2
9

生
活

支
援

科
学

分
野

高
齢

者
看

護
学

分
野

臨
床

看
護

学
分

野

人
間

と
生

命
科

学
分

野

心
と

行
動

の
科

学
分

野

看 　 護 　 学

(
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
･
ｾ
ﾐ

ﾅ
ｰ
、

学
問

へ
の

誘
い

)

主 専 攻 分 野

基
礎

看
護

学
分

野

自 由 科 目

専
 
 
 
 
 
門

 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
目

専
 
 
門

 
 
基

 
 
礎

 
 
科

 
 
目

単 位 数

6

2

体
育

専
門

学
群

開
設

の
授

業
科

目
(
共

通
科

目
は

除
く

)

教
育

職
員

免
許

法
に

定
め

る
教

科
に

関
す

る
科

目
の

「
哲

学
、

倫
理

学
、

宗
教

学
」

に
対

応
す

る
科

目
と

し
て

人
文

・
文

化
学

群
比

較
文

化
学

類
が

開
設

す
る

授
業

科
目

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

人
間

学
群

心
理

学
類

及
び

障
害

科
学

類
開

設
の

授
業

科
目

(
共

通
科

目
は

除
く

)

必 修 科 目

単 位 数

計

必 修 科 目

自 由 科 目

関
　

連
　

科
　

目

単 位 数

単 位 数

選 択 科 目

人
文

・
文

化
学

群
人

文
学

類
開

設
の

授
業

科
目

の
う

ち
「

哲
学

､
倫

理
学

、
宗

教
学

」
分

野
の

授
業

科
目

(
共

通
科

目
は

除
く

)

選 択 科 目

単 位 数

（
看

護
師

）

卒
 
 
業

 
 
に

 
 
必

 
 
要

 
 
な

 
 
履

 
 
修

 
 
科

 
 
目

 
 
及

 
 
び

 
 
修

 
 
得

 
 
単

 
 
位

 
 
数

基
 
 
 
 
 
 
礎

 
 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
 
目

共
　

通
　

科
　

目

単 位 数

（
看
護
学
類
）

必 修 科 目

必 修 科 目

自 由 科 目

4

単 位 数

選 択 科 目

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

合 　 　 計
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基
礎
看
護
学
概
論

1
－

－
－

－
人

間
関

係
論

1
医

療
経

済
学

－
－

総
合

科
目

－
－

哲
学

通
論

化
学

－
－

1
2
1

8
0

1
2
9

基
本
看
護
技
術

1
心

の
健

康
と

相
談

活
動

1
環

境
保

健
（

全
学

群
対

象
）

基
本
看
護
技
術
演
習

3
行

動
科

学
1

物
理

学

フ
ィ
ジ
カ
ル
ア
セ
ス
メ
ン
ト

2
看

護
専

門
英

語
2

体
育

2

看
護
方
法
論

1
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・

エ
ン

パ
ワ

メ
ン

ト
論

1
第

１
外

国
語

生
物

学

看
護
生
命
倫
理

1
人

体
機

能
学

2
（

英
語

）

看
護
技
術
実
習

1
人

体
構

造
学

2
情

報
4

看
護
過
程
実
習

2
人

体
の

代
謝

と
栄

養
1

国
語

1

公
衆
衛
生
看
護
学
概
論

2
臨

床
薬

理
学

1

職
域
に
お
け
る
保
健
活
動

1
遺

伝
と

健
康

1

臨
床
看
護
学
概
論

1
微

生
物

学
2

疾
病
の
成
り
た
ち
と
回
復
促
進

2
医

学
史

1

臨
床
看
護
方
法
論

2
医

療
生

命
科

学
と

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

1

臨
床
看
護
学
実
習
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
ケ
ア
）

2
生

涯
発

達
と

家
族

支
援

2

臨
床
看
護
学
実
習
（
セ
ル
フ
ケ
ア
）

2
保

健
統

計
学

2

精
神
看
護
学
概
論

1
保

健
医

療
福

祉
行

政
論

Ⅰ
1

精
神
看
護
方
法
論

2
保

健
医

療
福

祉
行

政
論

Ⅱ
1

精
神
看
護
学
実
習

2
疫

学
2

高
齢
者
看
護
学
概
論

1
障

害
理

解
1

高
齢
者
看
護
方
法
論

2
国

際
保

健
学

1

高
齢
者
看
護
学
実
習

2
日

本
国

憲
法

（
全

学
群

対
象

）
2

ウ
ィ
メ
ン
ズ
ヘ
ル
ス
看
護
学
概
論

1

母
性
看
護
方
法
論

2

母
性
看
護
学
実
習

2

小
児
・
発
達
看
護
学
概
論

1

小
児
・
発
達
看
護
方
法
論

1

子
ど
も
の
健
康
と
障
害

1

小
児
・
発
達
看
護
学
実
習
（
保
育
所
・
施
設
ふ
れ
あ
い
実
習
）

1

小
児
・
発
達
看
護
学
実
習
（
病
院
実
習
）

1

在
宅
看
護
概
論

1

在
宅
看
護
方
法
論

1

在
宅
看
護
実
習

2

ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
看
護

1

家
族
病
理
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

1

看
護
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

1

災
害
看
護
学

1

国
際
看
護
学

1

応
用
看
護
学
演
習
Ⅰ
（
O
S
C
E
）

1

応
用
看
護
学
演
習
Ⅱ
（
I
B
T
）

1

研
究
方
法
概
論

2

ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
実
習
Ｉ

2

ヘ
ル
ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
実
習
Ⅱ

2

医
療
チ
ー
ム
連
携
演
習

1

応
用
看
護
学
実
習

2

公
衆
衛
生
看
護
活
動
論

2

公
衆
衛
生
看
護
活
動
方
法
論

4

公
衆
衛
生
看
護
学
応
用
論

2

公
衆
衛
生
看
護
管
理
論

2

公
衆
衛
生
看
護
学
実
習

3

単
位
合
計

7
7

0
1

0
1

0
2

6
0

1
2
1

8
0

1
2
9

（
注

）
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

４
．

各
領

域
の

実
習

科
目

を
履

修
す

る
に

は
、

原
則

と
し

て
、

各
領

域
に

関
連

す
る

す
べ

て
の

講
義

科
目

の
単

位
を

修
得

し
て

い
る

こ
と

と
す

る
。

　
　

　
２

．
「

総
合

科
目

」
、

「
体

育
」

、
「

外
国

語
」

、
「

情
報

」
及

び
「

国
語

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

５
．

応
用

看
護

学
実

習
を

履
修

す
る

に
は

、
原

則
と

し
て

、
す

べ
て

の
必

修
実

習
科

目
の

単
位

を
修

得
し

て
い

る
こ

と
と

す
る

。

　
 
 
３

．
実

習
科

目
の

履
修

は
、

履
修

段
階

を
積

み
重

ね
て

い
く

こ
と

と
す

る
。

合 　 　 計

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

（
看

護
学

類
）

（
保

健
師

）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業

 
 
に

 
 
必

 
 
要

 
 
な

 
 
履

 
 
修

 
 
科

 
 
目

 
 
及

 
 
び

 
 
修

 
 
得

 
 
単

 
 
位

 
 
数

専
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門

 
 
基

 
 
礎

 
 
科

 
 
目

計

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

自 由 科 目

地
域
看
護
学
分
野

臨
床
看
護
学
分
野

選 択 科 目

看 　 護 　 学
基
礎
看
護
学
分
野

生
活

支
援

科
学

分
野

0
2
9

精
神
看
護
学
分
野

高
齢
者
看
護
学

分
野

母
性
看
護
学
分
野

在
宅
看
護
学
分
野

看
護
学
の
発
展

保
健
師
科
目

発
達
看
護
学
分
野

生
活

支
援

科
学

分
野

基
 
 
 
 
 
 
礎

 
 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
 
目

共
　

通
　

科
　

目
関

　
連

　
科

　
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

6

2

教
育

職
員

免
許

法
に

定
め

る
教

科
に

関
す

る
科

目
の

「
哲

学
、

倫
理

学
、

宗
教

学
」

に
対

応
す

る
科

目
と

し
て

人
文

・
文

化
学

群
比

較
文

化
学

類
が

開
設

す
る

授
業

科
目

(
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
･
ｾ
ﾐ

ﾅ
ｰ
、

学
問

へ
の

誘
い

)
心

と
行

動
の

科
学

分
野

人
間

と
生

命
科

学
分

野

2

総
合

科
目

（
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
･
ｾ
ﾐ

ﾅ
ｰ
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
）

1

1
3

1

4

人
間

学
群

心
理

学
類

及
び

障
害

科
学

類
開

設
の

授
業

科
目

（
共

通
科

目
は

除
く

）

体
育

専
門

学
群

開
設

の
授

業
科

目
（

共
通

科
目

は
除

く
）

人
文

・
文

化
学

群
人

文
学

類
開

設
の

授
業

科
目

の
う

ち
「

哲
学

､
倫

理
学

、
宗

教
学

」
分

野
の

授
業

科
目

（
共

通
科

目
は

除
く

）
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基
礎

看
護

学
概

論
1

－
－

－
－

社
会

保
障

論
Ⅰ

－
－

総
合

科
目

総
合

科
目

－
－

－
－

－
－

1
1
5

2
1

0
1
3
6

基
本

看
護

技
術

1
社

会
福

祉
経

営
論

基
本

看
護

技
術

演
習

3
人

間
関

係
論

1
公

的
扶

助
論

 
 
 
 
 
 

フ
ィ

ジ
カ

ル
ア

セ
ス

メ
ン

ト
2

心
の

健
康

と
相

談
活

動
1

日
本

の
障

害
科

学
 
 

体
育

2

看
護

方
法

論
1

行
動

科
学

1
第

１
外

国
語

看
護

生
命

倫
理

1
看

護
専

門
英

語
2

（
日

本
語

）

公
衆

衛
生

看
護

学
概

論
2

グ
ロ

ー
バ

ル
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

論
第

２
外

国
語

職
域

に
お

け
る

保
健

活
動

1
文

化
・

開
発

論
（

英
語

）

臨
床

看
護

学
概

論
1

人
体

機
能

学
2

情
報

社
会

と
法

制
度

情
報

4

疾
病

の
成

り
た

ち
と

回
復

促
進

2
人

体
構

造
学

2
知

的
財

産
概

論

臨
床

看
護

方
法

論
2

人
体

の
代

謝
と

栄
養

1
知

識
情

報
概

論

精
神

看
護

学
概

論
1

臨
床

薬
理

学
1

知
識

情
報

シ
ス

テ
ム

概
説

精
神

看
護

方
法

論
2

遺
伝

と
健

康
1

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

シ
ス

テ
ム

と
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

高
齢

者
看

護
学

概
論

1
微

生
物

学
2

高
齢

者
看

護
方

法
論

2
医

学
史

1
生

物
資

源
と

環
境

ウ
ィ

メ
ン

ズ
ヘ

ル
ス

看
護

学
概

論
1

母
性

看
護

方
法

論
2

小
児

・
発

達
看

護
学

概
論

1
生

涯
発

達
と

家
族

支
援

2
芸
術
（
日
本
画
実
習
）

小
児

・
発

達
看

護
方

法
論

1
保

健
統

計
学

2
芸

術
（

書
Ａ

）

子
ど

も
の

健
康

と
障

害
1

保
健

医
療

福
祉

行
政

論
Ⅰ

1
芸

術
（

書
Ｂ

）

在
宅

看
護

概
論

1
保

健
医

療
福

祉
行

政
論

Ⅱ
1

芸
術

（
書

Ｃ
）

在
宅

看
護

方
法

論
1

疫
学

2

ヘ
ル

ス
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

と
看

護
1

障
害

理
解

1

家
族

病
理

と
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

1
国

際
保

健
学

1

看
護

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

1
日

本
国

憲
法

（
全

学
群

対
象

）
2

災
害

看
護

学
1

医
療

経
済

学
1

共
生
の
た
め
の
人
類
学

国
際

看
護

学
1

環
境

保
健

1
共
生
の
た
め
の
歴
史
学

研
究

方
法

概
論

2
言

語
の

科
学

看
護

学
探

究
概

説
2

国
際

ヘ
ル

ス
ケ

ア
演

習
6

国
際

ヘ
ル

ス
ケ

ア
概

論
1

ヘ
ル

ス
ケ

ア
実

習
Ⅰ

（
介

護
施

設
）

4

ヘ
ル

ス
ケ

ア
実

習
Ⅱ

（
医

療
施

設
）

4

単
位

合
計

5
5

0
1
0

0
1
～

4
0

0
7
～

1
0

0
1
1
5

2
1

0
1
3
6

（
注

）
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
４

．
各

領
域

の
実

習
科

目
を

履
修

す
る

に
は

、
原

則
と

し
て

、
各

領
域

に
関

連
す

る
す

べ
て
の
講
義
科
目
の
単
位
を
修
得
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

　
２

．
「

総
合

科
目

」
、

「
体

育
」

、
「

外
国

語
」

、
「

情
報

」
及

び
「

国
語

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

　
　

　
３

．
実

習
科

目
の

履
修

は
、

履
修

段
階

を
積

み
重

ね
て

い
く

こ
と

と
す

る
。

16
～

9

看
護

学
の

発
展

ヘ
ル

ス
ケ

ア
原

理

障
害

科
学

分
野

障
害

科
学

類
開

設
の

授
業

科
目

情
報

学
群

開
設

の
授

業
科

目
国

際
・

情
報

理
解

分
野

0
3
2

2
8

母
性

看
護

学
分

野
医

療
生

命
科

学
と

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

1

発
達

看
護

学
分

野

在
宅

看
護

学
分

野

生
活

支
援

科
学

分
野

臨
床

看
護

学
分

野

人
間

と
生

命
科

学
分

野

精
神

看
護

学
分

野

高
齢

者
看

護
学

分
野

地
域

看
護

学
分

野

ヘ ル ス ケ ア

基
礎

看
護

学
分

野

J
E
プ

ロ
グ

ラ
ム

共
通

科
目

J
a
p
a
n
-
E
x
p
e
r
t
総

論
1

心
と

行
動

の
科

学
分

野

国
際

総
合

学
類

開
設

の
授

業
科

目

物
理

学

必 修 科 目

単 位 数

1
0

人
間

学
群

心
理

学
類

及
び

障
害

科
学

類
開

設
の

授
業

科
目

（
共

通
科

目
は

除
く

）

C
u
r
r
e
n
t
 
T
o
p
i
c
s
 
i
n
 
D
i
s
a
b
i
l
i
t
y

S
c
i
e
n
c
e
s

4

(
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
ｾ
ﾐ
ﾅ
ｰ
、

J
E

ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
ｾ
ﾐ
ﾅ
ｰ
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
)

体
育

専
門

学
群

開
設

の
授

業
科

目
（

共
通

科
目

は
除

く
）

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

基
 
 
 
 
 
 
礎

 
 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
 
目

計

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

（
ヘ

ル
ス

ケ
ア

）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業

 
 
に

 
 
必

 
 
要

 
 
な

 
 
履

 
 
修

 
 
科

 
 
目

 
 
及

 
 
び

 
 
修

 
 
得

 
 
単

 
 
位

 
 
数

専
 
 
 
 
 
門

 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
目

専
 
 
門

 
 
基

 
 
礎

 
 
科

 
 
目

合 　 　 計

共
　

通
　

科
　

目
関

　
連

　
科

　
目

自 由 科 目

単 位 数

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

論
1

1
～

4

第
２

外
国

語
（

初
修

外
国

語
）

知
識

情
報

・
図

書
館

学
類

開
設

の
授

業
科

目

（
看

護
学
類
）
J
a
p
a
n
-
E
x
p
e
r
t
（
学
士
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
ヘ
ル
ス
ケ
ア
コ
ー
ス

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

哲
学

通
論

生
物

学

単 位 数

必 修 科 目

自 由 科 目

単 位 数

化
学

3
(
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
ｾ
ﾐ
ﾅ
ｰ
、

J
E
ﾌ

ﾚ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾏ
ﾝ
ｾ
ﾐ
ﾅ
ｰ
、

学
問

へ
の

誘
い

)

J E プ ロ グ ラ ム 他 コ ー ス 提 供 科 目

1
5

生
物

資
源

の
開

発
・

生
産

と
持

続
利

用

生
物

資
源

と
し

て
の

遺
伝

子
と

ゲ
ノ

ム

生
物

資
源

学
に

み
る

食
品

科
学

・
技

術
の

最
前

線

共
生

の
た

め
の

日
本

語
教

育

共
生

の
た

め
の

社
会

言
語

学
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（
医

療
科

学
主

専
攻

）

臨
床

病
態

学
2

先
端

脳
科

学
－

－
人

体
構

造
学

2
細

胞
シ

ス
テ

ム
学

－
－

科
学

実
験

の
基

礎
1

1
0
6

1
8

－
1
2
4

病
態

検
査

学
3

神
経

科
学

特
論

人
体

構
造

学
実

習
1

イ
メ

ー
ジ

ン
グ

総
論

医
療

科
学

キ
ャ

リ
ア

セ
ミ

ナ
ー

1

臨
床

薬
理

学
1

細
胞

・
発

生
工

学
人

体
機

能
学

2
生

命
倫

理
学

臨
床

薬
理

学
実

習
1

た
め

に
な

る
血

液
腫

瘍
学

人
体

機
能

学
実

習
1

医
学

史
4

体
育

2

病
理

組
織

学
2

血
管

生
物

学
の

ト
ピ

ッ
ク

ス
医

科
生

化
学

2
医
療
・
生
命
科
学
と

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

4

病
理

組
織

学
実

習
2

生
化

学
実

習
1

医
療

経
済

学

細
胞

検
査

学
2

医
科

分
子

生
物

学
2

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
研
修

情
報

4

血
液

検
査

学
2

6
基

礎
医

学
総

論
2

そ
の

他
学

類
長

の
指

定
す

る
科

目

血
液

検
査

学
実

習
1

医
療

工
学

微
生

物
学

2
国
際
生
命
医
科
学
研
修
Ⅰ

3

生
化

学
成

分
検

査
学

3
人

工
臓

器
学

微
生

物
学

実
習

1
国
際
生
命
医
科
学
研
修
Ⅱ

生
化

学
成

分
検

査
学

実
習

2
胚

操
作

・
動

物
実

験
法

保
健

衛
生

論
2

国
際
生
命
医
科
学
研
修
Ⅲ

凝
固

・
線

溶
学

1
医

療
法

制
1

凝
固

・
線

溶
学

実
習

1
計

量
生

物
学

1
1

遺
伝

子
検

査
学

1
衛

生
化

学
概

論
医

用
工

学
1

国
際

生
命

医
科

学
Ⅰ

遺
伝

子
検

査
学

実
習

1
国

際
感

染
症

学
医

用
工

学
実

習
1

国
際

生
命

医
科

学
Ⅱ

R
I検

査
技

術
学

1
医

科
学

応
用

健
幸

医
科

学
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

電
磁

気
学

I
1

国
際

生
命

医
科

学
Ⅲ

病
原

微
生

物
学

2
臨

地
実

習
ケ

ア
・

コ
ロ

キ
ウ

ム
医

療
情

報
管

理
学

1
実
践
英
語
（
T
O
E
F
L
対
策
)

病
原

微
生

物
学

実
習

I
1

共
通

医
科

学
英

語
論

文
講

読
の

基
礎

1

病
原

微
生

物
学

実
習

I
I

1

医
学

物
理

学
概

論
1

免
疫

検
査

学
2

免
疫

検
査

学
実

習
1

輸
血

学
1

輸
血

学
実

習
1

ゲ
ノ

ム
医

科
学

1

生
理

機
能

検
査

学
4

生
理

機
能

検
査

学
実

習
2

画
像

検
査

学
3

検
査

機
器

学
1

検
査

情
報

管
理

学
1

医
学

検
査

学
1

医
療

科
学

概
論

1

医
学

検
査

学
実

習
1

医
学

検
査

学
フ

ロ
ン

テ
ィ

ア
2

医
療

安
全

管
理

学
分

野
医

療
安

全
管

理
学

2

臨
地

実
習

臨
床

実
習

8

卒
業

研
究

4

単
位
合
計

6
7
.
0

2
5

1
2

1
2

1
0
6

1
8

 0
1
2
4

（
注

）
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

　
　

　
２

．
「

総
合

科
目

」
、

「
体

育
」

、
「

外
国

語
」

、
「

情
報

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
　

　
　

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。

検
査

総
合

管
理

学
分

野

生
理

機
能

検
査

学
分

野

6
0

保
健

医
療

福
祉

と
医

学
検

査
分

野
検

査
総

合
管

理
学

分
野

多
職

種
連

携
医

療
学

概
論

6
5

0

3

分
子

病
態

学
分

野

疾
病

の
成

り
立

ち
及

び
医

学
検

査
の

基
礎

分
野

形
態

検
査

学
分

野

第
１

外
国

語
（

英
語

）

ラ
イ

フ
サ

イ
エ

ン
ス

の
た

め
の

病
態

生
化

学

保
健
医
療
福
祉

と
生
命
医
科
学

分
野

E
,
F
,
G
,
H
で

始
ま

る
授

業
科

目

疾
病

の
成

り
立

ち
及

び
医

学
検

査
の

基
礎

分
野

国
際

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

研
修

〔
自

由
科

目
(
特

設
)
開

設
〕

病
因

・
生

体
防

御
検

査
学

分
野

医
療

工
学

・
情

報
科

学
分

野

病
因

・
生

体
防

御
検

査
学

分
野

他
学

群
ま

た
は

他
学

類
の

開
設

科
目

（
た

だ
し

E
,
F
,
G
,
H
で

始
ま

る
科

目
を

除
く

）

病
態

医
工

学
分

野

生
物

化
学

分
析

検
査

学
分

野

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

医 療  科  学

臨
床

病
態

学
分

野

生
理

機
能

検
査

学
分

野

人
体

の
構

造
と

機
能

分
野

人
体

の
構

造
と

機
能

分
野

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

い
ざ

な
い

を
含

む
）

2

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

（
医
療
科
学
類
）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業

 
 
に

 
 
必

 
 
要

 
 
な

 
 
履

 
 
修

 
 
科

 
 
目

 
 
及

 
 
び

 
 
修

 
 
得

 
 
単

 
 
位

 
 
数

専
 
 
 
 
 
門

 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
目

専
 
 
門

 
 
基

 
 
礎

 
 
科

 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎

 
 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
 
目

計
合 　 　 計

関
 
 
 
 
連

 
 
 
 
科

 
 
 
 
目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

い
ざ

な
い

を
除

く
）

1

共
 
　

通
　

 
科

　
 
目



－ 257 －

（
国
際
医
療
科
学
主
専
攻
）

医
科
学
応
用
分
野

健
幸
医
科
学
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

1
生
物
化
学
分
野

遺
伝
子
検
査
学

ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
の
た
め
の

病
態
生
化
学

5
5
先
端
医
学
の
基
礎

医
科
学
英
語
論
文
講
読

の
基
礎

1
人
体
の
構
造
と
機
能
分
野

細
胞
シ
ス
テ
ム
学

2
7

科
学

実
験

の
基

礎
1

3
5
.
0

8
9

1
2
4
.
0

医
科
学
専
門
語
学

6
凝
固
・
線
溶
学

ゲ
ノ
ム
医
科
学

イ
メ
ー
ジ
ン
グ
総
論

医
療
科
学
キ
ャ

リ
ア
セ
ミ
ナ
ー

1

医
療
科
学
特
論
I

1
た
め
に
な
る
血
液
腫
瘍
学

生
化
学
成
分
検
査
学

人
体
構
造
学

医
療
科
学
特
論
I
I

1
血
管
生
物
学
の
ト
ピ
ッ
ク
ス

R
I
検
査
技
術
学

人
体
構
造
学
実
習

体
育

2

医
科
学
演
習

1
病
因
・
生
体
防
御
分

野
病
原
微
生
物
学

輸
血
学

人
体
機
能
学

4

研
究
演
習

2
衛
生
化
学
概
論

国
際
感
染
症
学

人
体
機
能
学
実
習

卒
業
研
究

8
免
疫
検
査
学

医
学
物
理
学
概
論

医
科
生
化
学

情
報

4

生
理
機
能
分
野

医
学
検
査
学
*

生
理
機
能
検
査
学

生
化
学
実
習

医
学
検
査
学
実
習
*

検
査
機
器
学

医
科
分
子
生
物
学

3

先
端
脳
科
学

臨
床
病
態
学

医
学
史

神
経
科
学
特
論

臨
床
薬
理
学

医
療
・
生
命
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー

病
理
組
織
学

微
生
物
学

血
液
検
査
学

微
生
物
学
実
習

実
験
医
学
分
野

胚
操
作
・
動
物
実
験
法

保
健
衛
生
論

細
胞
・
発
生
工
学

医
療
法
制

医
工
学
分
野

医
療
工
学

計
量
生
物
学

人
工
臓
器
学

医
用
工
学

検
査
情
報
管
理
学

医
療
工
学
・
情
報
科
学
分

野
医
用
工
学
実
習

画
像
検
査
学

電
磁
気
学
I

病
態
検
査
学

医
療
情
報
管
理
学

細
胞
検
査
学

生
命
倫
理
学

臨
床
実
習
*
*
　

医
療
経
済
学

ケ
ア
・
コ
ロ
キ
ウ
ム

保
健
医
療
福
祉
と
生
命
医

科
学
分
野

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
研
修

医
学
検
査
学
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

実
践
英
語
（
T
O
E
F
L
対
策
）

先
端
医
学
実
践
分
野

臨
床
薬
理
学
実
習

病
原
微
生
物
学
実
習
I
(
細
菌
)

国
際
生
命
医
科
学
研
修
Ⅰ

輸
血
学
実
習

病
原
微
生
物
学
実
習
I
I
(
寄
生

虫
、
ウ
イ
ル
ス
)

国
際
生
命
医
科
学
研
修
Ⅱ

生
理
機
能
検
査
学
実
習

免
疫
検
査
学
実
習

国
際
生
命
医
科
学
研
修
Ⅲ

血
液
検
査
学
実
習

国
際
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
研
修

〔
自

由
科

目
(
特

設
)
開

設
〕

生
化
学
成
分
検
査
学
実
習

国
際
生
命
医
科
学
Ⅰ

病
理
組
織
学
実
習

国
際
生
命
医
科
学
Ⅱ

凝
固
・
線
溶
学
実
習

国
際
生
命
医
科
学
Ⅲ

遺
伝
子
検
査
学
実
習

先
端
医
学
の
基
礎

基
礎
医
学
総
論

医
療
安
全
管
理
学
分

野
医
療
安
全
管
理
学

そ
の
他
学
類
長

の
指

定
す

る
科

目

検
査
総
合
管
理
学
分

野
多
職
種
連
携
医
療
学
概
論

そ
の
他
学
類
長
の
指
定
す
る
科
目

医
療
科
学
概
論

単
位

合
計

2
0

5
5

1
2
7

1
2

1
2

3
5

8
9

1
2
4
.
0

 
 
*
 
医

学
検

査
学

、
医

学
検

査
学

実
習

は
1
、

2
年

次
の

み
履

修
可

。
 
*
*
 
臨

床
実

習
の

履
修

に
は

選
択

科
目

の
う

ち
、

次
の

科
目

の
単

位
修

得
が

必
要

。

（
注

）
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

２
．

「
総

合
科

目
」

、
「

体
育

」
、

「
外

国
語

」
、

「
情

報
」

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

授
業

科
目

と
し

て
開

設
し

て
い

る
も

の
の

う
ち

か
ら

履
修

す
る

。
　

　
３

．
臨

床
検

査
技

師
の

免
許

を
取

得
し

よ
う

と
す

る
者

は
臨

床
実

習
を

含
む

卒
業

に
必

要
な

科
目

の
単

位
を

修
得

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

　
　

　
 
 

　
　

6

＜
専

門
科

目
＞

遺
伝

子
検

査
学

、
凝

固
･
線

溶
学

、
生

化
学

成
分

検
査

学
、

R
I
検

査
技

術
学

、
病

原
微

生
物

学
、

輸
血

学
、

免
疫

検
査

学
、

医
学

物
理

学
概

論
、

生
理

機
能

検
査

学
、

医
学

検
査

学
、

医
学

検
査

学
実

習
、

検
査

機
器

学
、

臨
床

病
態

学
、

臨
床

薬
理

学
、

病
理

組
織

学
、

血
液

検
査

学
、

検
査

情
報

管
理

学
、

画
像

検
査

学
、

細
胞

検
査

学
、

医
学

検
査

学
フ

ロ
ン

テ
ィ

ア
、

臨
床

薬
理

学
実

習
、

輸
血

学
実

習
、

生
理

機
能

検
査

学
実

習
、

血
液

検
査

学
実

習
、

生
化

学
成

分
検

査
学

実
習

、
病

理
組

織
学

実
習

、
病

原
微

生
物

学
実

習
Ⅰ

、
病

原
微

生
物

学
実

習
Ⅱ

、
医

療
安

全
管

理
学

、
医

療
科

学
概

論
＜

専
門

基
礎

科
目

＞
人

体
構

造
学

、
人

体
構

造
学

実
習

、
人

体
機

能
学

、
人

体
機

能
学

実
習

、
医

科
生

化
学

、
生

化
学

実
習

、
医

科
分

子
生

物
学

、
微

生
物

学
、

微
生

物
学

実
習

、
保

健
衛

生
論

、
医

療
法

制
、

計
量

生
物

学
、

医
用

工
学

、
医

用
工

学
実

習
、

電
磁

気
学

Ⅰ
、

医
療

情
報

管
理

学
、

基
礎

医
学

総
論

E
,
F
,
G
,
H
で

始
ま

る
授

業
科

目
疾
病
の
成
り
立
ち
及
び
医

学
検
査
の
基
礎
分
野

保
健

医
療

福
祉

と
医

学
検

査
分

野

医
療
情
報
・
検
査
学

分
野

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

　 国 際 医 療 科 学

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

い
ざ

な
い

を
含

む
）

2
他

学
群

ま
た

は
他

学
類

の
開

設
科

目
（

た
だ

し
E
,
F
,
G
,
H
で

始
ま

る
科

目
を

除
く

）

3

第
１
外
国
語

（
英
語
）

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数

（
医

療
科

学
類

）

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業
 
 
に
 
 
必
 
 
要
 
 
な
 
 
履
 
 
修
 
 
科
 
 
目
 
 
及
 
 
び
 
 
修
 
 
得
 
 
単
 
 
位
 
 
数

専
 
 
 
 
 
門
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
目

専
 
 
門
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎
 
 
 
 
 
 
科
 
 
 
 
 
 
目

計
合 　 　 計

関
 
 
 
 
連
 
 
 
 
科
 
 
 
 
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

必 修 科 目

単 位 数

総
合

科
目

（
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・
セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

い
ざ

な
い

を
除

く
）

1

共
 
　
通
　
 
科
　
 
目
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生
物

化
学

分
野

生
化

学
成

分
検

査
学

3
生

物
化

学
分

野
遺

伝
子

検
査

学
人

体
の

構
造

と
機

能
分

野
人

体
構

造
学

2
人

体
の

構
造

と
機

能
分

野
細

胞
シ

ス
テ

ム
学

総
合

科
目

Ⅰ
2

総
合

科
目

Ⅱ
物

理
学

1
8
9

3
6
.
5

1
2
5
.
5

R
I
検

査
技

術
学

2
凝

固
・

線
溶

学
人

体
構

造
学

実
習

1
イ

メ
ー

ジ
ン

グ
総

論
総

合
科

目
Ⅱ

5
体

育
物

理
学

実
験

0
.
5

病
因

・
生

体
防

御
分

野
免

疫
検

査
学

2
た

め
に

な
る

血
液

腫
瘍

学
　

人
体

機
能

学
2

生
命

倫
理

学
総

合
科

目
Ⅲ

1
外

国
語

化
学

1

輸
血

学
1

血
管

生
物

学
の

ト
ピ

ッ
ク

ス
人

体
機

能
学

実
習

1
医

療
経

済
学

体
育

2
芸

術
化

学
実

験
0
.
5

国
際

感
染

症
学

1
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
の
た
め
の
病
態
生
化
学

生
化

学
2

キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

研
修

生
物

学
1

生
理

機
能

病
理

分
野

生
理

機
能

検
査

学
4

ゲ
ノ

ム
医

科
学

生
化

学
実

習
1

医
科

学
セ

ミ
ナ

ー
生

物
学

実
験

0
.
5

検
査

機
器

学
2

病
因

・
生

体
防

御
分

野
病

原
微

生
物

学
分

子
生

物
学

2
実

践
英

語
（

T
O
E
F
L
対

策
）

臨
床

病
態

学
2

衛
生

化
学

概
論

医
学

史
（

医
療

史
）

1
国

際
生

命
医

科
学

研
修

Ⅰ

臨
床

薬
理

学
1

生
理

機
能

分
野

わ
か

り
や

す
い

放
射

線
生

物
学

微
生

物
学

2
国

際
生

命
医

科
学

研
修

Ⅱ

病
理

組
織

学
2

医
学

検
査

学
*

微
生

物
学

実
習

1
国

際
生

命
医

科
学

研
修

Ⅲ

血
液

検
査

学
2

医
学

検
査

学
実

習
*

保
健

衛
生

論
2

実
験

医
学

分
野

胚
操

作
・

動
物

実
験

法
1

先
端

脳
科

学
医

療
法

制
1

細
胞

・
発

生
工

学
1

神
経

科
学

特
論

計
量

生
物

学
1

医
科

学
応

用
分

野
医

科
学

専
門

語
学

6
医

工
学

分
野

医
療

工
学

医
用

工
学

1

医
療

科
学

特
論

I
1

人
工

臓
器

学
医

用
工

学
実

習
1

国
際

生
命

医
科

学
Ⅰ

医
療

科
学

特
論

I
I

1
医

療
情

報
・

検
査

学
分

野
検

査
情

報
管

理
学

電
子

工
学

1
国

際
生

命
医

科
学

Ⅱ

医
科

学
演

習
1

画
像

検
査

学
医

療
情

報
管

理
学

1
国

際
生

命
医

科
学

Ⅲ

研
究

演
習

4
病

態
検

査
学

先
端

医
学

の
基

礎
基

礎
医

学
総

論

卒
業

研
究

8
細

胞
検

査
学

人
間

生
物

学
I

臨
床

実
習

*
*

医
科

学
英

語
論

文
講

読
の

基
礎

医
学

検
査

学
フ

ロ
ン

テ
ィ

ア

先
端

医
学

実
践

分
野

臨
床

薬
理

学
実

習

輸
血

学
実

習

生
理

機
能

検
査

学
実

習

画
像

検
査

学
実

習

血
液

検
査

学
実

習

生
化

学
成

分
検

査
学

実
習

病
理

組
織

学
実

習

凝
固

・
線

溶
学

実
習

遺
伝

子
検

査
学

実
習

病
原

微
生

物
学

実
習

ウ
イ

ル
ス

学
実

習

免
疫

検
査

学
実

習

医
療

安
全

管
理

学
分

野
医

療
安

全
管

理
学

医
療

安
全

管
理

学
実

習

検
査

総
合

管
理

学
分

野
多

職
種

連
携

医
療

科
学

概
論

単
位

合
計

4
5

2
5

2
3

7
.
5

1
6
.
5

4
.
5

8
9
.
0

3
6
.
5

1
2
5
.
5

 
 
*
 
医

学
検

査
学

、
医

学
検

査
学

実
習

は
1
、

2
年

次
の

み
履

修
可

。

輸
血

学
実

習
、

病
原

微
生

物
学

実
習

の
単

位
修

得
が

必
要

。

（
注

）
１

．
こ

の
表

に
掲

げ
る

単
位

数
は

、
卒

業
に

必
要

な
最

少
の

数
値

を
表

す
。

　
　

　
２

．
「

総
合

科
目

Ⅰ
」

、
「
総

合
科

目
Ⅱ

」
、
「
総

合
科

目
Ⅲ

」
、
「
体

育
」

、
「

外
国

語
」

、
「

情
報

」
及

び
「

芸
術

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

医
療

工
学

・
情

報
科

学
分

野

 
*
*
 
臨

床
実

習
の

履
修

に
は

医
科

学
応

用
分

野
を

除
く

必
修

科
目

お
よ

び
選

択
科

目
の

う
ち

医
学

検
査

学
、

医
学

検
査

学
実

習
、

臨
床

薬
理

学
実

習
、

医
療

安
全

管
理

学
、

医
療

安
全

管
理

学
実

習
、

生
理

機
能

検
査

学
実

習
、

画
像

検
査

学
実

習
、

生
化

学
成

分
検

査
学

実
習

、

 
　

　
 
３

．
臨

床
検

査
技

師
の

免
許

を
取

得
し

よ
う

と
す

る
者

は
臨

床
実

習
を

含
む

卒
業

に
必

要
な

科
目

の
単

位
を

修
得

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
.
5
～

 
4

0
～

 
1
.
5

3
.
5

国 際 医 療 科 学

医
科

学
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

演
習

情
報

（
講

義
・

演
習

）

第
１

外
国

語
（

日
本

語
）

4
.
5

疾
病

の
成

り
立

ち
及

び
医

学
検

査
の

基
礎

分
野

保
健

医
療

福
祉

と
医

学
検

査
分

野

2

保
健

医
療

福
祉

と
生

命
医

科
学

分
野

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

（
医

療
科

学
類

）

2
5

0
～
1
.
5

共
 
　

通
　

 
科

　
 
目

関
 
 
 
 
連

 
 
 
 
科

 
 
 
 
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

単 位 数

主 専 攻 分 野

卒
 
 
業

 
 
に

 
 
必

 
 
要

 
 
な

 
 
履

 
 
修

 
 
科

 
 
目

 
 
及

 
 
び

 
 
修

 
 
得

 
 
単

 
 
位

 
 
数

専
 
 
 
 
 
門

 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
目

専
 
 
門

 
 
基

 
 
礎

 
 
科

 
 
目

基
 
 
 
 
 
 
礎

 
 
 
 
 
 
科

 
 
 
 
 
 
目

国
際

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

研
修

〔
自
由

科
目

(
特

設
)
開
設
〕

コ
ー

チ
ン

グ
の

基
礎

と
演

習
〔
自
由
科

目
(
特

設
)
開
設
〕

1

2
.
5

～
4

（
国

際
医

療
科

学
主

専
攻

　
Ｇ

３
０

プ
ロ

グ
ラ

ム
）

選 択 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

3

計
合 　 　 計

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目
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別表第２（第４条関係）

（医学類）

専 門 科 目

左欄の専門科目を履修するための条件としてあらかじめ履修しなけ

ればならない授業科目及び修得単位数

区分 授業科目 修得単位数

機能・構造と病態Ⅰ

医療概論Ⅱ

専
門
科
目

医学統計学

医療・福祉現場でのふれあい等

医療概論Ⅰ

医学の基礎

専
門
基
礎
科
目

力学１

電磁気学１

生物学Ⅰ

生物学Ⅱ

化学２

化学３

生物・化学実験

機能・構造と病態Ⅱ

医療概論Ⅲ
専
門

科
目

機能・構造と病態Ⅰ

医療概論Ⅱ

クリニカル・クラークシップ準備学習

社会医学実習

クリニカル・クラークシップ（ ）

医療概論Ⅳ

専
門

科
目

機能・構造と病態Ⅱ

医療概論Ⅲ

専
門
基
礎
科
目

演習

基
礎
科
目

共
通
科
目

総合科目

体育

第１外国語（英語）

情報

国語Ⅰ

関
連

科
目

（別表 で指定している科目） ～

クリニカル・クラークシップ（

）

専
門
科
目

クリニカル・クラークシップ準備学習

社会医学実習

クリニカル・クラークシップ（ ）

医療概論Ⅳ

クリニカル・クラークシップ（ ）

アドヴァンスト・エレクティヴズ（医学専

攻）

研究室実習（新医学専攻）

医療概論Ⅴ

医学総括

専
門
科
目

クリニカル・クラークシップ（ ）
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（医学類 第２年次編入学者）

専 門 科 目

左欄の専門科目を履修するための条件としてあらかじめ履修しな

ければならない授業科目及び修得単位数

区分 授業科目 修得単位数

機能・構造と病態Ⅱ

医療概論Ⅲ

専
門
科
目

医学の基礎Ｂ

機能・構造と病態Ⅰ

医療概論Ⅱ

クリニカル・クラークシップ準備学習

社会医学実習

クリニカル・クラークシップ（ ）

医療概論Ⅳ

専
門
科
目

機能・構造と病態Ⅱ

医療概論Ⅲ

専
門
基
礎
科
目

演習

クリニカル・クラークシップ（

）

専
門
科
目

クリニカル・クラークシップ準備学習

社会医学実習

クリニカル・クラークシップ（ ）

医療概論Ⅳ

クリニカル・クラークシップ（ ）

アドヴァンスト・エレクティヴズ（医学専

攻）

研究室実習（新医学専攻）

医療概論Ⅴ

医学総括

専
門
科
目

クリニカル・クラークシップ（ ）
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（８）体育専門学群履修細則

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ ６ 日

体育専門学群部局細則第２号

改正 平成１７年体育専門学群部局細則第１号

平成１８年体育専門学群部局細則第１号

平成１８年体育専門学群部局細則第３号

平成１９年体育専門学群部局細則第１号

平成２２年体育専門学群部局細則第１号

平成２３年体育専門学群部局細則第１号

平成２３年体育専門学群部局細則第３号

平成２５年体育専門学群部局細則第１号

平成２６年体育専門学群部局細則第１号

平成２６年体育専門学群部局細則第 号

平成２７年体育専門学群部局細則第１号

平成２８年体育専門学群部局細則第１号

体育専門学群履修細則

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第１条の２第１項、第２５条、第２８条、第３１条、第３３条、第３５条第３項、第

３９条及び第４０条の規定に基づき、体育専門学群における人材育成に関する目的その他教育

研究上の目的（次条において「人材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し

必要な事項を定めるものとする。

（人材養成目的） 
第１条の２ 体育専門学群は、優れた運動技能と幅広い運動経験を基盤に、体育・スポーツ及び

健康に関する総合的な知識と最新の科学的知見を活かしながら、組織を適確にマネジメントし

て諸々の問題解決を図ることのできる知・徳・体を具備した体育・スポーツ界のリーダーを養

成することを目的とする。 
 
（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条に規定する主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 群 主 専 攻 分 野

体 育 専 門 学 群 体育学

（修得単位数等）

第３条 体育専門学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」

ごとの卒業に必要な履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。この場合において、

「共通科目・体育」の単位については、「専門基礎科目」の「実技理論・実習」の履修により修

（医学類 第２年次編入学者）

専 門 科 目

左欄の専門科目を履修するための条件としてあらかじめ履修しな

ければならない授業科目及び修得単位数

区分 授業科目 修得単位数

機能・構造と病態Ⅱ

医療概論Ⅲ

専
門
科
目

医学の基礎Ｂ

機能・構造と病態Ⅰ

医療概論Ⅱ

クリニカル・クラークシップ準備学習

社会医学実習

クリニカル・クラークシップ（ ）

医療概論Ⅳ

専
門
科
目

機能・構造と病態Ⅱ

医療概論Ⅲ

専
門
基
礎
科
目

演習

クリニカル・クラークシップ（

）

専
門
科
目

クリニカル・クラークシップ準備学習

社会医学実習

クリニカル・クラークシップ（ ）

医療概論Ⅳ

クリニカル・クラークシップ（ ）

アドヴァンスト・エレクティヴズ（医学専

攻）

研究室実習（新医学専攻）

医療概論Ⅴ

医学総括

専
門
科
目

クリニカル・クラークシップ（ ）
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得した単位をもって充てるものとする。

 
（履修科目の登録の上限）

第４条 学群学則第３３条第１項に規定する履修科目の登録の上限は、４５単位とする。ただし、

教職に関する科目、休業期間中に行われる集中講義及び当該年度の途中で開講が決定された授

業科目を除く。

２ 学群学則第３３条第２項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場合

の要件及び単位数は、次の表のとおりとする。

学 群 要 件 単位数

体育専門学群

２年次以上で、専門に関する科目の修得単位数の８０

パーセント以上が「Ａ 」及び「Ａ」の成績である者。

ただし、卒業要件科目を４０単位以上取得しているこ

と。

５５単位

（成績の評価）

第５条 学群学則第３５条第３項に規定する合格及び不合格の評語を用いることができる授業科

目は、「フレッシュマン・セミナー」、及び「卒業研究」とする。

（早期卒業）

第６条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の申請に関する条件等（以下「対象者」という。）

及び卒業判定基準は、次の表のとおりとする。

学 群 対 象 者 卒業判定基準

体育専門学群

次の基準を満たしている者

２年次末までの全科目の修得単位数

の８０パーセント以上が「Ａ 」及び「Ａ」

評価の成績であること。指導教員の推薦

があること。３年次春学期末までに卒業

研究に着手していること。これらすべて

の基準を満たしている者。

学群の卒業要件を満たしている

こと。

（雑則）

第７条 この部局細則に規定するもののほか、卒業研究の選択及び提出時期その他体育専門学群

における授業科目の履修に関し必要な事項は、体育専門学群教育会議の議を経て、学群長が定

め、学内に公示するものとする。

 
附 則

１ この部局細則は、平成１６年６月１６日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。
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附 則（平１７．９．２８体育専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平１８．１．２５体育専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平１８．９．２７体育専門学群部局細則３号）

１ この部局細則は、平成１９年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平１９．１１．２１体育専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平２２．１．２０体育専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平２３．１．１９体育専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。ただし、第７条にあっては、平成２０年度入学者から適用する。

附 則（平２３．９．２１体育専門学群部局細則３号）

この部局細則は、平成２３年１０月１日から施行する。

附 則（平２５．３．８体育専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平２６．６．１８体育専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２６年６月１８日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 別表第１の自由科目（特設）を関連科目の自由科目とする内容については、平成２６年４月

１日現在の在籍者から適用する。

得した単位をもって充てるものとする。

 
（履修科目の登録の上限）

第４条 学群学則第３３条第１項に規定する履修科目の登録の上限は、４５単位とする。ただし、

教職に関する科目、休業期間中に行われる集中講義及び当該年度の途中で開講が決定された授

業科目を除く。

２ 学群学則第３３条第２項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めることができる場合

の要件及び単位数は、次の表のとおりとする。

学 群 要 件 単位数

体育専門学群

２年次以上で、専門に関する科目の修得単位数の８０

パーセント以上が「Ａ 」及び「Ａ」の成績である者。

ただし、卒業要件科目を４０単位以上取得しているこ

と。

５５単位

（成績の評価）

第５条 学群学則第３５条第３項に規定する合格及び不合格の評語を用いることができる授業科

目は、「フレッシュマン・セミナー」、及び「卒業研究」とする。

（早期卒業）

第６条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の申請に関する条件等（以下「対象者」という。）

及び卒業判定基準は、次の表のとおりとする。

学 群 対 象 者 卒業判定基準

体育専門学群

次の基準を満たしている者

２年次末までの全科目の修得単位数

の８０パーセント以上が「Ａ 」及び「Ａ」

評価の成績であること。指導教員の推薦

があること。３年次春学期末までに卒業

研究に着手していること。これらすべて

の基準を満たしている者。

学群の卒業要件を満たしている

こと。

（雑則）

第７条 この部局細則に規定するもののほか、卒業研究の選択及び提出時期その他体育専門学群

における授業科目の履修に関し必要な事項は、体育専門学群教育会議の議を経て、学群長が定

め、学内に公示するものとする。

 
附 則

１ この部局細則は、平成１６年６月１６日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。
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附 則（平２６．１２．３体育専門学群部局細則２号）

この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平２７．１２．２体育専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平２８．３．４体育専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。



－ 265 －

2
分
野
別
専
門
科
目

1
0

-
-

専
門
語
学
Ａ

1
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
学
領
域
科
目

1
0

-
-

1
総

合
科

目
-

-
-

-
-

1
2
4

（
科
目
番
号
が
W
1
5
で
始
ま
る
科
目
）

（
科
目
番
号
が
W
8
7
で
始
ま
る
科
目
）

6
キ
ャ
リ
ア
支
援
科
目

7
専
門
基
礎
共
通
演
習

1
コ
ー
チ
ン
グ
学
領
域
科
目

4

（
科
目
番
号
が
W
1
6
で
始
ま
る
科
目
）

（
科
目
番
号
が
W
8
8
で
始
ま
る
科
目
）

1

1
卒
業
研
究
領
域
科
目

6
1

健
康
体
力
学
領
域
科
目

1
0

（
科
目
番
号
が
W
1
8
で
始
ま
る
科
目
）

（
科
目
番
号
が
W
8
9
で
始
ま
る
科
目
）

3
1

7
芸

術

3
臨
海
実
習

1 1

教
育

実
習

0
～

5

単
位

合
計

1
5

1
～ 1
0

3
3

9
1

1
2
4

1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数
は
、
卒
業
に
必
要
な
最
少
の
数
値
を
表
す
。

4
.
 
外
国
人
留
学
生

又
は

外
国

に
お

い
て

中
等

教
育

を
受

け
た

学
生

は
、

「
第

１
外

国
語

」
の

（
英

語
）

を
（

日
本

語
）

に
替

  
5
．
自
由
科
目
（

特
設

）
に

つ
い

て
は

、
4
単

位
を

上
限

と
し

て
卒

業
に

必
要

な
単

位
と

し
て

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
3
．

「
総

合
科

目
」

、
「

第
１
外
国
語
」
及
び
「
第
２
外
国
語
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
科
目
と
し
て
開
設
し

 
 
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履
修
す
る
。

 　 　

体
育
専
門
学
群
で
開
設
す
る
専
門

科
目

 5
～

 　
2
0

体
育
科
学
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム

2
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複
し
て
、
他
の
科
目
欄
の
授
業
科
目
と
す
る
こ
と
又
は
同
一
の
科
目
欄
の
他
の
授
業

 
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な
い
。

実
技
理
論
・
実
習
（

Ａ
群
か
ら
Ｇ

群
ま
で
各
群
か
ら
１
単
位
ず
つ
履

修
す
る
こ
と

。
）

テ
ー
ピ
ン
グ
・
マ
ッ

サ
ー
ジ

1
2
～

2
5

（
注

）

こ
と
が
で
き
る
。

2
8
～

4
3

6
3
1
～

3
9

1
2

国
語

2

ス
ポ

ー
ツ

キ
ャ

リ
ア

形
成

Ⅰ
～

Ⅲ
情
報

4
第

２
外

国
語

(
初
修
外
国
語
)

0
～

4
自

由
科

目
（

特
設

）
＊

注
5

 0
～

  
　

8
体
育
専
門
学
群
で
開
設
す
る
専
門

基
礎
科
目

第
１
外
国
語

（
英

語
）

4
0
～

3

総 合 科 目

フ
レ
ッ
シ
ュ

マ
ン

セ
ミ
ナ
ー

1
～

3
1
2
～

2
0

（
「
フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

セ
ミ

ナ
ー

」
、

「
学

問
へ

の
い

ざ
な

い
」
を

除
く

）

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

教
職
に
関
す
る

科
目
（
教
育
実

習
を
除
く

。
）

博
物

館
に

関
す

る
科

目

他
学

群
の

開
設

科
目

体 　 　 育 　 　 学

専
門

語
学

Ｂ
（
卒

業
研

究
領

域
別

）

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

卒
業

研
究

学
問
へ
の
い

ざ
な
い

保
健

体
育

科
（

体
力

づ
く

り
運

動
）

指
導

法 種
目

別
コ

ー
チ

ン
グ

演
習

Ⅰ
～

Ⅱ
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
専
門

英
語
基
礎
演
習

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

別
表

第
1
（

第
3
条

関
係

）

（
体

育
専

門
学

群
）

 

主 専 攻 分 野

卒
　
業
　
に
　
必
　
要
　
な
　
履
　
修
　
科
　
目
　
及
　
び
　
修
　
得
　
単
　
位

　
数

専
　
 
 
 
 
門
　
 
 
 
 
科
　
 
 
 
 
目

専
 
 
 
門
 
 
 
基
 
 
 
礎
 
 
 
科
 
 
 
目

基
　

 
 
 
 
礎

　
 
 
 
 
科

　
 
 
 
 
目

計
合 　 　 計

共
 
 
通

 
 
科

 
 
目

関
　

 
 
 
 
連

　
 
 
 
 
科

 
 
 
 
　

目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

附 則（平２６．１２．３体育専門学群部局細則２号）

この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平２７．１２．２体育専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平２８．３．４体育専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。
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（９）芸術専門学群履修細則

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ ６ 日

芸術専門学群部局細則第２号

改正 平成１８年芸術専門学群部局細則第１号

平成１９年芸術専門学群部局細則第１号

平成２１年芸術専門学群部局細則第１号

平成２２年芸術専門学群部局細則第１号

平成２３年芸術専門学群部局細則第１号

平成２３年芸術専門学群部局細則第３号

平成２４年芸術専門学群部局細則第１号

       平成２５年芸術専門学群部局細則第１号

       平成２７年芸術専門学群部局細則第１号

平成２８年芸術専門学群部局細則第 号

平成２８年芸術専門学群部局細則第２号

平成３１年芸術専門学群部局細則第 号

芸術専門学群履修細則

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第１条の２第１項、第２５条、第２８条、第３３条、第３５条第２項、第３９条第１

項及び第４０条の規定に基づき、芸術専門学群における人材養成に関する目的その他教育研究

上の目的（次条において「人材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要

な事項を定めるものとする。 
 

（人材養成目的） 
第１条の２ 芸術専門学群は、学際的・国際的な視野と確かな学力を持ち、かつ柔軟な発想力と

豊かな表現力を備え、創造的活力に満ちた美術及びデザインの専門家を養成することを目的と

する。 
 
（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 群 主 専 攻 分 野

芸 術 専 門 学 群 芸術学 美術 構成 デザイン、日本芸術

（履修方法）

第３条 芸術専門学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」

ごとの卒業に必要な履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。

（履修科目の登録の上限）

第４条 学群学則第３３条第１項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、４５単位（「教職

に関する科目」及び「博物館に関する科目」を除く。）とする。
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２ 学群学則第３３条第２項の部局細則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがで

きる場合の要件及び単位数は、次の表のとおりとする。

学 群 要 件 単位数

芸術専門学群

前年度までの総履修科目の９０パーセント以上が「Ａ 」

又は「Ａ」であること。

学群長が特別な事情があると認めた者

５０単位

（成績の評価）

第５条 学群学則第３５条第２項の部局細則で定める合格及び不合格の評語を用いることができ

る授業科目は、「フレッシュマン・セミナー」、「Japan-Expert フレッシュマン・セミナー」、「学

外演習」、「学外実習」、「領域研究Ⅰ、Ⅱ」、及び「彫塑特別実習」とする。

（早期卒業）

第６条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び基準は、次の表のとおりとする。

学 群 対 象 者 基 準

芸術専門学群

次の基準を満たしている者

２年次終了時までの総履修科目の

９０パーセント以上が「Ａ 」又は「Ａ」

であること。

学群の卒業要件を満たしている

こと。

卒業研究の内容が優秀と認めら

れること。

（雑則）

第７条 この部局細則に定めるもののほか、卒業研究の選択及び提出時期その他芸術専門学群に

おける授業科目の履修に関し必要な事項は、専門学群教育会議の議を経て、学群長が定め、学

内に公示するものとする。

 
 

附 則

１ この部局細則は、平成１６年６月１６日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平１８．１．１８芸術専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平１９．１２．１２芸術専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平２１．１．２１芸術専門学群部局細則１号）

（９）芸術専門学群履修細則

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ ６ 日

芸術専門学群部局細則第２号

改正 平成１８年芸術専門学群部局細則第１号

平成１９年芸術専門学群部局細則第１号

平成２１年芸術専門学群部局細則第１号

平成２２年芸術専門学群部局細則第１号

平成２３年芸術専門学群部局細則第１号

平成２３年芸術専門学群部局細則第３号

平成２４年芸術専門学群部局細則第１号

       平成２５年芸術専門学群部局細則第１号

       平成２７年芸術専門学群部局細則第１号

平成２８年芸術専門学群部局細則第 号

平成２８年芸術専門学群部局細則第２号

平成３１年芸術専門学群部局細則第 号

芸術専門学群履修細則

（趣旨）

第１条 この部局細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第１条の２第１項、第２５条、第２８条、第３３条、第３５条第２項、第３９条第１

項及び第４０条の規定に基づき、芸術専門学群における人材養成に関する目的その他教育研究

上の目的（次条において「人材養成目的」という。）、教育課程の編成及びその履修に関し必要

な事項を定めるものとする。 
 

（人材養成目的） 
第１条の２ 芸術専門学群は、学際的・国際的な視野と確かな学力を持ち、かつ柔軟な発想力と

豊かな表現力を備え、創造的活力に満ちた美術及びデザインの専門家を養成することを目的と

する。 
 

（主専攻分野）

第２条 学群学則第２５条の部局細則で定める主専攻分野は、次の表のとおりとする。

学 群 主 専 攻 分 野

芸 術 専 門 学 群 芸術学 美術 構成 デザイン、日本芸術

（履修方法）

第３条 芸術専門学群における主専攻分野別の「専門科目」、「専門基礎科目」及び「基礎科目」

ごとの卒業に必要な履修科目及び修得単位数は、別表第１のとおりとする。

（履修科目の登録の上限）

第４条 学群学則第３３条第１項の部局細則で定める履修科目の登録の上限は、４５単位（「教職

に関する科目」及び「博物館に関する科目」を除く。）とする。
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１ この部局細則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平２２．１．２０芸術専門学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法、上限を超えて履修科目の

登録を認めることができる場合の要件及び早期卒業の基準にあっては、改正後の第５条、第８

条及び別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平２３．１．１９芸術専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平２３．９．２１芸術専門学群部局細則３号）

この部局細則は、平成２３年１０月１日から施行する。

附 則（平２４．１．２５芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平２５．２．２０芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平２７．１．２１芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平２８．１．２０芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平２８．６．１５芸術専門学群部局細則２号）

この部局細則は、平成２８年１０月１日から施行する。

附 則（平３１．１．１６芸術専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。



－ 269 －

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

選 択 科 目

自 由 科 目

芸
術

キ
ャ

リ
ア

教
育

1
美

術
史

概
説

2

ア
ー

ト
&
デ

ザ
イ

ン
入

門
1

デ
ザ

イ
ン

史
概

説

領
域

研
究

Ⅰ
1

芸
術

と
文

化
1

Y
A

で
始

ま
る

基
礎

演
習

3

領
域

研
究

Ⅱ
1

芸
術

と
社

会
1

Y
A

で
始

ま
る

概
論

3

領
域

特
別

演
習

Ⅰ
1

英
語

基
礎

演
習

A
,B

,C
1

Y
A

で
始

ま
る

授
業

科
目

5
〜

1
2

体
育

2
体

育
0

〜
2

領
域

特
別

演
習

Ⅱ
1

第
1
外

国
語

(英
語

)
4

第
1
外

国
語

(英
語

)
0

〜
4

領
域

特
別

演
習

Ⅲ
1

情
報

4
第

2
外

国
語

(初
修

外
国

語
)

0
〜

4

国
語

0
〜

2

芸
術

0
〜

3

E
、

F
で

始
ま

る
授

業
科

目
(た

だ
し

専
門

科
目

で
指

定
す

る
科

目
を

除
く

)

2
〜

  
1
4

単
位

合
計

1
1

〜
6
4

〜
2
0

〜
1
2

6
〜

2
4

2
8

9
6

0
1
2
4

1
-

-
-

（
注

）
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。
2
．

同
一

の
授

業
科

目
を

重
複

し
て

、
他

の
科

目
欄

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

3
．

各
科

目
欄

に
掲

げ
る

記
号

及
び

番
号

は
、

授
業

科
目

番
号

で
、

当
該

記
号

及
び

番
号

で
始

ま
る

授
業

科
目

の
グ

ル
ー

プ
を

表
す

。
な

お
、

他
学

群
の

授
業

科
目

番
号

等
に

お
い

て
読

み
替

え
を

必
要

と
す

る
場

合
は

、
別

途
通

知
す

る
。

4
．

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

「
第

1
外

国
語

」
、

「
第

2
外

国
語

」
、

「
情

報
」
、

「
国

語
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

開
設

 し
て

い
る

も
の

の
う

ち
か

ら
履

修
す

る
。

5
．

留
学

生
及

び
外

国
に

お
い

て
中

等
教

育
を

受
け

た
学

生
は

、
「
第

1
外

国
語

」
を

「
日

本
語

」
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

5
0

-
5

1
3

-
1
2

芸 術 学 ・ 美 術 ・ 構 成 ・ デ ザ イ ン

卒
業

研
究

6
Y

B
で

始
ま

る
授

業
科

目
 (

領
域

研
究

Ⅰ
,Ⅱ

、
領

域
特

別
演

習
Ⅰ

,
Ⅱ

,Ⅲ
を

除
く

)

F
G

4
5
9
0
1

F
H

4
5
0
5
1

F
H

4
5
0
6
1

F
H

4
5
0
7
1

0
〜

5

A
B

9
0
, 

A
B

9
3
,

A
C

5
0
, 
A

C
6
0
で

始
ま

る
科

目

0
〜

1
5

0
1
2
4

共
通

科
目

を
除

く
他

学
群

ま
た

は
他

学
類

の
開

設
科

目
 (
た

だ
し

専
門

科
目

で
指

定
す

る
科

目
及

び
E
、

F
で

始
ま

る
科

目
を

除
く

)

4
〜

1
8

〜
1
8

-
-

2
8

9
6

0
-

-
-

-
教

職
に

関
す

る
科

目
、

博
物

館
に

関
す

る
科

目
及

び
自

由
科

目
(特

設
)

3
〜

　
6
4

-
-

-
-

総
合

科
目

(フ
レ

ッ
シ

ュ
マ

ン
・セ

ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

)

2
総

合
科

目
(フ

レ
ッ

シ
ュ

マ
ン

・セ
ミ
ナ

ー
、

学
問

へ
の

誘
い

を
除

く
)

1
〜

4
0

別
表

第
1
（
第

3
条

関
係

）

（
芸

術
専

門
学

群
）

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

専
門

科
目

専
門

基
礎

科
目

基
礎

科
目

計

合 　 　 計

共
通

科
目

関
連

科
目

単 位 数

単 位 数

単 位 数

単 位 数

１ この部局細則は、平成２１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平２２．１．２０芸術専門学群部局細則１号） 
１ この部局細則は、平成２２年４月１日から施行する。 
２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法、上限を超えて履修科目の

登録を認めることができる場合の要件及び早期卒業の基準にあっては、改正後の第５条、第８

条及び別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平２３．１．１９芸術専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成２３年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。

附 則（平２３．９．２１芸術専門学群部局細則３号）

この部局細則は、平成２３年１０月１日から施行する。

附 則（平２４．１．２５芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平２５．２．２０芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平２７．１．２１芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平２８．１．２０芸術専門学群部局細則１号）

この部局細則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平２８．６．１５芸術専門学群部局細則２号）

この部局細則は、平成２８年１０月１日から施行する。

附 則（平３１．１．１６芸術専門学群部局細則１号）

１ この部局細則は、平成３１年４月１日から施行する。

２ この部局細則の施行前に学群に入学した者に適用される履修方法等にあっては、なお従前の

例による。
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６．地球規模課題学位プログラム（学士）の人材養成目的等に 

関する法人細則 

 
平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 
法 人 細 則 第 １ ７ 号 

 
地球規模課題学位プログラム（学士）の人材養成目的等に関する法人細則  

 
（趣旨）  

第１条 この法人細則は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規

則（平成１６年法人規則第１号）第４６条の２に定める地球規模課題学位プログ

ラム（学士）（以下「学位プログラム」という。）における入学、教育方法、卒業、

その他学生の修学上に必要な事項等について、筑波大学学群学則（平成１６年法

人規則第１０号。  以下「学群学則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。  
 

（修業年限）  
第２条 学位プログラムの修業年限は、学群学則第２条第１項に定める４年とする。 
 

（人材養成目的）  
第３条 学位プログラムは、地球規模課題全般を俯瞰する幅広い基礎知識を身に付

け、人間と環境に関する課題を解決するために分野を超えて必要な情報・技術を

自ら意欲的に求めていく姿勢を持ち、多くの選択肢の中から最適な解決を意思決

定できる人材を養成することを目的とする。   
 

（入学の時期）  
第４条 入学の時期は、１０月とする。  
 

（入学者選抜に関する基本方針）  
第５条 地球環境（気候変動、自然破壊、公害等）、人類社会（食糧、貧困、長寿社

会等）の問題に関心を持ち、文系及び理系の知識を活用しながら、将来、国内外

のグローバル企業、国際機関等で社会に貢献できる、又はイノベーションに貢献

できる人材を選抜する。  
 

（学群・学類又は学位プログラム間の移籍）  
第６条 学位プログラムの学生が他の学群又は学類に移籍を志願した場合及び他の

学群又は学類に所属する学生が学位プログラムに移籍を志願した場合は、学群学

則第２０条の規定を準用する。  
 

（編入学者及び転学群又は転学類による移籍者の既に履修した授業科目等の取扱
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い）  
第７条 学群学則第２２条の規定により学生が既に履修した授業科目及び修得した

単位数の取扱い並びに在学すべき年数及び在学年限については、学位プログラム

への編入学の取扱いについて及び学位プログラムにおける転学群・転学類の取扱

いについてで定める。  
 

（教育課程の編成方針）  
第８条 学位プログラムは、地球規模課題を俯瞰するという明確な目的をもった総

合的な知識を修得し、課題解決のために必要な情報を自ら収集し分析する能動的

姿勢を身に付け、グローバルな交渉力とマネージメント力を培う教育課程を編成

する。  
 

（教育課程の編成等）  
第９条 学位プログラムの授業科目、単位数及び履修方法については、学位プログ

ラムにおける教育課程の編成等について（以下「教育課程の編成等」という。）で

定める。  
 
（主専攻分野）  

第１０条 学群学則第２５条に規定する主専攻分野は、次の表のとおりとする。  
学位プログラム  主専攻分野  

地球規模課題学位プログラム（学士） 学際  
 

（学位授与の方針）  
第１１条 所定の年限在学し、所定の単位数を修得した者に学士の学位を与える。  
２ 学位プログラムの卒業にあっては、以下の各号に到達していることを目標とす

る。   
(1)文理融合の立場から、地球規模課題を俯瞰できる幅広い知識を修得しているこ  

と。  
(2)地球規模課題に関して、体系的な専門知識を身につけ、多角的な視点から総合  

的に分析し、創意工夫によって課題解決に取り組む能力を修得していること。 
(3)グローバル社会において自分自身の見解を論理的かつ説得的に主張しつつ、他  

者の意見にも十分耳を傾ける柔軟なコミュニケーション能力を有し、異分野・ 
異文化の環境において積極的にリーダーシップを発揮し、社会に貢献できる能  
力を修得していること。  

(4)グローバル社会における高い倫理観及びダイバーシティに関する理解能力を

修得していること。  
 

（履修方法等）  
第１２条 学群学則第３９条第１項に規定する学位プログラムにおける主専攻分野

別の専門科目、専門基礎科目及び基礎科目ごとの卒業に必要な履修科目及び修得



－ 273 －

単位数は、別表のとおりとする。  
 

（履修科目の登録の上限）  
第１３条 学群学則第３３条第１項に規定する履修科目の登録の上限は、４５単位

とする。ただし、夏季・冬季・春季休業期間中に行われる集中授業を除くものと

する。  
２ 学群学則第３３条第２項に規定する上限を超えて履修科目の登録を認めること

ができる場合の要件及び単位数は、次の表のとおりとする。  
学位プログラム  要件  単位数  
地球規模課題学

位 プ ロ グ ラ ム

（学士）  

(1)  前年度において、卒業要件として修得す

べき単位を 40 単位（１年次にあっては 20
単位）以上修得し、その修得すべき単位に

おいて、成績の評語「A+・A」の割合が 80％
以上である場合  

(2)  学位プログラムリーダーが特別な事情

があると認めた場合  

５５単位  

 
（学位授与）  

第１４条 第１２条に定める学位プログラムの卒業要件を満たした者には、学士（学

術）の学位を授与する。  
 

（早期卒業）  
第１５条 学群学則第４０条に規定する早期卒業の対象者及び卒業判定基準は、次

の表のとおりとする。  
学位プログラム  対  象  者  卒業判定基準  
地球規模課題学位

プログラム（学士） 
 
 

３ 年 次 の 秋 学 期 終 了 時 ま で

に卒業の要件として必要な単

位数を１００単位以上修得し、

かつ、その修得すべき単位にお

いて、成績の評語「Ａ＋・Ａ」

の割合が５０％以上であるこ

と及び卒業研究を履修し、４年

次の秋学期終了時に卒業要件

をすべて満たすことが見込ま

れること。  

(1) 学位プログラムの卒

業要件を満たしている

こと。  
(2) 卒業研究の内容が特

に優秀と認められるこ

と。  

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）  
第１６条 学位プログラムに参画する教員は、Faculty Development(FD)・Staff 

Development(SD)研修会において、学位プログラムの人材養成目的、カリキュラ

ムポリシー、教育指導法、成績評価等について意見交換・討論を行い、共通認識

を持って教育に当たる。  
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２ 学位プログラムに参画する教職員は、学位プログラムに関係する教職員の協

力関係の構築及び学生指導活動の一層の充実を図るものとする。  

 
（卒業論文の作成等の単位の取扱い）  

第１７条 卒業論文の作成等に関し、授業科目により指導し、その学修等を考慮し

て授与する単位数については、６単位とする。  
 

（期末試験）  
第１８条 期末試験は、原則として、学年暦で定められた期末試験期間に行うこと

とする。ただし、前条に規定する科目については、平常の学修の成績等をもって

試験に代えることができる。  
 
（成績の評語）  

第１９条 学群学則第３５条第３項に規定するＰ又はＦの評語を用いることができ

る授業科目は、フレッシュマン・セミナーとする。  
２ ＧＰＡ制度における学群の学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対象から除外する科目

は、設定しない。  
 

（雑則）  
第２０条 この法人細則に規定するもののほか、主専攻分野の選択時期、早期卒業

の申請時期、卒業研究の選択及び提出時期その他学位プログラムにおける授業科

目の履修に関し必要な事項は、学位プログラム教育会議の議を経て、学位プログ

ラムリーダーが定め、学内に公示するものとする。  
 
   附 則  
 この法人細則は、平成２９年１０月１９日から施行し、同年１０月１日から適用

する。  
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目
と

す
る

こ
と

又
は

同
一

の
科

目
欄

の
他

の
授

業
科

目
と

別
表
　
（
第
1
2
条

関
係
）

  
  
  
3．

「
総

合
科

目
」
、

「
体

育
」
、

[外
国

語
」
、

「
情

報
」
及

び
「
芸

術
」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
授

業
科

目
と

し
て

（
注

）
1
．

こ
の

表
に

掲
げ

る
単

位
数

は
、

卒
業

に
必

要
な

最
少

の
数

値
を

表
す

。

3
3

－
1
2

－

学 際

単 位 数

主 専 攻 分 野

卒
　

業
　

に
　

必
　

要
　

な
　

履
　

修
　

科
　

目
　

及
　

び
　

修
　

得
　

単
　

位
　

数

必 修 科 目

  
  

８
．

外
国

人
留

学
生

に
お

い
て

は
、

第
１

外
国

語
を

日
本

語
と

す
る

。

自 由 科 目

単 位 数

自 由 科 目

－
9

５
．

国
際

基
督

教
大

学
に

お
い

て
履

修
し

修
得

し
た

単
位

は
、

原
則

と
し

て
、

基
礎

科
目

と
し

て
認

定
す

る
。

専
　

  
  
門

　
  
  
科

　
  
  
目

専
  
 門

  
 基

  
 礎

  
 科

  
 目

基
　

  
  
礎

　
  
  
科

　
  
  
目

必 修 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

単 位 数

必 修 科 目
B
E

E
G

H
E
3

H
E
4

上
記
科
目
の

う
ち
英
語
に

よ
る
科
目

４
．

学
位

プ
ロ

グ
ラ

ム
リ
ー

ダ
ー

が
指

定
す

る
科

目
は

別
途

提
示

し
、

履
修

指
導

を
行

う
。

選 択 科 目

単 位 数

自 由 科 目

単 位 数

選 択 科 目

単 位 数

2
0
1
8
1
0
2
2
案

他
学

群
又

は
他

学
類

の
授

業
科

目
の

う
ち

専
門

科
目

と
し

て
履

修
す

る
以

外
の

授
業

科
目

７
．

卒
業

研
究

は
、

学
位

プ
ロ

グ
ラ

ム
リ
ー

ダ
ー

の
承

認
を

経
て

、
長

期
実

習
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

６
．

日
本

語
に

よ
る

科
目

を
履

修
す

る
場

合
は

、
履

修
申

請
前

に
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

リ
ー

ダ
ー

に
相

談
し

、
卒

業
要

件
に

つ
い

て
は

、
学

位
プ

ロ
グ

ラ
ム

リ
ー

ダ
ー

が
決

定
す

る
。

計

単 位 数

選 択 科 目

自 由 科 目

単 位 数

必 修 科 目

－

単 位 数

合 　 　 計

目  
　

科  
　

連  
　

関
目  

科  
通  

共

選 択 科 目
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７．筑波大学開設授業科目の科目番号指定について（平成 年度）

筑波大学において開設される学群の授業科目には、その開設学群・学類、区分及び分野等を表す基準

の記号並びに番号を次の表のとおり定めており、履修上の便宜を図っています。

履修申請はすべてこの記号及び番号によって行われますので、間違えないように注意してください。

授業科目区分 頁 備 考

共

通

科

目

等

総合科目

体 育

外 国 語（英語・初修外国語・日本語）

芸 術

国 語

情 報

自由科目（特設）

教職に関する科目

博物館に関する科目

専門基礎科目及び専門科目
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総 合 科 目 フレッシュマン 人文・文化学群 人 文 学 類 講 義

 ・セミナー
比較文化学類 演 習

学士基盤科目、
日本語・日本 実 習

文化学類 講義・演習

学問への誘
いざな

い 社会・国際学群 社 会 学 類 そ の 他

国際総合学類

人 間 学 群 教 育 学 類

心 理 学 類

障 害 科 学 類

生命環境学群 生 物 学 類

生物資源学類

地 球 学 類

理 工 学 群 数 学 類

物 理 学 類

化 学 類

応用理工学類

工学システム
学類

社 会 工 学 類

情 報 学 群 情 報 科 学 類

情報メディア
創成学類

知 識 情 報 ・
図 書 館 学 類

医 学 群 医 学 類

看 護 学 類

医 療 科 学 類

2 ７ 学 問 へ の 誘 い

英 語 コ ー ス

体 育 専 門 学 群

芸 術 専 門 学 群

そ の 他

開設学群・学類

（総合科目）

総合科目の
区　　　分

授業科目の整

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

理上の番号

授 業 科 目 授業の方法
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授業科目
受講年次
区分等

授業の
方法

体育 講義

演習

実技

自由科目

弓 道

剣 道

器 械 運 動

キ ャ ン ピ ン グ

ゴ ル フ

賑わい創造 地域を繋ぐスポー
ツ・イベントマネジメント実

習

日 本 の 体 育 ・
ス ポ ー ツ 文 化

ニ ュ ー ス ポ ー ツ

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容
（体　育）

３年次必修
(発展体育)

４年次必修
(発展体育)

授業科目の
種　　　　類

合 気 道

空 手

１年次必修
(集中)

ウ ィ ン ド サ ー フ ィ ン

ウ ェ ル ネ ス ・ ス ポ ー ツ

ウ ォ ー ル ク ラ イ ミ ン グ

ア ー チ ェ リ ー

ア メ リ カ ン フ ッ ト ボ ー ル

イ ン ラ イ ン ス ケ ー ト

１年次必修
(基礎体育)

２年次必修
(応用体育)

柔 道

ジ ョ グ ＆ ウ ォ ー ク

水 泳

サ ッ カ ー

シ ュ ー テ ィ ン グ ス ポ ー ツ

３年次必修
(集中)

４年次必修
(集中)

つ く ば マ ラ ソ ン

テ ニ ス

ス ポ ー ツ ケ ア

ソ フ ト ボ ー ル

水 泳 （ 初 級 ・ 中 級 ）

ス ノ ー ス ポ ー ツ

卓 球

ダ ン ス

東 洋 的 身 心 鍛 錬 法

トラック＆フィールド（集
中 ）

テ ニ ス （ 中 級 ・ 上 級 ）

テ ニ ス の 科 学

ト リ ム 運 動

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

総 合 科 目 フレッシュマン 人文・文化学群 人 文 学 類 講 義

 ・セミナー
比較文化学類 演 習

学士基盤科目、
日本語・日本 実 習

文化学類 講義・演習

学問への誘
いざな

い 社会・国際学群 社 会 学 類 そ の 他

国際総合学類

人 間 学 群 教 育 学 類

心 理 学 類

障 害 科 学 類

生命環境学群 生 物 学 類

生物資源学類

地 球 学 類

理 工 学 群 数 学 類

物 理 学 類

化 学 類

応用理工学類

工学システム
学類

社 会 工 学 類

情 報 学 群 情 報 科 学 類

情報メディア
創成学類

知 識 情 報 ・
図 書 館 学 類

医 学 群 医 学 類

看 護 学 類

医 療 科 学 類

2 ７ 学 問 へ の 誘 い

英 語 コ ー ス

体 育 専 門 学 群

芸 術 専 門 学 群

そ の 他

開設学群・学類

（総合科目）

総合科目の
区　　　分

授業科目の整

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

理上の番号

授 業 科 目 授業の方法
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授業科目
受講年次
区分等

授業の
方法

リ フ レ ッ シ ュ 体 操

へ の ス ク ラ ム

授業科目の
種　　　　類

バ ド ミ ン ト ン

ト ラ ッ ク ＆ フ ィ ー ル ド

野 球

つ く ば マ ラ ソ ン 中 級

日 本 の 体 育 ・
ス ポ ー ツ 文 化 （ Ⅱ ）

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

野 外 運 動

バ レ ー ボ ー ル

ハ ン ド ボ ー ル

ボ デ ィ ・ ワ ー ク

ボ ウ リ ン グ

フィットネストレーニング

フ ラ ッ グ フ ッ ト ボ ー ル

ビ ー チ ス ポ ー ツ

氷 上 ス ポ ー ツ

バスケットボール中級

親水スポーツ

ボ デ ィ ・ ワ ー ク （ Ⅱ ）

ポタツーリング

アスレティックトレーニン
グ

ヨ ッ ト

ラ ン ニ ン グ の 世 界

マ リ ン ス ポ ー ツ
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授業科目 授業の方法

演　　　　　習

G３０用科目

語学別科目名

　（英語及び初修外国語）
コ　　　ー　　　ド

授業科目の整理上の
番号

第１外国
語・第２
外国語

英　　　語

コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容
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授業科目
語学別
科目名

授業の方法

英　　　語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

in EnglishⅠ

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

専門英語基礎演習

コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

in EnglishⅡ

選択・自由科目名

コ　　　ー　　　ド

TOEFL 関連科目

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の整理
上の番号

第１外国
語・第２
外国語

英　　　語 演　　　　　習授業科目の整理
上の番号
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授業科目 授業の方法

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

ドイツ語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

演　　　　　習

第１外国
語・第２
外国語

基礎ドイツ語B II

ドイツ語圏の
言語と文化A

ドイツ語圏の
言語と文化B

G３０用科目

ドイツ語基礎A I

ドイツ語基礎A II

ドイツ語基礎B II

ドイツ語基礎B I

基礎ドイツ語A I

基礎ドイツ語B I

基礎ドイツ語A II

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

語学別科目名

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

○○文化圏の言語と文化

第１外国
語・第２
外国語

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化ＩA

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化ＩBC

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

選択・自由科目名

応用ドイツ語講読 II

応用ドイツ語作文 I

応用ドイツ語会話 I

演　　　　　習

授業科目の
整理上の番号

授業科目の
整理上の番号

第１外国
語・第２
外国語

ドイツ語 授業科目の整理上の
番号

応用ドイツ語作文 II

応用ドイツ語会話 II

ドイツ語 応用ドイツ語講読 I

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

英　　　語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

in EnglishⅠ

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

専門英語基礎演習

コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

in EnglishⅡ

選択・自由科目名

コ　　　ー　　　ド

TOEFL 関連科目

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の整理
上の番号

第１外国
語・第２
外国語

英　　　語 演　　　　　習授業科目の整理
上の番号
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授業科目 授業の方法

ﾌﾗﾝｽ語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

ﾌﾗﾝｽ語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の整理上の
番号

基礎ﾌﾗﾝｽ語B I

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化IIBC

フランス語圏の
言語と文化A

基礎ﾌﾗﾝｽ語B II

ﾌﾗﾝｽ語基礎A I

ﾌﾗﾝｽ語基礎B I

基礎ﾌﾗﾝｽ語A II

ﾌﾗﾝｽ語基礎A II

ﾌﾗﾝｽ語基礎B II

基礎ﾌﾗﾝｽ語A I

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

語学別科目名

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

○○文化圏の言語と文化

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

選択・自由科目名

演　　　　　習ﾌﾗﾝｽ語 応用フランス語講読 I

応用フランス語講読 II

授業科目の
整理上の番号

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の
整理上の番号

応用フランス語作文 II

応用フランス語会話 II

応用フランス語作文 I

応用フランス語会話 I

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化IIA

フランス語圏の
言語と文化B

第１外国
語・第２
外国語
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授業科目 授業の方法

中国語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

中国語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

基礎中国語B I

基礎中国語A II

基礎中国語B II

基礎中国語A I

東アジア文化圏の
言語と文化ＩBC

東アジア文化圏の
言語と文化ＩA

語学別科目名

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の整理上の
番号

中国語基礎B II

中国語基礎A I

中国語基礎B I

中国語基礎A II

中国語圏の
言語と文化B

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の
整理上の番号

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

○○文化圏の言語と文化

中国語圏の
言語と文化A

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

授業科目の
整理上の番号

演　　　　　習第１外国
語・第２
外国語

選択・自由科目名

応用中国語講読 II

中国語 応用中国語講読 I

応用中国語作文 I

応用中国語会話 I

応用中国語作文 II

応用中国語会話 II

授業科目 授業の方法

ﾌﾗﾝｽ語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

ﾌﾗﾝｽ語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の整理上の
番号

基礎ﾌﾗﾝｽ語B I

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化IIBC

フランス語圏の
言語と文化A

基礎ﾌﾗﾝｽ語B II

ﾌﾗﾝｽ語基礎A I

ﾌﾗﾝｽ語基礎B I

基礎ﾌﾗﾝｽ語A II

ﾌﾗﾝｽ語基礎A II

ﾌﾗﾝｽ語基礎B II

基礎ﾌﾗﾝｽ語A I

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

語学別科目名

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

○○文化圏の言語と文化

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

選択・自由科目名

演　　　　　習ﾌﾗﾝｽ語 応用フランス語講読 I

応用フランス語講読 II

授業科目の
整理上の番号

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の
整理上の番号

応用フランス語作文 II

応用フランス語会話 II

応用フランス語作文 I

応用フランス語会話 I

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化IIA

フランス語圏の
言語と文化B

第１外国
語・第２
外国語
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授業科目 授業の方法

ロシア語

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

ロシア語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化IV BC

ロシア語圏の
言語と文化A

ロシア語基礎A I

基礎ロシア語B I

基礎ロシア語A II

基礎ロシア語B II

ロシア語基礎B I

ロシア語基礎A II

ロシア語基礎B II

基礎ロシア語A I

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

語学別科目名

○○文化圏の言語と文化

ロシア語圏の
言語と文化B

応用ロシア語作文 I

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

応用ロシア語講読 II

ロシア語

応用ロシア語会話 II

応用ロシア語作文 II

ロシア語特設

応用ロシア語会話 I

演　　　　　習第１外国
語・第２

第１外国
語・第２
外国語

授業科目の
整理上の番号

演　　　　　習

授業科目の
整理上の番号

応用ロシア語講読 I

授業科目の整理上の
番号

選択・自由科目名

第１外国
語・第２
外国語

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化IV A
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授業科目 授業の方法

ｽﾍﾟｲﾝ語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

ｽﾍﾟｲﾝ語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

演　　　　　習

ｽﾍﾟｲﾝ語基礎B I

ｽﾍﾟｲﾝ語基礎A II

ｽﾍﾟｲﾝ語基礎B II

基礎ｽﾍﾟｲﾝ語A I

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化III BC

第１外国
語・第２
外国語

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

○○文化圏の言語と文化

ｽﾍﾟｲﾝ語基礎A I

基礎ｽﾍﾟｲﾝ語B I

基礎ｽﾍﾟｲﾝ語A II

基礎ｽﾍﾟｲﾝ語B II

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

語学別科目名

授業科目の整理上の
番号

第１外国
語・第２
外国語

ヨーロッパ文化圏の
言語と文化III A

スペイン語圏の
言語と文化B

授業科目の
整理上の番号

スペイン語圏の
言語と文化A

第１外国
語・第２
外国語

応用スペイン語講読　I

応用スペイン語作文　I

応用スペイン語作文　II

応用スペイン語会話　II

ｽﾍﾟｲﾝ語

応用スペイン語会話　I

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

応用スペイン語講読　II

選択・自由科目名

授業科目の
整理上の番号
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授業科目 授業の方法

朝鮮語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

朝鮮語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

演　　　　　習

授業科目の整理上の
番号

基礎朝鮮語A II

基礎朝鮮語B II

朝鮮語基礎A I

基礎朝鮮語B I

朝鮮語基礎B I

朝鮮語基礎A II

朝鮮語基礎B II

基礎朝鮮語A I

第１外国
語・第２
外国語

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

語学別科目名

授業科目の
整理上の番号

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

○○文化圏の言語と文化

東アジア文化圏の
言語と文化IIA

朝鮮語圏の
言語と文化A

東アジア文化圏の
言語と文化IIBC

応用朝鮮語会話 II

朝鮮語

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

授業科目の
整理上の番号

朝鮮語圏の
言語と文化B

第１外国
語・第２
外国語

選択・自由科目名

応用朝鮮語講読 II

応用朝鮮語講読 I

応用朝鮮語会話 I

第１外国
語・第２
外国語
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日 本 語 ク ラ ス 授 業 科 演　   　　習

分 け に 目 の 整

よ る 班

別 の 番

理 上 の

番 号

号

総合日本語

漢字

Japan-Expertプログラム

（日本語）

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

授業科目
語 学 別
科 目 名

受  講  対  象 班　別 授業の方法

第１外国
語・第２
外国語

英 語 コ ー ス

学群留学生及び帰国生徒

短期留学生
授業科目の整理

上の番号

授業科目 授業の方法

朝鮮語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

朝鮮語 演　　　　　習

授業科目
語学別
科目名

授業の方法

演　　　　　習

授業科目の整理上の
番号

基礎朝鮮語A II

基礎朝鮮語B II

朝鮮語基礎A I

基礎朝鮮語B I

朝鮮語基礎B I

朝鮮語基礎A II

朝鮮語基礎B II

基礎朝鮮語A I

第１外国
語・第２
外国語

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

語学別科目名

授業科目の
整理上の番号

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

○○文化圏の言語と文化

東アジア文化圏の
言語と文化IIA

朝鮮語圏の
言語と文化A

東アジア文化圏の
言語と文化IIBC

応用朝鮮語会話 II

朝鮮語

コ　　　ー　　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

授業科目の
整理上の番号

朝鮮語圏の
言語と文化B

第１外国
語・第２
外国語

選択・自由科目名

応用朝鮮語講読 II

応用朝鮮語講読 I

応用朝鮮語会話 I

第１外国
語・第２
外国語
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（芸　　術）

授業科目 授業の方法

芸　　術 － 講義

演習

講義・演習

講義・実習

演習・実習

講義・演習

・実習

その他

大学を開くアート・
デザインプロデュー
ス演習

イラストレーション

絵本制作

塑造実習

書

色彩基礎演習、
造形基礎

現代アート入門

映像実習

絵画実習

版画実習基礎

日本画実習

アートツアー

授業科目の種類

授業科目の整
理上の番号

陶磁実習、木工実習

実 習 （ 実
験・実技を
含む。）

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容
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国   語 国 語 Ⅰ 人文・文化学群 人 文 学 類 講　 　義

国 語 Ⅱ
比 較 文 化 学 類
及び日本語・日
本 文 化 学 類

生命環境学群 生 物 資 源 学 類

医 学 群 医 学 類

看 護 学 類

全　　　　学　　　　群

体 育 専 門 学 群

授業科目

の整理上

の番号

（国　語）

授業科目 区　分
受 講 対 象 の
学 群 ・ 学 類

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

授業の方法

（芸　　術）

授業科目 授業の方法

芸　　術 － 講義

演習

講義・演習

講義・実習

演習・実習

講義・演習

・実習

その他

大学を開くアート・
デザインプロデュー
ス演習

イラストレーション

絵本制作

塑造実習

書

色彩基礎演習、
造形基礎

現代アート入門

映像実習

絵画実習

版画実習基礎

日本画実習

アートツアー

授業科目の種類

授業科目の整
理上の番号

陶磁実習、木工実習

実 習 （ 実
験・実技を
含む。）

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容
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情　報 人文・文化 人 文 学 類 － 講　　義

学群 比 較 文 化 学 類 演　　習

日本語・日本文化学類 実　　習

社会・国際 社 会 学 類

学群 国 際 総 合 学 類

人 間 学 群 教 育 学 類

データサ
イエンス

心 理 学 類

障 害 科 学 類

生 命 環 境 生 物 学 類

学 群 生 物 資 源 学 類

地 球 学 類

理 工 学 群 数 学 類

物 理 学 類

化 学 類

応 用 理 工 学 類

工 学 シ ス テ ム 学 類

社 会 工 学 類

情 報 学 群 情 報 科 学 類

情報メディア創成学類

知識情報・図書館学類

医 学 群 医 学 類

看 護 学 類

医 療 科 学 類

（情報）

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

授業科目 授業の方法

情報リテ
ラ シ ー
（演習）

情 報
（実習）

情報リテ
ラ シ ー
（講義）

班　別科目名
受  講  対  象  の
学  群  ・  学  類

そ の 他

クラス

分けに

よる班

別の番

号

体 育 専 門 学 群

全 学 群 共 通

芸 術 専 門 学 群

英 語 コ ー ス
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学内及び学外 人文・文化学群 人 文 学 類 － 講　　　義

の諸活動に係 比 較 文 化 学 類 演　　　習

る自由科目 日本語・日本文化 実習（実験

学類 ・実技を含

共 通  む。）

社会・国際学群 社 会 学 類 講義・演習

国 際 総 合 学 類 講義・実習

共 通 演習・実習

人 間 学 群 教 育 学 類 講義・演習

心 理 学 類 ・実習

障 害 科 学 類 そ　の　他

共 通

生 命 環 境 学 群 生 物 学 類

生 物 資 源 学 類

地 球 学 類

共 通

理 工 学 群 数 学 類

物 理 学 類

化 学 類

応 用 理 工 学 類

工学システム学類

社 会 工 学 類

共 通

情 報 学 群 情 報 科 学 類

情報メディア創成
学類

知識情報・図書館
学類

共 通

医 学 群 医 学 類

看 護 学 類

医 療 科 学 類

共 通

芸 術 専 門 学 群

体 育 専 門 学 群

（ 自由科目（特設））

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

授業科目 授業の方法開 設 学 群 ・ 学 類

授業科目の

整理上の番

号

そ　  の　  他
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科目区分 授業の方法

講　　　義

講 義

講義・演習

幼児、児童及
び生徒の心身
の発達及び学
習 の 過 程

中等社会・地理歴史
科 教 育 法

分野または授業科目名

こ こ ろ の 発 達

学 習 の 心 理

教育の理念並
びに教育に関
する歴史及び
思 想 教 育 史 概 論

現代教育と教育理念

教 育 心 理 学

教科の指導法
に関する科目

フランス語教育概説

フランス語科教育法・フラ
ン ス 語 指 導 論

教育に関する社
会的、制度的又
は経営的事項
（学校と地域と
の連携及び学
校安全への対
応 を 含 む 。 ）

教 育社会学概論

教 育 の 法 と 制 度

学 校 経 営 概 説

道徳の理論及
び 指 導 法

英語科教育基礎論

英語科教育概説

中国語教育概説

中国語科教育法・中
国 語 指 導 論

国 語 科 指 導 法

国語科教育演習

道 徳 教 育

ドイツ語教育概説

ドイツ語科教育法・ドイツ
語 指 導 論

国語科教育概論

授業科目の整
理上の番号

教職に関する科目及び博物館に関する科目（教職に関する科目）

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

教職に関する
科目及び博物
館に関する科

目

中等社会・公民科教
育 法
社会科地理歴史指導

法

社会科公民指導法

地理歴史科指導法

公 民 科 指 導 法

中等英語科教育法

社会科地理指導法
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科目区分 授業の方法分野または授業科目名

書道科教育法特講

数 学 教 材 論

造 形 教 育 論

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

理 科 教 育 概 論

中等理科教育論

中学校理科教育論

中学校理科教育実
践 論

数学科教育概論

数学教育内容論

数 学 授 業 研 究

数 学 科 指 導 法

技術科教育法概論

技術科指導法Ⅰ

技術科指導法Ⅱ

工 業 科 指 導 法

福祉科指導法Ⅰ

福祉科指導法Ⅱ

農業科教育法概論

農 業 科 指 導 法

工芸科教育法概論Ⅱ

美術科教育法概論
Ⅱ

情報科指導法Ⅰ

情報科指導法Ⅱ

保健体育科教育法
概 論 Ⅰ
保健体育科教育法
概 論 Ⅱ
保健体育科教育法
概 論 Ⅲ

保 健 科 教 育 法

美術科教育法概論
Ⅰ

書 道 科 教 育 法

工芸科指導法演習

工 芸 科 指 導 法

工芸科教育法概論Ⅰ

美術科指導法Ⅰ

美術科指導法Ⅱ

美術科指導法演習Ⅰ

美術科指導法演習Ⅱ
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科目区分 授業の方法

教 育 実 習 実 習

教育課程の意義
及び編成の方法
（カリキ ュラ
ム・マネジメン
ト を 含 む ）

講 義

教育の方法及び
技術（情報機器
の活用及び教材
の 活 用 を 含
む 。 ）

特別の支援を必
要とする幼児、
児童及び生徒に
対 す る 理 解

特別活動の理論と実践

コ　　ー　　ド

特 別 支 援 教 育

コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

特別活動の指
導 法

分野または授業科目名

体育理論の授業づ
く り

体育授業理論・実習Ⅰ

アダプテッド体育
授業理論・実習

公 民

体育授業理論・実習Ⅱ

教育の方法と技術

国 語

体育授業理論・実習Ⅲ

英 語

教育課程編成論

技 術

保健授業理論・実習

数 学

工 業

情 報

保 健 体 育

美 術

社 会

理 科

福 祉

書 道

工 芸

養 護 実 習

農 業

地 理 歴 史



－ 296 －

科目区分 授業の方法

生徒指導の理
論 及 び 方 法

進路指導（キャ
リア教育に関す
る基礎的な事項
を含む。）の理
論 及 び 方 法

教職の意義及び
教員の役割・職
務内容（チーム
学校への対応を
含 む 。 ）

教職実践演習

総合的な学習の
時間の指 導法

教科に関する
専 門 的 事 項

大学が独自に
設定する科目

分野または授業科目名

教育相談の基礎

教育相談の実際

教育相談（カ
ウンセリング
に関する基礎
的な知識を含
む。）の理論
及 び 方 法 教 育 相 談

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

進路指導・キャリ
ア 教 育

介護等体験の意義

職 業 指 導

情 報 と 職 業

教職実践演習（中・
高 ）

教 職 論

生 徒 指 導

総合的な学習の時
間 の 指 導 法

教職実践演習（養護
教 諭 ）
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科目区分 分　　野 授業の方法

講      義

実      習

博 物 館 学 Ⅱ

コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

教職に関する科目及び博物館に関する科目（博物館に関する科目）

博物館に関す

る科目

授業科目の

整理上の番

号

教職に関す

る科目及び

博物館に関

する科目

博 物 館 学 Ⅰ

    受講対象学群・学類
    又 は 授 業 科 目

博 物 館 学 Ⅲ

博 物 館 実 習

　コ　　ー　　ド

博 物 館 展 示 論 Ⅱ

博 物 館 資 料 保 存 論 Ⅰ

博 物 館 資 料 保 存 論 Ⅱ

博 物 館 展 示 論 Ⅰ

博物館情報・メディア基礎論

博 物 館 教 育 基 礎 論
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Ａ Ａ 人文・文化 学 群 共 通 共 通 講　　　義

Ｂ 学群 人 文 学 類 哲 学 哲　　　　　学 演　　　習

倫　　理　　学 実習（実験

宗　　教　　学 ・実技を含

共　　　　　通 む。）

史 学 日　　本　　史 講義・演習

講義・実習

演習・実習

歴 史 地 理 学 講義・演習

共         通 ・実習

考古学・ 先史学・考古学 卒業論文又

民俗学 民俗学・文化人 は卒業研究

類学 そ　の　他

共　　　　　通

言 語 学 一 般 言 語 学

応 用 言 語 学

日  本  語  学

中  国  語  学

英　　語　　学

仏　　語　　学

独　　語　　学

露　　語　　学

そ　　の　　他

共　　　　　通

学 類 共 通 共　　　　　通

そ の 他 そ　　の　　他

Ｃ 比 較 文 化 学 類 共 通 概 論

学 類
専 門 導 入
基 礎 演 習

６ 比 較 文 化 研 究

の番号

の整理上

授業科目

東洋史・西洋史

第１専門外国語

第２専門外国語

（専門科目及び専門基礎科目）

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等
科目区分 分　　野 授業の方法

講      義

実      習

博 物 館 学 Ⅱ

コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

教職に関する科目及び博物館に関する科目（博物館に関する科目）

博物館に関す

る科目

授業科目の

整理上の番

号

教職に関す

る科目及び

博物館に関

する科目

博 物 館 学 Ⅰ

    受講対象学群・学類
    又 は 授 業 科 目

博 物 館 学 Ⅲ

博 物 館 実 習

　コ　　ー　　ド

博 物 館 展 示 論 Ⅱ

博 物 館 資 料 保 存 論 Ⅰ

博 物 館 資 料 保 存 論 Ⅱ

博 物 館 展 示 論 Ⅰ

博物館情報・メディア基礎論

博 物 館 教 育 基 礎 論



－ 299 －

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

比 較 文 化 日 本 ・ ア ジ ア

英米・ヨーロッパ

フィールド文化

表 現 文 化

文 化 科 学

思 想 文 化

専 門 科 目 共 通

卒 業 論 文
基 礎 演 習

Ｅ 日本語・日 専 門 科 目
日 本 語 ・
日 本 文 化

本文化学類 国 際 ・ 協 働

ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾝ ｼ ｯ ﾌ ﾟ

卒　業　研　究

専門基礎科目 必 修

概 論

専 門 英 語

実 践 力 養 成

学 際

共 通

日本語・日
本文化研修
留 学 生

そ の 他 そ の 他

Ｂ Ａ 社会・国際 学 群 共 通 共 通

Ｂ 学群 社 会 学 類 社 会 学 社　　会　　学

法 学 法　　　　　学

政 治 学 政　　治　　学

経 済 学 経　　済　　学

そ の 他 そ　　の　　他

Ｃ 国 際 総 合 国際関係学 国際関係（全般）

学 類 国際開発学 国際開発（全般）

専門ゼミナール

卒  業  論  文

そ    の    他

国際関係（全般）

学 類 共 通 専門基礎(選択)

専門基礎(必修)

そ の 他 そ    の    他

卒 業 論 文
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コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

Ｅ 学類共通 国際社会科学 専門基礎科目（必修）

専門科目（必修）

国際社会科学 専門基礎科目（選択）

専門科目（選択）

自由科目（選択）

Ｃ Ａ 人 間 学 群 学 群 共 通 共 通

Ｂ 教 育 学 類 学 類 共 通

教 育 学 専 門 科 目 共 通

人 間 形 成 系 列

学校教育開発系

列

教育計画・設計

系列

地域・国際教育

系列

専 門 研 究

社会教育主事養

成コース

そ の 他

そ の 他 そ の 他

Ｃ 心 理 学 類 学 類 共 通

心 理 学 専 門 科 目 共 通

実 験 心 理 学

教 育 心 理 学

発 達 心 理 学

社 会 心 理 学

臨 床 心 理 学

そ の 他

そ の 他 そ の 他

Ｅ 障害科学類 学 類 共 通

障 害 科 学 専 門 科 目 共 通

障 害 原 理 論

視 覚 障 害 学

聴 覚 障 害 学

言 語 障 害 学

運 動 障 害 学

健康・高齢障害学

知的・発達・行動

・情緒障害学

特別支援教育学



－ 301 －

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

障 害 福 祉 学

物 理 療 法

そ の 他

そ の 他 そ の 他

Ｅ Ａ
生 命 環 境
学 群

学 群 共 通 共 通

Ｂ 生 物 学 類 学 類 共 通

専門選択科目

そ の 他

Ｃ 生 物 資 源 学 類 共 通 専門基礎科目（必修）

学 類 専門基礎科目（選択）

専 門 語 学 Ⅰ

専 門 語 学 Ⅱ

生物資源科学 農林生物学コース

　 専門科目Ⅰ 応 用 生 命 化 学

コース

環境工学コース

社会経済学コース

コ ー ス 共 通

専門科目Ⅱ 農林生物学コース

応 用 生 命 化 学

コース

環境工学コース

社会経済学コース

コ ー ス 共 通

専門必修科
目

専門基礎必
修科目
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コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

横断領域科目 インターンシップ

食糧・環境・国

際開発

そ の 他

卒 業 研 究 卒 業 研 究

そ の 他 そ の 他

Ｅ 地 球 学 類 学 類 共 通

地球環境学 人 間 環 境 系

自 然 環 境 系

共 通

Ｅ 学 群 共 通
生命環境学際
共 通

専門基礎科目必修

専 門 科 目 必 修

専門基礎科目選択

専 門 科 目 選 択

生 物 学 類 生命環境学際 専門基礎科目必修

専 門 科 目 必 修

　

　

生 物 資 源 学類 生命環境学際 専門基礎科目必修

専 門 科 目 必 修

　 専門基礎科目選択

　 専 門 科 目 選 択

地 球 学 類 生命環境学際 専門基礎科目必修

専 門 科 目 必 修

セ ミ ナ ー 等

卒 業 研 究

　 専門基礎科目選択

　 専 門 科 目 選 択

Ｚ 学 群 共 通 その他（生命環境学群開設）

専 門 科 目 選 択

地球進化学

地球環境システム学

卒業研究

その他
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コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

Ｆ Ａ 理 工 学 群 学 群 共 通 数学類開設

物理学類開

設

化学類開設

応用理工学

類開設

工学システ

ム学類開設

社会工学類

開設

共 通

Ｂ 数 学 類 数 学 １年次に履修す

るもの

１年次に履修す

るもの(但し平成24

年以前入学者対象)

２年次に履修す

るもの

３年次に履修す

るもの

４年次に履修す

るもの

Ｃ Ａ 　 物 理 学 類
専 門 基 礎
（ 共 通 ） 　

Ｂ 専 門 基 礎 物 理 ⑴

Ｃ 物 理 学 物 理 ⑵

物 理 ⑶

物 理 ⑷

Ｅ 化 学 類 化 学 化　　学　　⑴

化　　学　　⑵

化　　学　　⑶

化　　学　　⑷

Ｆ 応 用 理 工 学 類 共 通

学 類 応 用 物 理

電子・量子

工 学

物 性 工 学

物質・分子

工 学

そ の 他

そ　の　他

そ　の　他
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コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

Ｇ 工 学 シ ス 学 類 共 通 専 門 基 礎 必 修

テ ム 学 類 共通選択　設計

・システム系

共通選択　材料

・バイオ系

共通選択 実務系

専 門 基 礎 自 由

（卒業要件内）

専 門 基 礎 自 由

（卒業要件外）

自由・特別講義

専 門 基 礎 選 択

共  通  必  修

実 験 ・ 研 究

知 的 工 学 専  門  必  修

シ ス テ ム 専門選択　設計

・システム系

専門選択　材料

・バイオ系

専門選択 実務系

専 門 選 択 基 幹

専 門 選 択 応 用

実 験 ・ 研 究

機 能 工 学 専  門  必  修

シ ス テ ム 専門選択　設計

・システム系

専門選択　材料

・バイオ系

専門選択 実務系

専 門 選 択 基 幹

専 門 選 択 応 用

実 験 ・ 研 究

環境開発工学 専  門  必  修

専門選択　設計

・システム系

専門選択　材料

・バイオ系

専門選択 実務系

専 門 選 択 基 幹

専 門 選 択 応 用

専  門  自  由

実 験 ・ 研 究
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コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

エネルギー 専  門  必  修

工学 専門選択　設計

・システム系

専門選択　材料

・バイオ系

専門選択 実務系

専 門 選 択 基 幹

専 門 選 択 応 用

専  門  自  由

実 験 ・ 研 究

そ の 他 その他　必修

その他　選択

その他　自由

Ｈ 社会工学類 学 類 共 通 共 通

社会経済 戦略行動システム

システム 共          通

計量分析システム

公共システム

経 営 工 学 マ ネ ジ メ ン ト

情  報  技  術

数理工学モデル化

共          通

都市計画 共          通

環境とまちづくり

都市構造・社会基盤

地 域 科 学

専 門 基 礎

そ の 他 そ    の    他

Ｋ
Subjects・

専門

総合理工学
位プログラ
ム

Major・

専門基礎
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コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

Ｇ Ａ 情 報 学 群 学 群 共 通 専門基礎科

目

専 門 科 目

Ｂ 情報科学類 学 類 共 通

ソフトウエア

サイエンス

情報システム

知 能 情 報

メ デ ィ ア

そ の 他

Ｃ 情報メディ 専門基礎・

ア創成学類 必修

専門基礎・

選択

専門基礎・

自由

専門・必修

専門・選択

専門・自由

そ の 他

Ｅ 知識情報・ 専門基礎・

図書館学類 必修

専門基礎・

選 択

専門・学類

共通

専門・学類

共通

(必修・特論)

知 識 科 学

知識情報シ

ステム

情 報 資 源

経 営

そ の 他



－ 307 －

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

Ｈ Ａ 医 学 群 学 群 共 通 共 通

Ｂ 医 学 類 専門基礎科目

基 礎 科 目

関 連 科 目

専 門 科 目 １ 年 次 で 履 修

するもの

２ 年 次 で 履 修

するもの

３ 年 次 で 履 修

するもの

４ 年 次 で 履 修

するもの

５ 年 次 で 履 修

するもの

６ 年 次 で 履 修

するもの

複 数 の 学 年 で

履修するもの

Ｃ 看 護 学 類 基 礎 科 目 化 学

生 物 学

物 理 学

専門基礎科目 こころと行動の

科学

人間と生命科学

生 活 支 援 科 学

専 門 科 目 基 礎 看 護 学

地 域 看 護 学

臨 床 看 護 学

精 神 看 護 学

高 齢 者 看 護 学

母 性 看 護 学

発 達 看 護 学

在 宅 看 護 学
看 護 学 の 発 展

保 健 師 科 目

養 護 科 目

ヘルスケア
主 専 攻
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コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

学　　群 学　　類 授業の方法分　　野主専攻分野等

Ｅ 医療科学類 基 礎 科 目 化 学

生 物 学

物 理 学

専門基礎科目 人 体 の 構 造 と

機能

疾病の成り立ち

及び医学検査の

基礎

保険医療福祉と

医学検査

医療工学・情報

科学

共通

専 門 科 目 臨 床 病 態 学

形 態 検 査 学

生物化学分析検

査学

病因・生体防御

検査学

生理機能検査学

検査総合管理学

分 子 病 態 学

病 態 医 工 学

環 境 病 態 学

臨 地 実 習

Ⅴ Ｂ 共通

共通

地球環境

リスク・安全

共通

社会共生

人の健幸

その他

人間

環境

グローバル
教育院

地球規模課
題学位プロ
グラム（学
士）

国際医療科
学主専攻専
門科目
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Ｗ 体育専門学群 体育学 共通 講　　　義

演　　　習

分野別専門科目 実習（実験

・実技を含

キャリア支援科目  む。）

講義・演習

実技系科目 講義・実習

演習・実習

卒業研究領域科目 講義・演習

 ・実習

専門基礎科目 学群総合科目 卒業論文又

は卒業研究

そ の 他

専門基礎科目 実技理論　Ａ群

・実習Ⅰ　Ｂ群

　　　　　Ｃ群

　　　　　Ｄ群

　　　　　Ｅ群

　　　　　Ｆ群

　　　　 Ｇ群

　　　　　Ｈ群

実技理論・実習

Ⅱ

そ の 他 そ の 他

授業科目の整理

授業の方法

体育・スポー
ツ 学 領 域

コーチング学
領 域

健 康 体 力 学
領 域

上の番号

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

主専攻分野等 分　　野学群・学類
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授業の方法

コ　　ー　　ド コ　　　ー　　　ド　　　の　　　内　　　容

主専攻分野等 分　　野学群・学類

Ｙ 芸術専門学群 専門基礎科目 美 術 史 領 域 講　　　義

芸術支援領域 演　　　習

洋 画 領 域 実習（実験

版 画 領 域 ・実技を含

日 本 画 領 域  む。）

彫 塑 領 域 講義・演習

書 領 域 講義・実習

クラフト領域 演習・実習

総合造形領域 講義・演習

構 成 領 域  ・実習

ビ ジ ュ ア ル
デ ザ イ ン 領 域 卒業論文又

情報・プロダクト
デ ザ イ ン 領 域 は卒業研究

環 境 デ ザ イ ン
領 域 そ の 他

建 築 デ ザ イ ン
領 域

専 門 科 目 美 術 史 領 域

芸術支援領域

洋 画 領 域

版 画 領 域

日 本 画 領 域

彫 塑 領 域

書 領 域

クラフト領域

総合造形領域

構 成 領 域

ビ ジ ュ ア ル
デ ザ イ ン 領 域
情報・プロダクト
デ ザ イ ン 領 域
環 境 デ ザ イ ン
領 域
建 築 デ ザ イ ン
領 域

共 通

共 通

授業科目の整理

上の番号
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８．学群学生の授業科目の履修方法等に関する要項

平 成 １ ８ 年 ３ 月 １ 日

副 学 長 裁 定

改正 平成１８年１１月 ８日

平成１９年 ３月２７日

平成２０年 ２月２６日

平成２１年 ３月 ２日

平成２１年 ７月３１日

平成２３年 ３月３１日

平成２４年 ３月３１日

平成２５年 ３月３１日

平成２６年 ３月 ６日

平成２７年 ３月１７日

平成２８年 ３月１５日

平成３１年 ２月１９日

（趣旨）

１．学群学生の授業科目の履修方法、単位の振り替え及び単位認定の対象となる学修に関する基準等については、

他に別段の定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。

（共通科目の履修方法等）

２．国立大学法人筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」という。）第２４条第２項

に規定する基礎科目のうち「共通科目」の区分及び修得しなければならない単位数は次の表のとおりとする。

区 分 単 位 数

総 合 科 目

体 育

外 国 語

（第１外国語）

（第２外国語）

情 報

国 語

芸 術

単位（ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ･ｾﾐﾅｰ、学問への誘いを含む）以上で、学群・学類で定める単位

～ 単位

学群・学類で定める単位（ただし、 単位以上）

学群・学類で定める単位

単位（情報リテラシー、データサイエンス ）

学群・学類で定める単位

学群・学類で定める単位

３．前項の共通科目の履修方法は、次のとおりとする。

⑴ 「総合科目」は、入学した年次において履修することを標準とする。ただし、広く各学年で履修すること

が望ましいとした科目については、この限りではない。

⑵ 「体育」の単位のうち２単位は、入学した年次及び第２年次にそれぞれ１単位を修得することを標準とする。

⑶ 「外国語」は、原則として２年次までに履修することを標準とする。

⑷ 「情報」は、入学した年次に履修することを標準とする。

⑸ 「国語」は、必修とする学群・学類にあっては、入学した年次に履修することを標準とする。

⑹ 「芸術」は、当該学群の履修細則に基づく学修計画に沿って履修するものとする。

（教育職員の免許等取得に関する授業科目及び履修方法）

４．学群学則第２６条に規定する教育職員の免許等の取得に係る授業科目及びその履修方法は、別表第１から別

表第１３までのとおりとする。
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（秋学期入学者に対する教育課程）

５．秋学期に入学した者（以下「秋学期入学者」という。）の１年次における教育課程については、別表第１４

のとおりとし、入学後の標準的な履修については、別表第１５のとおりとする。

（履修を中断した授業科目の継続履修及び単位の授与）

６．学群学則第４７条第１項に規定する休学の許可を受けたもののうち、外国の大学又は短期大学（以下「外国の

大学等」という。）で学修することを目的として休学した場合若しくは学群学則第５１条第１項の規定に基づき

留学した場合は、筑波大学における履修を中断した授業科目について、次項から第１１項に定めるところによ

り継続履修及びそれに伴う単位認定を行うことができるものとする。

７．前項の規定により学生が、継続履修を申請することができる授業科目は、休学又は留学した年度に履修を中

断した授業科目で、翌年度において開設されている授業科目とする。

８．学生が、継続履修を申請することができる授業科目の中断期間は、原則として１年以内とする。

（継続履修申請書）

９．継続履修を申請しようとする学生は、休学又は留学期間終了後２週間以内に、履修を中断した授業科目のう

ち継続履修を希望する授業科目について、あらかじめ当該授業科目の担当教員の許可を得た上、別記様式第３

号の継続履修申請書を所属学群長に提出しなければならない。

（継続履修承認書）

１０．学群長は、前項の継続履修申請書を受理したときは、これを審査し、継続履修を承認する場合は、別記様

式第４号の継続履修承認書を交付するものとする。

（単位の授与）

１１．前項の規定により継続履修した授業科目については、次の各号に該当する場合に限り、単位を授与するこ

とができる。

当該授業科目を履修した期間が、中断前と中断後の期間を合算して通常の履修期間と同等以上である場合

当該授業科目の履修について、中断しないで履修し、単位を授与したものと同等以上の教育効果が得られ

たものと判断される場合

（履修報告及び単位認定申請）

１２．国立大学法人筑波大学学群学生の他大学等における授業科目の履修等に関する法人細則（平成１７年法人

細則第１８号）第５条に規定する履修報告書は別記様式第５号、第９条第１項に規定する単位認定申請書は別

記様式第６号、及び同条第２項に規定する単位認定通知書は別記様式第７号のとおりとする。

（単位を与えることができる学修） 

１３．大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２９条第１項の規定により、大学が単位を与えることが

できる学修を定める件（平成３年文部省告示第６８号。次項において「告示」という。）第１１号の規定に基づ

き、筑波大学が単位を与えることができるものは、別表第１６及び第１７のとおりとする。 
１４．学群長は、別表第１６及び第１７に定めるもののほか、告示第１１号の規定に基づき、筑波大学で単位を

与えようとするときは、当該授業科目を開設する教育組織等があらかじめ設定した基準以上の成果を、単位と

認める基準として定め、全学学群教育課程委員会の議を経て、教育を担当する副学長の承認を得なければなら

ない。 

附 記

この要項は、平成１８年３月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成１８年１１月８日から実施し、改正後の学群学生の授業科目の履修方法等に関する要項の規

定は、同年４月１日から適用する。
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附 記

この要項は、平成１９年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２０年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２１年４月１日から実施し、平成２１年度入学者から適用する。

附 記

この要項は、平成２１年８月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２３年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

附 記

この要項は、平成２４年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２５年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２６年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２７年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

附 記

この要項は、平成２８年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

附 記

この要項は、平成３１年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

別表第１～第１３（略） ３９頁～１３０頁参照

別表第１４、１５ （略） １５頁参照

別紙様式第１号～第７号（略）
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フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

（
計

2
.
0
単

位
）

理 工 学 群

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

生 命 環 境 学 群

（
計

2
.
0
単

位
）

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

人 間 学 群

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

学 群

人 文 ・ 文 化

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ロ
シ

ア
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

別
表
第
１
６

（
第

１
３

項
関

係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筑
波
大
学
が
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
学
修
に
つ
い
て
（
公
益
法
人
が
実
施
す
る
技
能
審
査
及
び
英
語
能
力
判
定
の
た
め
の
学
修
）

学
群

・
学

類
等

(
財

)
日

本
英

語
検

定
協

会
が

実
施

す
る

実
用

英
語

技
能

検
定

(
財

)
ド

イ
ツ

語
学

文
学

振
興

会
が

実
施

す
る

ド
イ

ツ
語

技
能

検
定

ゲ
ー

テ
・

イ
ン

ス
テ

ィ
ト

ゥ
ー

ト
が

実
施

す
る

検
定

試
験

(
財

)
フ

ラ
ン

ス
語

教
育

振
興

協
会

が
実

施
す

る
実

用
フ

ラ
ン

ス
語

技
能

検
定

ロ
シ

ア
語

検
定

試
験

実
行

委
員

会
が

実
施

す
る

ロ
シ

ア
語

検
定

試
験

(
財

)
日

本
ス

ペ
イ

ン
協

会
が

実
施

す
る

ス
ペ

イ
ン

語
技

能
検

定
｢
Ｃ

Ｇ
－

Ａ
Ｒ

Ｔ
Ｓ

協
会

が
実

施
す

る
Ｃ

Ｇ
検

定
｣
で

学
群

・
学

類
が

指
定

す
る

も
の

｢
(
財

)
専

修
学

校
教

育
振

興
会

が
実

施
す

る
情

報
検

定
(
Ｊ

検
)
｣
で

学
群

・
学

類
が

指
定

す
る

も
の

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

国 際 学 群

社 会 ・

（
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

フ
ラ

ン
ス

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
）

基
礎

ス
ペ

イ
ン

語
A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

基
礎

ド
イ

ツ
語

A
I
,
A
I
I

(
計

2
.
0
単

位
)

附 記

この要項は、平成１９年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２０年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２１年４月１日から実施し、平成２１年度入学者から適用する。

附 記

この要項は、平成２１年８月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２３年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

附 記

この要項は、平成２４年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２５年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２６年４月１日から実施する。

附 記

この要項は、平成２７年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

附 記

この要項は、平成２８年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

附 記

この要項は、平成３１年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

別表第１～第１３（略） ３９頁～１３０頁参照

別表第１４、１５ （略） １５頁参照

別紙様式第１号～第７号（略）
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※ＴＯＥＦＬ
ペーパー版テストの点数

【インターネット版テストの点数】
※ＴＯＥⅠＣ ※ＩＥＬＴＳ

人 文 学 類
５６５点以上【８６点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

比 較 文 化 学 類
５６５点以上【８６点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

日本語・日本文化学類
５６５点以上【８６点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

社 会 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

国 際 総 合 学 類
５６７点以上【８６点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

教 育 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

心 理 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

障 害 科 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

生 物 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

生 物 資 源 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

地 球 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

数 学 類
６００点以上【１００点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

物 理 学 類
６００点以上【１００点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

化 学 類
６００点以上【１００点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

応 用 理 工 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

工 学 シ ス テ ム 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

社 会 工 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

情 報 科 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

情報メディア創成学類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

知識情報・図書館学類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

医 学 類
６００点以上【１００点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
８００点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

看 護 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

医 療 科 学 類
５５０点以上【７９点以上】

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
７３０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)
６.０点以上

English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

５５０点以上【７９点以上】
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

７３０点以上
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

６.０点以上
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

５５０点以上【７９点以上】
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

７３０点以上
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

６.０点以上
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

グローバルコミュニケー
ション教育センター

５５０点以上【７９点以上】
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

７３０点以上
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

６.０点以上
English Presentation Skills I,II(計2.0単位)

別表第１７（第１３項関係）

筑波大学が単位を与えることができる学修について（英語能力判定のための学修）

学 群 ・ 学 類 等

人
文
・
文
化
学
群

国
際
学
群

社
会
・

芸 術 専 門 学 群

共通
科目

(注)　ＴＯＥＦＬは５５０点【７９点】、ＴＯＥⅠＣは７３０点、ＩＥＬＴＳは６.０をグローバルコミュニケーション教育センターで定める最低の基準とし、学類・専門学群にあっては、

　　それ以上でなければならない。

人
間
学
群

生
命
環
境
学
群

理

工

学

群

情
報
学
群

医

学

群

体 育 専 門 学 群
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９．筑波大学学群試験実施要項

平成 年３月１日

副 学 長 裁 定

（趣旨）

１．国立大学法人筑波大学学群学則（平成 年法人規則第 号。以下「学群学則」という。）第 条及び第 条に

規定する学群の授業科目の試験（以下「科目の試験」という。）の実施については、この要項の定めるところに

よる。

（科目の試験の期間）

２．科目の試験は、原則として、期末試験（学期中に期間を定めて行うものをいう。以下同じ。）期間に実施する

ものとする。

（科目の試験の方法）

３．科目の試験は、当該授業科目を担当する教員（以下「担当教員」という。）が筆記試験、口述試験、実技試験

その他の方法により行うものとする。

（学生証の提示）

４．科目の試験を受ける学生（科目等履修生を含む。以下同じ。）には、科目の試験時間中、学生証（科目等履修

生にあっては、身分証明書。）を机上に提示させるものとする。

（科目の試験の結果報告）

５．担当教員は、原則当該試験期間終了後２週間以内に、別表第１に規定する報告記号により、科目の試験結果

を当該授業科目開設学群長に報告しなければならない。

（評価の特例）

６．２つの学期にわたり授業を行う科目は、学期ごとに科目の試験を行い、その結果をその都度評価し、かつ、

最終学期において総合評価するものとする。

（追試験）

７．病気その他やむを得ない理由により、科目の試験を受けることができなかった学生については、当該授業科

目開設学群長が特に必要があると認める場合に限り、追試験を行うことができる。

（追試験の手続）

８．追試験の受験を希望する学生には、期末試験にあっては当該試験期間の初日から２週間以内に、卒業予定者

の卒業判定に係る科目の試験については当該試験期間の最終日から２日以内に、別記様式第１号の追試験願を

所属学群長を経て当該授業科目開設学群長に提出させるものとする。

（追試験の実施期限）

９．追試験の実施期限は、春学期の期末試験に係るものについては秋学期の第２週まで、秋学期の期末試験に係

るものについては３月 日とし、卒業予定者の卒業判定に係る科目の試験については当該期末試験終了後１週

間以内とする。

（追試験の結果報告）

．担当教員は、春学期の期末試験に係るものについては追試験終了後１週間以内に、秋学期の期末試験に係る

ものについては３月 日までに、卒業予定者の卒業判定に係る科目の試験については当該追試試験終了後２日

以内に、別表第１に規定する報告記号により、追試験の結果を当該授業科目開設学群長に報告しなければなら

ない。

（成績の通知）

．科目の試験結果については、あらかじめ指定された日時に受験者に通知する。
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（成績の評語）

．成績の評語は、学群学則第 条第１項に定めるところにより表すものとし、その基準は、別表第１のとおり

とする。

（不正行為）

．科目の試験の際に学生が不正行為を行った場合は、人文・文化学群、社会・国際学群、人間学群、生命環境

学群、理工学群、情報学群又は医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群及び芸術専

門学群にあっては専門学群教育会議（以下「教育会議等」という。）の議を経て学群長が次のいずれかの措置を

講ずる。

当該授業科目の受験の無効

当該学期の全授業科目の受験の無効

．前項の不正行為は、同項に規定する措置のほか、学群学則第 条に規定する懲戒の対象となる。

（雑則）

．この要項に定めるもののほか、科目の試験の実施に関し必要な事項は、教育会議等においてその都度定める。

（附記）

この要項は、平成 年３月１日から実施する。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者のドイツ語

に係る検定試験の実施にあっては、この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。

別表第１（第５項、第 項及び第 項関係）

評語
（評価点）

評価基準 参考（ 点満点での目安）

Ａ＋ ４．３
到達目標を達成し、きわめて優秀な成績

をおさめている
点以上

Ａ ４
到達目標を達成し、優秀な成績をおさめ

ている
～ 点

Ｂ ３ 到達目標を達成している ～ 点

Ｃ ２ 到達目標を最低限達成している ～ 点

Ｄ ０ 到達目標を達成していない 点未満

Ｐ － 定められた学修水準に到達している －

Ｆ － 定められた学修水準に到達していない －

別記様式第１号（略）



－ 318 －

．履修科目登録単位数の上限設定及び早期卒業制度の実施に関するガイドライン

平成 年３月１日

学群・学類連絡会

（履修科目の登録の上限の基本方針）

１．国立大学法人筑波大学学群学則（平成 年法人規則第 号。以下「学群学則」という。）第 条に規定する履修科

目の登録の上限については、次に掲げることを踏まえて要件及び単位数を定めるものとする。

項 目 基 本 方 針 備 考

１年間の履修科目登録単

位数の上限

筑波大学としての上限は 単位とし、各学群・学

類においては、それぞれの教育課程等を踏まえ、こ

の範囲内で適切な上限を定める。

（左記単位数設定の考え方）

単位制度の実質化を図るという本

制度の趣旨を踏まえつつ、筑波大

学の教育課程の特色及び「教職に

関する科目」等の取り扱いを勘案

し、筑波大学における適切な上限

単位数を設定した。

「所定の単位を優れた成

績をもって修得した学

生」を認定する基準

各学群・学類において、修得単位数、成績評価、

必修科目の修得状況等による適切な基準を定める。

上限を超えて履修科目の

登録を認める場合の１年

間の上限単位数

単位を標準とし、各学群・学類において適切に

定める。

対象者（上限を超えた履

修登録の許可を申請でき

る者）

第２年次から第４年次（原則として、修業年限を

超えて在学している学生を除く。）までとする。た

だし、学期単位で上限を定め、学期毎に上限を超え

た履修登録の審査・認定を行う体制が整備されてい

る場合は、第１年次の第２学期から申請を可能とす

る。

申請時期（上限を超えた

履修登録の許可を申請す

る時期）

原則として、履修申請期限内で、認定手続きに係

る期間を考慮した時期とする。

認定方法（上限を超えた

履修登録を審査・認定す

るための手順）

学群・学類の対応委員会において、基準に基づき

審査の上、学類及び学群の教員会議（人文・文化、

社会・国際、生命環境、理工及び情報学群にあって

は学群運営委員会。以下同じ。）で認定する。

（早期卒業の基本方針）

２．学群学則第 条に規定する早期卒業の基準については、次に掲げることを踏まえて定めるものとする。

項 目 本 方 針

学修の成果に係る評価の基準

（授業に係る成績評価の基準）

学期末の試験のみでなく、学生の授業への出席状況、宿題への対応状況、レ

ポート等の提出状況等、日常の学生の授業への取組と成果を考慮した多元的な

基準を、各学群・学類において適切に定める。

学校教育法第 条の３に規定す

る卒業の認定の基準

各学群・学類において、修得単位数、成績評価、卒業論文／卒業研究等によ

り、入学時からの成績を段階的に判定し、評価できる適切な基準を定める。

公表の方法 各学群の履修に関する部局細則に係る事項及び全学的な共通事項は履修要覧

に掲載する。

その他制度の運用に関し必要な事項の公表については、シラバスやホーム

ページ等、各学群・学類において取り組む。

履修科目として登録することが

できる単位数の上限設定及びそ

の適切な運用

前項に準じて検討する。

（成績の評語）

．成績の評語は、学群学則第 条第１項に定めるところにより表すものとし、その基準は、別表第１のとおり

とする。

（不正行為）

．科目の試験の際に学生が不正行為を行った場合は、人文・文化学群、社会・国際学群、人間学群、生命環境

学群、理工学群、情報学群又は医学群にあっては学類教育会議及び学群運営委員会、体育専門学群及び芸術専

門学群にあっては専門学群教育会議（以下「教育会議等」という。）の議を経て学群長が次のいずれかの措置を

講ずる。

当該授業科目の受験の無効

当該学期の全授業科目の受験の無効

．前項の不正行為は、同項に規定する措置のほか、学群学則第 条に規定する懲戒の対象となる。

（雑則）

．この要項に定めるもののほか、科目の試験の実施に関し必要な事項は、教育会議等においてその都度定める。

（附記）

この要項は、平成 年３月１日から実施する。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者にあっては、

この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。ただし、この要項改正前に筑波大学に入学した者のドイツ語

に係る検定試験の実施にあっては、この要項の一部改正にかかわらず、なお従前の例による。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。

（附記）

この要項は、平成 年４月１日から実施する。

別表第１（第５項、第 項及び第 項関係）

評語
（評価点）

評価基準 参考（ 点満点での目安）

Ａ＋ ４．３
到達目標を達成し、きわめて優秀な成績

をおさめている
点以上

Ａ ４
到達目標を達成し、優秀な成績をおさめ

ている
～ 点

Ｂ ３ 到達目標を達成している ～ 点

Ｃ ２ 到達目標を最低限達成している ～ 点

Ｄ ０ 到達目標を達成していない 点未満

Ｐ － 定められた学修水準に到達している －

Ｆ － 定められた学修水準に到達していない －

別記様式第１号（略）
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対象者（早期卒業の希望者として

適格な者）

各学群・学類において、各年次において前項の「所定の単位を優れた成績を

もって修得した学生」を認定する基準を満たした者で、指導を行う上で適格者

と判断するための基準を定める。

申請時期（早期卒業希望者が申請

をする時期）

各学群・学類において、早期卒業のための授業計画等を考慮し、適切に定め

る。

認定方法（早期卒業希望者の適性

及び早期卒業の審査・認定を行う

ための手順）

学群・学類の対応委員会において、上記の「学修の成果に係る評価の基準（授

業に係る成績評価の基準）」に基づき審査の上、学類及び学群の教員会議で認定

する。

卒業時期 各学群・学類において、学期の区分に従い、適切に定める。

（関連事項）

３．前２項の規定にかかわらず、各学群及び学類において次の事項に留意のうえ、学群教育の運営に関する自己点検

を行うものとする。

項 目 基 本 方 針

責任ある授業運営のための取組 教室外の学習についても学生の自主性にのみ任せるのではなく、例えばシラ

バスに明記する等の方法により、学生が事前に行う準備学習や事後の学習、レ

ポートの提出などについて十分な指示を与える等、各学群・学類において取り

組む。

厳格な成績評価のための取組 成績評価基準を明記した上で、これに基づいた成績評価が行われるよう、各

学群・学類において取り組む。

適切な学習指導・相談体制の整備

について

・上限設定に係る履修指導（科目相互の履修順序を明確化、モデル的なコース

を提示等）

・上限を超えた履修登録を許可した場合の履修指導（履修すべき科目の提示等）

・早期卒業を想定した授業計画（卒業論文、卒業研究の着手条件、時期、期間、

指導体制等）

・成績評価基準

・早期卒業の認定の基準

・オフィスアワーの設定

・その他上限設定、早期卒業、責任ある授業運営、厳格な成績評価等に関し必

要な事項

ａ）日常的に履修指導を行いうる指導大学教員等

クラス担任制度の活用の他、効果的な履修指導が行えるよう、各学群・学類において整備する。

ｂ）ガイダンス等の実施

新入生オリエンテーションや各学年ガイダンス等、各学群・学類において取り組む。

（付記）

４．このガイドラインは、平成 年３月１日から実施する。

５．このガイドラインは、平成 年４月１日から実施する。

ただし、このガイドライン改正前に筑波大学に入学した者にあっては、このガイドライン一部改正にかかわらず、

なお従前の例による。
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．学群学則第 条第３号の適用及び除籍に関する取扱いについて

平成 年２月 日

副 学 長 決 定

１．学群学則第 条第３号の「年間 単位以上（医学類にあっては、これに相当する単位を又は授業科目の履修）を

修得することができない者（特別な理由により、あらかじめ学群長の許可を受けた者を除く。）」について、次のと

おり適用するものとする。

⑴ 「特別の理由により、あらかじめ学群長の許可を受けた者を除く。」について

その適用を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者で、学群長が年間 単位以上を修得すること

が困難と認めた者とする。

① 学群学則第 条により休学を許可され、又は命じられた者

② 学群学則第 条により留学を許可された者

③ 学群学則第 条により停学を命じられた者

④ 筑波大学学群試験実施要項（平成 年３月１日副学長裁定）第 項の措置を受けた者

⑤ 当該学年において、特別の履修を許可された者

⑥ 病気その他止むを得ない理由により、長期にわたり、又は期末試験期間中に欠席した者

⑦ 前各号以外の理由により、年間 単位以上を修得することができない者であって、修学を指導することによ

り、翌年度年間 単位以上修得することが可能と認められる者（２年間（前各号により許可を受けた期間を除

く。）継続して、年間修得単位が 単位未満である者を除く。）

⑵ 前号⑤の適用について

当該年度内に卒業が予定されている者のうち、年度当初において、年間 単位未満の単位修得により、卒業要

件を満たす予定で、かつ卒業研究等の受講が認められた者が、卒業を延期せざるを得なくなった場合に適用する。

この場合、当該学生は、クラス担任教員又は卒業研究等の指導教員による卒業を延期すべき理由を付した特別

履修許可願を所属学類長（専門学群は除く。）を経由して、所属学群長に提出し、承認を得るものとする。

なお、特別な履修を許可した者全てについて、教育を担当する副学長に報告するものとする。

⑶ 第１号⑦の適用について

学群長は、当該学生に対し、履修結果について警告・指導を行うとともに、当該学生から年間 単位以上修得

に努める旨の誓約書を提出させるものとする。

⑷ 適用除外

この取扱いに基づく許可は、学群学則第４条に定める在学年限内で卒業ができなくなるときはこれを行わない

ものとする。

２．除籍について

⑴ 除籍とは、その処分決定の日をもって大学の利用関係を廃止し、以後学籍を有しないこととすることをいう。

⑵ 除籍となった者の修得単位、在籍期間等については、本人の請求により、証明書を交付する。この場合におい

て、除籍理由として、学群学第 条第１項各号又は大学院学則第 条第１項各号のうちから適用した号数を付記

するものとする。

３．その他

この取扱いの適用に関し疑義が生じた場合は、学群・学類連絡会議又は大学院連絡会議の議に基づき、教育を担

当する副学長が決定する。

付 記

１．この取扱いは、平成 年４月１日から実施する。

２．この取扱いの実施の際現に学群学則第 条第１項第３号の規定に基づき、学群長の許可を受けている者について

は、この取扱いの規定により許可を受けたものとみなす。

対象者（早期卒業の希望者として

適格な者）

各学群・学類において、各年次において前項の「所定の単位を優れた成績を

もって修得した学生」を認定する基準を満たした者で、指導を行う上で適格者

と判断するための基準を定める。

申請時期（早期卒業希望者が申請

をする時期）

各学群・学類において、早期卒業のための授業計画等を考慮し、適切に定め

る。

認定方法（早期卒業希望者の適性

及び早期卒業の審査・認定を行う

ための手順）

学群・学類の対応委員会において、上記の「学修の成果に係る評価の基準（授

業に係る成績評価の基準）」に基づき審査の上、学類及び学群の教員会議で認定

する。

卒業時期 各学群・学類において、学期の区分に従い、適切に定める。

（関連事項）

３．前２項の規定にかかわらず、各学群及び学類において次の事項に留意のうえ、学群教育の運営に関する自己点検

を行うものとする。

項 目 基 本 方 針

責任ある授業運営のための取組 教室外の学習についても学生の自主性にのみ任せるのではなく、例えばシラ

バスに明記する等の方法により、学生が事前に行う準備学習や事後の学習、レ

ポートの提出などについて十分な指示を与える等、各学群・学類において取り

組む。

厳格な成績評価のための取組 成績評価基準を明記した上で、これに基づいた成績評価が行われるよう、各

学群・学類において取り組む。

適切な学習指導・相談体制の整備

について

・上限設定に係る履修指導（科目相互の履修順序を明確化、モデル的なコース

を提示等）

・上限を超えた履修登録を許可した場合の履修指導（履修すべき科目の提示等）

・早期卒業を想定した授業計画（卒業論文、卒業研究の着手条件、時期、期間、

指導体制等）

・成績評価基準

・早期卒業の認定の基準

・オフィスアワーの設定

・その他上限設定、早期卒業、責任ある授業運営、厳格な成績評価等に関し必

要な事項

ａ）日常的に履修指導を行いうる指導大学教員等

クラス担任制度の活用の他、効果的な履修指導が行えるよう、各学群・学類において整備する。

ｂ）ガイダンス等の実施

新入生オリエンテーションや各学年ガイダンス等、各学群・学類において取り組む。

（付記）

４．このガイドラインは、平成 年３月１日から実施する。

５．このガイドラインは、平成 年４月１日から実施する。

ただし、このガイドライン改正前に筑波大学に入学した者にあっては、このガイドライン一部改正にかかわらず、

なお従前の例による。
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筑波大学 制度に係わる実施要項（学群）
 

平成２４年７月１７日 
平成２４年度第４回学群教育会議決定 

改正 平成２７年 ３月１７日 

改正 平成２８年 ２月１６日 

（目的）

第１条 この要項は、筑波大学（以下「本学」という。）におけるグレード・ポイント・アベレージ（履修

科目の成績の平均値。以下「GPA」という。）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高

めるとともに、筑波スタンダードが掲げる教育の質の保証について一層の具体化を進め、適切な修学指導

に資することを目的とする。 
 

（評価及び ）

第２条 学群学則第３５条及び筑波大学学群試験実施要項に定める成績の評語、及びグレード・ポイント

（各評価に与えられる数値（評価点）。以下「ＧＰ」という。）は、次表のとおりとする。 
 

評語
（評価点）

評価基準 参考（ 点満点での目安）

Ａ＋ ４．３
到達目標を達成し、きわめて優秀
な成績をおさめている

点以上

Ａ ４
到達目標を達成し、優秀な成績を
おさめている

～ 点

Ｂ ３ 到達目標を達成している ～ 点

Ｃ ２ 到達目標を最低限達成している ～ 点

Ｄ ０ 到達目標を達成していない 点未満

Ｐ －
定められた学修水準に到達してい
る

－

Ｆ －
定められた学修水準に到達してい
ない

－

（ＧＰＡの種類と算出方法）

第３条 当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としてのＧＰＡ（以下「学期ＧＰＡ」という。）

並びに在学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としてのＧＰＡ（以下「累積ＧＰＡ」とい

う。）の２種類とする。

２ 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの計算式は，次の各号の定めるところによるものとし，算出された数値の

小数点第３位以下は切り捨てるものとする。

学期ＧＰＡの計算式

学期ＧＰＡ＝
(当該学期の「A＋」の単位数×４.３＋「Ａ」の単位数×４＋「Ｂ」の単位数×３＋「Ｃ」の単位数×２)

当該学期の総履修登録単位数

(2) 累積ＧＰＡの計算式

累積ＧＰＡ＝
（全期間の「A＋」の単位数×４.３＋「Ａ」の単位数×４＋「Ｂ」の単位数×３＋「Ｃ」の単位数×２）

全期間の総履修登録単位数
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（ＧＰＡ対象科目）

第４条 当該学群の履修細則に規定する卒業要件に係わる授業科目とする。

２ 前項の規定にかかわらず、次の授業科目については、学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡ対象科目から除くも

のとする。

本学で修得した単位と認定された授業科目

第２条に定める「Ｐ」又は「Ｆ」で評価される授業科目

学類長からの要請を踏まえ学群長が指定する授業科目

（成績評価の厳格化）

第５条 学群長及び共通科目等運営部会長は、関係学類又は関係共通科目等における成績評価分布の目標

をあらかじめ定め、公表するものとする。

（成績通知と成績証明書）

第６条 各学期の成績通知においては、学期ＧＰＡと累積ＧＰＡを記載するものとする。

２ 成績証明書にＧＰＡを記載する場合には、算出方法などをあわせて記載する。

（雑則）

第７条 この要項に定めるもののほか、ＧＰＡの実施に関し必要な事項は、学群教育会議の議を経て、副

学長（教育担当）が別に定める。

附則

この要項は、平成２５年４月１日から実施し、平成２５年度入学者から適用する。

附則

この要項は、平成２７年４月１日から実施する。

附則

この要項は、平成２８年４月１日から実施する。
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制度への 学生用

[平成 25 年度 GPA 制度導入時の概要と変更点]  
⚫ 平成 25 年度学群入学者から、GPA が適用されます。 
⚫ 評語 A が A+と A に分割され、成績は A+, A, B, C, D の 5 段階評価となります。 
⚫ 履修放棄した科目の評価は D または F になります。 

 
[平成 28 年度からの変更点] 
⚫ 平成 28 年 4 月 1 日から GP（評価点）が次のように改定されます。 

 
⚫ 新しい GP は、GPA 対象学生（平成 25 年度以降入学の学群生）全員に適用されます。 
⚫ GP の改定は過去に遡って適用され、累積 GPA と平成 27 年度までの学期 GPA は、新

GP による値に計算しなおされます。 
⚫ 平成 28 年 4 月 1 日以降、TWINS の成績確認画面、成績証明書、及び保護者への成績

通知における GPA は、新 GP により再計算された値となります。 
⚫ 平成 27 年度秋学期の成績通知における GPA は旧 GP による計算ですが，平成 28 年 4

月以降に TWINS で表示される GPA は新 GP で再計算した値です。再計算に関する保

護者への説明は、平成 28 年春学期の成績通知送付時（平成 28 年 9 月）に行います。 
 
Q1 GPA とは何ですか？ 
A1 GPA は Grade Point Average の略称で、アメリカにおいて行われている学生の到達度

評価方法の一種です。授業科目ごとの成績を何段階かで評価し、評語に対してグレードポ

イントを付与してその平均を計算したものです。 
A+や A が多く、C や D が少ないと GPA の値が大きく（良く）なります。履修放棄があ

ると D を増やすことになり、GPA の値が小さく（悪く）なります。履修した科目は確実に

よい評価をとることが基本です。 
 
Q2 GPA 制度を導入する目的は？ 
A2 成績の状況を具体的に示されることによって、学生は自分に合った履修計画を立てら

れます。筑波スタンダードが掲げる教育の質の保証の具体化につながります。 
 
Q3 いつから GPA 制度が導入されますか？ 
A3 平成 25 年度以降の学群入学者に導入されます。平成 24 年度以前の入学者は GPA は

計算されず、表示もされません。また、大学院への導入時期は未定です。 

評語 A+ A B C D P F 

新 GP 4.3 4 3 2 0 ― ― 

旧 GP 4 3 2 1 0 ― ― 
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Q4 GPA はどこに表示されますか？ 
A4 TWINS の成績確認画面及び保護者に送付する成績通知書に表示されます。 
 
Q5 成績評価の基準は変わりますか？ 
A5 はい、平成 25 年度から成績の評語と基準が次表のように変わります。学群・大学院を

問わず、成績評価が 5 段階で行われます。A+, A, B, C と P が合格で単位修得でき、D と F
が不合格で単位修得できません。授業に出ることをやめ、履修を放棄した場合、平成 24 年

度までは TWINS で成績を参照した際に D でなく「－」が表示されることがありましたが、

平成 25 年度からは履修放棄は全て不合格（D または F）となります。 
 

評語 GP 
(評価点) 評価基準 参考 

(100 点満点での目安) 

A+ 4.3 到達目標を達成し、きわめて優秀な成績をおさ
めている 90 点以上 

A 4 到達目標を達成し、優秀な成績をおさめている 80～89 点 

B 3 到達目標を達成している 70～79 点 

C 2 到達目標を最低限達成している 60～69 点 

D 0 到達目標を達成していない 60 点未満 

P － 定められた学修水準に到達している － 

F － 定められた学修水準に到達していない － 

 
Q6 履修登録の取り消しは可能ですか？ 
A6 当該科目の履修登録期間内であれば TWINS で履修の取り消しができます。期間後に

取り消すことはできません。やむを得ない事情がある場合は、履修申請変更願を学群長に

提出してください。 
 
Q7 履修科目が不合格だった場合の影響は？ 
A7 平成 24 年度までの入学者の場合、従来もこれからも、成績証明書等に不合格科目は表

示されず、不合格の多寡は第三者に判りません。平成 25 年度以降入学者の場合、成績証明

書に不合格科目が表示されない点は同じですが、GPA から不合格の多さが推測できます（不

合格の科目も GPA 計算の分母に算入されるため）。 
 
Q8 GPA 計算の対象となる科目は？ 
A8 当該学群・学類の学群履修細則に規定する卒業要件に係わる科目が対象になります。

ただし、卒業要件に含まれる場合であっても、本学で修得した単位と認定された授業科目、

P または F で評価される授業科目は除外します。これ以外に GPA 計算の対象から除外する

科目がある場合は、各学群・学類の学群履修細則に示されています。 
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Q9 GPA の計算方式は？ 
A9 GPA の対象科目を用いて計算します。「学期 GPA」は当該学期における学修の成果を

示す指標で、当該学期の GPA 対象科目について基準時点（決められた日時）の GPA を算

出したものです。「累積 GPA」は入学以来の全期間の学修の成果を示す指標で、入学以来の

GPA 対象科目全てについて GPA を算出したものです。計算式は以下のとおりです。 
 

( )
単位数対象科目の総履修登録

の単位数の単位数の単位数の単位数の単位数

GPA
0D2C3B4A3.4AGPA +++++

=  

 
なお、GPA は小数点第２位までとし、小数点第３位以下は切り捨てます。 
参考のために簡単な計算例を示します。新入生の春学期の学期 GPA と累積 GPA は同じ値

ですが、秋学期以降は異なります。 
 

 A+ A B C D 計 GPA 

春学期 
単位数 10 5 5 0 0 20 

3.90 GP 43 20 15 0 0 78 

秋学期 
単位数 5 0 0 5 10 20 

1.57 GP 21.5 0 0 10 0 31.5 

秋学期時点の累積 
単位数 15 5 5 5 10 40 

2.73 GP 64.5 20 15 10 0 109.5 

 
Q10 成績証明書に GPA は表示されますか？ 
A10 GPA が表示される成績証明書と、表示されない成績証明書があります。発行する際

に学生自身が選択する事ができます。 
 
Q11 GPA はいつ計算されるのですか？ 
A11 学期 GPA と累積 GPA は春 C と秋 C の成績入力期限直後の決められた日時に計算さ

れます。その日以降に成績評価が変更されても学期 GPA には反映されません。累積 GPA
は成績証明書を発行する都度、その時点の成績で再計算されますが、TWINS の画面には次

の学期 GPA 計算時まで反映されません。 
 
Q12 成績がついていない科目は GPA にどう影響しますか？ 
A12 成績が確定していない科目は GPA 計算に含みません。成績が確定した時点からは前

項と同様です。 
 
Q13 総合科目や体育など、履修制限を受けて第 2 希望の科目になったのですが、それでも

GPA 計算の対象になりますか。 
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A13 はい、受講調整の有無と成績評価は無関係で、GPA 計算の対象になります。 
 
Q14 他学群・他学類の開設科目も GPA 計算の対象になりますか？ 
A14 学群履修細則で卒業要件の対象となっている科目はすべて原則として GPA 計算の対

象になります。GPA 計算の対象外となる科目は学群履修細則に明示されます。 
 
Q15 資格関係の科目も GPA 計算の対象になりますか？ 
A15 資格取得のための科目であっても、学群履修細則で卒業要件の対象で、GPA 計算の

対象外でなければ GPA 計算対象です。 
 
Q16 留学先や他大学でとった成績は GPA に反映されますか？ 
A16 筑波大学とは評価基準が異なるので算入できません。入学前の修得単位も同じです。 
 
Q17 GPA はどのように使われますか？ 
A17 主に修学指導に使われることを想定しています。 
 
Q18 GPA が一定水準に達しないと、退学勧告が行われるのですか？ 
A18 現時点ではそのような利用は考えていません。 
 
Q19 再履修した科目は、どちらの成績が GPA に反映されますか？ 
A19 どちらの成績も GPA の計算対象となります。分母には延べ単位数が加算されます。 
 

Q9 GPA の計算方式は？ 
A9 GPA の対象科目を用いて計算します。「学期 GPA」は当該学期における学修の成果を

示す指標で、当該学期の GPA 対象科目について基準時点（決められた日時）の GPA を算

出したものです。「累積 GPA」は入学以来の全期間の学修の成果を示す指標で、入学以来の

GPA 対象科目全てについて GPA を算出したものです。計算式は以下のとおりです。 
 

( )
単位数対象科目の総履修登録

の単位数の単位数の単位数の単位数の単位数

GPA
0D2C3B4A3.4AGPA +++++

=  

 
なお、GPA は小数点第２位までとし、小数点第３位以下は切り捨てます。 
参考のために簡単な計算例を示します。新入生の春学期の学期 GPA と累積 GPA は同じ値

ですが、秋学期以降は異なります。 
 

 A+ A B C D 計 GPA 

春学期 
単位数 10 5 5 0 0 20 

3.90 GP 43 20 15 0 0 78 

秋学期 
単位数 5 0 0 5 10 20 

1.57 GP 21.5 0 0 10 0 31.5 

秋学期時点の累積 
単位数 15 5 5 5 10 40 

2.73 GP 64.5 20 15 10 0 109.5 

 
Q10 成績証明書に GPA は表示されますか？ 
A10 GPA が表示される成績証明書と、表示されない成績証明書があります。発行する際

に学生自身が選択する事ができます。 
 
Q11 GPA はいつ計算されるのですか？ 
A11 学期 GPA と累積 GPA は春 C と秋 C の成績入力期限直後の決められた日時に計算さ

れます。その日以降に成績評価が変更されても学期 GPA には反映されません。累積 GPA
は成績証明書を発行する都度、その時点の成績で再計算されますが、TWINS の画面には次

の学期 GPA 計算時まで反映されません。 
 
Q12 成績がついていない科目は GPA にどう影響しますか？ 
A12 成績が確定していない科目は GPA 計算に含みません。成績が確定した時点からは前

項と同様です。 
 
Q13 総合科目や体育など、履修制限を受けて第 2 希望の科目になったのですが、それでも

GPA 計算の対象になりますか。 



－ 327 －

 

学群学生の大学院授業科目履修を許可する取扱い

平成１８年１２月１４日

教育研究評議会承 認

改正 平成２３年２月１５日

改正 平成２５年２月２２日

改正 平成２８年３月１５日

学群学生の大学院授業科目履修を許可する取扱い

趣 旨

学士課程の教育においては、専門の骨格を正確に把握させると同時に、学生が広い視野を

持ち学問を総合的に把握し、課題を探求できるような幅広い教育を施すことが重要である。

また、大学院は教育機関としての本質を踏まえ、大学院教育の実質化、国際的な通用性、

信頼性の向上を通じ、世界規模での競争力の強化を図ることを重要な視点として、教育研究

機能の強化を推進していくことが肝要である。

このため、本学では、学群において優秀な成績を修め、かつ、筑波大学の大学院（以下「本

大学院」という。）に進学を希望する学生には、高度の専門知識と深い思考力を養い、もっ

て、本大学院入学後の大学院初期（導入）教育に資すること及び本大学院に進学を希望する

学群学生に対し、より早い段階で大学院進学の動機付けを行うことを目的として、指定され

た大学院の授業科目の履修を認めるものとする。

なお、実施に当たっては、責任ある授業運営と厳格な成績評価の実施の具体的な取り組み

を行うこととし、学群教育においては、単位制度の実質化（単位制度の趣旨に沿った十分な

学習量の確保）、大学院においては、教育の課程の組織的展開の強化（大学院教育の実質化）

の取組が十分に対応できていることに留意するものとする。

（履修の資格）

１ 大学院授業科目（東京地区の専ら夜間の研究科・専攻を除く。以下、同じ。）を履修する

ことができる学群学生は、次の各号に該当する者とする。

第３年次終了時点（秋学期入学者は第３年次３月終了時点、医学群医学類は第５年次終

了時点）で、学生が所属する学群・学類（以下「学群等」という。）において成績優秀と認

める者

－ 成績優秀と認める者の基準については、学群等において関係研究科と調整の上、別に

定める。－

本大学院に進学を希望する者

（履修の手続）

２ 大学院の授業科目履修を希望する学群学生は、次の手続を行うものとする。

 別記様式第１号の履修願、第３号の大学院授業科目登録申請書、第４号の単位修得状況

調書、成績証明書を所属する学群長に申請する。

 申請時期は別途定めるものとする。

（履修の制限）

３ 大学院の授業科目履修に当たっては、次のとおりとする。
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履修可能な授業科目は、原則として１０単位を限度とする。

履修可能な授業科目は、進学を希望する研究科（１研究科に限る。）の授業科目とする。

（履修可能な大学院授業科目の指定）

４ 履修可能な大学院授業科目については、研究科が指定する。

（学群における履修承認）

５ 学群における大学院授業科目履修の承認は、次の手続により行う。

学群等において選考のうえ、学群長が承認する。

当該学群長は、履修を承認した学生について、当該学生が履修を希望する授業科目を開

設する研究科長に通知する。

（大学院における履修許可）

６ 大学院における授業科目履修許可は、次により行う。

前項において学群長から通知を受けた当該研究科長は、当該研究科において選考のうえ、

大学院における授業科目履修の可否を決定する。

当該研究科長は、選考結果を当該学群長に通知する。

研究科長から通知を受けた当該学群長は、可と判定された学群学生に対し、別記様式第

２号の許可書を交付するものとする。

（修得単位の取扱い）

７ 本取扱いにより履修し修得した単位は、本大学院入学後に単位を授与するものとし、授与

した単位は、本大学院入学後、当該研究科の規定に基づき、本大学院の修了の要件となる単

位として認定する。

（その他）

８ 本取扱いにより学群の学生が大学院の授業科目を履修するに当たっては、国立大学法人筑

波大学科目等履修生細則（平成１７年法人細則第２４号。）にかかわらず、大学院の科目等

履修生として履修したものと取り扱うものとする。

９ 本取扱いにおける規定に基づき、学群又は研究科において個別の取扱いを定めるときは、

副学長（教育を担当する副学長）、関係学群長及び関係研究科長等において協議のうえ、副

学長（教育を担当する副学長）の承認を得るものとする。

以 上
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